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　　 総務部　総務課　制度改正審議室
　 　内線　2118　　Fax：03-3501-0624　　E-mail：PA0A00@jpo.go.jp

　○＜各改正事項について＞
　・通常実施権等の対抗制度の見直しに関すること
　　 総務部　総務課　制度改正審議室
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　・冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備に関すること
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　　 審判部　審判課　審判企画室
　 　内線　5854　　Fax：03-3584-1987　　E-mail：PA6B00@jpo.go.jp
 
　・特許関係等料金制度に関すること
  　 総務部　総務課　調整班
　　 内線　2105　　Fax：03-3593-2397　　E-mail：PA0260@jpo.go.jp

　・発明の新規性喪失の例外規定の見直し等に関すること
  　 特許審査第一部　調整課　審査基準室
　　 内線　3112　　Fax：03-3597-7755　　E-mail：PA2A10@jpo.go.jp

　・出願人・特許権者の救済手続の見直しに関すること
  　 総務部　総務課　法規班
　　 内線　2106　　Fax：03-3597-7755　　E-mail：PA2A10@jpo.go.jp

　・商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止に関すること
  　 審査業務部　商標課　商標制度企画室
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【法律改正の概要】 





改正法の概要

①審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されるこ
とにより、事件が無駄に裁判から審判に差し戻されることを防ぐ。

②再審の訴え等における主張の制限
安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許
の無効審決が確定した場合の再審等を制限し、紛争の蒸し返しを
防ぐ。

③審決の確定の範囲等に係る規定の整備
権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特
許権の一部（請求項）ごとに行うための規定を整備する。

④無効審判の確定審決の第三者効の廃止
紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による
同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求を認める。

①各種料金の引き下げ
○意匠登録料の引き下げ
１１年目以降の意匠登録料を半減する。

○国際出願手数料の引き下げ
中小企業等の国際展開を支援するため、国際出願の調査手数
料を引き下げる。

②特許料等の減免制度の拡充
中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を３年から１０年へ
延長するとともに、対象となる中小企業の範囲を拡大する。

紛争の迅速・的確な解決のための紛争の迅速・的確な解決のための
審判制度等の見直し審判制度等の見直し

制度の利便性向上のための制度の利便性向上のための
料金・手続の見直し料金・手続の見直し

①発明の新規性喪失の例外規定の見直し等
学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その
公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権を取得し得るこ
ととする。

②出願人・特許権者の救済手続の見直し
出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済
要件を緩和する。

③商標権消滅後１年間の登録排除規定の廃止
権利を早期に取得できるようにするため、商標権が消滅しても、１年
間は他人による登録を排除している規定を廃止する。

①通常実施権等の対抗制度の見直し

安定的な事業継続のため、実務上困難なライセンスの登録をしなく

ても、第三者からの差止請求等に対抗できることとする。

手続の見直し

料金の見直し

イノベーションのオープン化への対応イノベーションのオープン化への対応

○施行日
公布の日（平成２３年６月８日）から起算して１年を超えない
範囲内において政令で定める日

②冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備

研究開発の成果を適切に保護するため、共同発明者の一部によっ

て特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許権を

自らに返還請求できる制度を導入する。

法律改正の目的

○グローバル市場における競争が新興国を含めて激化する中で我が国企業の競争力を持
続させていくには、イノベーションを促進し、新たな技術や産業を生み出すための環境を整
備することが急務となっている。

○こうした中、近年の技術の高度化・複雑化に伴い、社外技術も活用して研究開発や製品化
を行うオープン・イノベーションが進展しており、これが要因となってライセンス契約の重要
性が増すとともに、共同研究等が一般化している。また、技術革新のスピードに対応して
迅速・的確に紛争を解決することや、中小企業等におけるイノベーションを促進するために
制度の利便性を向上させることも一層重要になっている。

○このような知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の
成長・競争力強化に貢献するため、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法
(※)、産業技術力強化法、ＴＬＯ法(※)、産活法（※）、中小ものづくり高度化法(※)の改正
を行った。

※正式名称
国際出願法 ・・・・・・・・・・・・・・・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
ＴＬＯ法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
産活法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

中小ものづくり高度化法・・・・・・中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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（２）改正の概要①

○通常実施権を適切に保護するため、登録を必要とせずに、特許権の譲受人等の第三者に対して
通常実施権を対抗できる制度（当然対抗制度）を導入した（特許法第９９条）。

○仮通常実施権についても、同様に、当然対抗制度を導入した（特許法第３４条の５）。

①当然対抗制度の導入

【当然対抗制度】

②特許権の譲渡

①ライセンス契約

ライセンスを
受けた者

第三者

登録されていない場合

差止請求等を受けうる

特許権者

登録�なくても対抗��に

○通常実施権登録制度を廃止すると、通常実施権の移転等の権利変動について、登録を対抗要
件とすることはできなくなるため、特許法第９９条第３項を削除した。仮通常実施権についても、
仮通常実施権の権利変動に関する対抗要件を規定する特許法第３４条の５第２項を削除した。

○なお、通常実施権は指名債権に該当すると解されることから、施行後は、通常実施権の権利変
動についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定（民法第４６７条等）に従って規律され
ることとなる。

※現行特許法においても、法定実施権は登録
なくして特許権の譲受人等の第三者に対抗
できる（特許法第９９条第２項）。

②通常実施権等の権利変動の第三者対抗要件

１．通常実施権等の対抗制度の見直し

（１）現行制度の概要及び問題の所在

○現行特許法においては、通常実施権に関する事項は、特許庁に備える特許原簿に登録するものと
されており（特許法第２７条第１項第２号）、特許権の譲受人等の第三者に対して通常実施権を対抗
するためには、あらかじめ特許庁に通常実施権の登録をしておくことが必要とされている（特許法第
９９条第１項）。

○近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進み、自社の技術のみによって製品を
開発・製造することは現実的ではなくなってきており、１つの最終製品に至るまでには膨大な数の特
許権についてライセンス（通常実施権）契約が締結されている。（参考１）

○しかしながら、登録の手間とコスト面等の理由により、通常実施権の登録が実務上困難となっている
ため、通常実施権の登録制度はほとんど利用されていない。このため、ライセンスの対象となった特
許権が１つでも譲渡されると、企業が事業を差し止められ、大きな損失を被りかねない。（参考２）

（参考１） 【標準規格に含まれる特許権の数】

技術標準名 対象製品 必須特許数 ライセンサー/

ライセンシー

MPEG２ ※1

（ビデオ）

DVD、DVDディスク

デジタルTV

セットトップボックス

約790件 25社/

約1，500社

DVD（６C) ※2 DVDプレーヤー/

レコーダー

DVD再生用ディスク

DVD記録用ディスク

約850件 7社/

約300社

DVD（３C) ※3 DVDプレーヤー

DVD再生用ディスク
約1，120件 4社/－

※1：映像データの圧縮方式の一つで、DVD等で使用されるデータ形式。
※2：東芝、パナソニック等が管理する、DVD関連技術のパテントプール。
※3：フィリップス、ソニー等が管理する、DVD関連技術のパテントプール。

（参考２） 【登録対抗制度】

②特許権の譲渡

①ライセンス契約

ライセンスを

受けた者

第三者

登録されていない場合
差止請求等を受けうる

特許権者

通常実施権の登録率が０％又は１％未満の企業等 約９０％

（出典：加藤恒『パテントプール概説 技術標準と知的財産問題の解決策を中心として』

１４６頁～１５１頁、表２２（社団法人発明協会、改訂版、２００９年））

（財団法人知的財産研究所「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する
調査研究報告書」（2010年3月）において報告されている、国内の企業504カ所、大学57カ
所、研究機関19カ所、都道府県13カ所等から回収されたアンケートの結果に基づく。）
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（２）改正の概要③

○通常実施権等の保護の強化及び施行後に生じる対抗関係の一律処理の観点から、施行前から存
在する通常実施権等であっても、施行の際現に存在するものについては、当然対抗制度を適用す
るものとし、施行後の特許権の譲受人等の第三者に対しては、登録なくして通常実施権等を対抗
できることとした（附則第２条第３項、第１１項）。（参考３）

○通常実施権等の移転等の権利変動について、施行前に登録により第三者対抗要件を具備したも
のについては、施行後もその効力を維持することとした（附則第２条第５項、第１３項）。 （参考４）

④経過措置

施行��旧法� ��法�

通常実施権等の許諾

通常実施権等通常実施権等

特許権の譲渡

（旧法下で許諾）

当然対抗※施行前に特許権の譲渡等があった
場合には、当然対抗制度導入前であ
るため、登録していない通常実施権を
第三者に対抗することはできない。

施行��旧法� ��法�

移転の第三者
対抗力あり

移転の第三者
対抗力あり

二重譲渡

（移転の登録）

引き続き、対抗力あり

通常実施権等の移転

（参考３）【当然対抗制度の適用に関する経過措置】 （参考４）【通常実施権等の権利変動の対抗力に関する経過措置】

（２）改正の概要②

○当然対抗制度の導入により、通常実施権等の登録制度は不要となるため、これを廃止すること
とした（特許法第２７条第１項第２号、第３号及び第４号）。

○現行特許法では、通常実施権等の登録制度を前提とした規定が存在するため、これらについて
以下の手当てをすることとした。

a. 通常実施権者が薬事法上の処分等を受けている場合には、登録の有無に関わらず、こ
れを根拠とする延長登録出願を認めることとした（特許法第６７条の３第１項第２号）

b. 裁定の請求がなされた場合に特許庁長官が登録した権利を有する者に答弁書を提出す
る機会を与える旨の規定（特許法第８４条）について、登録の有無に関わらず通常実施
権者が意見を述べることができることとした（特許法第８４条の２等）

c. 登録した仮通常実施権者の承諾を条件とする規定（特許法第３８条の２、第４１条第１項
ただし書等）について、その承諾を不要とし、国内優先権主張又は出願変更の場合には
仮通常実施権 を他の出願に引き継ぐこととした（特許法第３４条の３第５項等）

③通常実施権等の登録制度の廃止とそれに伴う措置

現行法で登録を備えた仮通常実施権者の承諾が必要な行為 法改正後

特許出願の放棄又は取下げ（特許法第３８条の２） 仮通常実施権者の承諾を不要とした。

国内の特許出願に基づく優先権主張（特許法第４１条第１項ただし書、実
用新案法第８条第１項ただし書）

先の出願の明細書等に記載された範囲に限り後の出願に実施権を
引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とした。※

特許出願から実用新案登録出願への変更（実用新案法第１０条第９項）
変更出願に仮通常実施権を引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承
諾を不要とする。※
また、出願変更の対象である特許出願について、仮専用実施権につ
いての仮通常実施権が許諾されていた場合においても、変更出願に
仮通常実施権を引き継ぐこととし、仮専用実施権についての仮通常
実施権者の承諾を不要とした。※

特許出願から意匠登録出願への変更（意匠法第１３条第５項）

※当事者間で実施権を引き継がない旨の合意がある場合には、実施権を引き継がない。
○なお、特許権等の放棄、�正��の請求及び実用新案登録に基づく特許出願については、引き�き通常実施権者等の承諾が必要である。
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（２）改正の概要④

（ア）実用新案法・意匠法の手当

実用新案法及び意匠法においては、特許法と同様に、通常実施権に当然対抗制度を導入する
こととした（実用新案法第１９条、意匠法第２８条）。
また、実用新案法及び意匠法にも仮通常実施権の規定を整備し、仮通常実施権に当然対抗制

度を導入することとした（実用新案法第４条の２、意匠法第５条の２）。

（イ）産活法の手当

当然対抗制度の導入により、包括ライセンス契約（許諾対象となる特許権を特許番号等で特定
しない契約）に基づき許諾された通常実施権についても、産活法上の特定通常実施権登録制度
に拠らず第三者対抗力を備えることが可能となるため、特定通常実施権登録制度を廃止した。

⑤他法への波及
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（２）改正の概要①

（ア）改正の内容

移転請求権を創設することにより、冒認又は共同出願違反をされてしまった真の権利者が、冒
認者等から特許権を取り戻すことを可能にすることとした。

（イ）移転請求権の内容（特許法第７４条第１項）

（ａ）特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、

（ｂ）当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者（真の権利者）は、

（ｃ）経済産業省令で定めるところにより、

（ｄ）特許権者に対し、

（ｅ）特許権の移転を請求することができる。

（ウ）移転請求権行使の効果（特許法第７４条第２項）

移転請求権が行使されて、真の権利者への特許権の移転の登録がされたときは、当該特許権
は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされることとした。

①移転請求権の創設

冒認者真の権利者

特許権の移転を
請求することができる。

特許権は初めから真の権利者に帰属
していたものとみなされる。

① 発明 ② 出願 特許取得

③
特許権

共同出願違反をした者真の権利者

特許権の持分の移転を
請求することができる。

特許権は初めから真の権利者と共同出願違反
をした者が共有していたものとみなされる。

① ２人で発明

② 単独で出願 特許取得

③
特許権

共同研究・共同開発の現状

冒認・共同出願違反の実態

（資料）「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」（社団法人日本国際知的財産保護
協会、２０１０年）（アンケート調査回答企業・大学数：９１２）

２．冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備

○近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化している。この結
果、冒認又は共同出願違反が少なからず発生しており、中には訴訟に至るケースも存在する。

○このような状況の下、 現行制度では、冒認等に対して、真の権利者が採り得る手段としては、①
無効審判による冒認等に係る特許の無効化、②不法行為に基づく冒認者等に対する損害賠償請
求、③新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願、④裁判例上のものとして、特許権設定登録
前における出願人名義変更、さらに、真の権利者が自ら出願した事案の下で、特許権設定登録後
における特許権の移転が認められているが、いずれも真の権利者が自らの発明に係る特許権を
取得する手段としては十分とはいえない。

○これに対し、主要諸外国では、真の権利者が冒認等に係る特許権を取り戻すことを可能とする制
度が導入されており、我が国の企業等には、このような制度を導入することに対するニーズがある。

約４０％共同で出願すべき発明について単独で出願された経験がある企業・大学

約３１％冒認出願された経験がある企業・大学

約７５％現在、共同研究・共同開発を実施している企業・大学

約９５％共同研究・共同開発をした経験がある企業・大学

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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（２）改正の概要③

（ア）冒認等の無効理由

真の権利者による特許権の行使が無効の抗弁により妨げられることがないようにするため、移
転請求権が行使されて、真の権利者に特許権が移転した場合には、冒認又は共同出願違反の無
効理由に該当しないこととした（特許法第１２３条第１項第２号及び第６号の括弧書）。

（イ）冒認等を理由として無効審判を請求できる者

真の権利者が特許権を取得する機会を担保するため、真の権利者（特許を受ける権利を有する
者）のみが、冒認又は共同出願違反を理由として無効審判を請求できることとした（同条第２項）。

③冒認・共同出願違反の無効理由

④冒認者等の権利行使に対して無効の抗弁を主張できる者

今般の改正により、真の権利者のみが、冒認又は共同出願違反を理由として無効審判を請求で
きることとしても、それにより無効の抗弁を主張できる者が真の権利者に限定して扱われることがな
いようにすることとした（特許法第１０４条の３第３項）。

× 無効審判請求

○

特許権
権利行使

権利行使冒認者等 冒認者等

無効審判請求

第三者 第三者

真の権利者 真の権利者

無効の抗弁○

無効の抗弁

○

【改正後における、冒認等を理由として無効審判を請求できる者（左図）及び無効の抗弁を主張できる者（右図）】

特許権

（２）改正の概要②

②冒認者等からの特許権の譲受人等の保護

冒認者

譲受人

特許権の譲渡

移転請求権の行使

①

②

真の権利者

③ 譲受人は一定の条件の下、実施継続が可能

冒認者

ライセンシー

ライセンス契約

移転請求権の行使

①

②

真の権利者

③ ライセンシーは一定の条件の下、実施継続が可能

（ａ）真の権利者への特許権の移転の際現に、特許権若しくは専用実施権又はそれらについての
通常実施権を有する者であって、特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当すること
を知らないで、日本国内において当該発明の実施又はその準備をしているものは、

（ｂ）その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、

（ｃ）その特許権について通常実施権を有する。

一方、真の権利者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することとした。

真の権利者により移転請求権が行使された場合に、以下のとおり、冒認者等からの特許権の譲
受人等が当該特許権に係る発明の実施を継続できるようにすることとした（特許法第７９条の２）。
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（２）改正の概要④

真の権利者が冒認者等に対して移転請求権を行使し、特許権の移転の登録が行われた場合、
真の権利者に対して特許証が交付されることとした（特許法第２８条第１項）。

⑥真の権利者に対する特許証の交付

⑦他法への波及

本救済措置は、実用新案法・意匠法でも導入される。

⑧経過措置

本救済措置は、改正法の施行日以後に出願されたものに適用される（附則第２条第９項等）。

（参考）共同研究によるトラブルを避けるために

「知っておきたい特許契約の基礎知識」（INPIT）
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html

⑤冒認出願の先願の地位

真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するため、冒認出願
について先願の地位を認めることとした（特許法第３９条第６項の削除）。
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（２）改正の概要①

指摘される問題点に鑑み、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求をできないこととし（特許法
第１２６条第２項ただし書の削除）、当該訂正審判の請求に起因して、裁判所が決定をもって事件を
差し戻すことができるとする規定（特許法第１８１条第２項）を廃止した。

①審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

現行制度における審決取消訴訟提起後の訂正審判には、審判合議体が審決で示した有効性の
判断を踏まえて訂正をすることができるという利点がある。これについては、無効審判中に「審決の
予告」で審判合議体の判断を示し、特許権者がこれを踏まえての訂正ができるようにすることで、利
点を確保することとした（特許法第１６４条の２）。

②「審決の予告」の創設

現
行
制
度

改
正
制
度

合議体��示される
��の判断

合議体の判断を
踏まえての訂正��

訂
正
審
判

請
求

審
決
取
消

訴
訟
提
起

無
効
審
判

請
求

審決

取消し
決定

審
決
取
消

訴
訟
提
起

訂
正
請
求

審決の
予告 審決

無
効
審
判

請
求

審
決
取
消

訴
訟
提
起

無
効
審
判

審
理
再
開

審決取消訴訟提起後の
訂正審判請求は禁止

判決

審決

３．審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

現行制度では、無効審判の審決取消訴訟提起後、９０日以内に限り、訂正審判を請求でき、その
場合に裁判所は実体判断をせずに、決定によって事件を差し戻すことができるとされている。この
ような裁判所と特許庁との事件の往復は「キャッチボール現象」と呼ばれる。

キャッチボール現象については、手続として非効率であるとともに、裁判所の実体的な判断を得
ることのない訴訟に関して手続上及び金銭上の負担が生じ、当事者（特に、審判請求人）に無駄な
負担を強いているという指摘がある。

また、裁判所と特許庁との間での事件の往復にはある程度の期間を要し、審決取消訴訟を二度、
三度提起した場合にも、その都度、訂正審判を請求できるとされていることから、審理が遅延し、ひ
いては審決の確定が遅延して、争いがなかなか決着しないという問題もある。

無効審判

訴訟
提起

90日
以内

無効審判再開

30日
以内

審決

取消し
決定

審決取消訴訟

30日
以内

訴訟
提起

審決

審決取消訴訟

�キャッチボール現象�

訂正審判

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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（２）改正の概要③

手続の一貫性を保つ観点から、改正法施行の際に現に係属している審判については、その審決
が確定するまでは、現行法が適用される。すなわち、改正法施行の前に請求された特許無効審判
については、改正法施行の後であっても審決が確定するまでは、以下のように取り扱う。

・その審判における手続等は現行法による（附則第２条第１８項、第２７項）
・審決取消訴訟提起後、９０日以内に訂正審判を請求できる（附則第２条第１９項）
・裁判所は当該訂正審判の請求があった場合には、特許無効審判の審決を決定をもって取り消す
ことができる（附則第２条第２４項）

④経過措置

⑤他法への波及

現行の実用新案法は訂正審判の制度がなく、意匠法及び商標法には訂正制度がないため、対
応不要である。

（２）改正の概要②

（ア）審決の予告をしなければならないとき（特許法第１６４条の２第１項）

審決をするのに熟した場合であって、省令で定めるときには審決の予告をする（省令で定めると
きに該当しなければ、審決となる）。
例えば、審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟したときは、原則として審決の予

告をする。

（イ）記載事項（特許法第１６４条の２第３項）

記載事項は審決と同じとする（審決の記載事項の規定（特許法第１５７条第２項）を準用）。

（ウ）訂正を請求するための期間の指定 （特許法第１６４条の２第２項）

審決の予告は、審判合議体の判断を踏まえての訂正の機会を特許権者に付与するための手
続とするから、審決の予告において、特許権者に訂正を請求するための期間を指定することとし
た。

③「審決の予告」の概要
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特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金支払請求訴訟（特許法第６５条第１項及び第
１８４条の１０第１項に基づく請求に係る訴訟）においては、当事者が特許法第１０４条の３に基づき
特許の有効性及びその範囲につき主張立証する機会と権能を有しているから、当該訴訟の判決が
確定した後に、判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定したとしても、当該審決の確定を
再審の訴えにおいて主張できないこととし（特許法第１０４条の４） 、もって再審を制限することとし
た。
※主張が制限される審決は以下のとおり（特許法第１０４条の４各号に規定） 。
・特許を無効にすべき旨の審決（第１号）
・特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決（第２号）
・明細書等の訂正をすべき旨の審決であって、政令で定めるもの（第３号）

（２）改正の概要①

無効審判審� 審
決

特許権侵害訴訟 判
決

��
��

�判�

特許�

再審制限

原告勝訴

無効

判決確定時 審決確定時特許登録時

特許無効権利範囲 被告製品

被告が特許の無効を主張�能

≪第１号の審決が確定したことの主張制限≫

①再審の訴えにおける主張制限（その１）

特許法第１２５条は、特許無効審判において無効審決が確定した場合、その効果が遡及する旨
を定めている。また、特許法第１２８条は、訂正審判において訂正認容審決が確定した場合、その
効果が遡及する旨を定めている（特許無効審判における訂正請求においても準用）。このため、特
許権侵害訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において判決の前提とな
る特許権の内容を変更する審決が確定した場合には、「判決の基礎となった・・・行政処分が後
の・・・行政処分により変更された」として、民事訴訟法第３３８条第１項第８号が定める再審事由に
該当する可能性がある。

一方で、特許権侵害訴訟において、被告（被疑侵害者）は特許法第１０４条の３に基づき、当該特
許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張（いわゆる無効の抗弁）を提出でき、
これに対して、原告（特許権者）は無効にされるべきものではない旨の反論の他、訂正により無効
理由が解消できる旨の主張（いわゆる訂正の再抗弁）を提出できるのであり、当事者は、判決の基
礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有している。
このような機会と権能が特許権侵害訴訟において与えられているにもかかわらず、判決後の無

効審判や訂正審判の結果によっては再審とされ、確定判決が取り消されて損害賠償金の返還等が
発生し得ることは、紛争の蒸し返しであり、特許権侵害訴訟の紛争解決機能等の観点から問題が
ある。

４．再審の訴え等における主張の制限

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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特許権侵害訴訟等を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償請求を目的とする
訴え、並びに、上記訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得
返還の請求を目的とする訴えにおいては、本案判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定
したとしても、当該審決の確定を主張できないこととした（特許法第１０４条の４、債権者（特許権者）
が損害賠償請求等をされるという形での紛争の蒸し返しを防止し、再審制限の実効性を高めるた
め）。

審
決

判
決

���

���

損�賠償
請求制限

原告勝訴

無効

保
全
処
分

�告����無効�����

（２）改正の概要③

②保全事件の債権者に対する訴えにおける主張制限

（２）改正の概要②

①再審の訴えにおける主張制限（その２）

≪第２号の審決が確定したことの主張制限≫

審
決

判
決

���

���

再審制限

������

原告勝訴

�告���������
������������

※第１０４条の３の趣旨は、侵害訴訟におい
て延長登録の有効性が問題になった場
合も当てはまることから、特許権の存続
期間の延長登録が延長登録無効審判に
より無効にされるべきものと認められると
きについて、今般の改正で特許法第１０４
条の３に規定するとともに、第１０４条の４
において、延長登録を無効にすべき旨の
審決を主張制限の対象とした。
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特許法第１０４条の４の規定は、改正法の施行日以後に提起された再審の訴え等における以下
の主張について適用する。

○先に確定した訴訟事件につき、裁判所法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１２０号）第
４条の規定による改正後の特許法第１０４条の３第１項の規定が適用されている場合における、
特許無効審決（特許法第１０４条の４第１号）及び訂正をすべき旨の審決（同条第３号）が確定し
たことの主張

○先に確定した訴訟事件につき、平成２３年改正後の特許法第１０４条の３第１項の規定が適用さ
れている場合における、延長登録無効審決（特許法第１０４条の４第２号）が確定したことの主張

（附則第２条第１５項）

（ア）実用新案法（実用新案法第３０条で準用する特許法第１０４条の４）
再審の訴え等において、無効審決が確定したこと、又は政令で定める訂正があったことの主張

を制限。
（イ）意匠法（意匠法第４１条で準用する特許法第１０４条の４）

再審の訴え等において、無効審決が確定したことの主張を制限。
（ウ）商標法（商標法第３８条の２）

再審の訴え等において、無効審決が確定したこと、又は取消決定が確定したことの主張を制限。

（２）改正の概要④

③経過措置

④他法への波及
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【請求項２’】

（１）現行制度の概要及び問題の所在②

（ウ）明細書や特許請求の範囲等の一覧性の欠如
○訂正を「請求項ごと」に扱い、その許否判断が請求項間で異なった場合には、その請求項に関連
する明細書や、特許請求の範囲の複数の請求項の記載について、訂正される部分と訂正されな
い部分が生じることがある。

○このような場合、権利内容を理解するために、審決の確定経緯を辿り、請求項ごとに訂正前後の
複数の明細書や特許請求の範囲の請求項の記載等を参照して読み分ける必要が生じる（これを
「一覧性の欠如」という）ため、権利を把握するための負担が重くなってしまう。

明細書等の「一覧性の欠如」の例

権利の内容

【請求項１’】
構成a を有する装置。

（a）

【請求項２】
構成B を備えた

請求項１記載の装置。
（A＋B）

○訂正を認める

×訂正を認めない

確定

【請求項１’】

訂正明細書等

【請求項１’】
構成a を有する装置。

（a）

【請求項２’】
構成b を備えた

請求項１‘記載の装置。
（a＋b）

特許掲載公報

【請求項１】
構成A を有する装置。

（Ａ）

【請求項２】
構成B を備えた

請求項１記載の装置。
（A＋B）

確定した請求項
この確定後の 請求項２ は、訂正後の 請求項１’ ではなく、
訂正前の 請求項１ を引用している。 （「一覧性の欠如」の発生）

【請求項２’】

【請求項２’】

５．審決の確定の範囲等に係る規定の整備

（１）現行制度の概要及び問題の所在①

(ア)制度の不明確性
○無効審判中の訂正請求や訂正審判の訂正における「審決の確定」及び「訂正の許否判断」につ

いては、特許法に明文の規定がないため、例えば、
①無効審判の請求対象外の請求項についての訂正請求における訂正の許否判断
②複数の請求項に関連する明細書についての訂正請求における訂正の許否判断
③訂正審判における訂正の許否判断

に関しては、近時裁判例で示された解釈の射程外であったり、下級審で解釈が分かれたりしてお
り、 これを「請求項ごと」に扱うのか、 「一体不可分」に扱うのか、その扱いが不明確となっていた。

（イ）制度の一貫性の欠如
○近時裁判例では、無効審判の「審決の確定」及び「訂正の許否判断」を、「請求項ごと」に扱うこと

が求められるようになり、現行の運用では、無効審判に対する訂正の請求を「請求項ごと」に扱っ
ている。しかし、訂正審判を「一体不可分」に扱う点で、「一貫性がない」との指摘があった。

○

×

○

訂正要件

道連れ

道連れ

訂正明細書等

請求項1’
請求項2’
請求項3’

特許掲載公報

請求項1
請求項2
請求項3

審決

請求項1’
請求項2’
請求項3’

（訂正許否）

審決

請求項1’
請求項2’
請求項3’

（訂正許否）

請求項��
（無効審判の請求に対する訂正）

�����
（現行訂正審判）

請求項ごとの扱いと一体不可分の扱い

無効審判 
 

 訂正請求 
訂正審判 

有効性判断 訂正の許否判断 訂正の許否判断

[審判請求対象請求項 
の減縮目的等の場合] 

請求項ごと 
判断の 
単位 請求項ごと 

［上記以外の場合］ 
一体不可分 

一体不可分 

審決の確定 訂正認容の確定 審決の確定 

［審判請求対象請求項］ 
請求項ごと 確定の 

単位 請求項ごと 
［審判請求対象外請求項］

一体不可分 

一体不可分 

 

現行制度における審決の確定等の扱い
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（２）改正の概要③

○改正法施行日前に請求された審判の扱いについては、その手続を一貫したものとすることが適
当であるので、訂正の請求や確定に関する審判の扱いについては、その審決が確定するまでは、
改正前の規定を適用することとした（附則第２条第１８項）。

なお、本項以外の主な経過措置の扱いについては、下記のとおり。
○施行日前に請求された特許無効審判であって、審決が確定していない特許についての訂正審判
については、改正法の施行日以後であっても、改正前の規定（特許法第１２６条第２項）の扱いを
適用することとした（附則第２条第１９項）。

○改正前の規定により許否判断が行われ、訂正した特許についての特許無効審判の無効理由の
扱い（特許法第１２３条第１項第８号）は、改正前の規定に基づくこととした（附則第２条第２１項）。

③経過措置

④他法への波及

○訂正審判、無効審判中の訂正請求は特許法のみの規定。（現行の実用新案法には訂正審判、
無効審判中の訂正請求がなく、意匠法及び商標法には訂正制度がないため、対応は不要。）
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審判請求
できない

（２）改正の概要①

○指摘される問題に鑑み、確定審決の第三者効を廃止することとし、審決が確定した無効審判の
「当事者及び参加人」は、同一の事実・同一の証拠に基づいて、その審判を請求できないこととし
た。

○当事者及び参加人であれば審決が確定したことを登録によらずとも知ることができるため、「確定
審決の登録があつたとき」を「審決が確定したとき」とした。

①第三者効の廃止

請求人：Ａ

請求人：Ａ
請求理由
���なし

証拠
����事

請求人：Ｂ

無効審判

審決

請求不成立
（特許有効）

確定後

請求理由
���なし

証拠
����事

請求理由
���なし

証拠
����事

審判請求
できる

※事実又は証
拠が異なれば
請求可能

※確定審決の
効果が第三者
には及ばない
（確定後であっ
ても請求可能）

６．無効審判の確定審決の第三者効の廃止

現行の特許法第１６７条では、無効審判等の確定審決の登録後は、何人も同一の事実・同一の
証拠に基づいてその審判を請求することはできないことが規定されている。これは、同一の事実・同
一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止することを目的とし
た規定である。

しかし、確定審決の効果を審判に関与していない第三者にまで拡張する（「第三者効」を有するこ
ととする）ならば、民事訴訟における例に倣い、拡張の強い必要性と、第三者への手続保障とが求
められるが、特許法においてはそれらが十全でないため、第三者効は妥当ではないとの指摘があ
る。

また、ある特許について無効審判請求不成立審決が確定した後に、特許権侵害訴訟において先
の無効審判と同一の事実・同一の証拠により特許法第１０４条の３に基づく無効の抗弁が認められ
た場合に、実質的に利用できない特許であるにも関わらず、何人も先の無効審判と同一の事実・同
一の証拠によっては無効審判を請求して対世的に無効とできないため、特許原簿上残されたままと
なるという公益上の問題が生じ得る。

請求人：Ａ

請求人：Ａ

請求理由
�規性なし

証拠
����事

請求人：Ｂ

無効審判

審決

請求不成立
（特許有効）

登録後
審判請求
できない

請求理由
�規性なし

証拠
����事

請求理由
�規性なし

証拠
����事

審判請求
できない

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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（２）改正の概要②

改正法施行の際に確定審決の登録が現にされている場合には、何人からも同一の事実・同一の
証拠に基づく審判を請求されることがない状態にあるが、改正法の施行の日以後に第三者による
同一の事実・同一の証拠に基づく審判の請求ができるようになると、法的安定性を欠くこととなる。
したがって、そのような場合には改正法を適用せず、登録が施行の日以後となる場合に改正法を
適用する（附則第２条第２２項）。

②経過措置

③他法への波及

特許法第１６７条は、実用新案法、意匠法、商標法で準用されているが、特許法における考え方
がそのまま妥当するため、同様の手当てをした。
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（２）改正の概要①

①各種料金の引下げ

（ア）審査請求料

現 行 料 金 � 料 金

１－３年目 毎年 8,500円
（変更なし）

４－10年目 毎年16,900円

11－20年目 毎年33,800円 毎年16,900円

（イ）意匠登録料

現 行 料 金 � 料 金

通常の特許出願
168,600円 ＋

請求項数×4,000円

118,000円 ＋

請求項数×4,000円

特許庁が国際調査報告を

作成した国際特許出願

101,200円 ＋

請求項数×2,400円

71,000円 ＋

請求項数×2,400円

特許庁以外が国際調査報告を

作成した国際特許出願

151,700円 ＋

請求項数×3,600円

106,000円 ＋

請求項数×3,600円

特定登録調査機関が交付した

調査報告書を提示した特許出願

134,900円 ＋

請求項数×3,200円

94,000円 ＋

請求項数×3,200円

（平成２３年８月１日施行）

（平成２４年春頃施行予定）

（ウ）国際調査手数料等 現 行 料 金 � 料 金

送付手数料 13,000円

調査手数料 97,000円

調査の追加手数料（１発明毎） 78,000円

予備審査手数料 36,000円

予備審査の追加手数料（１発明毎） 21,000円

※具体的な金額は
政令で規定

20�30％
���額

（平成２４年春頃施行予定）

平均的な特許出願の場合
約20万円 → 約15万円

（約25％引下げ）

15年維持した場合の費用
328,800円 → 244,300円

（84,500円(約25％)引下げ）

７．各種料金の引き下げ

�特許料等の����
特許料金は、出願料、審査請求料、特許料等から構成され、特許特別会計全体として特許業務
に必要な経費を支弁し収支相償するよう設定される。

�問題��
（ア）審査請求料

近年、企業の知的財産活動費（特に出願関連費用）が減少しており、出願件数・審査請求件数
ともに大きく減少している。

（イ）意匠登録料
累積的に増加する意匠登録料の後年度負担が、諸外国の料金体系と比較して重い。

（ウ）国際調査手数料等
我が国出願人による海外への出願は、企業活動のグローバル化に伴い、増加傾向にあるが、

海外出願の割合は他国と比べ低い水準にある。

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010

出願件数

審査請求件数

特許出願件数・審査請求件数の推移※１

万件

0%

20%

40%

60%

80%

100%

日本 米国 欧州

国内出願のみ

国外にも出願
（グローバル出
願）

各国出願人の自国特許庁への出願構造※２

0

10000

20000

30000

2000 2002 2004 2006 2008 2010

国際出願（ＰＣＴ出願）件数の推移※１

日本2008年
米国・欧州2007年（ ）

※１ 特許行政年次報告書2011年版
※２ 特許庁調べ

日 米 欧 韓 中

10年間権利維持費用（累積）

116,160

159,800 152,100

49,280 42,143

日 米 欧 韓

15年間権利維持費用（累積）

328,800

116,160 107,143
62,720

意匠権取得・維持費用の国際比較※２

（単位：円）

※米国は権利期間14年、中国は10年

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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（２）改正の概要②

（ア）審査請求料
平成２３年８月１日以降にされる審査請求手続に対して、新料金を適用

（イ）意匠登録料
改正法の施行日以降にされる登録料の納付手続に対して、新料金を適用

ただし、施行日以降の納付手続であっても、施行日前に納付すべきであった登録料を追納期間内
に納付する場合には、旧料金を適用

（ウ）国際調査手数料等（下図参照）
（a）調査手数料･送付手数料･追加調査手数料：国際出願日が手数料額の基準日
（b）予備審査手数料・追加予備審査手数料：予備審査手数料の納付日が手数料額の基準日

②経過措置

施行日�旧法� �新法� 施行日�旧法� �新法�

国際出願

国際出願

旧
調査手数料

旧

調査手数料
新

追加調査手数料

追加調査手数料

旧

新

新

予備審査請求
納付

追加予備審査手数料

追加予備審査手数料

旧

予備審査請求

旧

納付
新

新

(a) ＰＣＴ規則※１上、国際出願日が手数料額の基準日 (b) ＰＣＴ規則※２上、納付日が手数料額の基準日

※１ 規則14.1（ｃ）及び規則16.1（ｆ）が準用する規則15.3 ※２ 規則58.1（ｂ）が準用する規則57.3（ｄ）

（ウ）（�）に��て （ウ）（ｂ）に��て
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（２）改正の概要①

（ア）特許料減免期間の延長
特許料の減免期間を３年から１０年へ延長 ⇒ 特許料の軽減額：５千円→１１万円（目安）

（特許権を１０年保持した場合）
（イ）減免対象者の拡大

特許法における「資力」に関する要件を緩和 ⇒ 具体的な減免対象者は政令で規定

（ウ）職務発明要件・予約承継要件を廃止
他者から発明を承継された場合も対象 ⇒ 減免対象となる承継方法の詳細は、各法で検討中

⇒ 特許法においては、「資力を考慮して政令で定める
要件」に該当すれば、どのように承継した発明でも
減免の対象となる

①特許料等の減免制度の拡充

△
登
録

△
①
出
願
料

△
②
審
査
請
求
料

審査

△
権
利
期
間
終
了

③特許料（権利維持料）

１－３年 約0.4万円

４－６年 約1.0万円

７－９年 約3.2万円

10年 約9.0万円

11年以降 約9.0万円

※1年あたり

改正後

（ア）特許料減免期間の延長 （イ）減免対象者の拡大

資力を考慮して政令で定める
要件に該当する者（改正後）

資力に乏しい者
（改正前）

（1.5万円）

（約15万円）

審査請求するか否か
は出願人等が判断

出願 審査請求 特許成立 特許消滅

（出願から20年）

８．特許料等の減免制度の拡充

（ア）特許法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「資力に乏しい者」に対して減免措置

（イ）産業技術力強化法
中小ものづくり高度化法等・・・・・・研究開発型中小企業、大学、ＴＬＯ等に対して軽減措置

現行の減免制度は、以下の理由から中小企業等に十分利用されていない現状にある。
（ア）減免対象者となる範囲が狭く、利用しづらい

（イ）他者から譲渡された発明を活用する場合に減免対象とならない

（ウ）減免対象となった場合でも、特許料の軽減額が平均で５，０００円程度と効果が小さい

対 象 者
減 免 規 模

要 件 法 律
審査請求料 特 許 料

資力に乏しい
個人

免除 １～３年免除
生活保護を受けている
または市町村民税が課されていない

特許法

半減

１～３年猶予

所得税が課されていない

資力に乏しい
法人

資本金３億円以下
法人税又は所得税が課されていない

研究開発型
中小企業等

１～３年半減
（一部１～６年半減）

試験研究費比率が売上の３％超
または中小企業新事業活動促進法による認定等

産業技術力強化法、

中小ものづくり高度化法

大学・独法等
１～３年半減

職務発明であること等 産業技術力強化法

ＴＬＯ 技術移転事業の認定または承認 ＴＬＯ法、産活法

現行の減免制度の概要

（１）現行制度の概要及び問題の所在

─ 20 ─



（２）改正の概要③

（ア）職務発明要件・予約承継要件を廃止
⇒ 認定計画※の実施にあたって共同研究者や第三者の発明等を活用可能に

※中小ものづくり高度化法における認定を受けた特定研究開発等に関する計画

（イ）特定研究開発等を実施するために認定計画に従って承継した発明等に係る審査請求料等を
軽減対象に追加
⇒ 特定研究開発等の実施と関係なく承継した発明等については、軽減の対象外

（ウ）特許料の軽減期間を６年から１０年へ延長

③中小ものづくり高度化法の改正点

改正により
拡大された

軽減対象発明

認定計画に記載の
必要有り

認定計画に記載の
必要有り

認定計画に従って承継した
発明等についても軽減対象
とする

認定計画に従って承継した
発明等についても軽減対象
とする

審査請求料、特許料の
半額軽減

特定研究開発等
計画

特定研究開発等の成果に係る発明等

他者の
発明等

軽減申請

（２）改正の概要②

（ア）職務発明要件・予約承継要件を廃止 ～研究開発型中小企業～
⇒ 「試験研究費比率が売上の３％超」の要件を満たせば、

他者から承継した発明も軽減対象
（ＳＢＩＲ補助金等、承認経営革新計画及び認定異分野連携新事業開拓計画
に基づく軽減については、具体的な要件を政令で規定）

（イ）軽減を受けられる発明を追加※～大学・独立行政法人・公設試等の研究機関～
※現在は、所属する研究者の職務発明及びポスドク等との共同発明のみが軽減対象

⇒ オープン・イノベーションの進展に伴う研究開発体制の変化に対応すべく、
具体的な要件は政省令で規定

（ウ）特許料の軽減期間を３年から１０年へ延長 （再掲）

②産業技術力強化法の改正点
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（２）改正の概要④

改正法の施行日以降にされる特許料の納付手続に対して、改正法の規定による減免措置が適
用される。以下のものについては、旧法の規定による。
（ア）施行日前に既に納付した特許料
（イ）施行日前に納付すべきであった特許料

④経過措置

施行日�旧法� ��法�

納付期限

納付

（ア）施行日前に既に納付した特許料

減免不可 特許法第１１２条の特許料追納期間
（６ヶ月）に施行日が来ても減免不可。

特許法第１１２条の特許料追納期間
（６ヶ月）に施行日が来ても減免不可。

施行日�旧法� ��法�

納付

（イ）施行日前に納付すべきであった特許料

納付期限

納付

減免不可

減免不可
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（２）改正の概要①

○発明の新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと考えられる公開態様によって新規性を
喪失した発明を、網羅的に対象とすることができるように、同規定の適用対象を、「特許を��る
��を�する�の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大することとした。

○他方、内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等（内外国特許庁が発行する特許公報、
実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明は、適用対象とならないことを明確化
することとした。

①発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大

�行���での適用対象（公開態様が�定） 改正�の適用対象（公開態様に�定なし）

○○ ��の実�

○○ �行�への発�

○○ ������を��ての発�

○○ ���定の��での発�

○○ 特定の���での��

×× ���定の���外の��での発�

×× 特定の����外での��

×× ��、��

×× ����

×× �������での発�

○○ ��の実�

○○ �行�への発�

○○ ������を��ての発�

○○ ��での発�

○○ ��

○○ ��、��

○○ ����

○○ �������での発� 等

９．発明の新規性喪失の例外規定の見直し等
（Ａ）発明の新規性喪失の例外規定の見直し

○特許法では、出願前に公開された発明であっても、��の��、�行�への発表、��通信�
�を通じての発表、特許���が�定する��での��発表、特許���が�定する���
な�特定の���への出�等によって公開されたものについては、その公開後６月以内に特許
を受ける権利を有する者がした特許出願との関係では、例外的に新規性を喪失しなかったものと
して扱うこととしている（特許法第３０条）。

○しかし、上記のように適用対象となる公開態様を限定列挙する現行の方式では、発明の公開態
様の多様化に十分に対応できなくなっており、例えば、研究開発資金調達のための投資家への
説明のように、産業の発展に寄与するという特許法の趣旨に照らせば適用対象とされるべきと考
えられる公開態様によって新規性を喪失した発明が適用対象とされていないという問題が生じて
いる。

○また、インターネットを通じて動画配信された発明は適用対象とされる一方で、テレビで発表され
た発明は適用対象とされないといった不均衡も顕在化している。

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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○改正前においては、政府等以外の者が開設する博覧会について、特許庁長官の指定した博覧
会の賞と同一・類似の標章を有する商標を不登録事由（商標法第４条第１項第９号）とし、また、
特許庁長官の指定した博覧会に出品（展）した商品等の商標について出願時の特例（商標法第
９条第１項）の主張ができる制度であった。

○しかしながら、これら特許庁長官による指定を要件とする制度では、その指定がなければ適用す
ることができず、博覧会の賞及び博覧会への出品（展）者を保護する制度としては実効性の乏し
いものであった。

特許庁長官による博覧会指定制度を廃止することとし、指定がなくとも、長官の定める基準に適
合する博覧会については、当該博覧会の賞と同一・類似の標章を有する商標を不登録事由（商標
法第４条第１項第９号）とし、当該博覧会に出品（展）した商品等の商標の出願時の特例（商標法第
９条第１項）の主張が可能な制度とする。

①改正内容

（Ｂ）商標法における博覧会指定の廃止

（２）改正の概要

施行日の前にした商標登録出願についての、出願時の特例（商標法第９条第１項）の主張にか
かる手続については、従前の例による。

②経過措置

（１）現行制度の概要及び問題の所在

（２）改正の概要②

○改正後の特許法第３０条の規定は、改正法の施行日以後の特許出願に適用される（附則第２条
第１項） 。すなわち、改正法の施行日から遡って６月以内にした発明公開行為は、改正法の適用

対象となり得る。
○ただし、改正法の施行日以後になされた特許出願が国内優先権（特許法第４１条）の主張を伴う
出願（後の出願）であって、当該優先権の主張の基礎とされた出願（先の出願）が改正法の施行
日前になされたものであるときは、当該後の出願に係る発明のうち、当該先の出願の願書に最
初に添付した明細書等に記載された発明については、改正前の特許法第３０条の規定が適用さ
れる（附則第２条第２項）。

②経過措置

③他法への波及

（ア）実用新案法
実用新案法においても特許法と同様に扱われる（実用新案法第１１条第１項）。

（イ）意匠法
特許法と同様に、意匠法においても、内外国特許公報等に掲載されて新規性を喪失した意匠は、

意匠の新規性喪失の例外規定の適用対象とならないことを条文上明確にすることとした（意匠法第
４条）。

④改正後の特許法第３０条の利用に関して

改正後の特許法第３０条の円滑な利用を支援するため、同条の適用を受けるために必要とされ
る手続等について具体的に説明した「�成２３�改正法対��発明の新規性喪失の例外規定の適
用を受けるための出願�の手�き」を作成し、特許庁ホームページから提供している。
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（２）改正の概要

（�）外国語書面出願��外国語特許出願の翻訳文の提出（特許�第�６条の２、第１�４条の４）
期間徒過に「正当な理由」があったときは、期間経過後１年以内であって理由がなくなってから

２月以内であれば、救済手続による翻訳文の提出を認めることとした。
（�）特許料����特許料の�納（特許�第１１２条の２）

救済を認める要件を従来の「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和
するとともに、救済手続が可能な期間を「期間経過後６月以内であって理由がなくなってから１４
日以内」から「期間経過後１年以内であって理由がなくなってから２月以内」と拡大した。

特
許
出
願
の
日

翻
訳
文

提
出
期
限

外国語書面出願：1年2月
外国語特許出願：2年6月

正当な理由

翻訳文未提出の場合、
出願はみなし取下げ

翻
訳
文
提
出

【改正後】 ２段階目の救済要件の緩和、期間の拡大

特
許
料

納
付
期
限

特許料等の納付 特許料等の納付 正当な理由

６月 最大１年

１段階目の救済
（112条）

＋

（�）外国語書面出願��外国語特許出願の翻訳文提出
（特許�第36条の2、第184条の4 ��）

（�）特許料等の�納
（特許�第112条の2��）

36条の2第4項
184条の4第4項

最大１年

112条の2第1項

36条の2第5項
184条の4第5項

【「正当な理由」によって救済される可能性が高いものの事例】

○出願人（特許権者）が病気で入院した場合

○出願人（特許権者）が使用する期間管理システムのプログラムに
出願人（特許権者）が発見不可能な不備があった場合

①改正の内容

���は、���ラ��の�で��する��。

２段階目の救済
（112条の2）

【改正後】 救済手続の導入

１０．出願人・特許権者の救済手続の見直し

○我が国の現行制度における手続期間徒過についての救済は、対�となる手続が�めて�られ
ており、また�の要�が��に��であって、��的な救済が図られていないとの指摘があった。

○国際的には、手続上のミスによる特許権等の失効を回復することで出願人の救済を図ること等を
目的とした特許法条約が発効し、欧米の特許制度は、同条約に準拠する形で手続面での制度調
和が進められているのに対し、我が国は、国際的な制度調和の���ら欧米に��て後れをと
っていた。

【現行制度】

特
許
出
願
の
日

翻
訳
文

提
出
期
限

外国語書面出願：1年2月
外国語特許出願：2年6月

翻訳文未提出の場合、
出願はみなし取下げ

救済手続なし

特
許
料

納
付
期
限

特許料等の納付 特許料等の納付

責めに帰することができない理由

６月 最大６月

１段階目の救済
（112条）

２段階目の救済
（112条の2）

＋

※「特許料等」とは、特許料及び
割増特許料をいう。

救済手続��がない
救済手続はあるものの「責めに帰することができない理由」
という要�が��であるため、平成６年の本規定導入後、
これまでに特許権が回復された事例は皆無であり、
救済の�効�が�しい。

【現行制度】

【問題】

【問題】

（�）外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出
（特許法��6条の2、�1��条の� ��）

（�）特許料等の�納
（特許法�112条の2��）

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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（ア）外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出
今回導入する救済手続は、ユーザーの利便性向上を目的としたものであり、改正法施行前にさ

れた特許出願についても、可能な限り新法を適用することが改正の目的に適う。他方、本救済手
続は、翻訳文の未提出によりみなし取下げとなった特許出願を回復するものであり、改正法が施
行される前に既にみなし取下げとなっている特許出願についてまで回復を認めることは、法的安
定性を害し適当ではない。
そこで、改正法の救済規定は、こうした特許出願には適用せず、その施行の�、�に存するも

の、すな��、本�の翻訳文提出期間が��していないものから適用することとした。
（イ）特許料及び割増特許料の追納

上記（ア）と同様の理由から、改正法の救済規定は、改正法施行前に既に失効している特許権
には適用せず、その施行の�、�に存するもの、すな��特許法第１１２条１�に規定する追納
期間が��していないものから適用することとした。

②経過措置

③他法への波及

実用新案法等における以下の手続について、特許法と同様の救済手続の見直しを行った。
（ア）実用新案法

登録料及び割増登録料の追納（実用新案法第３３条の２）、外国語実用新案登録出願の翻訳文
の提出（実用新案法第４８条の４）

（イ）意匠法
登録料及び割増登録料の追納（意匠法第４４条の２）

（ウ）商標法
更新登録の申請（商標法第２１条）、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願

（商標法第６５条の３）、書換登録の申請（附則第３条）

※商標法については、救済手続が可能な最長期間は期間経過後６月のまま

（２）改正の概要
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（２）改正の概要

○商標法第４条第１項第１３号を廃止することとした。これにより、無効審判や権利の放棄等によっ
て商標権が消滅した場合に、１年間を待たずして、その商標と同一又は類似の関係にある商標
について、直ちに他人が商標登録を受けることが可能となる。

○なお、今回の法改正後であっても、商標権の消滅後に出所の混同を生ずるおそれがある場合に
は、混同防止に関する総括的な規定（商標法第４条第１項第１５号）等を適用することが可能であ
り、混同防止を図ることは制度的に担保されている。

①商標権消滅後１年間の登録排除規定の廃止

登
録
商
標 他人が商標

登録可

権
利
消
滅

他人が商標
登録可

6ヶ月

登
録
商
標

6ヶ月

存
続
期
間
満
了

更
新
期
間
経
過

救
済
期
間
経
過

（１）無効審判、放棄等により商標権が消滅した場合 （２）存続期間満了により商標権が消滅した場合

経過措置は設けず、施行の際、現に特許庁に係属している出願についても商標法第４条第１項
第１３号の適用はなくなる。

②経過措置

（備考）商標権が存続期間満了によって消滅した場合は、満了後１年間は、
満了時に遡って更新されることがあるので、第４条第１項第１３号
の廃止に係わらず、原則、その間の他人の商標登録は認めない。

１１．商標権消滅後１年間の登録排除規定の廃止

○何人かが使用していた登録商標は、商標権が消滅した後であっても、その商標に化体した信用が残
存している場合もあるため、従来は、混同防止の観点から、商標権の消滅後１年間は、その商標と
同一又は類似の関係にある商標を他人が商標登録することを認めていなかった（商標法第４条第１
項第１３号）。

○しかしながら、①近年、製品のライフサイクルの短縮化が進んでいること（参考１）、②特許庁におい
て審査処理期間が短縮していること（参考２）、等の状況の変化の中で、商標権消滅後１年間、他人
の商標登録を認めないことの弊害が顕著化してきており、結果として、同号は早期の権利付与という
出願人のニーズに応えられない制度となっていた 。
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（備考）ＦＡ期間：出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間。
ＳＡ期間：出願から一次審査を経た後に査定が発送されるまでの期間。

＜参考２：商標登録出願への審査着手状況の動向＞＜参考１：ライフサイクルの短縮率＞
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（備考）１．上場している製造業企業を対象にしたアンケート調査結果、有効回答数は２２７社
２．主力製品の現在のライフサイクル年数（産業別平均値）／主力製品の５年前のライフ

サイクル年数（産業別平均値）

資料：経済産業省調べ（０７年２月）

（１）現行制度の概要及び問題の所在
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○イノベーション促進の観点から、特許制度に関する法制的な課題について、産業構造審議会知
的財産政策部会の下に設置された特許制度小委員会（委員長：大渕 哲也 東京大学大学院法
学政治学研究科教授）において検討が行われ、平成２３年２月に報告書「特許制度に関する法制
的な課題について」が取りまとめられた。

○また、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会（委員長：大渕 哲也 東京大学大学
院 法学政治学研究科教授）及び産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会（委員

長：土肥 一史 日本大学大学院知的財産専門職大学院教授・一橋大学名誉教授）においても、
特許制度小委員会の審議を踏まえた検討等が行われ、平成２３年２月には、産業構造審議会知
的財産政策部会（座長：野間口 有 独立行政法人産業技術総合研究所理事長）に同報告書を
含めた各小委員会の検討結果が報告され、了承された。

○「特許法等の一部を改正する法律案」は、この報告書等を踏まえて立案され、平成２３年３月１１
日に閣議決定された後、平成２３年４月１日に第１７７回通常国会に提出された。同法案は、５月
３１日の本会議に可決・成立し、６月８日に平成２３年法律第６３号として公布された。

（参考）改正法成立までの経緯
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【新旧対照条文】 





第 十 七 条 の 四 特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 第 十 七 条 の 四 特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項

若 し く は 第 二 項 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 、 第 百 三 十 四 条 の 三 若 し く は 第 二 項 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 三 項 、 第 百 三 十 四 条 の 三

、 第 百 五 十 三 条 第 二 項 又 は 第 百 六 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 百 五 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 指

り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求

請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い

つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。 て 補 正 を す る こ と が で き る 。

２ 訂 正 審 判 の 請 求 人 は 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 ２ 訂 正 審 判 の 請 求 人 は 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知

が あ る 前 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が さ れ た 場 合 に が あ る 前 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が さ れ た 場 合 に

あ つ て は 、 そ の 後 更 に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ） あ つ て は 、 そ の 後 更 に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ る 前 ）

に 限 り 、 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請 に 限 り 、 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特 許 請

求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を す る こ と が で き る 。

（ 特 許 原 簿 へ の 登 録 ） （ 特 許 原 簿 へ の 登 録 ）

第 二 十 七 条 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 特 許 原 簿 に 登 録 第 二 十 七 条 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 特 許 原 簿 に 登 録

す る 。 す る 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 二 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消

限 滅 又 は 処 分 の 制 限

三 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 三 特 許 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設

更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

四 仮 専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 四 仮 専 用 実 施 権 又 は 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更

制 限 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 特 許 証 の 交 付 ） （ 特 許 証 の 交 付 ）

第 二 十 八 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、 第 二 十 八 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き 、

特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 新 旧 対 照 条 文 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

○ 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） （ 第 一 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 ） （ 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 ）

第 十 七 条 の 二 （ 略 ） 第 十 七 条 の 二 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い ３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い

て 補 正 を す る と き は 、 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て す る 場 合 を 除 き 、 て 補 正 を す る と き は 、 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て す る 場 合 を 除 き 、

願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 第 三 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 第 三

十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 六 項 の 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 四 項 の

規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 と み な さ れ た 同 条 規 定 に よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 と み な さ れ た 同 条

第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 （ 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 （ 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て

明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た 場 合 に あ 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た 場 合 に あ

つ て は 、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し つ て は 、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し

く は 図 面 ） 。 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 四 条 の 三 第 一 項 く は 図 面 ） 。 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 四 条 の 三 第 一 項

に お い て 同 じ 。 ） に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば に お い て 同 じ 。 ） に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

６ 第 百 二 十 六 条 第 七 項 の 規 定 は 、 前 項 第 二 号 の 場 合 に 準 用 す る ６ 第 百 二 十 六 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 項 第 二 号 の 場 合 に 準 用 す る

。 。

（ 訂 正 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 ） （ 訂 正 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 補 正 ）

─ 29 ─



に つ い て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 覧 会 に 、 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国

項 と 同 様 と す る 。 の い ず れ に も 該 当 し な い 国 の 領 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の

許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国 際 的 な 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官

が 指 定 す る も の に 出 品 す る こ と に よ り 、 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号

の 一 に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 も 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら

六 月 以 内 に そ の 者 が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 条 第

一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 一 項 と 同 様 と す る

。

３ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た ４ 第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 旨

書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し 、 か つ 、 第 二 十 九 を 記 載 し た 書 面 を 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し 、 か つ

条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 前 項 の 規 定 、 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 第 一 項

の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発 明 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 を 又 は 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発 明 で あ る こ と を

特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な 証 明 す る 書 面 を 特 許 出 願 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 特 許 庁 長 官 に 提

ら な い 。 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 十 四 条 （ 略 ） 第 三 十 四 条 （ 略 ）

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

７ 第 三 十 九 条 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 は 、 第 二 項 、 第 三 項 及 び ７ 第 三 十 九 条 第 七 項 及 び 第 八 項 の 規 定 は 、 第 二 項 、 第 三 項 及 び

前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。

（ 仮 専 用 実 施 権 ） （ 仮 専 用 実 施 権 ）

第 三 十 四 条 の 二 （ 略 ） 第 三 十 四 条 の 二 （ 略 ）

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

７ 仮 専 用 実 施 権 者 は 、 第 四 項 又 は 次 条 第 七 項 本 文 の 規 定 に よ る ７ 仮 専 用 実 施 権 者 は 、 第 四 項 又 は 次 条 第 六 項 本 文 の 規 定 に よ る

仮 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 仮 通 常 実 施 権 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に

限 り 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。 限 り 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 を 放 棄 す る こ と が で き る 。

第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 又 は 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 の 訂

録 が あ つ た と き 、 又 は 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 正 を す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 登 録 が あ つ

若 し く は 図 面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 が 確 定 し た 場 合 に お い て た と き は 、 特 許 権 者 に 対 し 、 特 許 証 を 交 付 す る 。

、 そ の 登 録 が あ つ た と き は 、 特 許 権 者 に 対 し 、 特 許 証 を 交 付 す

る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 ） （ 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 ）

第 三 十 条 （ 削 る ） 第 三 十 条 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 が 試 験 を 行 い 、 刊 行 物 に

発 表 し 、 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 発 表 し 、 又 は 特 許 庁 長 官 が 指 定

す る 学 術 団 体 が 開 催 す る 研 究 集 会 に お い て 文 書 を も つ て 発 表 す

る こ と に よ り 、 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 つ た

発 明 は 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し た

特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 ら な か つ

た も の と み な す 。

特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 意 に 反 し て 第 二 十 九 条 第 一 項 ２ 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 意 に 反 し て 第 二 十 九 条 第 一 項

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 は 、 そ の 該 当 す る に 至 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 も 、 そ の 該 当 す る に 至 つ た 日

つ た 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て の 同

て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す

項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 ら な か つ た も の と み な す 。 る 。

２ 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 二 十 九 条 第 ３ 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 が 政 府 若 し く は 地 方 公 共 団 体 （

一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 （ 発 明 、 実 用 新 案 以 下 「 政 府 等 」 と い う 。 ） が 開 設 す る 博 覧 会 若 し く は 政 府 等 以

、 意 匠 又 は 商 標 に 関 す る 公 報 に 掲 載 さ れ た こ と に よ り 同 項 各 号 外 の 者 が 開 設 す る 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の に

の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た も の を 除 く 。 ） も 、 そ の 該 当 す 、 パ リ 条 約 の 同 盟 国 若 し く は 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 の 領 域 内 で

る に 至 つ た 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国 際 的 な 博

─ 30 ─



を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通

常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が

許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め

が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

６ 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の ５ 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 規 定 に よ る 特 許 出 願 の 分 割 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権

を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 特 許 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 を 有 す る 者 （ 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 し た 者 と 当 該 特 許 出 願 に

に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 と が 異 な る 場 合 に あ つ て は 、

、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） に 対 し 、 当 該 特 許

常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 出 願 の 分 割 に 係 る 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基

別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行

為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と

み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ

の 限 り で な い 。

７ 前 条 第 五 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 ６ 前 条 第 五 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出

願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い

て の 仮 専 用 実 施 権 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 た な 特 許 出 願 に 係 て の 仮 専 用 実 施 権 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 た な 特 許 出 願 に 係

る 仮 専 用 実 施 権 」 と い う 。 ） が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と る 仮 専 用 実 施 権 」 と い う 。 ） が 設 定 さ れ た も の と み な さ れ た と

き は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る も と の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を き は 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る も と の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を

受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て の 仮 専 用 実 施 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て の 仮 専 用 実 施

権 に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て の 仮 通 常 実 施 権 を 権 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 も と の 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権

有 す る 者 に 対 し 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に 基 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て の 仮 通

づ い て 取 得 す べ き 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 常 実 施 権 を 有 す る 者 （ 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 し た 者 と 当 該 も

定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も と の 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る 者 と が 異 な る 場 合 に

の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は あ つ て は 、 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） に 対 し

、 こ の 限 り で な い 。 、 当 該 新 た な 特 許 出 願 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に 基 づ い て 取 得 す べ

８ （ 略 ） ８ （ 略 ）

（ 仮 通 常 実 施 権 ） （ 仮 通 常 実 施 権 ）

第 三 十 四 条 の 三 （ 略 ） 第 三 十 四 条 の 三 （ 略 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許 ２ 前 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許

権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

に 対 し 、 そ の 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で （ 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 し た 者 と 当 該 特 許 権 者 と が 異 な る 場

定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 合 に あ つ て は 、 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） に

。 対 し 、 そ の 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定

め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。

３ 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 ３ 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実

施 権 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に つ い て 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の 施 権 に 係 る 仮 専 用 実 施 権 に つ い て 専 用 実 施 権 が 設 定 さ れ た も の

と み な さ れ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 そ と み な さ れ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 （ 当 該 仮 通

の 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 常 実 施 権 を 許 諾 し た 者 と 当 該 専 用 実 施 権 者 と が 異 な る 場 合 に あ

範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 つ て は 、 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） に 対 し 、

そ の 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め

た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。

４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

５ 第 一 項 若 し く は 前 条 第 四 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 （ 新 設 ）

の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 第 四 十 一 条 第 一 項 の 先 の 出 願

の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用

新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 当 該 先 の 出 願 が 第 三 十 六 条 の 二

第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 の

外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て 第 四 十 一 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を

有 す る 者 に 対 し 、 当 該 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 特 許
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（ 仮 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 ）

第 三 十 四 条 の 五 仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 許 諾 後 に 当 該 仮 通 常 実 施 第 三 十 四 条 の 五 仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 登 録 を し た と き は 、 当 該

権 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 若 し く は 仮 専 用 実 施 権 又 は 当 該 仮 通 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 若 し く は 仮 専 用 実 施 権 又

常 実 施 権 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 関 す る 仮 専 用 実 施 権 を 取 得 は 当 該 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 関 す る 仮 専 用 実

し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効 力 を 有 す る 。 施 権 を そ の 後 に 取 得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効 力 を 生 ず る 。

（ 削 る ） ２ 仮 通 常 実 施 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 は 、 登 録 し

な け れ ば 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

第 三 十 六 条 の 二 （ 略 ） 第 三 十 六 条 の 二 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 （ 新 設 ）

の 出 願 人 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る

こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 そ

の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 同 項 に 規 定 す る 期 間 の 経

過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 同 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 及 び 外 国 語 要

約 書 面 の 翻 訳 文 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 翻 訳 文 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 期 （ 新 設 ）

間 が 満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

６ 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 は 前 条 第 二 項 の 規 定 に ４ 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 は 前 条 第 二 項 の 規 定 に

よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面

と 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 は 同 条 第 二 項 の と 、 第 二 項 に 規 定 す る 外 国 語 要 約 書 面 の 翻 訳 文 は 前 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 要 約 書 と み な す 。 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 要 約 書 と み な す 。

（ 特 許 出 願 の 放 棄 又 は 取 下 げ ） （ 特 許 出 願 の 放 棄 又 は 取 下 げ ）

第 三 十 八 条 の 二 特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 第 三 十 八 条 の 二 特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実

施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ 施 権 又 は 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 こ れ

き 専 用 実 施 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た

範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た

だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な

い 。

８ 実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 （ 新 設 ）

る 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対

し 、 当 該 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に

基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定

行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の

と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、

こ の 限 り で な い 。

９ 意 匠 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 五 条 の 二 第 一 項 （ 新 設 ）

の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四

十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 当 該 仮

通 常 実 施 権 を 有 す る 者 に 対 し 、 当 該 出 願 の 変 更 に 係 る 特 許 出 願

に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 特 許 権 に つ い て

、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 仮 通

常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み な す 。 た だ し 、 当 該 設 定 行 為 に

別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 略 ） ７ （ 略 ）10

前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 前 条 第 四 項 の 規 定 又 は 第 七 項 本 文 ８ 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 前 条 第 四 項 の 規 定 又 は 第 六 項 本 文11
の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 が 消 滅 し た と の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 は 、 そ の 仮 専 用 実 施 権 が 消 滅 し た と

き は 、 消 滅 す る 。 き は 、 消 滅 す る 。

（ 略 ） ９ （ 略 ）12
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に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 求

の 範 囲 又 は 図 面 （ 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に の 範 囲 又 は 図 面 （ 当 該 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に

あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 発 明 （ 当 該 先 の 出 願 が 同 あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 発 明 （ 当 該 先 の 出 願 が 同

項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張

又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 又 は 第 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は

第 二 項 （ 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 第 二 項 （ 同 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先

の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 出 願 に つ い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願

の 際 の 書 類 （ 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請 の 際 の 書 類 （ 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 請

求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ） に 記 載 さ れ た 発 明 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ） に 記 載 さ れ た 発 明

を 除 く 。 ） に つ い て の 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 本 文 、 第 三 を 除 く 。 ） に つ い て の 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 本 文 、 第 三

十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 十 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で

六 十 九 条 第 二 項 第 二 号 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 一 条 、 第 六 十 九 条 第 二 項 第 二 号 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十

、 第 八 十 二 条 第 一 項 、 第 百 四 条 （ 第 六 十 五 条 第 六 項 （ 第 百 八 十 一 条 、 第 八 十 二 条 第 一 項 、 第 百 四 条 （ 第 六 十 五 条 第 六 項 （ 第 百

四 条 の 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 八 十 四 条 の 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て

す る 場 合 を 含 む 。 ） 並 び に 第 百 二 十 六 条 第 七 項 （ 第 十 七 条 の 二 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 百 二 十 六 条 第 五 項 （ 第 十 七 条 の

第 六 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 二 第 六 項 及 び 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

む 。 ） 、 同 法 第 七 条 第 三 項 及 び 第 十 七 条 、 意 匠 法 第 二 十 六 条 、 含 む 。 ） 、 同 法 第 七 条 第 三 項 及 び 第 十 七 条 、 意 匠 法 （ 昭 和 三 十

第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 （ 昭 和 三 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 二 十 六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第

十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十 三 条 の 二 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号

一 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 一 項 （ 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い ） 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十 三 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 特 許 第 一 項 （ 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と み な す 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 特 許 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の

時 に さ れ た も の と み な す 。

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

の 特 許 出 願 を 放 棄 し 、 又 は 取 り 下 げ る こ と が で き る 。 ら の 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 そ の 特 許 出 願 を 放 棄 し 、 又 は

取 り 下 げ る こ と が で き る 。

（ 先 願 ） （ 先 願 ）

第 三 十 九 条 （ 略 ） 第 三 十 九 条 （ 略 ）

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 略 ）

（ 削 る ） ６ 発 明 者 又 は 考 案 者 で な い 者 で あ つ て 特 許 を 受 け る 権 利 又 は 実

用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も の が し た 特 許 出 願 又 は

実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で な い も の と み な す 。

６ ・ ７ （ 略 ） ７ ・ ８ （ 略 ）

（ 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 ） （ 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 ）

第 四 十 一 条 特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 第 四 十 一 条 特 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き

、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て 、 そ の 者 が 特 許 又 は 実 用 新 、 そ の 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て 、 そ の 者 が 特 許 又 は 実 用 新

案 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で 案 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 で

あ つ て 先 に さ れ た も の （ 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う 。 ） の 願 書 に あ つ て 先 に さ れ た も の （ 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う 。 ） の 願 書 に

最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 録

請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 先 の 出 願 が 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に

あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て 優 先 権 を あ つ て は 、 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 発 明 に 基 づ い て 優 先 権 を

主 張 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 主 張 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施

権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 特 許 出 願 の 際 に 、 そ の 承 諾 を 権 又 は 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 特

得 て い る 場 合 に 限 る 。 許 出 願 の 際 に 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 て い る 場 合 に 限 る 。

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の ２ 前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の

う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初
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の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許 出 願 に 該 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 許 出 願 に 該

当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 十 条 第 三 項 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 十 条 第 四 項

、 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 、 第 四 十 一 条 第 四 項 、 第 四 十 、 第 三 十 六 条 の 二 第 二 項 た だ し 書 、 第 四 十 一 条 第 四 項 、 第 四 十

三 条 第 一 項 （ 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 三 条 第 一 項 （ 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 及 び 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ む 。 ） 及 び 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ

の 限 り で な い 。 の 限 り で な い 。

３ ～ ５ （ 略 ） ３ ～ ５ （ 略 ）

（ 拒 絶 の 査 定 ） （ 拒 絶 の 査 定 ）

第 四 十 九 条 審 査 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す 第 四 十 九 条 審 査 官 は 、 特 許 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と き は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な る と き は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 略 ）

七 そ の 特 許 出 願 人 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 七 そ の 特 許 出 願 人 が 発 明 者 で な い 場 合 に お い て 、 そ の 発 明 に

し て い な い と き 。 つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し て い な い と き 。

（ 出 願 公 開 の 効 果 等 ） （ 出 願 公 開 の 効 果 等 ）

第 六 十 五 条 （ 略 ） 第 六 十 五 条 （ 略 ）

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 略 ）

６ 第 百 一 条 、 第 百 四 条 か ら 第 百 四 条 の 三 ま で 、 第 百 五 条 、 第 百 ６ 第 百 一 条 、 第 百 四 条 か ら 第 百 五 条 の 二 ま で 、 第 百 五 条 の 四 か

五 条 の 二 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 五 条 の 七 ま で 及 び 第 百 六 十 八 ら 第 百 五 条 の 七 ま で 及 び 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並

条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 び に 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 七 百 十 九 条 及 び 第

九 号 ） 第 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 条 （ 不 法 行 為 ） の 規 定 は 七 百 二 十 四 条 （ 不 法 行 為 ） の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求

、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使 す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 権 を 行 使 す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 権

場 合 に お い て 当 該 請 求 権 を 有 す る 者 が 特 許 権 の 設 定 の 登 録 前 に を 有 す る 者 が 特 許 権 の 設 定 の 登 録 前 に 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明

当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 実 施 の 事 実 及 び そ の 実 施 を し た 者 を の 実 施 の 事 実 及 び そ の 実 施 を し た 者 を 知 つ た と き は 、 同 条 中 「

（ 特 許 出 願 の 分 割 ） （ 特 許 出 願 の 分 割 ）

第 四 十 四 条 （ 略 ） 第 四 十 四 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 場 合 は 、 新 た な 特 許 出 願 は 、 も と の 特 許 出 願 の 時 に し ２ 前 項 の 場 合 は 、 新 た な 特 許 出 願 は 、 も と の 特 許 出 願 の 時 に し

た も の と み な す 。 た だ し 、 新 た な 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に た も の と み な す 。 た だ し 、 新 た な 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に

規 定 す る 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特 規 定 す る 他 の 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 特

許 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三 許 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 並 び に 第 三

十 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 及 び 第 四 十 三 条 第 一 項 （ 前 条 第 十 条 第 四 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 及 び 第 四 十 三 条 第 一 項 （ 前 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 こ の 限 り で な い 。 、 こ の 限 り で な い 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

４ 第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 ４ 第 一 項 に 規 定 す る 新 た な 特 許 出 願 を す る 場 合 に は 、 も と の 特

許 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 特 許 許 出 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 特 許

出 願 に つ い て 第 三 十 条 第 三 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第 四 十 三 出 願 に つ い て 第 三 十 条 第 四 項 、 第 四 十 一 条 第 四 項 又 は 第 四 十 三

条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 前 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な 。 ） の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な い も の は 、 当 該 新 た な

特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。 特 許 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

５ ・ ６ （ 略 ） ５ ・ ６ （ 略 ）

（ 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 ） （ 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 ）

第 四 十 六 条 の 二 （ 略 ） 第 四 十 六 条 の 二 （ 略 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 は 、 そ の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 ２ 前 項 の 規 定 に よ る 特 許 出 願 は 、 そ の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、

特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 当 該 特 許 出 願 の 基 礎 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 が 当 該 特 許 出 願 の 基 礎

と さ れ た 実 用 新 案 登 録 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 と さ れ た 実 用 新 案 登 録 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録

請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に あ る も の に 限 り 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に あ る も の に 限 り

、 そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 時 に し た も の と 、 そ の 実 用 新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 の 時 に し た も の と

み な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他 み な す 。 た だ し 、 そ の 特 許 出 願 が 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 他
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３ 共 有 に 係 る 特 許 権 に つ い て 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き

そ の 持 分 を 移 転 す る 場 合 に お い て は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適

用 し な い 。

第 七 十 五 条 削 除

（ 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ）

第 七 十 九 条 の 二 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 （ 新 設 ）

許 権 の 移 転 の 登 録 の 際 現 に そ の 特 許 権 、 そ の 特 許 権 に つ い て の

専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常

実 施 権 を 有 し て い た 者 で あ つ て 、 そ の 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 に

、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る

こ と （ そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限

る 。 ） 又 は 同 項 第 六 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な

い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る

も の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備

を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 権

に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

２ 当 該 特 許 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か

ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

（ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） （ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ）

第 八 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 特 許 無 効 第 八 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 特 許 無 効

審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず 審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 、 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 各 号 の い ず

れ か に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に れ か に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に

お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業 お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業

知 つ た と き は 、 同 条 中 「 被 害 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 被 害 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 加 害 者 を 知 っ た 時 」 と あ

加 害 者 を 知 っ た 時 」 と あ る の は 、 「 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」 る の は 、 「 特 許 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」 と 読 み 替 え る も の と す る

と 読 み 替 え る も の と す る 。 。

第 六 十 七 条 の 三 審 査 官 は 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 第 六 十 七 条 の 三 審 査 官 は 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願

が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 そ の 出 願 に つ い て 拒 絶 を す

絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。 べ き 旨 の 査 定 を し な け れ ば な ら な い 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 若 し く 二 そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 若 し く

は 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る は 登 録 し た 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 二 項 の 政 令

処 分 を 受 け て い な い と き 。 で 定 め る 処 分 を 受 け て い な い と き 。

三 ～ 五 （ 略 ） 三 ～ 五 （ 略 ）

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

（ 特 許 権 の 移 転 の 特 例 ）

第 七 十 四 条 特 許 が 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 第 七 十 四 条 及 び 第 七 十 五 条 削 除

該 当 す る と き （ そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た

と き に 限 る 。 ） 又 は 同 項 第 六 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と き

は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者

は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 特 許 権 者 に 対 し

、 当 該 特 許 権 の 移 転 を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た

と き は 、 そ の 特 許 権 は 、 初 め か ら 当 該 登 録 を 受 け た 者 に 帰 属 し

て い た も の と み な す 。 当 該 特 許 権 に 係 る 発 明 に つ い て の 第 六 十

五 条 第 一 項 又 は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 に

つ い て も 、 同 様 と す る 。
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る 。
（ 裁 定 の 謄 本 の 送 達 ） （ 裁 定 の 謄 本 の 送 達 ）

第 八 十 七 条 特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 を し た と き 第 八 十 七 条 特 許 庁 長 官 は 、 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 を し た と き

は 、 裁 定 の 謄 本 を 当 事 者 、 当 事 者 以 外 の 者 で あ つ て そ の 特 許 に は 、 裁 定 の 謄 本 を 当 事 者 及 び 当 事 者 以 外 の 者 で あ つ て そ の 特 許

関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る も の 及 び 第 八 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す る も の に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

り 意 見 を 述 べ た 通 常 実 施 権 者 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 裁 定 の 取 消 し ） （ 裁 定 の 取 消 し ）

第 九 十 条 （ 略 ） 第 九 十 条 （ 略 ）

２ 第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 、 第 八 十 六 ２ 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 第 一 項 及 び 第 八

条 第 一 項 及 び 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 は 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 十 七 条 第 一 項 の 規 定 は 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消 し に 、 第 八

の 取 消 し に 、 第 八 十 五 条 第 二 項 の 規 定 は 通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 十 五 条 第 二 項 の 規 定 は 通 常 実 施 権 の 設 定 を 受 け た 者 が 適 当 に そ

け た 者 が 適 当 に そ の 特 許 発 明 の 実 施 を し な い 場 合 の 前 項 の 規 定 の 特 許 発 明 の 実 施 を し な い 場 合 の 前 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の 取 消

に よ る 裁 定 の 取 消 し に 準 用 す る 。 し に 準 用 す る 。

（ 自 己 の 特 許 発 明 の 実 施 を す る た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 （ 自 己 の 特 許 発 明 の 実 施 を す る た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定

） ）

第 九 十 二 条 （ 略 ） 第 九 十 二 条 （ 略 ）

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

７ 第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 ７ 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 前 条 ま で

六 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 裁 定 に 準 用 す の 規 定 は 、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

る 。
（ 公 共 の 利 益 の た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 ） （ 公 共 の 利 益 の た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 ）

の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い る 発 明 及 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い る 発 明 及

び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に し た 場 合 に び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に し た 場 合 に

お け る 特 許 権 又 は そ の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 お け る 特 許 権 又 は そ の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実

施 権 を 有 す る 。 施 権 を 有 す る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録

の 際 現 に そ の 無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 に つ い て の 専 用 実

施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 第 九 十 九

権 を 有 す る 者 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

第 八 十 二 条 特 許 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 第 八 十 二 条 特 許 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 に 係

る 意 匠 権 が そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て る 意 匠 権 が そ の 特 許 出 願 に 係 る 特 許 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て

、 そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 の 際 現 に 、 そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 の 際 現 に

そ の 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用 そ の 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用

実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 原 権 利 の 範 囲 内 に 実 施 権 に つ い て の 意 匠 法 第 二 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る こ

お い て 、 当 該 特 許 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に の 法 律 第 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。 は 、 原 権 利 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 特 許 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存

続 期 間 の 満 了 の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を

有 す る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 通 常 実 施 権 者 の 意 見 の 陳 述 ）

第 八 十 四 条 の 二 第 八 十 三 条 第 二 項 の 裁 定 の 請 求 が あ つ た と き は （ 新 設 ）

、 そ の 特 許 に 関 し 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 前 条 に 規 定 す る 期

間 内 に 限 り 、 そ の 裁 定 の 請 求 に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と が で き
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に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 以 外 の 者 が 第 一 項 の 規 定

に よ る 攻 撃 又 は 防 御 の 方 法 を 提 出 す る こ と を 妨 げ な い 。

（ 主 張 の 制 限 ）

第 百 四 条 の 四 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 の 侵 害 又 は 第 六 十 五 条 （ 新 設 ）

第 一 項 若 し く は 第 百 八 十 四 条 の 十 第 一 項 に 規 定 す る 補 償 金 の 支

払 の 請 求 に 係 る 訴 訟 の 終 局 判 決 が 確 定 し た 後 に 、 次 に 掲 げ る 審

決 が 確 定 し た と き は 、 当 該 訴 訟 の 当 事 者 で あ つ た 者 は 、 当 該 終

局 判 決 に 対 す る 再 審 の 訴 え （ 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 差 押 命 令

事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え 並 び に

当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 処 分 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠

償 及 び 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え を 含 む 。 ） に お い

て 、 当 該 審 決 が 確 定 し た こ と を 主 張 す る こ と が で き な い 。

一 当 該 特 許 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

二 当 該 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

三 当 該 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図

面 の 訂 正 を す べ き 旨 の 審 決 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の

（ 特 許 料 の 減 免 又 は 猶 予 ） （ 特 許 料 の 減 免 又 は 猶 予 ）

第 百 九 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 特 第 百 九 条 特 許 庁 長 官 は 、 次 に 掲 げ る 者 で あ つ て 資 力 に 乏 し い 者

許 権 者 で あ つ て 資 力 を 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 と し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 が 、 特 許 料 を 納 付 す る こ

が 、 特 許 料 を 納 付 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 政 令 と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の

ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と

そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。 が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 特 許 発 明 の 発 明 者 又 は そ の 相 続 人

第 九 十 三 条 （ 略 ） 第 九 十 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 ３ 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 第 九 十 一

六 条 か ら 第 九 十 一 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 裁 定 に 準 用 す る 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

。
（ 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 ）

第 九 十 九 条 通 常 実 施 権 は 、 そ の 発 生 後 に そ の 特 許 権 若 し く は 専 第 九 十 九 条 通 常 実 施 権 は 、 そ の 登 録 を し た と き は 、 そ の 特 許 権

用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 を 取 得 し た 者 に 若 し く は 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 を そ

対 し て も 、 そ の 効 力 を 有 す る 。 の 後 に 取 得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効 力 を 生 ず る 。

（ 削 る ） ２ 第 三 十 五 条 第 一 項 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 条 第 一 項 、 第 八 十 一

条 、 第 八 十 二 条 第 一 項 又 は 第 百 七 十 六 条 の 規 定 に よ る 通 常 実 施

権 は 、 登 録 し な く て も 、 前 項 の 効 力 を 有 す る 。

（ 削 る ） ３ 通 常 実 施 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 又 は 通 常

実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処

分 の 制 限 は 、 登 録 し な け れ ば 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な

い 。

（ 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 ） （ 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 ）

第 百 四 条 の 三 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て 第 百 四 条 の 三 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て

、 当 該 特 許 が 特 許 無 効 審 判 に よ り 又 は 当 該 特 許 権 の 存 続 期 間 の 、 当 該 特 許 が 特 許 無 効 審 判 に よ り 無 効 に さ れ る べ き も の と 認 め

延 長 登 録 が 延 長 登 録 無 効 審 判 に よ り 無 効 に さ れ る べ き も の と 認 ら れ る と き は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 相 手 方 に 対 し そ

め ら れ る と き は 、 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 、 相 手 方 に 対 し の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。

そ の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 第 百 二 十 三 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 （ 新 設 ）
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の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き （ そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き 。

に 違 反 し て さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 特 許 に 係 る 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が

あ つ た と き を 除 く 。 ） 。

三 ～ 五 （ 略 ） 三 ～ 五 （ 略 ）

六 そ の 特 許 が そ の 発 明 に つ い て 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 し な い 六 そ の 特 許 が 発 明 者 で な い 者 で あ つ て そ の 発 明 に つ い て 特 許

者 の 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と き （ 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も の の 特 許 出 願 に 対 し て さ れ た と

に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 特 許 に 係 る 特 許 権 の 移 転 の 登 録 が き 。

あ つ た と き を 除 く 。 ） 。

七 （ 略 ） 七 （ 略 ）

八 そ の 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 八 そ の 特 許 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図

面 の 訂 正 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 五 項 か ら 面 の 訂 正 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 三 項 か ら

第 七 項 ま で （ 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 第 五 項 ま で （ 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に 違 を 含 む 。 ） 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に 違

反 し て さ れ た と き 。 反 し て さ れ た と き 。

２ 特 許 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 ２ 特 許 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特

許 が 前 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定 許 が 前 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 特 許 が 第 三 十 八 条 の 規 定

に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 同 項 第 六 号 に 該 当 す る こ に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 同 項 第 六 号 に 該 当 す る こ

と を 理 由 と す る も の は 、 当 該 特 許 に 係 る 発 明 に つ い て 特 許 を 受 と を 理 由 と す る も の は 、 利 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す る こ と が で き

け る 権 利 を 有 す る 者 に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。 る 。

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

（ 延 長 登 録 無 効 審 判 ） （ 延 長 登 録 無 効 審 判 ）

第 百 二 十 五 条 の 二 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 が 次 の 各 号 の い 第 百 二 十 五 条 の 二 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 延 長 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 延 長 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ

い て 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 い て 延 長 登 録 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 二 そ の 特 許 発 明 が 第 三 十 五 条 第 一 項 の 従 業 者 等 が し た 職 務 発

明 で あ つ て 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り あ ら か じ め

使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 さ せ る こ と が 定 め ら れ て

い る 場 合 に お い て 、 そ の 従 業 者 等 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承

継 し た 使 用 者 等

（ 特 許 料 の 追 納 に よ る 特 許 権 の 回 復 ） （ 特 許 料 の 追 納 に よ る 特 許 権 の 回 復 ）

第 百 十 二 条 の 二 前 条 第 四 項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し 第 百 十 二 条 の 二 前 条 第 四 項 若 し く は 第 五 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し

た も の と み な さ れ た 特 許 権 又 は 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 初 め か た も の と み な さ れ た 特 許 権 又 は 同 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 初 め か

ら 存 在 し な か つ た も の と み な さ れ た 特 許 権 の 原 特 許 権 者 は 、 同 ら 存 在 し な か つ た も の と み な さ れ た 特 許 権 の 原 特 許 権 者 は 、 そ

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に

同 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で に 規 定 す る 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 を よ り 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 か ら 第

納 付 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と 六 項 ま で に 規 定 す る 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 を 納 付 す る こ と が で

き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 き な か つ た と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 （ 在 外

後 一 年 以 内 に 限 り 、 そ の 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 を 追 納 す る こ と 者 に あ つ て は 、 二 月 ） 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に 限 り

が で き る 。 、 そ の 特 許 料 及 び 割 増 特 許 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 特 許 無 効 審 判 ） （ 特 許 無 効 審 判 ）

第 百 二 十 三 条 特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ 第 百 二 十 三 条 特 許 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ

の 特 許 を 無 効 に す る こ と に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と の 特 許 を 無 効 に す る こ と に つ い て 特 許 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の に つ が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の に つ

い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。 い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が で き る 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第 二 そ の 特 許 が 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 二 十 九 条 の 二 、 第

三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 三 十 二 条 、 第 三 十 八 条 又 は 第 三 十 九 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で
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こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 の 請 求

項 の 記 載 を 他 の 請 求 項 が 引 用 す る 関 係 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定

め る 関 係 を 有 す る 一 群 の 請 求 項 （ 以 下 「 一 群 の 請 求 項 」 と い う

。 ） が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け

れ ば な ら な い 。

４ 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を す る 場 合 で あ つ て 、 （ 新 設 ）

請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を し よ う と す る と き は 、

当 該 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 に 係 る 請 求 項 の 全 て （ 前 項 後 段 の 規

定 に よ り 一 群 の 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 場

合 に あ つ て は 、 当 該 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 に 係 る 請 求 項 を 含 む

一 群 の 請 求 項 の 全 て ） に つ い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

５ ～ ８ （ 略 ） ３ ～ ６ （ 略 ）

（ 審 判 請 求 の 方 式 ） （ 審 判 請 求 の 方 式 ）

第 百 三 十 一 条 （ 略 ） 第 百 三 十 一 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 訂 正 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 （ 新 設 ）

の 趣 旨 及 び そ の 理 由 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 記

載 し た も の で な け れ ば な ら な い 。

４ （ 略 ） ３ （ 略 ）

（ 審 判 請 求 書 の 補 正 ） （ 審 判 請 求 書 の 補 正 ）

第 百 三 十 一 条 の 二 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 請 求 書 の 補 第 百 三 十 一 条 の 二 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 請 求 書 の 補

正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、 正 は 、 そ の 要 旨 を 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ し 、

当 該 補 正 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で 当 該 補 正 が 、 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る

な い 。 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 、 又 は 次 項

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 そ の 延 長 登 録 が 、 そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の 二 そ の 延 長 登 録 が 、 そ の 特 許 権 者 又 は そ の 特 許 権 に つ い て の

専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十 七 条 第 二 専 用 実 施 権 若 し く は 登 録 し た 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が 第 六 十

項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け て い な い 場 合 の 出 願 に 対 し て さ 七 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 処 分 を 受 け て い な い 場 合 の 出 願 に

れ た と き 。 対 し て さ れ た と き 。

三 ～ 五 （ 略 ） 三 ～ 五 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 訂 正 審 判 ） （ 訂 正 審 判 ）

第 百 二 十 六 条 特 許 権 者 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 第 百 二 十 六 条 特 許 権 者 は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の

範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と に つ い て 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と に つ い て 訂 正 審 判 を 請 求 す る こ

と が で き る 。 た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す と が で き る 。 た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す

る も の に 限 る 。 る も の に 限 る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明 三 明 り よ う で な い 記 載 の 釈 明

四 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 （ 新 設 ）

項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

２ 訂 正 審 判 は 、 特 許 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か ら そ の 審 ２ 訂 正 審 判 は 、 特 許 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か ら そ の 審

決 （ 請 求 項 ご と に 請 求 が さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 全 て の 審 決 が 確 定 す る ま で の 間 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、

決 ） が 確 定 す る ま で の 間 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。 特 許 無 効 審 判 の 審 決 に 対 す る 訴 え の 提 起 が あ つ た 日 か ら 起 算 し

て 九 十 日 の 期 間 内 （ 当 該 事 件 に つ い て 第 百 八 十 一 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 審 決 の 取 消 し の 判 決 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 決

の 取 消 し の 決 定 が あ つ た 場 合 に お い て は 、 そ の 判 決 又 は 決 定 の

確 定 後 の 期 間 を 除 く 。 ） は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 （ 新 設 ）

を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る
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３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 群 の 請 求 項 が あ る （ 新 設 ）

と き は 、 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な

い 。

４ 審 判 長 は 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 及 び こ れ に 添 付 さ れ た 訂 正 ２ 審 判 長 は 、 前 項 の 訂 正 の 請 求 書 及 び こ れ に 添 付 さ れ た 訂 正 し

し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 受 理 し た と き は 、 こ れ た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 受 理 し た と き は 、 こ れ ら

ら の 副 本 を 請 求 人 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。 の 副 本 を 請 求 人 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

５ 審 判 官 は 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が 同 項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る ３ 審 判 官 は 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が 同 項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る

事 項 を 目 的 と せ ず 、 又 は 第 九 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 事 項 を 目 的 と せ ず 、 又 は 第 五 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第

百 二 十 六 条 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 に 適 合 し な い こ と に つ 百 二 十 六 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に 適 合 し な い こ と に つ

い て 、 当 事 者 又 は 参 加 人 が 申 し 立 て な い 理 由 に つ い て も 、 審 理 い て 、 当 事 者 又 は 参 加 人 が 申 し 立 て な い 理 由 に つ い て も 、 審 理

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 に よ り 訂 正 の す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 に よ り 訂 正 の

請 求 を 認 め な い と き は 、 審 判 長 は 、 審 理 の 結 果 を 当 事 者 及 び 参 請 求 を 認 め な い と き は 、 審 判 長 は 、 審 理 の 結 果 を 当 事 者 及 び 参

加 人 に 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 を 申 し 立 て る 機 会 加 人 に 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 を 申 し 立 て る 機 会

を 与 え な け れ ば な ら な い 。 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

６ （ 略 ） ４ （ 略 ）

７ 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 同 項 の 訂 正 の 請 求 書 に 添 付 さ れ た 訂 （ 新 設 ）

正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 第 十 七 条 の 四

第 一 項 の 補 正 を す る こ と が で き る 期 間 内 に 限 り 、 取 り 下 げ る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 を 第 二 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ り 請 求 項 ご と に 又 は 一 群 の 請 求 項 ご と に

し た と き は 、 そ の 全 て の 請 求 を 取 り 下 げ な け れ ば な ら な い 。

８ 第 百 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 許 無 効 審 判 の 請 求 が 請 求 （ 新 設 ）

項 ご と に 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 当 該

請 求 項 ご と に 取 り 下 げ ら れ た も の と み な し 、 特 許 無 効 審 判 の 審

判 事 件 に 係 る 全 て の 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 当 該 審 判 事

件 に 係 る 同 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 全 て 取 り 下 げ ら れ た も の と み な

の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

一 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 （ 新 設 ）

項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 。

二 次 項 の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た も の で あ る と き 。 （ 新 設 ）

三 第 百 三 十 三 条 第 一 項 （ 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 （ 新 設 ）

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 、 当 該 請 求 書 に つ い て 補

正 を す べ き こ と を 命 じ ら れ た 場 合 に お い て 、 当 該 命 じ ら れ た

事 項 に つ い て さ れ る と き 。

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

（ 特 許 無 効 審 判 に お け る 訂 正 の 請 求 ） （ 特 許 無 効 審 判 に お け る 訂 正 の 請 求 ）

第 百 三 十 四 条 の 二 特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 前 条 第 一 項 若 し 第 百 三 十 四 条 の 二 特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 前 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 、 次 条 、 第 百 五 十 三 条 第 二 項 又 は 第 百 六 十 四 条 の 二 く は 第 二 項 、 次 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 百 五 十 三 条 第 二

第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細

明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き る 。

る 。 た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る

限 る 。 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明 三 明 り よ う で な い 記 載 の 釈 明

四 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 （ 新 設 ）

項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

２ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し た 特 許 請 求 の 範 囲 の 訂 正 （ 新 設 ）

を す る 場 合 に は 、 請 求 項 ご と に 前 項 の 訂 正 の 請 求 を す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 特 許 無 効 審 判 が 請 求 項 ご と に 請 求 さ れ た 場 合

に あ つ て は 、 請 求 項 ご と に 同 項 の 訂 正 の 請 求 を し な け れ ば な ら

な い 。
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規 定 す る 期 間 内 に 訂 正 審 判 を 請 求 し た 場 合 に お い て 、 前 二 項 の

規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 前 条 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 を す る

と き は 、 そ の 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 し た 訂 正 し た 明 細 書 、 特

許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 援 用 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） ４ 第 百 二 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 内 に 訂 正 審 判 の

請 求 が あ つ た 場 合 に お い て 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 指

定 さ れ た 期 間 内 に 前 条 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た と き は 、 そ

の 訂 正 審 判 の 請 求 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。 た だ し 、

訂 正 の 請 求 の 時 に そ の 訂 正 審 判 の 審 決 が 確 定 し て い る 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。

（ 削 る ） ５ 第 百 二 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 内 に 訂 正 審 判 の

請 求 が あ つ た 場 合 に お い て 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 指

定 さ れ た 期 間 内 に 前 条 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ な か つ た と き

は 、 そ の 期 間 の 末 日 に 、 そ の 訂 正 審 判 の 請 求 書 に 添 付 さ れ た 訂

正 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 を 第 三 項 の 規 定 に よ り

援 用 し た 同 条 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た も の と み な す 。 た だ

し 、 そ の 期 間 の 末 日 に そ の 訂 正 審 判 の 審 決 が 確 定 し て い る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 審 判 の 請 求 の 取 下 げ ） （ 審 判 の 請 求 の 取 下 げ ）

第 百 五 十 五 条 （ 略 ） 第 百 五 十 五 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 請 求 項 ご と に 又 は 一 群 の 請 求 項 ご と に 訂 正 審 判 を 請 求 し た と （ 新 設 ）

き は 、 そ の 請 求 の 取 下 げ は 、 そ の 全 て の 請 求 に つ い て 行 わ な け

れ ば な ら な い 。

す 。

９ 第 百 二 十 六 条 第 四 項 か ら 第 八 項 ま で 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 ５ 第 百 二 十 六 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 、 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二

十 八 条 、 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 一 十 八 条 、 第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第

条 の 二 第 一 項 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 百 三 十 一 項 並 び に 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の

三 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 場 合 に 準 用 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 二 十 六 条 第 五 項 中 「

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 百 二 十 六 条 第 七 項 中 「 第 一 項 た だ 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 」 と あ る の は 、 「 特 許 無 効 審

し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 」 と あ る の は 、 「 特 許 無 効 審 判 の 請 求 が 判 の 請 求 が さ れ て い な い 請 求 項 に 係 る 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又

さ れ て い な い 請 求 項 に 係 る 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 又 は 第 二 号 」 は 第 二 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 取 消 し の 判 決 が あ つ た 場 合 に お け る 訂 正 の 請 求 ） （ 取 消 し の 判 決 等 が あ つ た 場 合 に お け る 訂 正 の 請 求 ）

第 百 三 十 四 条 の 三 審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 の 審 決 （ 審 判 の 請 求 第 百 三 十 四 条 の 三 審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 の 審 決 （ 審 判 の 請 求

に 理 由 が な い と す る も の に 限 る 。 ） に 対 す る 第 百 八 十 一 条 第 一 に 理 由 が な い と す る も の に 限 る 。 ） に 対 す る 第 百 八 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 取 消 し の 判 決 が 確 定 し 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ 項 の 規 定 に よ る 取 消 し の 判 決 が 確 定 し 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ

り 審 理 を 開 始 す る と き は 、 そ の 判 決 の 確 定 の 日 か ら 一 週 間 以 内 り 審 理 を 開 始 す る と き は 、 そ の 判 決 の 確 定 の 日 か ら 一 週 間 以 内

に 被 請 求 人 か ら 申 立 て が あ つ た 場 合 に 限 り 、 被 請 求 人 に 対 し 、 に 被 請 求 人 か ら 申 立 て が あ つ た 場 合 に 限 り 、 被 請 求 人 に 対 し 、

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求

す る た め の 相 当 の 期 間 を 指 定 す る こ と が で き る 。 す る た め の 相 当 の 期 間 を 指 定 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） ２ 審 判 長 は 、 第 百 八 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 決 の 取 消 し の

決 定 が 確 定 し 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 審 理 を 開 始 す る と き は

、 被 請 求 人 に 対 し 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又

は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す る た め の 相 当 の 期 間 を 指 定 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 当 該 審 理 の 開 始 の 時 に 、 当 該 事 件 に つ い て 第

百 二 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 内 に 請 求 さ れ た 訂 正

審 判 の 審 決 が 確 定 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 削 る ） ３ 特 許 無 効 審 判 の 被 請 求 人 は 、 第 百 二 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 に
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求 す る た め の 相 当 の 期 間 を 指 定 し な け れ ば な ら な い 。

３ 第 百 五 十 七 条 第 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 審 決 の 予 告 に 準 用 す

る 。
（ 訂 正 審 判 に お け る 特 則 ） （ 訂 正 審 判 に お け る 特 則 ）

第 百 六 十 五 条 審 判 長 は 、 訂 正 審 判 の 請 求 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 百 六 十 五 条 審 判 長 は 、 訂 正 審 判 の 請 求 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項

た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と せ ず 、 又 は 同 条 第 五 項 か ら た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と せ ず 、 又 は 同 条 第 三 項 か ら

第 七 項 ま で の 規 定 に 適 合 し な い と き は 、 請 求 人 に そ の 理 由 を 通 第 五 項 ま で の 規 定 に 適 合 し な い と き は 、 請 求 人 に そ の 理 由 を 通

知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

（ 審 決 の 効 力 ） （ 審 決 の 効 力 ）

第 百 六 十 七 条 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 審 決 が 確 定 第 百 六 十 七 条 何 人 も 、 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確

し た と き は 、 当 事 者 及 び 参 加 人 は 、 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 定 審 決 の 登 録 が あ つ た と き は 、 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基

に 基 づ い て そ の 審 判 を 請 求 す る こ と が で き な い 。 づ い て そ の 審 判 を 請 求 す る こ と が で き な い 。

（ 審 決 の 確 定 範 囲 ）

第 百 六 十 七 条 の 二 審 決 は 、 審 判 事 件 ご と に 確 定 す る 。 た だ し 、 （ 新 設 ）

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ

に よ り 確 定 す る 。

一 請 求 項 ご と に 特 許 無 効 審 判 の 請 求 が さ れ た 場 合 で あ つ て 、

一 群 の 請 求 項 ご と に 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が

さ れ た 場 合 当 該 一 群 の 請 求 項 ご と

二 一 群 の 請 求 項 ご と に 訂 正 審 判 の 請 求 が さ れ た 場 合 当 該 一

群 の 請 求 項 ご と

三 請 求 項 ご と に 審 判 の 請 求 が さ れ た 場 合 で あ つ て 、 第 一 号 に

（ 審 理 の 終 結 の 通 知 ） （ 審 理 の 終 結 の 通 知 ）

第 百 五 十 六 条 審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 に お い て は 、 第 百 五 十 六 条 審 判 長 は 、 事 件 が 審 決 を す る の に 熟 し た と き は 、

事 件 が 審 決 を す る の に 熟 し た と き は 、 審 理 の 終 結 を 当 事 者 及 び 審 理 の 終 結 を 当 事 者 及 び 参 加 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

参 加 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

２ 審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 に お い て は 、 事 件 が 審 決 を す る の に （ 新 設 ）

熟 し た 場 合 で あ つ て 第 百 六 十 四 条 の 二 第 一 項 の 審 決 の 予 告 を し

な い と き 、 又 は 同 項 の 審 決 の 予 告 を し た 場 合 で あ つ て 同 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 期 間 内 に 被 請 求 人 が 第 百 三 十 四 条 の 二

第 一 項 の 訂 正 の 請 求 若 し く は 第 十 七 条 の 四 第 一 項 の 補 正 を し な

い と き は 、 審 理 の 終 結 を 当 事 者 及 び 参 加 人 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。

３ 審 判 長 は 、 必 要 が あ る と き は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し ２ 審 判 長 は 、 必 要 が あ る と き は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し た

た 後 で あ つ て も 、 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 申 立 て に よ り 又 は 職 後 で あ つ て も 、 当 事 者 若 し く は 参 加 人 の 申 立 に よ り 又 は 職 権 で

権 で 、 審 理 の 再 開 を す る こ と が で き る 。 、 審 理 の 再 開 を す る こ と が で き る 。

４ 審 決 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 発 し た 日 か ら ３ 審 決 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 発 し た 日 か ら 二 十 日 以 内

二 十 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 件 が 複 雑 で あ る に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 件 が 複 雑 で あ る と き 、 そ の

と き 、 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

。
（ 特 許 無 効 審 判 に お け る 特 則 ）

第 百 六 十 四 条 の 二 審 判 長 は 、 特 許 無 効 審 判 の 事 件 が 審 決 を す る （ 新 設 ）

の に 熟 し た 場 合 に お い て 、 審 判 の 請 求 に 理 由 が あ る と 認 め る と

き そ の 他 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と き は 、 審 決 の 予 告 を 当 事 者

及 び 参 加 人 に し な け れ ば な ら な い 。

２ 審 判 長 は 、 前 項 の 審 決 の 予 告 を す る と き は 、 被 請 求 人 に 対 し

、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を 請
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第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 定 は 、 訂 正 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

、 訂 正 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

（ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ） （ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ）

第 百 七 十 八 条 審 決 に 対 す る 訴 え 及 び 審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 書 第 百 七 十 八 条 審 決 に 対 す る 訴 え 及 び 審 判 又 は 再 審 の 請 求 書 の 却

又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 に 対 下 の 決 定 に 対 す る 訴 え は 、 東 京 高 等 裁 判 所 の 専 属 管 轄 と す る 。

す る 訴 え は 、 東 京 高 等 裁 判 所 の 専 属 管 轄 と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

（ 出 訴 の 通 知 等 ） （ 出 訴 の 通 知 ）

第 百 八 十 条 裁 判 所 は 、 前 条 た だ し 書 に 規 定 す る 訴 え の 提 起 が あ 第 百 八 十 条 裁 判 所 は 、 前 条 た だ し 書 に 規 定 す る 訴 の 提 起 が あ つ

つ た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 通 知 し な け れ ば た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 特 許 庁 長 官 に 通 知 し な け れ ば な

な ら な い 。 ら な い 。

２ 裁 判 所 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 訴 え が 請 求 項 ご と に 請 求 さ （ 新 設 ）

れ た 特 許 無 効 審 判 又 は そ の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 の 審 決

に 対 す る も の で あ る と き は 、 当 該 訴 え に 係 る 請 求 項 を 特 定 す る

た め に 必 要 な 書 類 を 特 許 庁 長 官 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し ） （ 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し ）

第 百 八 十 一 条 （ 略 ） 第 百 八 十 一 条 （ 略 ）

（ 削 る ） ２ 裁 判 所 は 、 特 許 無 効 審 判 の 審 決 に 対 す る 第 百 七 十 八 条 第 一 項

の 訴 え の 提 起 が あ つ た 場 合 に お い て 、 特 許 権 者 が 当 該 訴 え に 係

る 特 許 に つ い て 訴 え の 提 起 後 に 訂 正 審 判 を 請 求 し 、 又 は 請 求 し

よ う と し て い る こ と に よ り 、 当 該 特 許 を 無 効 に す る こ と に つ い

て 特 許 無 効 審 判 に お い て さ ら に 審 理 さ せ る こ と が 相 当 で あ る と

掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 当 該 請 求 項 ご と

（ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ）

第 百 七 十 四 条 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 第 百 七 十 四 条 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本

文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十

三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七

条 ま で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 条 ま で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一

項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 か 項 、 第 百 五 十 六 条 か ら 第 百 六 十 条 ま で 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六

ら 第 百 六 十 条 ま で 、 第 百 六 十 七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 、 第 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 拒 絶

百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 査 定 不 服 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

２ 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 ２ 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三

十 二 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 十 二 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三

条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五

条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 四 条 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 四 条 か ら 第 百 五 十 七 条 ま で

か ら 第 三 項 ま で 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 、 第 百 六 十 七 条 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項

百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 、 第 百 六 十 九 、 第 五 項 及 び 第 六 項 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 特 許 無 効 審 判

条 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

は 、 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再

審 に 準 用 す る 。

３ 第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 ３ 第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 三 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本

文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十

三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 三 条 の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七

条 ま で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 条 ま で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一

項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 項 、 第 百 五 十 六 条 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 五 条 、 第 百 六 十 八

五 十 七 条 、 第 百 六 十 五 条 、 第 百 六 十 七 条 の 二 、 第 百 六 十 八 条 、 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規
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間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 際 出 願 日 （ 以 間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 際 出 願 日 （ 以

下 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ） に お け る 条 約 第 三 条 に 規 定 す る 下 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ） に お け る 条 約 第 三 条 に 規 定 す る(2
)

(2
)

明 細 書 、 請 求 の 範 囲 、 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明 に 限 る 。 以 下 こ の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 、 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明 に 限 る 。 ） 及 び 要

条 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 要 約 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁 約 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら

長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 国 内 書 面 提 出 期 間 の な い 。 た だ し 、 国 内 書 面 提 出 期 間 の 満 了 前 二 月 か ら 満 了 の 日 ま

満 了 前 二 月 か ら 満 了 の 日 ま で の 間 に 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 で の 間 に 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出 し た 外 国 語 特 許 出 願

を 提 出 し た 外 国 語 特 許 出 願 （ 当 該 書 面 の 提 出 の 日 以 前 に 当 該 翻 （ 当 該 書 面 の 提 出 の 日 以 前 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 し た も の を 除 く

訳 文 を 提 出 し た も の を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 当 該 書 面 の 提 出 の 。 ） に あ つ て は 、 当 該 書 面 の 提 出 の 日 か ら 二 月 （ 以 下 「 翻 訳 文

日 か ら 二 月 （ 以 下 「 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 提 出 特 例 期 間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と

当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る 。 が で き る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 一 項 た だ し 書 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ ３ 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 一 項 た だ し 書 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ

て は 、 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 内 に て は 、 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 内 に 第 一 項

第 一 項 に 規 定 す る 明 細 書 の 翻 訳 文 及 び 前 二 項 に 規 定 す る 請 求 の に 規 定 す る 明 細 書 の 翻 訳 文 及 び 前 二 項 に 規 定 す る 請 求 の 範 囲 の

範 囲 の 翻 訳 文 （ 以 下 「 明 細 書 等 翻 訳 文 」 と い う 。 ） の 提 出 が な 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 国 際 特 許 出 願 は 、 取 り 下

か つ た と き は 、 そ の 国 際 特 許 出 願 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の と み げ ら れ た も の と み な す 。

な す 。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 国 際 特 許 （ 新 設 ）

出 願 の 出 願 人 は 、 国 内 書 面 提 出 期 間 内 に 当 該 明 細 書 等 翻 訳 文 を

提 出 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と

き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 国 内 書 面 提 出 期

間 の 経 過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 明 細 書 等 翻 訳 文 並 び に 第 一 項 に 規

定 す る 図 面 及 び 要 約 の 翻 訳 文 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で

き る 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 翻 訳 文 は 、 国 内 書 面 提 出 期 間 が （ 新 設 ）

満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

認 め る と き は 、 事 件 を 審 判 官 に 差 し 戻 す た め 、 決 定 を も つ て 、

当 該 審 決 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

（ 削 る ） ３ 裁 判 所 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 決 定 を す る と き は 、 当 事 者 の 意

見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

（ 削 る ） ４ 第 二 項 の 決 定 は 、 審 判 官 そ の 他 の 第 三 者 に 対 し て も 効 力 を 有

す る 。

２ 審 判 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し の 判 決 が ５ 審 判 官 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 審 決 若 し く は 決 定 の 取 消 し の

確 定 し た と き は 、 さ ら に 審 理 を 行 い 、 審 決 又 は 決 定 を し な け れ 判 決 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 決 の 取 消 し の 決 定 が 確 定 し た と

ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 審 決 の 取 消 し の 判 決 が 、 第 百 き は 、 さ ら に 審 理 を 行 い 、 審 決 又 は 決 定 を し な け れ ば な ら な い

三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 一 群 の 請 求 項 の う ち 。

一 部 の 請 求 項 に つ い て 確 定 し た と き は 、 審 判 官 は 、 審 理 を 行 う

に 際 し 、 当 該 一 群 の 請 求 項 の う ち そ の 他 の 請 求 項 に つ い て の 審

決 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な い 。

（ 裁 判 の 正 本 等 の 送 付 ） （ 裁 判 の 正 本 の 送 付 ）

第 百 八 十 二 条 裁 判 所 は 、 第 百 七 十 九 条 た だ し 書 に 規 定 す る 訴 え 第 百 八 十 二 条 裁 判 所 は 、 第 百 七 十 九 条 た だ し 書 に 規 定 す る 訴 に

に つ い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、 そ れ ぞ れ 当 該 つ い て 訴 訟 手 続 が 完 結 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 特 許 庁 長 官 に 各

各 号 に 定 め る 書 類 を 特 許 庁 長 官 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 審 級 の 裁 判 の 正 本 を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。

一 裁 判 に よ り 訴 訟 手 続 が 完 結 し た 場 合 各 審 級 の 裁 判 の 正 本 （ 新 設 ）

二 裁 判 に よ ら な い で 訴 訟 手 続 が 完 結 し た 場 合 訴 訟 手 続 が 完 （ 新 設 ）

結 し た 訴 え に 係 る 請 求 項 を 特 定 す る た め に 必 要 な 書 類

（ 外 国 語 で さ れ た 国 際 特 許 出 願 の 翻 訳 文 ） （ 外 国 語 で さ れ た 国 際 特 許 出 願 の 翻 訳 文 ）

第 百 八 十 四 条 の 四 外 国 語 で さ れ た 国 際 特 許 出 願 （ 以 下 「 外 国 語 第 百 八 十 四 条 の 四 外 国 語 で さ れ た 国 際 特 許 出 願 （ 以 下 「 外 国 語

特 許 出 願 」 と い う 。 ） の 出 願 人 は 、 条 約 第 二 条 の 優 先 日 （ 以 特 許 出 願 」 と い う 。 ） の 出 願 人 は 、 条 約 第 二 条 の 優 先 日 （ 以（
xi

）

（
xi

）

下 「 優 先 日 」 と い う 。 ） か ら 二 年 六 月 （ 以 下 「 国 内 書 面 提 出 期 下 「 優 先 日 」 と い う 。 ） か ら 二 年 六 月 （ 以 下 「 国 内 書 面 提 出 期
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五 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 明 細 書 及 び 図 面 の 中 の 五 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 明 細 書 及 び 図 面 の 中 の

説 明 の 翻 訳 文 に 記 載 し た 事 項 、 同 項 に 規 定 す る 請 求 の 範 囲 の 説 明 の 翻 訳 文 に 記 載 し た 事 項 、 同 項 に 規 定 す る 請 求 の 範 囲 の

翻 訳 文 （ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ 翻 訳 文 （ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ

つ て は 、 当 該 翻 訳 文 ） 及 び 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 に 記 つ て は 、 当 該 翻 訳 文 ） 及 び 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 翻 訳 文 に 記

載 し た 事 項 、 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明 を 除 く 。 ） の 内 容 並 び に 載 し た 事 項 、 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明 を 除 く 。 ） の 内 容 並 び に

要 約 の 翻 訳 文 に 記 載 し た 事 項 （ 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と が 公 要 約 の 翻 訳 文 に 記 載 し た 事 項 （ 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と が 公

の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と 特 許 庁 長 官 が の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と 特 許 庁 長 官 が

認 め る も の を 除 く 。 ） 認 め る も の を 除 く 。 ）

六 ・ 七 （ 略 ） 六 ・ 七 （ 略 ）

３ ～ ７ （ 略 ） ３ ～ ７ （ 略 ）

（ 在 外 者 の 特 許 管 理 人 の 特 例 ） （ 在 外 者 の 特 許 管 理 人 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 一 （ 略 ） 第 百 八 十 四 条 の 十 一 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 第 一 項 に 規 定 す る 者 が 、 特 許 管 理 人 に よ り 第 百 八 十 四 条 の 四 （ 新 設 ）

第 四 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し た と き は 、 前 二 項 の 規 定 は 、 適 用

し な い 。

（ 補 正 の 特 例 ） （ 補 正 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 二 日 本 語 特 許 出 願 に つ い て は 第 百 八 十 四 条 の 第 百 八 十 四 条 の 十 二 日 本 語 特 許 出 願 に つ い て は 第 百 八 十 四 条 の

五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 、 外 国 語 特 許 出 願 に 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 、 外 国 語 特 許 出 願 に

つ い て は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 第 四 項 及 び 第 百 八 十 四 条 つ い て は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 及 び 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項

の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ

の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 で あ つ て 国 内 処 理 り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 で あ つ て 国 内 処 理 基 準 時 を 経

基 準 時 を 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 第 十 七 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に 過 し た 後 で な け れ ば 、 第 十 七 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず

６ ・ ７ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

（ 国 際 出 願 に 係 る 願 書 、 明 細 書 等 の 効 力 等 ） （ 国 際 出 願 に 係 る 願 書 、 明 細 書 等 の 効 力 等 ）

第 百 八 十 四 条 の 六 （ 略 ） 第 百 八 十 四 条 の 六 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 第 百 八 十 四 条 の 四 第 二 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 条 約 第 十 九 ３ 第 百 八 十 四 条 の 四 第 二 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 条 約 第 十 九

条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た（
１

）

（
１

）

場 合 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 場 合 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の

翻 訳 文 を 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し 翻 訳 文 を 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し

た 特 許 請 求 の 範 囲 と み な す 。 た 特 許 請 求 の 範 囲 と み な す 。

（ 国 内 公 表 等 ） （ 国 内 公 表 等 ）

第 百 八 十 四 条 の 九 特 許 庁 長 官 は 、 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 第 百 八 十 四 条 の 九 特 許 庁 長 官 は 、 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 規

第 四 項 の 規 定 に よ り 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 外 国 語 特 許 出 願 に つ い 定 に よ り 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 外 国 語 特 許 出 願 に つ い て 、 特 許 掲

て 、 特 許 掲 載 公 報 の 発 行 を し た も の を 除 き 、 国 内 書 面 提 出 期 間 載 公 報 の 発 行 を し た も の を 除 き 、 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 百 八 十

（ 同 条 第 一 項 た だ し 書 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て は 、 翻 訳 文 提 四 条 の 四 第 一 項 た だ し 書 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て は 、 翻 訳 文

出 特 例 期 間 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 経 過 後 （ 国 内 書 面 提 出 特 例 期 間 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 経 過 後 （ 国 内 書

提 出 期 間 内 に 出 願 人 か ら 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 国 際 特 許 出 願 面 提 出 期 間 内 に 出 願 人 か ら 出 願 審 査 の 請 求 が あ つ た 国 際 特 許 出

で あ つ て 条 約 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 （ 以 下 「 国 際 公 開 願 で あ つ て 条 約 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 （ 以 下 「 国 際 公

」 と い う 。 ） が さ れ て い る も の に つ い て は 出 願 審 査 の 請 求 の 後 開 」 と い う 。 ） が さ れ て い る も の に つ い て は 、 出 願 審 査 の 請 求

、 第 百 八 十 四 条 の 四 第 四 項 の 規 定 に よ り 明 細 書 等 翻 訳 文 が 提 出 の 後 ） 、 遅 滞 な く 、 国 内 公 表 を し な け れ ば な ら な い 。

さ れ た 外 国 語 特 許 出 願 に つ い て は 当 該 明 細 書 等 翻 訳 文 の 提 出 の

後 ） 、 遅 滞 な く 、 国 内 公 表 を し な け れ ば な ら な い 。

２ 国 内 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と に よ ２ 国 内 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 特 許 公 報 に 掲 載 す る こ と に よ

り 行 う 。 り 行 う 。

一 ～ 四 （ 略 ） 一 ～ 四 （ 略 ）
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つ い て 補 正 を し た 場 合 に あ つ て は 、 翻 訳 文 等 又 は 当 該 補 正 後 の 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 ） 」 と す る 。

明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 面 ） 」 と す る 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

（ 特 許 原 簿 へ の 登 録 の 特 例 ） （ 特 許 原 簿 へ の 登 録 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 二 の 二 日 本 語 特 許 出 願 に つ い て は 第 百 八 十 四 第 百 八 十 四 条 の 十 二 の 二 日 本 語 特 許 出 願 に つ い て は 第 百 八 十 四

条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 、 外 国 語 特 許 出 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 、 外 国 語 特 許 出

願 に つ い て は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 第 四 項 及 び 第 百 八 十 願 に つ い て は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 及 び 第 百 八 十 四 条 の 五 第

四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定

二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 で あ つ て 国 内 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 で あ つ て 国 内 処 理 基 準 時

処 理 基 準 時 を 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 第 二 十 七 条 第 一 項 第 四 号 を 経 過 し た 後 で な け れ ば 、 第 二 十 七 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に か

の 規 定 に か か わ ら ず 、 仮 専 用 実 施 権 の 登 録 を 受 け る こ と が で き か わ ら ず 、 仮 専 用 実 施 権 又 は 仮 通 常 実 施 権 の 登 録 を 受 け る こ と

な い 。 が で き な い 。

（ 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 の 特 例 ） （ 発 明 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 四 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と 第 百 八 十 四 条 の 十 四 第 三 十 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を

す る 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 及 び 第 二 受 け よ う と す る 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書

十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 第 三 十 面 及 び 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 つ た 発 明 が 第

条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発 明 で あ る こ と を 三 十 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と が で き る 発

証 明 す る 書 面 を 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 国 内 処 理 基 明 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 を 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら

準 時 の 属 す る 日 後 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 特 許 庁 長 官 に ず 、 国 内 処 理 基 準 時 の 属 す る 日 後 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 期 間 内

提 出 す る こ と が で き る 。 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る こ と が で き る 。

（ 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 特 例 ） （ 特 許 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 五 （ 略 ） 第 百 八 十 四 条 の 十 五 （ 略 ）

か か わ ら ず 、 手 続 の 補 正 （ 第 百 八 十 四 条 の 七 第 二 項 及 び 第 百 八 、 手 続 の 補 正 （ 第 百 八 十 四 条 の 七 第 二 項 及 び 第 百 八 十 四 条 の 八

十 四 条 の 八 第 二 項 に 規 定 す る 補 正 を 除 く 。 ） を す る こ と が で き 第 二 項 に 規 定 す る 補 正 を 除 く 。 ） を す る こ と が で き な い 。

な い 。

２ 外 国 語 特 許 出 願 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ ２ 外 国 語 特 許 出 願 に 係 る 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ

い て 補 正 が で き る 範 囲 に つ い て は 、 第 十 七 条 の 二 第 二 項 中 「 第 い て 補 正 が で き る 範 囲 に つ い て は 、 第 十 七 条 の 二 第 二 項 中 「 第

三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 三 十 六 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 」 と あ る の は 「 第 百 八 十

四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 願 書 に 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 願 書 に

最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 第 三 十 六 条 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 第 三 十 六 条

の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 六 項 の 規 定 に の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 に あ つ て は 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に

よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 と み な さ れ た 同 条 第 二 項 よ り 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 と み な さ れ た 同 条 第 二 項

に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 （ 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書 に 規 定 す る 外 国 語 書 面 の 翻 訳 文 （ 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書

、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た 場 合 に あ つ て は 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い て 補 正 を し た 場 合 に あ つ て は

、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図 、 翻 訳 文 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 図

面 ） 。 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 四 条 の 三 第 一 項 に お い 面 ） ） 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 （

て 同 じ 。 ） 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 以 下 こ の 項 に お い て 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ） に お け る 第 百 八

日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ） に お け る 第 十 四 条 の 三 第 二 項 の 国 際 特 許 出 願 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 国 際

百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 の 国 際 特 許 出 願 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 許 出 願 」 と い う 。 ） の 明 細 書 若 し く は 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明

国 際 特 許 出 願 」 と い う 。 ） の 明 細 書 若 し く は 図 面 （ 図 面 の 中 の に 限 る 。 ） の 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 翻 訳 文 、 国 際 出 願 日 に

説 明 に 限 る 。 ） の 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 翻 訳 文 、 国 際 出 願 お け る 国 際 特 許 出 願 の 請 求 の 範 囲 の 同 項 の 翻 訳 文 （ 同 条 第 二 項

日 に お け る 国 際 特 許 出 願 の 請 求 の 範 囲 の 同 項 の 翻 訳 文 （ 同 条 第 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン

二 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 第 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 後 の（
１

）

ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 第 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 当 該 翻 訳 文（
１

）

後 の 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 当 該 翻 ） 又 は 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 特 許 出 願 の 図 面 （ 図 面 の 中 の 説

訳 文 ） 又 は 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 特 許 出 願 の 図 面 （ 図 面 の 中 明 を 除 く 。 ） （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 翻 訳 文 等 」 と い う 。 ） （

の 説 明 を 除 く 。 ） （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 翻 訳 文 等 」 と い う 。 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に つ い

） （ 誤 訳 訂 正 書 を 提 出 し て 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に て 補 正 を し た 場 合 に あ つ て は 、 翻 訳 文 等 又 は 当 該 補 正 後 の 明 細

─ 46 ─



五 第 四 項 の 日 本 語 実 用 新 案 登 録 出 願 に あ つ て は 同 条 第 一 項 、 同 五 第 四 項 の 日 本 語 実 用 新 案 登 録 出 願 に あ つ て は 同 条 第 一 項 、 同

法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 願 に あ つ て は 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 願 に あ つ て は

同 項 又 は 同 条 第 四 項 及 び 同 法 第 四 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ 同 項 及 び 同 法 第 四 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か

る 手 続 を し 、 か つ 、 同 法 第 五 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す つ 、 同 法 第 五 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納

べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 （ 同 法 第 四 十 八 条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 付 し た 後 （ 同 法 第 四 十 八 条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案

に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て は 、 同 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て は 、 同 項 に 規 定 す る 決

項 に 規 定 す る 決 定 の 後 ） で な け れ ば す る こ と が で き な い 。 定 の 後 ） で な け れ ば す る こ と が で き な い 。

（ 出 願 審 査 の 請 求 の 時 期 の 制 限 ） （ 出 願 審 査 の 請 求 の 時 期 の 制 限 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 七 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 日 本 語 特 許 出 願 第 百 八 十 四 条 の 十 七 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 は 、 日 本 語 特 許 出 願

に あ つ て は 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 、 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て に あ つ て は 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 、 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て

は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 第 四 項 及 び 第 百 八 十 四 条 の 五 第 は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 及 び 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定

一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付

に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 、 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 、 国 際 特 許 出 願 の 出 願 人 以 外 の 者 は

以 外 の 者 は 、 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 た だ 、 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 た だ し 書 の 外 国

し 書 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て は 、 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 ） の 経 語 特 許 出 願 に あ つ て は 、 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 ） の 経 過 後 で な け

過 後 で な け れ ば 、 国 際 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 を す れ ば 、 国 際 特 許 出 願 に つ い て の 出 願 審 査 の 請 求 を す る こ と が で

る こ と が で き な い 。 き な い 。

（ 訂 正 の 特 例 ） （ 訂 正 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 九 外 国 語 特 許 出 願 に 係 る 第 百 三 十 四 条 の 二 第 第 百 八 十 四 条 の 十 九 外 国 語 特 許 出 願 に 係 る 第 百 三 十 四 条 の 二 第

一 項 の 規 定 に よ る 訂 正 及 び 訂 正 審 判 の 請 求 に つ い て は 、 第 百 二 一 項 の 規 定 に よ る 訂 正 及 び 訂 正 審 判 の 請 求 に つ い て は 、 第 百 二

十 六 条 第 五 項 中 「 外 国 語 書 面 出 願 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 十 六 条 第 三 項 中 「 外 国 語 書 面 出 願 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条

の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 」 と 、 「 外 国 語 書 面 」 と あ る の は の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 」 と 、 「 外 国 語 書 面 」 と あ る の は

「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明

細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と す る 。 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と す る 。

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 第 四 十 一 条 第 一 項 の 先 の 出 願 が 国 際 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法 ４ 第 四 十 一 条 第 一 項 の 先 の 出 願 が 国 際 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 法

第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ る 場 合 に お 第 四 十 八 条 の 三 第 二 項 の 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 で あ る 場 合 に お

け る 第 四 十 一 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 四 十 二 条 第 一 項 の け る 第 四 十 一 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 四 十 二 条 第 一 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 四 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 願 書 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 四 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 願 書

に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く は 実 用 新 案 登

録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項

又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国

際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 先 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 先

の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 若 し く

は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 先 の 出 願 の は 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 先 の 出 願 の

第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 又 は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項

の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面

」 と 、 「 に つ い て 出 願 公 開 」 と あ る の は 「 に つ い て 千 九 百 七 十 」 と 、 「 に つ い て 出 願 公 開 」 と あ る の は 「 に つ い て 千 九 百 七 十

年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 第 二 十 一 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 第 二 十 一

条 に 規 定 す る 国 際 公 開 」 と 、 第 四 十 二 条 第 一 項 中 「 そ の 出 願 の 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 」 と 、 第 四 十 二 条 第 一 項 中 「 そ の 出 願 の

日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 四 条 の 四

第 六 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 六 項 の 国 内 処 理 基 第 四 項 若 し く は 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 四 項 の 国 内 処 理 基

準 時 又 は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 若 し く は 同 法 第 四 十 八 条 の 四 準 時 又 は 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 若 し く は 同 法 第 四 十 八 条 の 四

第 一 項 の 国 際 出 願 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 の い ず れ か 遅 い 第 一 項 の 国 際 出 願 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 の い ず れ か 遅 い

時 」 と す る 。 時 」 と す る 。

（ 出 願 の 変 更 の 特 例 ） （ 出 願 の 変 更 の 特 例 ）

第 百 八 十 四 条 の 十 六 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 三 第 一 項 又 は 第 四 第 百 八 十 四 条 の 十 六 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 三 第 一 項 又 は 第 四

十 八 条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ 十 八 条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ

た 国 際 出 願 の 特 許 出 願 へ の 変 更 に つ い て は 、 同 法 第 四 十 八 条 の た 国 際 出 願 の 特 許 出 願 へ の 変 更 に つ い て は 、 同 法 第 四 十 八 条 の
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本 文 の 請 求 に 係 る 特 許 に 関 す る 書 類 又 は 特 許 原 簿 の う ち 磁 気 テ

ー プ を も つ て 調 製 し た 部 分 に 記 録 さ れ て い る 事 項 に 、 通 常 実 施

権 又 は 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 情 報 で あ つ て 、 開 示 す る こ と に よ り

、 通 常 実 施 権 に つ い て は 特 許 権 者 、 専 用 実 施 権 者 又 は 通 常 実 施

権 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る も の と し て 政 令 で 定 め る も の

が 、 仮 通 常 実 施 権 に つ い て は 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 、 仮

専 用 実 施 権 者 又 は 仮 通 常 実 施 権 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る

も の と し て 政 令 で 定 め る も の が 含 ま れ る 場 合 に は 、 当 該 情 報 に

該 当 す る 部 分 に つ い て の 証 明 等 は 行 わ な い も の と す る 。 た だ し

、 通 常 実 施 権 又 は 仮 通 常 実 施 権 に つ い て 利 害 関 係 を 有 す る 者 が

利 害 関 係 を 有 す る 部 分 に つ い て 請 求 し た 場 合 と し て 政 令 で 定 め

る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ ・ ４ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

（ 手 数 料 ） （ 手 数 料 ）

第 百 九 十 五 条 （ 略 ） 第 百 九 十 五 条 （ 略 ）

２ ～ ８ （ 略 ） ２ ～ ８ （ 略 ）

９ 出 願 審 査 の 請 求 を し た 後 に お い て 、 次 に 掲 げ る 命 令 、 通 知 又 ９ 出 願 審 査 の 請 求 を し た 後 に お い て 、 次 に 掲 げ る 命 令 、 通 知 又

は 査 定 の 謄 本 の 送 達 の い ず れ か が あ る ま で の 間 に そ の 特 許 出 願 は 査 定 の 謄 本 の 送 達 の い ず れ か が あ る ま で の 間 に そ の 特 許 出 願

が 放 棄 さ れ 、 又 は 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 第 二 項 の 規 定 に よ り が 放 棄 さ れ 、 又 は 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 第 二 項 の 規 定 に よ り

納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り

政 令 で 定 め る 額 を 返 還 す る 。 政 令 で 定 め る 額 を 返 還 す る 。

一 第 三 十 九 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 命 令 一 第 三 十 九 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 命 令

二 ～ 四 （ 略 ） 二 ～ 四 （ 略 ）

～ （ 略 ） ～ （ 略 ）10 12 10 12

（ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 又 は 特 許 権 に つ い て の 特 則 ） （ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 又 は 特 許 権 に つ い て の 特 則 ）

第 百 八 十 五 条 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 又 は 特 許 権 に つ い て の 第 百 八 十 五 条 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 特 許 又 は 特 許 権 に つ い て の

第 二 十 七 条 第 一 項 第 一 号 、 第 六 十 五 条 第 五 項 （ 第 百 八 十 四 条 の 第 二 十 七 条 第 一 項 第 一 号 、 第 六 十 五 条 第 五 項 （ 第 百 八 十 四 条 の

十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 八 十 条 第 一 項 、 十 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 八 十 条 第 一 項 、

第 九 十 七 条 第 一 項 、 第 九 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 第 百 十 一 条 第 一 第 九 十 七 条 第 一 項 、 第 九 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 第 百 十 一 条 第 一

項 第 二 号 、 第 百 二 十 三 条 第 三 項 、 第 百 二 十 五 条 、 第 百 二 十 六 条 項 第 二 号 、 第 百 二 十 三 条 第 三 項 、 第 百 二 十 五 条 、 第 百 二 十 六 条

第 八 項 （ 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 第 六 項 （ 第 百 三 十 四 条 の 二 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） 、 第 百 二 十 八 条 （ 第 百 三 十 四 条 の 二 第 九 項 に お い て 準 用 す 。 ） 、 第 百 三 十 二 条 第 一 項 （ 第 百 七 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 三 十 二 条 第 一 項 （ 第 百 七 十 四 条 第 二 項 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 七 十 五 条 、 第 百 七 十 六 条 若 し く は 第

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 七 十 五 条 、 第 百 七 十 六 百 九 十 三 条 第 二 項 第 四 号 又 は 実 用 新 案 法 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定

条 若 し く は 第 百 九 十 三 条 第 二 項 第 四 号 又 は 実 用 新 案 法 第 二 十 条 の 適 用 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 特 許 が さ れ 、 又 は 特 許 権 が あ

第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 特 許 が さ れ 、 又 る も の と み な す 。

は 特 許 権 が あ る も の と み な す 。

（ 証 明 等 の 請 求 ） （ 証 明 等 の 請 求 ）

第 百 八 十 六 条 何 人 も 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 特 許 に 関 し 、 証 明 、 第 百 八 十 六 条 何 人 も 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 特 許 に 関 し 、 証 明 、

書 類 の 謄 本 若 し く は 抄 本 の 交 付 、 書 類 の 閲 覧 若 し く は 謄 写 又 は 書 類 の 謄 本 若 し く は 抄 本 の 交 付 、 書 類 の 閲 覧 若 し く は 謄 写 又 は

特 許 原 簿 の う ち 磁 気 テ ー プ を も つ て 調 製 し た 部 分 に 記 録 さ れ て 特 許 原 簿 の う ち 磁 気 テ ー プ を も つ て 調 製 し た 部 分 に 記 録 さ れ て

い る 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ い る 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 交 付 （ 第 三 項 に お い て 「 証 明 等 」 と

し 、 次 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 特 許 庁 長 官 が 秘 密 を 保 持 す る い う 。 ） を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 書 類 に

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 つ い て は 、 特 許 庁 長 官 が 秘 密 を 保 持 す る 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 削 る ） ３ 特 許 庁 長 官 は 、 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 同 項
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十 三 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 一 件 に つ き 四 万 九 千 五 十 三 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 一 件 に つ き 四 万 九 千 五

の 訂 正 の 請 求 を す る 者 百 円 に 一 請 求 項 に つ き の 訂 正 の 請 求 を す る 者 （ そ の 訂 正 百 円 に 一 請 求 項 に つ き

五 千 五 百 円 を 加 え た 額 の 請 求 を す る こ と に よ り 、 第 百 三 五 千 五 百 円 を 加 え た 額

十 四 条 の 三 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き

訂 正 審 判 の 請 求 が 取 り 下 げ ら れ た

も の と み な さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）

十 四 （ 略 ） 十 四 （ 略 ）

（ 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 の 減 免 ） （ 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 の 減 免 ）

第 百 九 十 五 条 の 二 特 許 庁 長 官 は 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 第 百 九 十 五 条 の 二 特 許 庁 長 官 は 、 次 に 掲 げ る 者 で あ つ て 資 力 に

審 査 の 請 求 を す る 者 で あ つ て 資 力 を 考 慮 し て 政 令 で 定 め る 要 件 乏 し い 者 と し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 が 、 出 願 審 査 の

に 該 当 す る 者 が 、 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 納 付 す る こ と が 困 請 求 の 手 数 料 を 納 付 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 政

難 で あ る と 認 め る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 条 第 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 前 条 第 二 項

二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し 、 又

、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。 は 免 除 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 発 明 の 発 明 者 又 は そ の 相 続 人

（ 削 る ） 二 そ の 発 明 が 第 三 十 五 条 第 一 項 の 従 業 者 等 が し た 職 務 発 明 で

あ つ て 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り あ ら か じ め 使 用

者 等 に 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 さ せ る こ と が 定 め ら れ て い る

場 合 に お い て 、 そ の 従 業 者 等 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し

た 使 用 者 等

（ 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て の 制 限 ） （ 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て の 制 限 ）

第 百 九 十 五 条 の 四 査 定 又 は 審 決 及 び 審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 書 第 百 九 十 五 条 の 四 査 定 又 は 審 決 及 び 審 判 又 は 再 審 の 請 求 書 の 却

又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 並 び 下 の 決 定 並 び に こ の 法 律 の 規 定 に よ り 不 服 を 申 し 立 て る こ と が

に こ の 法 律 の 規 定 に よ り 不 服 を 申 し 立 て る こ と が で き な い こ と で き な い こ と と さ れ て い る 処 分 に つ い て は 、 行 政 不 服 審 査 法 に

と さ れ て い る 処 分 に つ い て は 、 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 よ る 不 服 申 立 て を す る こ と が で き な い 。

て を す る こ と が で き な い 。

別 表 （ 第 百 九 十 五 条 関 係 ） 別 表 （ 第 百 九 十 五 条 関 係 ）

納 付 し な け れ ば な ら な い 者 金 額 納 付 し な け れ ば な ら な い 者 金 額

一 ～ 十 二 （ 略 ） 一 ～ 十 二 （ 略 ）
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第 七 条 （ 略 ） 第 七 条 （ 略 ）

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 略 ）

（ 削 る ） ６ 考 案 者 又 は 発 明 者 で な い 者 で あ つ て 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権

利 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も の が し た 実 用 新 案 登 録

出 願 又 は 特 許 出 願 は 、 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 出 願 で な い も の と み な す 。

６ （ 略 ） ７ （ 略 ）

（ 実 用 新 案 登 録 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 ） （ 実 用 新 案 登 録 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 ）

第 八 条 実 用 新 案 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 第 八 条 実 用 新 案 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を

除 き 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 に つ い て 、 そ の 者 が 実 除 き 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 に つ い て 、 そ の 者 が 実

用 新 案 登 録 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 用 新 案 登 録 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 実 用 新 案 登 録 出 願 又

は 特 許 出 願 で あ つ て 先 に さ れ た も の （ 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う は 特 許 出 願 で あ つ て 先 に さ れ た も の （ 以 下 「 先 の 出 願 」 と い う

。 ） の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 。 ） の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲

若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六

条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条 第 条 の 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条 第

一 項 の 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 考 案 に 基 づ い て 優 先 権 を 主 張 一 項 の 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 考 案 に 基 づ い て 優 先 権 を 主 張

す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 の 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 又

有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 の 際 に 、 そ の 承 は 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 そ の 実 用 新

諾 を 得 て い る 場 合 に 限 る 。 案 登 録 出 願 の 際 に 、 こ れ ら の 者 の 承 諾 を 得 て い る 場 合 に 限 る 。

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 ２ 前 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係

る 考 案 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願 る 考 案 の う ち 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 先 の 出 願 の 願

書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は

特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 当 該 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六 条 の 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 （ 当 該 先 の 出 願 が 特 許 法 第 三 十 六 条 の

二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条 第 一 項 二 第 二 項 の 外 国 語 書 面 出 願 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 同 条 第 一 項

○ 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） （ 第 二 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 仮 通 常 実 施 権 ）

第 四 条 の 二 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 そ の 実 用 （ 新 設 ）

新 案 登 録 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 実 用 新 案 権 に つ い

て 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 細 書 、 実

用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 に 記 載 し た 事 項 の 範 囲 内 に お い

て 、 他 人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ

い て 実 用 新 案 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施

権 を 有 す る 者 に 対 し 、 そ の 実 用 新 案 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実

施 権 の 設 定 行 為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ

れ た も の と み な す 。

３ 特 許 法 第 三 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 三 十 四 条 の 三 第 四 項

か ら 第 六 項 ま で 及 び 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で 並 び に 第 三 十 四 条 の

五 の 規 定 は 、 仮 通 常 実 施 権 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

法 第 三 十 四 条 の 三 第 八 項 中 「 実 用 新 案 法 第 四 条 の 二 第 一 項 の 規

定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て 、 第 四

十 六 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 一 項 又 は 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 実 用 新 案 法 第 十 条 第

一 項 」 と 、 同 条 第 九 項 中 「 第 四 十 六 条 第 二 項 」 と あ る の は 「 実

用 新 案 法 第 十 条 第 二 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 先 願 ） （ 先 願 ）
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案 登 録 出 願 は 、 そ の 特 許 出 願 又 は 意 匠 登 録 出 願 の 時 に し た も の 案 登 録 出 願 は 、 そ の 特 許 出 願 又 は 意 匠 登 録 出 願 の 時 に し た も の

と み な す 。 た だ し 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 が 第 三 条 の 二 に 規 定 と み な す 。 た だ し 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 が 第 三 条 の 二 に 規 定

す る 他 の 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 法 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す す る 他 の 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 法 第 二 十 九 条 の 二 に 規 定 す

る 実 用 新 案 登 録 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 る 実 用 新 案 登 録 出 願 に 該 当 す る 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適

用 、 第 八 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 並 び に 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 用 、 第 八 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 並 び に 次 条 第 一 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 三 十 条 第 三 項 及 び 第 四 十 三 条 第 一 項 （ 次 条 第 一 項 に す る 同 法 第 三 十 条 第 四 項 及 び 第 四 十 三 条 第 一 項 （ 次 条 第 一 項 に

お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

４ ～ ７ （ 略 ） ４ ～ ７ （ 略 ）

８ 第 一 項 に 規 定 す る 出 願 の 変 更 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 許 出 ８ 第 一 項 に 規 定 す る 出 願 の 変 更 を す る 場 合 に は 、 も と の 特 許 出

願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 実 用 新 案 願 に つ い て 提 出 さ れ た 書 面 又 は 書 類 で あ つ て 、 新 た な 実 用 新 案

登 録 出 願 に つ い て 第 八 条 第 四 項 又 は 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す 登 録 出 願 に つ い て 第 八 条 第 四 項 又 は 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す

る 特 許 法 第 三 十 条 第 三 項 若 し く は 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 る 特 許 法 第 三 十 条 第 四 項 若 し く は 第 四 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項

（ 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お （ 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 三 条 の 二 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ ば な ら

な い も の は 、 当 該 新 た な 実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官 な い も の は 、 当 該 新 た な 実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 に 特 許 庁 長 官

に 提 出 さ れ た も の と み な す 。 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

９ 特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る ９ 特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 又 は 登 録

者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾

よ る 出 願 の 変 更 を す る こ と が で き る 。 を 得 た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る こ と

が で き る 。

（ 略 ） （ 略 ）10 10

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 十 一 条 （ 略 ） 第 十 一 条 （ 略 ）

２ 特 許 法 第 三 十 三 条 並 び に 第 三 十 四 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 ２ 特 許 法 第 三 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 並 び に 第 三 十 四 条 第

の 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 考 案 （ 当 該 先 の 出 願 が 前 項 若 し く の 外 国 語 書 面 ） に 記 載 さ れ た 考 案 （ 当 該 先 の 出 願 が 前 項 若 し く

は 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 同 法 第 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 同 法 第

四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 四 十 三 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項

（ 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ （ 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ

る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 出 願 で あ る 場 合 に は 、 当 該 先 の 出 願 に つ

い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類 い て の 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 出 願 に 係 る 出 願 の 際 の 書 類

（ 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 （ 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又

は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ） に 記 載 さ れ た 考 案 を 除 く 。 ） は 図 面 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ） に 記 載 さ れ た 考 案 を 除 く 。 ）

に つ い て の 第 三 条 、 第 三 条 の 二 本 文 、 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま に つ い て の 第 三 条 、 第 三 条 の 二 本 文 、 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で 、 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 十 条 第 一 項 及 び で 、 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 十 条 第 一 項 か ら

第 二 項 、 第 十 七 条 、 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 十 九 第 三 項 ま で 、 第 十 七 条 、 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六

条 第 二 項 第 二 号 、 同 法 第 七 十 九 条 、 同 法 第 八 十 一 条 及 び 同 法 第 十 九 条 第 二 項 第 二 号 、 同 法 第 七 十 九 条 、 同 法 第 八 十 一 条 及 び 同

八 十 二 条 第 一 項 並 び に 同 法 第 三 十 九 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 法 第 八 十 二 条 第 一 項 並 び に 同 法 第 三 十 九 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並

第 七 十 二 条 、 意 匠 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 二 十 び に 第 七 十 二 条 、 意 匠 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第

六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標 法 （ 二 十 六 条 、 第 三 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 十 二 条 第 二 項 並 び に 商 標

昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十 三 条 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 二 十 九 条 並 び に 第 三 十

の 二 第 三 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 三 項 （ 同 法 第 六 十 八 条 第 三 項 三 条 の 二 第 三 項 及 び 第 三 十 三 条 の 三 第 三 項 （ 同 法 第 六 十 八 条 第

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は

該 実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と み な 、 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 当 該 先 の 出 願 の 時 に さ れ た も の と

す 。 み な す 。

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

（ 出 願 の 変 更 ） （ 出 願 の 変 更 ）

第 十 条 （ 略 ） 第 十 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 そ の 実 用 新 ３ 前 二 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 が あ つ た と き は 、 そ の 実 用 新
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案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と が で き る 。 た だ し 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と が で き る 。 た だ し

、 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に お い て 、 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に お い て

第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 通 知 が あ つ た 後 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が に よ る 通 知 が あ つ た 後 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再 開 が

さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 後 更 に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 後 更 に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通

知 が あ つ た 後 ） は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 知 が あ つ た 後 ） は 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求

の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と が で き な い 。 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ と が で き な い 。

８ ～ （ 略 ） ８ ～ （ 略 ）1
3

1
3

（ 実 用 新 案 権 の 移 転 の 特 例 ）

第 十 七 条 の 二 実 用 新 案 登 録 が 第 三 十 七 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す （ 新 設 ）

る 要 件 に 該 当 す る と き （ そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 十 一 条 第 一 項 に

お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き

に 限 る 。 ） 又 は 第 三 十 七 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当

す る と き は 、 当 該 実 用 新 案 登 録 に 係 る 考 案 に つ い て 実 用 新 案 登

録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 実 用 新 案 権 者 に 対 し 、 当 該 実 用 新 案 権 の 移 転 を 請 求

す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 実 用 新 案 権 の 移 転 の 登 録 が あ

つ た と き は 、 そ の 実 用 新 案 権 は 、 初 め か ら 当 該 登 録 を 受 け た 者

に 帰 属 し て い た も の と み な す 。

３ 共 有 に 係 る 実 用 新 案 権 に つ い て 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基

づ き そ の 持 分 を 移 転 す る 場 合 に お い て は 、 第 二 十 六 条 に お い て

準 用 す る 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 通 常 実 施 権 ） （ 通 常 実 施 権 ）

項 か ら 第 七 項 ま で （ 特 許 を 受 け る 権 利 ） の 規 定 は 、 実 用 新 案 登 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で （ 特 許 を 受 け る 権 利 ）

録 を 受 け る 権 利 に 準 用 す る 。 の 規 定 は 、 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 に 準 用 す る 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

（ 実 用 新 案 技 術 評 価 の 請 求 ） （ 実 用 新 案 技 術 評 価 の 請 求 ）

第 十 二 条 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 に つ い て は 、 何 人 第 十 二 条 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 に つ い て は 、 何 人

も 、 特 許 庁 長 官 に 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 又 は 登 録 も 、 特 許 庁 長 官 に 、 そ の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 又 は 登 録

実 用 新 案 に 関 す る 技 術 的 な 評 価 で あ つ て 、 第 三 条 第 一 項 第 三 号 実 用 新 案 に 関 す る 技 術 的 な 評 価 で あ つ て 、 第 三 条 第 一 項 第 三 号

及 び 第 二 項 （ 同 号 に 掲 げ る 考 案 に 係 る も の に 限 る 。 ） 、 第 三 条 及 び 第 二 項 （ 同 号 に 掲 げ る 考 案 に 係 る も の に 限 る 。 ） 、 第 三 条

の 二 並 び に 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 六 項 の 規 定 に 係 の 二 並 び に 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 七 項 の 規 定 に 係

る も の （ 以 下 「 実 用 新 案 技 術 評 価 」 と い う 。 ） を 請 求 す る こ と る も の （ 以 下 「 実 用 新 案 技 術 評 価 」 と い う 。 ） を 請 求 す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 実 用 新 案 が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 実 用 新 案

登 録 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る 登 録 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る

こ と が で き る 。 こ と が で き る 。

２ ～ ７ （ 略 ） ２ ～ ７ （ 略 ）

（ 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 ） （ 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 の 訂 正 ）

第 十 四 条 の 二 （ 略 ） 第 十 四 条 の 二 （ 略 ）

２ 前 項 の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。 ２ 前 項 の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明 三 明 り よ う で な い 記 載 の 釈 明

四 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 （ 新 設 ）

項 の 記 載 を 引 用 し な い も の と す る こ と 。

３ ～ ６ （ 略 ） ３ ～ ６ （ 略 ）

７ 実 用 新 案 権 者 は 、 第 一 項 の 訂 正 を す る 場 合 の ほ か 、 請 求 項 の ７ 実 用 新 案 権 者 は 、 第 一 項 の 訂 正 を す る 場 合 の ほ か 、 請 求 項 の

削 除 を 目 的 と す る も の に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 削 除 を 目 的 と す る も の に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 実 用 新
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２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

７ 特 許 法 第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び ７ 特 許 法 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 第

第 八 十 六 条 か ら 第 九 十 一 条 の 二 ま で （ 裁 定 の 手 続 等 ） の 規 定 は 九 十 一 条 の 二 ま で （ 裁 定 の 手 続 等 ） の 規 定 は 、 第 三 項 又 は 第 四

、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

（ 公 共 の 利 益 の た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 ） （ 公 共 の 利 益 の た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 ）

第 二 十 三 条 （ 略 ） 第 二 十 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 特 許 法 第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び ３ 特 許 法 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 第

第 八 十 六 条 か ら 第 九 十 一 条 の 二 ま で （ 裁 定 の 手 続 等 ） の 規 定 は 九 十 一 条 の 二 ま で （ 裁 定 の 手 続 等 ） の 規 定 は 、 前 項 の 裁 定 に 準

、 前 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。 用 す る 。

（ 質 権 ） （ 質 権 ）

第 二 十 五 条 （ 略 ） 第 二 十 五 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 削 る ） ４ 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 通 常 実 施

権 を 目 的 と す る 質 権 に 準 用 す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 二 十 六 条 特 許 法 第 六 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 七 十 条 か ら 第 二 十 六 条 特 許 法 第 六 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 七 十 条 か ら

第 七 十 一 条 の 二 ま で （ 特 許 権 の 効 力 が 及 ば な い 範 囲 及 び 特 許 発 第 七 十 一 条 の 二 ま で （ 特 許 権 の 効 力 が 及 ば な い 範 囲 及 び 特 許 発

明 の 技 術 的 範 囲 ） 、 第 七 十 三 条 （ 共 有 ） 、 第 七 十 六 条 （ 相 続 人 明 の 技 術 的 範 囲 ） 、 第 七 十 三 条 （ 共 有 ） 、 第 七 十 六 条 （ 相 続 人

が な い 場 合 の 特 許 権 の 消 滅 ） 、 第 七 十 九 条 （ 先 使 用 に よ る 通 常 が な い 場 合 の 特 許 権 の 消 滅 ） 、 第 七 十 九 条 （ 先 使 用 に よ る 通 常

実 施 権 ） 、 第 七 十 九 条 の 二 （ 特 許 権 の 移 転 の 登 録 前 の 実 施 に よ 実 施 権 ） 、 第 八 十 一 条 、 第 八 十 二 条 （ 意 匠 権 の 存 続 期 間 満 了 後

る 通 常 実 施 権 ） 、 第 八 十 一 条 、 第 八 十 二 条 （ 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 通 常 実 施 権 ） 、 第 九 十 七 条 第 一 項 （ 放 棄 ） 並 び に 第 九 十 八 条

満 了 後 の 通 常 実 施 権 ） 、 第 九 十 七 条 第 一 項 （ 放 棄 ） 並 び に 第 九 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 項 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 実 用 新 案 権

第 十 九 条 （ 略 ） 第 十 九 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 （ 共 有 ） 、 第 九 十 七 条 第 三 項 （ 放 棄 ３ 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 （ 共 有 ） 、 第 九 十 七 条 第 三 項 （ 放 棄

） 及 び 第 九 十 九 条 （ 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 ） の 規 定 は 、 通 常 実 施 ） 及 び 第 九 十 九 条 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 通 常 実 施 権 に 準 用

権 に 準 用 す る 。 す る 。

（ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） （ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ）

第 二 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 特 許 法 第 第 二 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 特 許 法 第

百 二 十 三 条 第 一 項 の 特 許 無 効 審 判 （ 以 下 こ の 項 に お い て 単 に 「 百 二 十 三 条 第 一 項 の 特 許 無 効 審 判 （ 以 下 こ の 項 に お い て 単 に 「

特 許 無 効 審 判 」 と い う 。 ） の 請 求 の 登 録 前 に 、 特 許 が 同 条 第 一 特 許 無 効 審 判 」 と い う 。 ） の 請 求 の 登 録 前 に 、 特 許 が 同 項 各 号

項 各 号 の い ず れ か に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で の い ず れ か に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本

、 日 本 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 国 内 に お い て 当 該 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ

又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い る

て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 特 許 を 無 効 に し た

に し た 場 合 に お け る 実 用 新 案 権 又 は そ の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 場 合 に お け る 実 用 新 案 権 又 は そ の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ

権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。 い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 特 許 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録

の 際 現 に そ の 無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 特 許 に 係 る 特 許 権 に つ い て の 専 用 実

施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 特 許 法 第

権 を 有 す る 者 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 自 己 の 登 録 実 用 新 案 の 実 施 を す る た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の （ 自 己 の 登 録 実 用 新 案 の 実 施 を す る た め の 通 常 実 施 権 の 設 定 の

裁 定 ） 裁 定 ）

第 二 十 二 条 （ 略 ） 第 二 十 二 条 （ 略 ）
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い て 、 同 法 第 百 四 条 の 四 中 「 次 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た 」 と あ

る の は 「 第 一 号 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 訂

正 が あ つ た 」 と 、 「 当 該 審 決 が 確 定 し た 」 と あ る の は 「 当 該 審

決 が 確 定 し た 又 は 訂 正 が あ つ た 」 と 、 同 条 第 三 号 中 「 訂 正 を す

べ き 旨 の 審 決 」 と あ る の は 「 実 用 新 案 法 第 十 四 条 の 二 第 一 項 又

は 第 七 項 の 訂 正 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 登 録 料 の 追 納 に よ る 実 用 新 案 権 の 回 復 ） （ 登 録 料 の 追 納 に よ る 実 用 新 案 権 の 回 復 ）

第 三 十 三 条 の 二 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ 第 三 十 三 条 の 二 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ

れ た 実 用 新 案 権 又 は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 初 め か ら 存 在 し な れ た 実 用 新 案 権 又 は 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 初 め か ら 存 在 し な

か つ た も の と み な さ れ た 実 用 新 案 権 の 原 実 用 新 案 権 者 は 、 同 条 か つ た も の と み な さ れ た 実 用 新 案 権 の 原 実 用 新 案 権 者 は 、 そ の

第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 同 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ

条 第 四 項 又 は 第 五 項 に 規 定 す る 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 納 付 す り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 又 は 第 五

る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 項 に 規 定 す る 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な か

そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 一 年 つ た と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 （ 在 外 者 に あ

以 内 に 限 り 、 そ の 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き つ て は 、 二 月 ） 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に 限 り 、 そ の

る 。 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で き る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 ） （ 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 ）

第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 実 用 新 案 登 録 は 、 そ の 実 用 新 案 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 実 用 新 案 登 録

無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 二 以 上

の 請 求 項 に 係 る も の に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が の 請 求 項 に 係 る も の に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が

で き る 。 で き る 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

十 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 項 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 実 用 に 準 用 す る 。

新 案 権 に 準 用 す る 。

（ 実 用 新 案 権 者 等 の 責 任 ） （ 実 用 新 案 権 者 等 の 責 任 ）

第 二 十 九 条 の 三 実 用 新 案 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 侵 害 者 等 に 対 第 二 十 九 条 の 三 実 用 新 案 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 侵 害 者 等 に 対

し そ の 権 利 を 行 使 し 、 又 は そ の 警 告 を し た 場 合 に お い て 、 実 用 し そ の 権 利 を 行 使 し 、 又 は そ の 警 告 を し た 場 合 に お い て 、 実 用

新 案 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 （ 第 三 十 七 条 第 一 項 第 六 号 に 新 案 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 （ 第 三 十 七 条 第 一 項 第 六 号 に

掲 げ る 理 由 に よ る も の を 除 く 。 ） が 確 定 し た と き は 、 そ の 者 は 掲 げ る 理 由 に よ る も の を 除 く 。 ） が 確 定 し た と き は 、 そ の 者 は

、 そ の 権 利 の 行 使 又 は そ の 警 告 に よ り 相 手 方 に 与 え た 損 害 を 賠 、 そ の 権 利 の 行 使 又 は そ の 警 告 に よ り 相 手 方 に 与 え た 損 害 を 賠

償 す る 責 め に 任 ず る 。 た だ し 、 実 用 新 案 技 術 評 価 書 の 実 用 新 案 償 す る 責 め に 任 ず る 。 た だ し 、 実 用 新 案 技 術 評 価 書 の 実 用 新 案

技 術 評 価 （ 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 又 は 登 録 実 用 新 案 技 術 評 価 （ 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 又 は 登 録 実 用 新 案

が 第 三 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 二 項 （ 同 号 に 掲 げ る 考 案 に 係 る も が 第 三 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 二 項 （ 同 号 に 掲 げ る 考 案 に 係 る も

の に 限 る 。 ） 、 第 三 条 の 二 並 び に 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の に 限 る 。 ） 、 第 三 条 の 二 並 び に 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

及 び 第 六 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 を す る こ と が で き な い 旨 及 び 第 七 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 を す る こ と が で き な い 旨

の 評 価 を 受 け た も の を 除 く 。 ） に 基 づ き そ の 権 利 を 行 使 し 、 又 の 評 価 を 受 け た も の を 除 く 。 ） に 基 づ き そ の 権 利 を 行 使 し 、 又

は そ の 警 告 を し た と き 、 そ の 他 相 当 の 注 意 を も つ て そ の 権 利 を は そ の 警 告 を し た と き 、 そ の 他 相 当 の 注 意 を も つ て そ の 権 利 を

行 使 し 、 又 は そ の 警 告 を し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 行 使 し 、 又 は そ の 警 告 を し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 三 十 条 特 許 法 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 六 条 ま で （ 具 体 的 態 様 の 第 三 十 条 特 許 法 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 六 条 ま で （ 具 体 的 態 様 の

明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 、 主 張 の 制 限 、 書 類 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等 、 損 害

提 出 等 、 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 秘 密 保 計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 秘 密 保 持 命 令 、 秘 密

持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 、 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 保 持 命 令 の 取 消 し 、 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 、 当 事 者

知 等 、 当 事 者 尋 問 等 の 公 開 停 止 及 び 信 用 回 復 の 措 置 ） の 規 定 は 尋 問 等 の 公 開 停 止 及 び 信 用 回 復 の 措 置 ） の 規 定 は 、 実 用 新 案 権

、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。
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条 の 二 ま で 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 六 条 の 二 ま で 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 六

条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 七 条 、 条 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 七 条 、 第 百 六 十 九 条 第 一 項 、 第 二

第 百 六 十 七 条 の 二 、 第 百 六 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項 、 第 五 項 及 び 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 審 判 に 準 用

第 六 項 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 す る 。

に お い て 、 同 法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審

判 に お い て は 、 事 件 が 」 と あ る の は 、 「 事 件 が 」 と 読 み 替 え る

も の と す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 四 十 五 条 特 許 法 第 百 七 十 三 条 （ 再 審 の 請 求 期 間 ） 、 第 百 七 十 第 四 十 五 条 特 許 法 第 百 七 十 三 条 （ 再 審 の 請 求 期 間 ） 、 第 百 七 十

四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） 並 び に 第 百 七 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） 並 び に 第 百 七 十

六 条 （ 再 審 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） の 規 定 は 、 六 条 （ 再 審 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） の 規 定 は 、

再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項

中 「 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 」 と あ 中 「 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 」 と あ

る の は 「 実 用 新 案 法 第 三 十 八 条 第 一 項 、 同 法 第 三 十 八 条 の 二 第 る の は 「 実 用 新 案 法 第 三 十 八 条 第 一 項 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項

一 項 本 文 」 と 、 「 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 」 と 本 文 」 と 、 「 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 」 と あ る

あ る の は 「 同 法 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 」 と 、 「 の は 「 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 」 と 、 「 第 百 六 十

か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 」 と あ る の は 「 、 第 百 六 十 七 条 の 二 、 同 八 条 」 と あ る の は 「 同 法 第 四 十 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

法 第 四 十 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ） （ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ）

第 四 十 七 条 （ 略 ） 第 四 十 七 条 （ 略 ）

２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 及 ２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 、

び 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 二 条 の 二 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 条 の 二 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知

通 知 等 、 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 、 審 決 又 は 決 及 び 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 ） 、 第 百 八 十 一 条

二 そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 二 条 の 五 第 三 項 に お い て 準 用 す る 特 二 そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 二 条 の 五 第 三 項 に お い て 準 用 す る 特

許 法 第 二 十 五 条 、 第 三 条 、 第 三 条 の 二 、 第 四 条 、 第 七 条 第 一 許 法 第 二 十 五 条 、 第 三 条 、 第 三 条 の 二 、 第 四 条 、 第 七 条 第 一

項 か ら 第 三 項 ま で 若 し く は 第 六 項 又 は 第 十 一 条 第 一 項 に お い 項 か ら 第 三 項 ま で 若 し く は 第 七 項 又 は 第 十 一 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き （ そ て 準 用 す る 同 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き 。

の 実 用 新 案 登 録 が 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三

十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 第 十 七 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 実 用 新 案 登 録 に 係

る 実 用 新 案 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ） 。

三 ・ 四 （ 略 ） 三 ・ 四 （ 略 ）

五 そ の 実 用 新 案 登 録 が そ の 考 案 に つ い て 実 用 新 案 登 録 を 受 け 五 そ の 実 用 新 案 登 録 が 考 案 者 で な い 者 で あ つ て そ の 考 案 に つ

る 権 利 を 有 し な い 者 の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 対 し て さ れ た と き い て 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も の の 実 用 新 案

（ 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 実 用 登 録 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

新 案 登 録 に 係 る 実 用 新 案 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く

。 ） 。

六 ・ 七 （ 略 ） 六 ・ 七 （ 略 ）

２ 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た ２ 実 用 新 案 登 録 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た

だ し 、 実 用 新 案 登 録 が 前 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 実 用 新 だ し 、 実 用 新 案 登 録 が 前 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 実 用 新

案 登 録 が 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 の 案 登 録 が 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 の

規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 前 項 第 五 号 に 該 当 す 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 前 項 第 五 号 に 該 当 す

る こ と を 理 由 と す る も の は 、 当 該 実 用 新 案 登 録 に 係 る 考 案 に つ る こ と を 理 由 と す る も の は 、 利 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す る こ と が

い て 実 用 新 案 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 に 限 り 請 求 す る こ と で き る 。

が で き る 。

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 二 十 五 条 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三 第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 二 十 五 条 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三
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新 案 登 録 出 願 の 出 願 人 は 、 国 内 書 面 提 出 期 間 内 に 当 該 明 細 書 等

翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由

が あ る と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 国 内 書

面 提 出 期 間 の 経 過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 明 細 書 等 翻 訳 文 並 び に 第

一 項 に 規 定 す る 図 面 及 び 要 約 の 翻 訳 文 を 特 許 庁 長 官 に 提 出 す る

こ と が で き る 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 翻 訳 文 は 、 国 内 書 面 提 出 期 間 が （ 新 設 ）

満 了 す る 時 に 特 許 庁 長 官 に 提 出 さ れ た も の と み な す 。

６ ・ ７ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

（ 国 際 出 願 に 係 る 願 書 、 明 細 書 等 の 効 力 等 ） （ 国 際 出 願 に 係 る 願 書 、 明 細 書 等 の 効 力 等 ）

第 四 十 八 条 の 六 （ 略 ） 第 四 十 八 条 の 六 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 第 四 十 八 条 の 四 第 二 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 条 約 第 十 九 条 ３ 第 四 十 八 条 の 四 第 二 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 条 約 第 十 九 条

の 規 定 に 基 づ く 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 場 の 規 定 に 基 づ く 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 が 提 出 さ れ た 場(
1)

(
1)

合 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 翻 合 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 補 正 後 の 請 求 の 範 囲 の 翻

訳 文 を 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 実 用 訳 文 を 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 願 書 に 添 付 し て 提 出 し た 実 用

新 案 登 録 請 求 の 範 囲 と み な す 。 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 と み な す 。

（ 実 用 新 案 登 録 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 特 例 ） （ 実 用 新 案 登 録 出 願 等 に 基 づ く 優 先 権 主 張 の 特 例 ）

第 四 十 八 条 の 十 （ 略 ） 第 四 十 八 条 の 十 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 第 八 条 第 一 項 の 先 の 出 願 が 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 法 ４ 第 八 条 第 一 項 の 先 の 出 願 が 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 法

第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 の 国 際 特 許 出 願 で あ る 場 合 に お け る 第 第 百 八 十 四 条 の 三 第 二 項 の 国 際 特 許 出 願 で あ る 場 合 に お け る 第

八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 第 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明 い て は 、 第 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 願 書 に 最 初 に 添 付 し た 明

定 の 取 消 し 、 裁 判 の 正 本 等 の 送 付 及 び 合 議 体 の 構 成 ） の 規 定 は 第 一 項 及 び 第 五 項 （ 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し ） 、 第 百 八 十 二 条 （

、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。 裁 判 の 正 本 の 送 付 ） 並 び に 第 百 八 十 二 条 の 二 （ 合 議 体 の 構 成 ）

の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。

（ 外 国 語 で さ れ た 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 の 翻 訳 文 ） （ 外 国 語 で さ れ た 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 の 翻 訳 文 ）

第 四 十 八 条 の 四 外 国 語 で さ れ た 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 （ 以 下 「 第 四 十 八 条 の 四 外 国 語 で さ れ た 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 （ 以 下 「

外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 願 」 と い う 。 ） の 出 願 人 は 、 条 約 第 二 条 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 願 」 と い う 。 ） の 出 願 人 は 、 条 約 第 二 条

の 優 先 日 （ 以 下 「 優 先 日 」 と い う 。 ） か ら 二 年 六 月 （ 以 下 「 の 優 先 日 （ 以 下 「 優 先 日 」 と い う 。 ） か ら 二 年 六 月 （ 以 下 「（
xi
）

（
xi
）

国 内 書 面 提 出 期 間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 内 書 面 提 出 期 間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る

国 際 出 願 日 （ 以 下 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ） に お け る 条 約 第 三 国 際 出 願 日 （ 以 下 「 国 際 出 願 日 」 と い う 。 ） に お け る 条 約 第 三

条 に 規 定 す る 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 、 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明 に 条 に 規 定 す る 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 、 図 面 （ 図 面 の 中 の 説 明 に(2
)

(2
)

限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 要 約 の 日 本 語 に よ る 翻 限 る 。 ） 及 び 要 約 の 日 本 語 に よ る 翻 訳 文 を 、 特 許 庁 長 官 に 提 出

訳 文 を 、 特 許 庁 長 官 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 国 内 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 国 内 書 面 提 出 期 間 の 満 了 前 二 月

書 面 提 出 期 間 の 満 了 前 二 月 か ら 満 了 の 日 ま で の 間 に 次 条 第 一 項 か ら 満 了 の 日 ま で の 間 に 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 を 提 出 し た

に 規 定 す る 書 面 を 提 出 し た 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 願 （ 当 該 書 面 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 願 （ 当 該 書 面 の 提 出 の 日 以 前 に 当 該 翻 訳

の 提 出 の 日 以 前 に 当 該 翻 訳 文 を 提 出 し た も の を 除 く 。 ） に あ つ 文 を 提 出 し た も の を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 当 該 書 面 の 提 出 の 日

て は 、 当 該 書 面 の 提 出 の 日 か ら 二 月 （ 以 下 「 翻 訳 文 提 出 特 例 期 か ら 二 月 （ 以 下 「 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 当

間 」 と い う 。 ） 以 内 に 、 当 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る 。 該 翻 訳 文 を 提 出 す る こ と が で き る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 一 項 た だ し 書 の 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出 ３ 国 内 書 面 提 出 期 間 （ 第 一 項 た だ し 書 の 外 国 語 実 用 新 案 登 録 出

願 に あ つ て は 、 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 願 に あ つ て は 、 翻 訳 文 提 出 特 例 期 間 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 内

。 ） 内 に 第 一 項 に 規 定 す る 明 細 書 の 翻 訳 文 及 び 前 二 項 に 規 定 す に 第 一 項 に 規 定 す る 明 細 書 の 翻 訳 文 及 び 前 二 項 に 規 定 す る 請 求

る 請 求 の 範 囲 の 翻 訳 文 （ 以 下 「 明 細 書 等 翻 訳 文 」 と い う 。 ） の の 範 囲 の 翻 訳 文 の 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 国 際 実 用 新 案 登

提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 は 、 取 り 下 録 出 願 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

げ ら れ た も の と み な す 。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 国 際 実 用 （ 新 設 ）
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項 に 規 定 す る 決 定 の 後 ） で な け れ ば す る こ と が で き な い 。 定 の 後 ） で な け れ ば す る こ と が で き な い 。

（ 登 録 料 の 納 付 期 限 の 特 例 ） （ 登 録 料 の 納 付 期 限 の 特 例 ）

第 四 十 八 条 の 十 二 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 の 第 一 年 か ら 第 三 年 ま 第 四 十 八 条 の 十 二 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 の 第 一 年 か ら 第 三 年 ま

で の 各 年 分 の 登 録 料 の 納 付 に つ い て は 、 第 三 十 二 条 第 一 項 中 「 で の 各 年 分 の 登 録 料 の 納 付 に つ い て は 、 第 三 十 二 条 第 一 項 中 「

実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 」 と あ る の は 、 「 第 四 十 八 条 の 四 第 一 実 用 新 案 登 録 出 願 と 同 時 」 と あ る の は 「 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項

項 に 規 定 す る 国 内 書 面 提 出 期 間 内 （ 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 国 内 に 規 定 す る 国 内 書 面 提 出 期 間 内 （ 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 国 内 処

処 理 の 請 求 を し た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 国 内 処 理 の 請 求 の 時 ま 理 の 請 求 を し た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 国 内 処 理 の 請 求 の 時 ま で

で ） 」 と す る 。 ） 」 と す る 。

（ 実 用 新 案 技 術 評 価 の 請 求 の 時 期 の 制 限 ） （ 実 用 新 案 技 術 評 価 の 請 求 の 時 期 の 制 限 ）

第 四 十 八 条 の 十 三 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 実 用 新 案 技 術 評 第 四 十 八 条 の 十 三 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 実 用 新 案 技 術 評

価 の 請 求 に つ い て は 、 第 十 二 条 第 一 項 中 「 何 人 も 」 と あ る の は 価 の 請 求 に つ い て は 、 第 十 二 条 第 一 項 中 「 何 人 も 」 と あ る の は

、 「 第 四 十 八 条 の 四 第 六 項 に 規 定 す る 国 内 処 理 基 準 時 を 経 過 し 、 「 第 四 十 八 条 の 四 第 四 項 に 規 定 す る 国 内 処 理 基 準 時 を 経 過 し

た 後 、 何 人 も 」 と す る 。 た 後 、 何 人 も 」 と す る 。

（ 実 用 新 案 原 簿 へ の 登 録 ） （ 実 用 新 案 原 簿 へ の 登 録 ）

第 四 十 九 条 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 実 用 新 案 原 簿 に 第 四 十 九 条 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 実 用 新 案 原 簿 に

登 録 す る 。 登 録 す る 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 二 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消

限 滅 又 は 処 分 の 制 限

三 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 三 実 用 新 案 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権

、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 囲 又 は 図

面 」 と あ る の は 「 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 特 許 法 第 百 八 十 四 面 」 と あ る の は 「 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 特 許 法 第 百 八 十 四

条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 願 の 明 細 書 、 請 求 の

範 囲 又 は 図 面 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 先 の 出 願 の 願 書 に 最 初 に 添

付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範 付 し た 明 細 書 、 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 若 し く は 特 許 請 求 の 範

囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 先 の 出 願 の 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 又 囲 又 は 図 面 」 と あ る の は 「 先 の 出 願 の 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 又

は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出 は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 に お け る 国 際 出

願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 「 出 願 公 開 」 と あ る の 願 の 明 細 書 、 請 求 の 範 囲 又 は 図 面 」 と 、 「 出 願 公 開 」 と あ る の

は 「 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 は 「 千 九 百 七 十 年 六 月 十 九 日 に ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協

力 条 約 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 」 と 、 第 九 条 第 一 項 中 「 力 条 約 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 国 際 公 開 」 と 、 第 九 条 第 一 項 中 「

そ の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 」 と あ る の は 「 第 四 十 そ の 出 願 の 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 」 と あ る の は 「 第 四 十

八 条 の 四 第 六 項 若 し く は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 六 項 の 国 内 八 条 の 四 第 四 項 若 し く は 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 四 項 の 国 内

処 理 基 準 時 又 は 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 同 法 第 百 八 十 四 処 理 基 準 時 又 は 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 同 法 第 百 八 十 四

条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 の い ず れ 条 の 四 第 一 項 の 国 際 出 願 日 か ら 一 年 三 月 を 経 過 し た 時 の い ず れ

か 遅 い 時 」 と す る 。 か 遅 い 時 」 と す る 。

（ 出 願 の 変 更 の 特 例 ） （ 出 願 の 変 更 の 特 例 ）

第 四 十 八 条 の 十 一 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 百 八 十 第 四 十 八 条 の 十 一 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 百 八 十

四 条 の 二 十 第 四 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 四 条 の 二 十 第 四 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願

の 実 用 新 案 登 録 出 願 へ の 変 更 に つ い て は 、 同 法 第 百 八 十 四 条 の の 実 用 新 案 登 録 出 願 へ の 変 更 に つ い て は 、 同 法 第 百 八 十 四 条 の

六 第 二 項 の 日 本 語 特 許 出 願 に あ つ て は 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 六 第 二 項 の 日 本 語 特 許 出 願 に あ つ て は 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第

一 項 、 同 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て 一 項 、 同 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て

は 同 項 又 は 同 条 第 四 項 及 び 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 は 同 項 及 び 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し

に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 か つ 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数

納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 （ 同 法 第 百 八 十 四 条 の 二 十 第 四 料 を 納 付 し た 後 （ 同 法 第 百 八 十 四 条 の 二 十 第 四 項 の 規 定 に よ り

項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て は 、 同 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て は 、 同 項 に 規 定 す る 決
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○ 意 匠 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） （ 第 三 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 意 匠 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 ） （ 意 匠 の 新 規 性 の 喪 失 の 例 外 ）

第 四 条 （ 略 ） 第 四 条 （ 略 ）

２ 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 三 条 第 ２ 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 の 行 為 に 起 因 し て 第 三 条 第

一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る に 至 つ た 意 匠 （ 発 明 、 実 用 新 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る に 至 つ た 意 匠 も 、 そ の 該 当 す

案 、 意 匠 又 は 商 標 に 関 す る 公 報 に 掲 載 さ れ た こ と に よ り 同 条 第 る に 至 つ た 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し た 意 匠 登 録 出 願 に 係 る

一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る に 至 つ た も の を 除 く 。 ） も 、 意 匠 に つ い て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

そ の 該 当 す る に 至 つ た 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 者 が し た 意 匠 登 録 、 前 項 と 同 様 と す る 。

出 願 に 係 る 意 匠 に つ い て の 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 前 項 と 同 様 と す る 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

（ 仮 通 常 実 施 権 ）

第 五 条 の 二 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 は 、 そ の 意 匠 登 録 （ 新 設 ）

を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 す べ き 意 匠 権 に つ い て 、 そ の 意 匠

登 録 出 願 の 願 書 の 記 載 及 び 願 書 に 添 付 し た 図 面 、 写 真 、 ひ な 形

又 は 見 本 に 現 さ れ た 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 範 囲 内 に お

い て 、 他 人 に 仮 通 常 実 施 権 を 許 諾 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 意 匠 登 録 出 願 に つ い て

意 匠 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 を 有 す

る 者 に 対 し 、 そ の 意 匠 権 に つ い て 、 当 該 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行

為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 、 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た も の と み

な す 。

（ 実 用 新 案 登 録 証 の 交 付 ） （ 実 用 新 案 登 録 証 の 交 付 ）

第 五 十 条 特 許 庁 長 官 は 、 実 用 新 案 権 の 設 定 の 登 録 、 第 十 四 条 の 第 五 十 条 特 許 庁 長 官 は 、 実 用 新 案 権 の 設 定 の 登 録 又 は 第 十 四 条

二 第 一 項 の 訂 正 又 は 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 の 二 第 一 項 の 訂 正 が あ つ た と き は 、 実 用 新 案 権 者 に 対 し 、 実 用

づ く 実 用 新 案 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き は 、 実 用 新 案 権 者 に 新 案 登 録 証 を 交 付 す る 。

対 し 、 実 用 新 案 登 録 証 を 交 付 す る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 五 十 五 条 特 許 法 第 百 八 十 六 条 （ 証 明 等 の 請 求 ） の 規 定 は 、 実 第 五 十 五 条 特 許 法 第 百 八 十 六 条 （ 証 明 等 の 請 求 ） の 規 定 は 、 実

用 新 案 登 録 に 準 用 す る 。 用 新 案 登 録 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 三 項 中 「 通

常 実 施 権 又 は 仮 通 常 実 施 権 」 と あ る の は 「 通 常 実 施 権 」 と 、 「

通 常 実 施 権 に つ い て は 特 許 権 者 、 専 用 実 施 権 者 又 は 通 常 実 施 権

者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る も の と し て 政 令 で 定 め る も の が

、 仮 通 常 実 施 権 に つ い て は 特 許 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 、 仮 専

用 実 施 権 者 又 は 仮 通 常 実 施 権 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る も

の と し て 政 令 で 定 め る も の が 」 と あ る の は 「 実 用 新 案 権 者 、 専

用 実 施 権 者 又 は 通 常 実 施 権 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る も の

と し て 政 令 で 定 め る も の が 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 略 ）
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あ つ て は 、 最 初 の 出 願 若 し く は 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に あ つ て は 、 最 初 の 出 願 若 し

セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 く は 千 九 百 年 十 二 月 十 四 日 に ブ ラ ッ セ ル で 、 千 九 百 十 一 年 六 月

年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン 二 日 に ワ シ ン ト ン で 、 千 九 百 二 十 五 年 十 一 月 六 日 に ヘ ー グ で 、

で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 千 九 百 三 十 四 年 六 月 二 日 に ロ ン ド ン で 、 千 九 百 五 十 八 年 十 月 三

七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 十 一 日 に リ ス ボ ン で 及 び 千 九 百 六 十 七 年 七 月 十 四 日 に ス ト ッ ク

護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 第 四 条 Ｃ の ホ ル ム で 改 正 さ れ た 工 業 所 有 権 の 保 護 に 関 す る 千 八 百 八 十 三 年(4
)

規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み な さ れ た 出 願 又 は 同 条 Ａ の 規 定 に 三 月 二 十 日 の パ リ 条 約 第 四 条 Ｃ の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と み(2
)

(4
)

よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ た 出 願 の 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 な さ れ た 出 願 又 は 同 条 Ａ の 規 定 に よ り 最 初 の 出 願 と 認 め ら れ(2
)

じ 。 ） が そ の 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 以 後 で あ つ て 、 第 二 十 た 出 願 の 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が そ の 本 意 匠 の 意 匠

条 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 登 録 出 願 の 日 以 後 で あ つ て 、 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の

意 匠 公 報 （ 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 本 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 が 掲 載 さ れ た 意 匠 公 報 （ 同 条 第 四 項 の 規

事 項 が 掲 載 さ れ た も の を 除 く 。 ） の 発 行 の 日 前 で あ る 場 合 に 限 定 に よ り 同 条 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 事 項 が 掲 載 さ れ た も の を 除

り 、 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 意 匠 登 録 を く 。 ） の 発 行 の 日 前 で あ る 場 合 に 限 り 、 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二

受 け る こ と が で き る 。 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 意 匠 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

（ 出 願 の 変 更 ） （ 出 願 の 変 更 ）

第 十 三 条 （ 略 ） 第 十 三 条 （ 略 ）

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

５ 特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 を 有 す る ５ 特 許 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 に つ い て 仮 専 用 実 施 権 又 は 登 録

者 が あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、 こ れ ら の 者 の 承 諾

よ る 出 願 の 変 更 を す る こ と が で き る 。 を 得 た 場 合 に 限 り 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 を す る こ と

が で き る 。

６ （ 略 ） ６ （ 略 ）

（ 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 に 係 る 出 願 の 変 更 の 特 例 ） （ 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 に 係 る 出 願 の 変 更 の 特 例 ）

３ 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 三 十 三 条 第 二 項

及 び 第 三 項 、 第 三 十 四 条 の 三 第 四 項 、 第 六 項 及 び 第 八 項 か ら 第

十 項 ま で 並 び に 第 三 十 四 条 の 五 の 規 定 は 、 仮 通 常 実 施 権 に 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 三 十 四 条 の 三 第 八 項 中 「 第 四

十 六 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 意 匠 法 第 十 三 条 第 二 項 」 と 、 同 条

第 九 項 中 「 意 匠 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 五 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 意 匠 登 録 出 願 に つ い

て 、 第 四 十 六 条 第 二 項 」 と あ る の は 「 第 一 項 又 は 前 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 特 許 出 願 に つ い て 、 意 匠 法 第 十

三 条 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 先 願 ） （ 先 願 ）

第 九 条 （ 略 ） 第 九 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 削 る ） ４ 意 匠 の 創 作 を し た 者 で な い 者 で あ つ て 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利

を 承 継 し な い も の が し た 意 匠 登 録 出 願 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 意 匠 登 録 出 願 で な い も の と み な す 。

４ ・ ５ （ 略 ） ５ ・ ６ （ 略 ）

（ 関 連 意 匠 ） （ 関 連 意 匠 ）

第 十 条 意 匠 登 録 出 願 人 は 、 自 己 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 又 は 第 十 条 意 匠 登 録 出 願 人 は 、 自 己 の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 又 は

自 己 の 登 録 意 匠 の う ち か ら 選 択 し た 一 の 意 匠 （ 以 下 「 本 意 匠 」 自 己 の 登 録 意 匠 の う ち か ら 選 択 し た 一 の 意 匠 （ 以 下 「 本 意 匠 」

と い う 。 ） に 類 似 す る 意 匠 （ 以 下 「 関 連 意 匠 」 と い う 。 ） に つ と い う 。 ） に 類 似 す る 意 匠 （ 以 下 「 関 連 意 匠 」 と い う 。 ） に つ

い て は 、 当 該 関 連 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 （ 第 十 五 条 に お い て い て は 、 当 該 関 連 意 匠 の 意 匠 登 録 出 願 の 日 （ 第 十 五 条 に お い て

準 用 す る 特 許 法 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 準 用 す る 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 四 十 三 条

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う 意 匠 登 録 出 願 に 第 一 項 又 は 第 四 十 三 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る
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受 け る 権 利 に 準 用 す る 。 の 規 定 は 、 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 に 準 用 す る 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

（ 拒 絶 の 査 定 ） （ 拒 絶 の 査 定 ）

第 十 七 条 審 査 官 は 、 意 匠 登 録 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 第 十 七 条 審 査 官 は 、 意 匠 登 録 出 願 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と

す る と き は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 き は 、 そ の 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 を し な

を し な け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

一 そ の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 が 第 三 条 、 第 三 条 の 二 、 第 五 一 そ の 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 が 第 三 条 、 第 三 条 の 二 、 第 五

条 、 第 八 条 、 第 九 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 十 条 第 一 項 か 条 、 第 八 条 、 第 九 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 十 条 第 一 項 か

ら 第 三 項 ま で 、 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 ら 第 三 項 ま で 、 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三

十 八 条 又 は 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十 五 十 八 条 又 は 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十

条 の 規 定 に よ り 意 匠 登 録 を す る こ と が で き な い も の で あ る と 五 条 の 規 定 に よ り 意 匠 登 録 を す る こ と が で き な い も の で あ る

き 。 と き 。

二 ・ 三 （ 略 ） 二 ・ 三 （ 略 ）

四 そ の 意 匠 登 録 出 願 人 が そ の 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 け る 四 そ の 意 匠 登 録 出 願 人 が 意 匠 の 創 作 を し た 者 で な い 場 合 に お

権 利 を 有 し て い な い と き 。 い て 、 そ の 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 承 継 し て い

な い と き 。

（ 意 匠 権 の 移 転 の 特 例 ）

第 二 十 六 条 の 二 意 匠 登 録 が 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る （ 新 設 ）

要 件 に 該 当 す る と き （ そ の 意 匠 登 録 が 第 十 五 条 第 一 項 に お い て

準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る

。 ） 又 は 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と

き は 、 当 該 意 匠 登 録 に 係 る 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利

を 有 す る 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 意 匠

権 者 に 対 し 、 当 該 意 匠 権 の 移 転 を 請 求 す る こ と が で き る 。

第 十 三 条 の 二 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 百 八 十 四 条 第 十 三 条 の 二 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 百 八 十 四 条

の 二 十 第 四 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 の 意 の 二 十 第 四 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 の 意

匠 登 録 出 願 へ の 変 更 に つ い て は 、 同 法 第 百 八 十 四 条 の 六 第 二 項 匠 登 録 出 願 へ の 変 更 に つ い て は 、 同 法 第 百 八 十 四 条 の 六 第 二 項

の 日 本 語 特 許 出 願 に あ つ て は 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 、 同 の 日 本 語 特 許 出 願 に あ つ て は 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 、 同

法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て は 同 項 又 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 特 許 出 願 に あ つ て は 同 項 及

は 同 条 第 四 項 及 び 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 び 同 法 第 百 八 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、

続 を し 、 か つ 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ 同 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付

き 手 数 料 を 納 付 し た 後 （ 同 法 第 百 八 十 四 条 の 二 十 第 四 項 の 規 定 し た 後 （ 同 法 第 百 八 十 四 条 の 二 十 第 四 項 の 規 定 に よ り 特 許 出 願

に よ り 特 許 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て は 、 同 項 に 規 定 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て は 、 同 項 に 規 定 す る 決 定 の 後 ）

す る 決 定 の 後 ） で な け れ ば す る こ と が で き な い 。 で な け れ ば す る こ と が で き な い 。

２ 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 八 条 の ２ 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 八 条 の

三 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 三 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登

録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 の 意 匠 登 録 出 願 へ の 変 更 に つ い て 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 の 意 匠 登 録 出 願 へ の 変 更 に つ い て

は 、 同 法 第 四 十 八 条 の 五 第 四 項 の 日 本 語 実 用 新 案 登 録 出 願 に あ は 、 同 法 第 四 十 八 条 の 五 第 四 項 の 日 本 語 実 用 新 案 登 録 出 願 に あ

つ て は 同 条 第 一 項 、 同 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 実 用 新 つ て は 同 条 第 一 項 、 同 法 第 四 十 八 条 の 四 第 一 項 の 外 国 語 実 用 新

案 登 録 出 願 に あ つ て は 同 項 又 は 同 条 第 四 項 及 び 同 法 第 四 十 八 条 案 登 録 出 願 に あ つ て は 同 項 及 び 同 法 第 四 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規

の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 同 法 第 五 十 四 条 第 二 定 に よ る 手 続 を し 、 か つ 、 同 法 第 五 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 （ 同 法 第 四 十 八 納 付 す べ き 手 数 料 を 納 付 し た 後 （ 同 法 第 四 十 八 条 の 十 六 第 四 項

条 の 十 六 第 四 項 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 登 録 出 願 と み な さ れ た 国 際 出 願 に つ い て

際 出 願 に つ い て は 、 同 項 に 規 定 す る 決 定 の 後 ） で な け れ ば す る は 、 同 項 に 規 定 す る 決 定 の 後 ） で な け れ ば す る こ と が で き な い

こ と が で き な い 。 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 十 五 条 （ 略 ） 第 十 五 条 （ 略 ）

２ 特 許 法 第 三 十 三 条 並 び に 第 三 十 四 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 ２ 特 許 法 第 三 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 並 び に 第 三 十 四 条 第

項 か ら 第 七 項 ま で （ 特 許 を 受 け る 権 利 ） の 規 定 は 、 意 匠 登 録 を 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で （ 特 許 を 受 け る 権 利 ）
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当 す る こ と （ そ の 意 匠 登 録 が 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る

特 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は

第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る こ と を 知 ら

な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 該 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の

実 施 で あ る 事 業 を し て い る も の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る

も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い る 意 匠 及 び 事 業 の 目 的 の 範

囲 内 に お い て 、 そ の 意 匠 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

２ 当 該 意 匠 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 か

ら 相 当 の 対 価 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。

（ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） （ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ）

第 三 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 意 匠 登 録 第 三 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ つ て 、 意 匠 登 録

無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 、 意 匠 登 録 が 第 四 十 八 条 第 一 項 各 号 無 効 審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 、 意 匠 登 録 が 第 四 十 八 条 第 一 項 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 ら な い で 、 日 本 国 内 に お い て 当

該 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も 該 意 匠 又 は こ れ に 類 似 す る 意 匠 の 実 施 で あ る 事 業 を し て い る も

の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を の 又 は そ の 事 業 の 準 備 を し て い る も の は 、 そ の 実 施 又 は 準 備 を

し て い る 意 匠 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 意 匠 権 又 し て い る 意 匠 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 意 匠 権 又

は そ の 意 匠 登 録 を 無 効 に し た 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て は そ の 意 匠 登 録 を 無 効 に し た 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て

通 常 実 施 権 を 有 す る 。 通 常 実 施 権 を 有 す る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 意 匠 登 録 無 効 審 判 の 請 求 の 三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 意 匠 登 録 無 効 審 判 の 請 求 の

登 録 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 意 匠 登 録 に 係 る 意 匠 権 に つ い て 登 録 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 意 匠 登 録 に 係 る 意 匠 権 に つ い て

の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の

通 常 実 施 権 を 有 す る 者 第 二 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項

の 効 力 を 有 す る 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

２ 本 意 匠 又 は 関 連 意 匠 の 意 匠 権 に つ い て の 前 項 の 規 定 に よ る 請

求 は 、 本 意 匠 又 は 関 連 意 匠 の 意 匠 権 の い ず れ か の 消 滅 後 は 、 当

該 消 滅 し た 意 匠 権 が 第 四 十 九 条 の 規 定 に よ り 初 め か ら 存 在 し な

か つ た も の と み な さ れ た と き を 除 き 、 す る こ と が で き な い 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 意 匠 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ

た と き は 、 そ の 意 匠 権 は 、 初 め か ら 当 該 登 録 を 受 け た 者 に 帰 属

し て い た も の と み な す 。

４ 共 有 に 係 る 意 匠 権 に つ い て 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き

そ の 持 分 を 移 転 す る 場 合 に お い て は 、 第 三 十 六 条 に お い て 準 用

す る 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 通 常 実 施 権 ） （ 通 常 実 施 権 ）

第 二 十 八 条 （ 略 ） 第 二 十 八 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 （ 共 有 ） 、 第 九 十 七 条 第 三 項 （ 放 棄 ３ 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 （ 共 有 ） 、 第 九 十 七 条 第 三 項 （ 放 棄

） 及 び 第 九 十 九 条 （ 通 常 実 施 権 の 対 抗 力 ） の 規 定 は 、 通 常 実 施 ） 及 び 第 九 十 九 条 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 通 常 実 施 権 に 準 用

権 に 準 用 す る 。 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 二 項 中 「 第 七 十 九 条 」 と あ る

の は 、 「 意 匠 法 第 二 十 九 条 若 し く は 第 二 十 九 条 の 二 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。

（ 意 匠 権 の 移 転 の 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ）

第 二 十 九 条 の 三 第 二 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ （ 新 設 ）

く 意 匠 権 の 移 転 の 登 録 の 際 現 に そ の 意 匠 権 、 そ の 意 匠 権 に つ い

て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て の

通 常 実 施 権 を 有 し て い た 者 で あ つ て 、 そ の 意 匠 権 の 移 転 の 登 録

前 に 、 意 匠 登 録 が 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 要 件 に 該
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（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 六 ま で （ 具 体 的 第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 六 ま で （ 具 体 的

態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 、 主 張 の 制 限 、 態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等

書 類 の 提 出 等 、 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 、 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 秘 密 保 持 命 令

秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 及 び 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 及 び 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等

請 求 の 通 知 等 ） 及 び 第 百 六 条 （ 信 用 回 復 の 措 置 ） の 規 定 は 、 意 ） 及 び 第 百 六 条 （ 信 用 回 復 の 措 置 ） の 規 定 は 、 意 匠 権 又 は 専 用

匠 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。 実 施 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。

（ 登 録 料 ） （ 登 録 料 ）

第 四 十 二 条 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 意 匠 権 者 は 、 登 第 四 十 二 条 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 を 受 け る 者 又 は 意 匠 権 者 は 、 登

録 料 と し て 、 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 ま で の 各 年 録 料 と し て 、 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 存 続 期 間 の 満 了 ま で の 各 年

に つ い て 、 一 件 ご と に 、 次 に 掲 げ る 金 額 を 納 付 し な け れ ば な ら に つ い て 、 一 件 ご と に 、 次 に 掲 げ る 金 額 を 納 付 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 第 四 年 か ら 第 二 十 年 ま で 毎 年 一 万 六 千 九 百 円 二 第 四 年 か ら 第 十 年 ま で 毎 年 一 万 六 千 九 百 円

（ 削 る ） 三 第 十 一 年 か ら 第 二 十 年 ま で 毎 年 三 万 三 千 八 百 円

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 略 ）

（ 登 録 料 の 追 納 に よ る 意 匠 権 の 回 復 ） （ 登 録 料 の 追 納 に よ る 意 匠 権 の 回 復 ）

第 四 十 四 条 の 二 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ 第 四 十 四 条 の 二 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ

れ た 意 匠 権 の 原 意 匠 権 者 は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を れ た 意 匠 権 の 原 意 匠 権 者 は 、 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い

追 納 す る こ と が で き る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 登 録 料 及 理 由 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 追 納 す る こ と が で

び 割 増 登 録 料 を 納 付 す る こ と が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 き る 期 間 内 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 納

な 理 由 が あ る と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で 付 す る こ と が で き な か つ た と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か

そ の 期 間 の 経 過 後 一 年 以 内 に 限 り 、 そ の 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 ら 十 四 日 （ 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ） 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後

を 追 納 す る こ と が で き る 。 六 月 以 内 に 限 り 、 そ の 登 録 料 及 び 割 増 登 録 料 を 追 納 す る こ と が

第 三 十 二 条 意 匠 登 録 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願 第 三 十 二 条 意 匠 登 録 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 意 匠 登 録 出 願

に 係 る 意 匠 権 の う ち 登 録 意 匠 に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 部 分 が そ の に 係 る 意 匠 権 の う ち 登 録 意 匠 に 類 似 す る 意 匠 に 係 る 部 分 が そ の

意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て 、 そ の 意 匠 意 匠 登 録 出 願 に 係 る 意 匠 権 と 抵 触 す る 場 合 に お い て 、 そ の 意 匠

権 の 存 続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 の 際 現 に そ の 存 続 期 権 の 存 続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 の 際 現 に そ の 存 続 期

間 が 満 了 し た 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し 間 が 満 了 し た 意 匠 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 意 匠 権 若 し

く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 原 権 利 の く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 第 二 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る

範 囲 内 に お い て 、 当 該 意 匠 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存 続 期 間 の 満 了 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 実 施 権 を 有 す る 者

の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を 有 す る 。 は 、 原 権 利 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 意 匠 権 又 は そ の 意 匠 権 の 存

続 期 間 の 満 了 の 際 現 に 存 す る 専 用 実 施 権 に つ い て 通 常 実 施 権 を

有 す る 。

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 ） （ 通 常 実 施 権 の 設 定 の 裁 定 ）

第 三 十 三 条 （ 略 ） 第 三 十 三 条 （ 略 ）

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

７ 特 許 法 第 八 十 四 条 、 第 八 十 四 条 の 二 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び ７ 特 許 法 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 十 六 条 か ら 第

第 八 十 六 条 か ら 第 九 十 一 条 の 二 ま で （ 裁 定 の 手 続 等 ） の 規 定 は 九 十 一 条 の 二 ま で （ 裁 定 の 手 続 等 ） の 規 定 は 、 第 三 項 又 は 第 四

、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。 項 の 裁 定 に 準 用 す る 。

（ 質 権 ） （ 質 権 ）

第 三 十 五 条 （ 略 ） 第 三 十 五 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 削 る ） ４ 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 通 常 実 施

権 を 目 的 と す る 質 権 に 準 用 す る 。
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け る 権 利 を 有 す る 者 に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 五 十 二 条 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 一 第 五 十 二 条 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 三 十 一

条 の 二 （ 第 一 項 第 三 号 及 び 第 二 項 第 一 号 を 除 く 。 ） か ら 第 百 三 条 の 二 （ 第 二 項 第 一 号 を 除 く 。 ） か ら 第 百 三 十 四 条 ま で 、 第 百

十 四 条 ま で 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二

条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 項 、 第 百 五 十 六 条 か ら 第 百 五 十 八 条 ま で 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及

、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 五 十 八 条 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 並 び に 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 七 十 条 ま

、 第 百 六 十 一 条 並 び に 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で （ 審 判 で （ 審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判

の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判 に お け る に お け る 費 用 ） の 規 定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て

費 用 ） の 規 定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 、 同 法 第 百 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び 同 法

百 五 十 六 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 に お い て は 、 事 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ

件 が 」 と あ る の は 「 事 件 が 」 と 、 同 法 第 百 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 る の は 、 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 補 正 却 下 決 定 不 服 審 判 」 と 読

定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び 同 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 み 替 え る も の と す る 。

定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び

補 正 却 下 決 定 不 服 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 五 十 八 条 （ 略 ） 第 五 十 八 条 （ 略 ）

２ 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 ２ 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、

第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条

の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 条 ま の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 条 ま

で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 、 で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 、

第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 第 百 五 十 六 条 か ら 第 百 五 十 八 条 ま で 、 第 百 六 十 条 、 第 百 六 十 八

五 十 八 条 、 第 百 六 十 条 、 第 百 六 十 七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規

で き る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 意 匠 登 録 無 効 審 判 ） （ 意 匠 登 録 無 効 審 判 ）

第 四 十 八 条 意 匠 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第 四 十 八 条 意 匠 登 録 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

そ の 意 匠 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 意 匠 登 録 無 効 審 判 を 請 そ の 意 匠 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 意 匠 登 録 無 効 審 判 を 請

求 す る こ と が で き る 。 求 す る こ と が で き る 。

一 そ の 意 匠 登 録 が 第 三 条 、 第 三 条 の 二 、 第 五 条 、 第 九 条 第 一 一 そ の 意 匠 登 録 が 第 三 条 、 第 三 条 の 二 、 第 五 条 、 第 九 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 、 第 十 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 、 第 十 五 条 項 若 し く は 第 二 項 、 第 十 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 、 第 十 五 条

第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 又 は 第 六 十 八 条 第 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 又 は 第 六 十 八 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ 三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に 違 反 し て さ

た と き （ そ の 意 匠 登 録 が 第 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 れ た と き 。

法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 第 二

十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 意 匠 登 録

に 係 る 意 匠 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ） 。

二 （ 略 ） 二 （ 略 ）

三 そ の 意 匠 登 録 が そ の 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 三 そ の 意 匠 登 録 が 意 匠 の 創 作 を し た 者 で な い 者 で あ つ て そ の

有 し な い 者 の 意 匠 登 録 出 願 に 対 し て さ れ た と き （ 第 二 十 六 条 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も の の 意 匠

の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 そ の 意 匠 登 録 に 係 る 登 録 出 願 に 対 し て さ れ た と き 。

意 匠 権 の 移 転 の 登 録 が あ つ た と き を 除 く 。 ） 。

四 （ 略 ） 四 （ 略 ）

２ 意 匠 登 録 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し ２ 意 匠 登 録 無 効 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し

、 意 匠 登 録 が 前 項 第 一 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 意 匠 登 録 が 第 十 、 意 匠 登 録 が 前 項 第 一 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 意 匠 登 録 が 第 十

五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し

て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 前 項 第 三 号 に 該 当 す る こ と を 理 由 て さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 前 項 第 三 号 に 該 当 す る こ と を 理 由

と す る も の は 、 当 該 意 匠 登 録 に 係 る 意 匠 に つ い て 意 匠 登 録 を 受 と す る も の は 、 利 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す る こ と が で き る 。
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（ 意 匠 原 簿 へ の 登 録 ） （ 意 匠 原 簿 へ の 登 録 ）

第 六 十 一 条 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 意 匠 原 簿 に 登 録 第 六 十 一 条 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 特 許 庁 に 備 え る 意 匠 原 簿 に 登 録

す る 。 す る 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 専 用 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 二 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 の 設 定 、 保 存 、 移 転 、 変 更 、 消

限 滅 又 は 処 分 の 制 限

三 意 匠 権 又 は 専 用 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 三 意 匠 権 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設

更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 意 匠 登 録 証 の 交 付 ） （ 意 匠 登 録 証 の 交 付 ）

第 六 十 二 条 特 許 庁 長 官 は 、 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 又 は 第 二 十 六 条 第 六 十 二 条 特 許 庁 長 官 は 、 意 匠 権 の 設 定 の 登 録 が あ つ た と き は

の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 基 づ く 意 匠 権 の 移 転 の 登 録 が あ 、 意 匠 権 者 に 対 し 、 意 匠 登 録 証 を 交 付 す る 。

つ た と き は 、 意 匠 権 者 に 対 し 、 意 匠 登 録 証 を 交 付 す る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 定 は 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

は 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 こ こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服

の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 、 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と 読 み

判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 、 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と 読 み 替 替 え る も の と す る 。

え る も の と す る 。

３ 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 ３ 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、

第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 三 条 、 第 百 三 十 三 条

の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 条 ま の 二 、 第 百 三 十 四 条 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 四 十 七 条 ま

で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 、 で 、 第 百 五 十 条 か ら 第 百 五 十 二 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 、

第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 第 百 五 十 六 条 、 第 百 五 十 七 条 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第

六 十 七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 六 十 九 条 第 三 項 か ら 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 補 正 却 下 決 定

六 項 ま で 並 び に 第 百 七 十 条 の 規 定 は 、 補 正 却 下 決 定 不 服 審 判 の 不 服 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 て 、 同 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審

百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る 判 」 と あ る の は 、 「 補 正 却 下 決 定 不 服 審 判 」 と 読 み 替 え る も の

の は 、 「 補 正 却 下 決 定 不 服 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 と す る 。

４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

（ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ） （ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ）

第 五 十 九 条 （ 略 ） 第 五 十 九 条 （ 略 ）

２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 、 ２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 、

第 百 七 十 九 条 （ 被 告 適 格 ） 、 第 百 八 十 条 第 一 項 （ 出 訴 の 通 知 等 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 条 の 二 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知

） 及 び 第 百 八 十 条 の 二 か ら 第 百 八 十 二 条 ま で （ 審 決 取 消 訴 訟 に 及 び 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 ） 、 第 百 八 十 一 条

お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 、 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し 及 び 裁 判 の 正 第 一 項 及 び 第 五 項 （ 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し ） 並 び に 第 百 八 十 二

本 等 の 送 付 ） の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 条 （ 裁 判 の 正 本 の 送 付 ） の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。

い て 、 同 条 第 二 号 中 「 訴 え に 係 る 請 求 項 を 特 定 す る た め に 必 要

な 」 と あ る の は 、 「 旨 を 記 載 し た 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
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役 務 に つ い て 使 用 を す る も の

十 四 ～ 十 九 （ 略 ） 十 四 ～ 十 九 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 削 る ） ４ 第 五 十 三 条 の 二 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 を 取 り 消 す べ き 旨 の 審

決 が 確 定 し た 場 合 に お い て 、 そ の 審 判 の 請 求 人 が 当 該 審 決 に よ

つ て 取 り 消 さ れ た 商 標 登 録 に 係 る 商 標 又 は こ れ に 類 似 す る 商 標

に つ い て 商 標 登 録 出 願 を す る と き は 、 第 一 項 第 十 三 号 の 規 定 は

、 適 用 し な い 。

（ 出 願 時 の 特 例 ） （ 出 願 時 の 特 例 ）

第 九 条 政 府 等 が 開 設 す る 博 覧 会 若 し く は 政 府 等 以 外 の 者 が 開 設 第 九 条 政 府 等 が 開 設 す る 博 覧 会 若 し く は 政 府 等 以 外 の 者 が 開 設

す る 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の に す る 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の に 、 パ リ 条 約 の

、 パ リ 条 約 の 同 盟 国 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 若 し く は 商 標 法 条 同 盟 国 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟 国 若 し く は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の

約 の 締 約 国 の 領 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 領 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国

が 開 設 す る 国 際 的 な 博 覧 会 に 、 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 、 世 界 貿 際 的 な 博 覧 会 に 、 又 は パ リ 条 約 の 同 盟 国 、 世 界 貿 易 機 関 の 加 盟

易 機 関 の 加 盟 国 若 し く は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の い ず れ に も 該 当 国 若 し く は 商 標 法 条 約 の 締 約 国 の い ず れ に も 該 当 し な い 国 の 領

し な い 国 の 領 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 域 内 で そ の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国 際

開 設 す る 国 際 的 な 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 の 定 め る 基 準 に 適 的 な 博 覧 会 で あ つ て 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の に 出 品 し た 商 品

合 す る も の に 出 品 し た 商 品 又 は 出 展 し た 役 務 に つ い て 使 用 を し 又 は 出 展 し た 役 務 に つ い て 使 用 を し た 商 標 に つ い て 、 そ の 商 標

た 商 標 に つ い て 、 そ の 商 標 の 使 用 を し た 商 品 を 出 品 し た 者 又 は の 使 用 を し た 商 品 を 出 品 し た 者 又 は 役 務 を 出 展 し た 者 が そ の 出

役 務 を 出 展 し た 者 が そ の 出 品 又 は 出 展 の 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 品 又 は 出 展 の 日 か ら 六 月 以 内 に そ の 商 品 又 は 役 務 を 指 定 商 品 又

商 品 又 は 役 務 を 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 と し て 商 標 登 録 出 願 を し は 指 定 役 務 と し て 商 標 登 録 出 願 を し た と き は 、 そ の 商 標 登 録 出

た と き は 、 そ の 商 標 登 録 出 願 は 、 そ の 出 品 又 は 出 展 の 時 に し た 願 は 、 そ の 出 品 又 は 出 展 の 時 に し た も の と み な す 。

も の と み な す 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

○ 商 標 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） （ 第 四 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

目 次 目 次

第 四 章 の 二 登 録 異 議 の 申 立 て （ 第 四 十 三 条 の 二 ― 第 四 十 三 条 第 四 章 の 二 登 録 異 議 の 申 立 て （ 第 四 十 三 条 の 二 ― 第 四 十 三 条

の 十 五 ） の 十 四 ）

（ 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 商 標 ） （ 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 商 標 ）

第 四 条 次 に 掲 げ る 商 標 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 四 条 次 に 掲 げ る 商 標 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 。 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 。

一 ～ 八 （ 略 ） 一 ～ 八 （ 略 ）

九 政 府 若 し く は 地 方 公 共 団 体 （ 以 下 「 政 府 等 」 と い う 。 ） が 九 政 府 若 し く は 地 方 公 共 団 体 （ 以 下 「 政 府 等 」 と い う 。 ） が

開 設 す る 博 覧 会 若 し く は 政 府 等 以 外 の 者 が 開 設 す る 博 覧 会 で 開 設 す る 博 覧 会 若 し く は 政 府 等 以 外 の 者 が 開 設 す る 博 覧 会 で

あ つ て 特 許 庁 長 官 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の 又 は 外 国 で そ あ つ て 特 許 庁 長 官 が 指 定 す る も の 又 は 外 国 で そ の 政 府 等 若 し

の 政 府 等 若 し く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国 際 的 な 博 く は そ の 許 可 を 受 け た 者 が 開 設 す る 国 際 的 な 博 覧 会 の 賞 と 同

覧 会 の 賞 と 同 一 又 は 類 似 の 標 章 を 有 す る 商 標 （ そ の 賞 を 受 け 一 又 は 類 似 の 標 章 を 有 す る 商 標 （ そ の 賞 を 受 け た 者 が 商 標 の

た 者 が 商 標 の 一 部 と し て そ の 標 章 の 使 用 を す る も の を 除 く 。 一 部 と し て そ の 標 章 の 使 用 を す る も の を 除 く 。 ）

）
十 ～ 十 二 （ 略 ） 十 ～ 十 二 （ 略 ）

十 三 削 除 十 三 商 標 権 が 消 滅 し た 日 （ 商 標 登 録 を 取 り 消 す べ き 旨 の 決 定

又 は 無 効 に す べ き 旨 の 審 決 が あ つ た と き は 、 そ の 確 定 の 日 。

以 下 同 じ 。 ） か ら 一 年 を 経 過 し て い な い 他 人 の 商 標 （ 他 人 が

商 標 権 が 消 滅 し た 日 前 一 年 以 上 使 用 を し な か つ た も の を 除 く

。 ） 又 は こ れ に 類 似 す る 商 標 で あ つ て 、 そ の 商 標 権 に 係 る 指

定 商 品 若 し く は 指 定 役 務 又 は こ れ ら に 類 似 す る 商 品 若 し く は
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第 三 十 一 条 （ 略 ） 第 三 十 一 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 通 常 使 用 権 は 、 そ の 登 録 を し た と き は 、 そ の 商 標 権 若 し く は （ 新 設 ）

専 用 使 用 権 又 は そ の 商 標 権 に つ い て の 専 用 使 用 権 を そ の 後 に 取

得 し た 者 に 対 し て も 、 そ の 効 力 を 生 ず る 。

５ 通 常 使 用 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 は 、 登 録 し な （ 新 設 ）

け れ ば 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

６ 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 （ 共 有 ） 、 第 九 十 四 条 第 二 項 （ 質 権 ４ 特 許 法 第 七 十 三 条 第 一 項 （ 共 有 ） 、 第 九 十 四 条 第 二 項 （ 質 権

の 設 定 ） 及 び 第 九 十 七 条 第 三 項 （ 放 棄 ） の 規 定 は 、 通 常 使 用 権 の 設 定 ） 、 第 九 十 七 条 第 三 項 （ 放 棄 ） 並 び に 第 九 十 九 条 第 一 項

に 準 用 す る 。 及 び 第 三 項 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 通 常 使 用 権 に 準 用 す る 。

（ 団 体 構 成 員 等 の 権 利 ） （ 団 体 構 成 員 等 の 権 利 ）

第 三 十 一 条 の 二 （ 略 ） 第 三 十 一 条 の 二 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 団 体 商 標 又 は 地 域 団 体 商 標 に 係 る 登 録 商 標 に つ い て の 第 三 十 ４ 団 体 商 標 又 は 地 域 団 体 商 標 に 係 る 登 録 商 標 に つ い て の 第 三 十

三 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 又 は そ の 三 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 又 は そ の

商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 第 三 十 一 条 第 四 項 の 効 力 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 第 三 十 一 条 第 四 項 に お い

を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者 」 と あ る の は 、 「 若 し く は そ の て 準 用 す る 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権

商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 第 三 十 一 条 第 四 項 の 効 力 を 有 す る 者 」 と あ る の は 、 「 若 し く は そ の 商 標 権 若 し く は 専 用

を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者 又 は そ の 商 標 の 使 用 を す る 権 利 使 用 権 に つ い て の 第 三 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第

を 有 す る 団 体 構 成 員 若 し く は 地 域 団 体 構 成 員 」 と す る 。 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者 又 は そ の

商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 団 体 構 成 員 若 し く は 地 域 団 体 構

成 員 」 と す る 。

（ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 使 用 に よ る 商 標 の 使 用 を す る 権 利 ） （ 無 効 審 判 の 請 求 登 録 前 の 使 用 に よ る 商 標 の 使 用 を す る 権 利 ）

第 三 十 三 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が 第 四 十 六 条 第 一 第 三 十 三 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 が 第 四 十 六 条 第 一 項 の 審

（ 設 定 の 登 録 前 の 金 銭 的 請 求 権 等 ） （ 設 定 の 登 録 前 の 金 銭 的 請 求 権 等 ）

第 十 三 条 の 二 （ 略 ） 第 十 三 条 の 二 （ 略 ）

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

５ 第 二 十 七 条 、 第 三 十 七 条 、 第 三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 特 許 ５ 第 二 十 七 条 、 第 三 十 七 条 、 第 三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 特 許

法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 条 、 第 百 五 条 の 二 、 法 第 百 四 条 の 三 か ら 第 百 五 条 の 二 ま で 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百

第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 五 条 の 六 ま で 及 び 第 百 六 条 、 第 五 十 六 条 五 条 の 六 ま で 及 び 第 百 六 条 、 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す

第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま る 特 許 法 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で 並 び に 民 法 （ 明 治

で 並 び に 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 七 百 十 九 条 及 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 条 （

び 第 七 百 二 十 四 条 （ 不 法 行 為 ） の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 不 法 行 為 ） の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使 す る 場

請 求 権 を 行 使 す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 権 を 有 す る 者 が 商

求 権 を 有 す る 者 が 商 標 権 の 設 定 の 登 録 前 に 当 該 商 標 登 録 出 願 に 標 権 の 設 定 の 登 録 前 に 当 該 商 標 登 録 出 願 に 係 る 商 標 の 使 用 の 事

係 る 商 標 の 使 用 の 事 実 及 び そ の 使 用 を し た 者 を 知 つ た と き は 、 実 及 び そ の 使 用 を し た 者 を 知 つ た と き は 、 同 条 中 「 被 害 者 又 は

同 条 中 「 被 害 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 加 害 者 を 知 っ た そ の 法 定 代 理 人 が 損 害 及 び 加 害 者 を 知 っ た 時 」 と あ る の は 、 「

時 」 と あ る の は 、 「 商 標 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」 と 読 み 替 え る も 商 標 権 の 設 定 の 登 録 の 日 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

の と す る 。

（ 商 標 権 の 回 復 ） （ 商 標 権 の 回 復 ）

第 二 十 一 条 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 第 二 十 一 条 前 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た

商 標 権 の 原 商 標 権 者 は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 更 新 登 録 の 申 商 標 権 の 原 商 標 権 者 は 、 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由

請 を す る こ と が で き る 期 間 内 に そ の 申 請 が で き な か つ た こ と に に よ り 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 更 新 登 録 の 申 請 を す る こ と が で

つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら き る 期 間 内 に そ の 申 請 が で き な か つ た と き は 、 そ の 理 由 が な く

二 月 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に 限 り 、 そ の 申 請 を す る な つ た 日 か ら 十 四 日 （ 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ） 以 内 で そ の 期

こ と が で き る 。 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に 限 り 、 そ の 申 請 を す る こ と が で き る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 通 常 使 用 権 ） （ 通 常 使 用 権 ）

─ 66 ─



競 争 の 目 的 で さ れ な い 場 合 に 限 る 。

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 質 権 ） （ 質 権 ）

第 三 十 四 条 （ 略 ） 第 三 十 四 条 （ 略 ）

２ 通 常 使 用 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は （ 新 設 ）

処 分 の 制 限 は 、 登 録 し な け れ ば 、 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き

な い 。

３ ・ ４ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

（ 削 る ） ４ 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 （ 登 録 の 効 果 ） の 規 定 は 、 通 常 使 用

権 を 目 的 と す る 質 権 に 準 用 す る 。

（ 主 張 の 制 限 ）

第 三 十 八 条 の 二 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 の 侵 害 又 は 第 十 三 条 （ 新 設 ）

の 二 第 一 項 （ 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） に 規 定 す る 金 銭 の 支 払 の 請 求 に 係 る 訴 訟 の 終 局 判 決 が 確 定 し

た 後 に 、 次 に 掲 げ る 審 決 又 は 決 定 が 確 定 し た と き は 、 当 該 訴 訟

の 当 事 者 で あ つ た 者 は 、 当 該 終 局 判 決 に 対 す る 再 審 の 訴 え （ 当

該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 差 押 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償

の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え 並 び に 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 処 分 命

令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 及 び 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目

的 と す る 訴 え を 含 む 。 ） に お い て は 、 当 該 審 決 又 は 決 定 が 確 定

し た こ と を 主 張 す る こ と が で き な い 。

一 当 該 商 標 登 録 を 無 効 に す べ き 旨 の 審 決

二 当 該 商 標 登 録 を 取 り 消 す べ き 旨 の 決 定

項 の 審 判 の 請 求 の 登 録 前 に 商 標 登 録 が 同 項 各 号 の い ず れ か に 該 判 の 請 求 の 登 録 前 に 商 標 登 録 が 同 項 各 号 の 一 に 該 当 す る こ と を

当 す る こ と を 知 ら な い で 日 本 国 内 に お い て 指 定 商 品 若 し く は 指 知 ら な い で 日 本 国 内 に お い て 指 定 商 品 若 し く は 指 定 役 務 又 は こ

定 役 務 又 は こ れ ら に 類 似 す る 商 品 若 し く は 役 務 に つ い て 当 該 登 れ ら に 類 似 す る 商 品 若 し く は 役 務 に つ い て 当 該 登 録 商 標 又 は こ

録 商 標 又 は こ れ に 類 似 す る 商 標 の 使 用 を し 、 そ の 商 標 が 自 己 の れ に 類 似 す る 商 標 の 使 用 を し 、 そ の 商 標 が 自 己 の 業 務 に 係 る 商

業 務 に 係 る 商 品 又 は 役 務 を 表 示 す る も の と し て 需 要 者 の 間 に 広 品 又 は 役 務 を 表 示 す る も の と し て 需 要 者 の 間 に 広 く 認 識 さ れ て

く 認 識 さ れ て い た と き は 、 そ の 者 は 、 継 続 し て そ の 商 品 又 は 役 い た と き は 、 そ の 者 は 、 継 続 し て そ の 商 品 又 は 役 務 に つ い て そ

務 に つ い て そ の 商 標 の 使 用 を す る 場 合 は 、 そ の 商 品 又 は 役 務 に の 商 標 の 使 用 を す る 場 合 は 、 そ の 商 品 又 は 役 務 に つ い て そ の 商

つ い て そ の 商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 。 当 該 業 務 を 承 継 し 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 。 当 該 業 務 を 承 継 し た 者 に つ い て

た 者 に つ い て も 、 同 様 と す る 。 も 、 同 様 と す る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 審 判 の 三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 審 判 の

請 求 の 登 録 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 商 標 登 録 に 係 る 商 標 権 に 請 求 の 登 録 の 際 現 に そ の 無 効 に し た 商 標 登 録 に 係 る 商 標 権 に

つ い て の 専 用 使 用 権 又 は そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ つ い て の 専 用 使 用 権 又 は そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ

い て の 第 三 十 一 条 第 四 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る い て の 第 三 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 九 十 九 条

者 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

第 三 十 三 条 の 三 商 標 登 録 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 特 許 出 願 第 三 十 三 条 の 三 商 標 登 録 出 願 の 日 前 又 は こ れ と 同 日 の 特 許 出 願

に 係 る 特 許 権 が そ の 商 標 登 録 出 願 に 係 る 商 標 権 と 抵 触 す る 場 合 に 係 る 特 許 権 が そ の 商 標 登 録 出 願 に 係 る 商 標 権 と 抵 触 す る 場 合

に お い て 、 そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了 に お い て 、 そ の 特 許 権 の 存 続 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 満 了

の 際 現 に そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し の 際 現 に そ の 特 許 権 に つ い て の 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し

く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 原 権 利 の く は 専 用 実 施 権 に つ い て の 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有

範 囲 内 に お い て 、 そ の 商 標 登 録 出 願 に 係 る 指 定 商 品 若 し く は 指 す る 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 は 、 原 権 利 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の

定 役 務 又 は こ れ ら に 類 似 す る 商 品 若 し く は 役 務 に つ い て そ の 登 商 標 登 録 出 願 に 係 る 指 定 商 品 若 し く は 指 定 役 務 又 は こ れ ら に 類

録 商 標 又 は こ れ に 類 似 す る 商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 。 た 似 す る 商 品 若 し く は 役 務 に つ い て そ の 登 録 商 標 又 は こ れ に 類 似

だ し 、 そ の 使 用 が 不 正 競 争 の 目 的 で さ れ な い 場 合 に 限 る 。 す る 商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 。 た だ し 、 そ の 使 用 が 不 正
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（ 審 決 の 確 定 範 囲 ）

第 五 十 五 条 の 三 審 決 は 、 審 判 事 件 ご と に 確 定 す る 。 た だ し 、 指 （ 新 設 ）

定 商 品 又 は 指 定 役 務 ご と に 請 求 さ れ た 第 四 十 六 条 第 一 項 の 審 判

の 審 決 は 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 ご と に 確 定 す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 五 十 六 条 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 第 五 十 六 条 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一

項 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ） 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 項 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三 条 の 二 ま で 、 第 百 三 十 四 条 第

三 条 の 二 ま で 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で

三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 六 条 か ら 第 百 五 十

項 、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 八 条 ま で 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 並 び に

第 百 五 十 八 条 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 、 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で （ 審 決 の 効 果 、 審 判 の 請 求 、

第 百 六 十 七 条 並 び に 第 百 六 十 八 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で （ 審 決 の 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判 に お け る 費 用 ） の

効 果 、 審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 規 定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 三 十 一

判 に お け る 費 用 ） の 規 定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い 条 の 二 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お

て 、 同 法 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 け る 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 、 又 は

の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 次 項 の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た と き 」 と あ る の は 「 商

の 理 由 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 の 審 判 以 外 の 審 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 の 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け

判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 同 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 る 同 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条

す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 」 と 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て さ れ る と き 」 と 、 同

、 同 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 七 条 中 「 特 許 無 効 審 判 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 七 条 中 「 特 許 無 効 審 判 又 は

又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ り 、 並 び に 同 法 第 百 四 十 五 条 第 一 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ り 、 並 び に 同 法 第 百 四 十 五 条 第 一 項 及

項 及 び 第 百 六 十 九 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 及 び 延 長 登 録 無 効 び 第 百 六 十 九 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 及 び 延 長 登 録 無 効 審 判

審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第

、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 又

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 三 十 九 条 特 許 法 第 百 三 条 （ 過 失 の 推 定 ） 、 第 百 四 条 の 二 （ 具 第 三 十 九 条 特 許 法 第 百 三 条 （ 過 失 の 推 定 ） 、 第 百 四 条 の 二 か ら

体 的 態 様 の 明 示 義 務 ） 、 第 百 四 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 特 許 第 百 五 条 の 六 ま で （ 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権 利

権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 ） 、 第 百 五 条 か ら 第 百 五 条 の 六 ま で （ 行 使 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等 、 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損

書 類 の 提 出 等 、 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 、 相 当 な 損 害 額 の 認 定 、 害 額 の 認 定 、 秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 及 び 訴 訟 記

秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 及 び 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 ） 及 び 第 百 六 条 （ 信 用 回 復 の 措 置 ）

請 求 の 通 知 等)並 び に 第 百 六 条 （ 信 用 回 復 の 措 置 ） の 規 定 は 、 の 規 定 は 、 商 標 権 又 は 専 用 使 用 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。

商 標 権 又 は 専 用 使 用 権 の 侵 害 に 準 用 す る 。

（ 決 定 の 確 定 範 囲 ）

第 四 十 三 条 の 十 四 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 は 、 登 録 異 （ 新 設 ）

議 申 立 事 件 ご と に 確 定 す る 。 た だ し 、 指 定 商 品 又 は 指 定 役 務 ご

と に 申 し 立 て ら れ た 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 は 、 指 定

商 品 又 は 指 定 役 務 ご と に 確 定 す る 。

（ 審 判 の 規 定 の 準 用 ） （ 審 判 の 規 定 の 準 用 ）

第 四 十 三 条 の 十 五 （ 略 ） 第 四 十 三 条 の 十 四 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 に お け る 特 則 ） （ 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 に お け る 特 則 ）

第 五 十 五 条 の 二 （ 略 ） 第 五 十 五 条 の 二 （ 略 ）

２ 第 十 六 条 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 の 請 求 を 理 由 が ２ 第 十 六 条 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 の 請 求 を 理 由 が

あ る と す る 場 合 に 準 用 す る 。 た だ し 、 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い あ る と す る 場 合 に 準 用 す る 。 た だ し 、 次 条 第 一 項 に お い て 準 用

て 準 用 す る 特 許 法 第 百 六 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り さ ら に 審 査 に す る 特 許 法 第 百 六 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り さ ら に 審 査 に 付 す べ

付 す べ き 旨 の 審 決 を す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 き 旨 の 審 決 を す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）
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一 項 の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

４ 第 五 十 五 条 の 三 の 規 定 は 、 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 （ 新 設 ）

項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第

一 項 又 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用

す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 六 十 一 条 特 許 法 第 百 七 十 三 条 （ 再 審 の 請 求 期 間 ） 並 び に 第 百 第 六 十 一 条 特 許 法 第 百 七 十 三 条 （ 再 審 の 請 求 期 間 ） 並 び に 第 百

七 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） の 規 定 は 、 七 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） の 規 定 は 、

再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 三 条 第 一 項 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 三 条 第 一 項

及 び 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 中 「 審 決 」 と あ る の は 「 取 消 及 び 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 中 「 審 決 」 と あ る の は 「 取 消

決 定 又 は 審 決 」 と 、 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 中 「 第 百 六 十 七 条 決 定 又 は 審 決 」 と 、 同 法 第 百 七 十 四 条 第 二 項 中 「 特 許 無 効 審 判

か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 」 と あ る の は 「 第 百 六 十 七 条 、 第 百 六 十 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項

八 条 」 と 、 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項

「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 、 第 五 十 三 条 第 一 項 又 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 読 み 替 え る

項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 又 は 第 五 十 三 条 も の と す る 。

の 二 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 意 匠 法 の 準 用 ） （ 意 匠 法 の 準 用 ）

第 六 十 二 条 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 二 項 （ 審 判 の 規 定 の 準 用 ） の 規 第 六 十 二 条 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 二 項 （ 審 判 の 規 定 の 準 用 ） の 規

定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 五 十 八 条 第 二 項 中 「 第 百 六 十 す る 。

七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 」 と あ る の は 、 「 第 百 六 十 八 条 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判 ２ 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判

の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

項 又 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 、 同 法 第 百 三 十 九 条 第 一 号 、 は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 、 同 法 第 百 三 十 九 条 第 一 号 、 第 二

第 二 号 及 び 第 五 号 中 「 当 事 者 若 し く は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 号 及 び 第 五 号 中 「 当 事 者 若 し く は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者

事 者 、 参 加 人 若 し く は 登 録 異 議 申 立 人 」 と 、 同 条 第 三 号 中 「 当 、 参 加 人 若 し く は 登 録 異 議 申 立 人 」 と 、 同 条 第 三 号 中 「 当 事 者

事 者 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 、 参 加 人 又 は 登 録 異 議 申 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 、 参 加 人 又 は 登 録 異 議 申 立 人

立 人 」 と 、 同 法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 」 と 、 同 法 第 百 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び

判 に お い て は 、 事 件 が 」 と あ る の は 「 事 件 が 」 と 、 同 法 第 百 六 同 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」

十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び 同 法 第 百 六 十 九 条 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 四 条 第 一 項 又 は 第 四 十 五 条 第 一 項 の

第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 審 判 」 と 、 同 法 第 百 六 十 八 条 第 一 項 中 「 他 の 審 判 の 審 決 」 と あ

法 第 四 十 四 条 第 一 項 又 は 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判 」 と 、 同 法 第 る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 他 の 審 判 の

百 六 十 八 条 第 一 項 中 「 他 の 審 判 の 審 決 」 と あ る の は 「 登 録 異 議 審 決 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 他 の 審 判 の 審 決 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。

（ 略) （ 略 ）２ ２

（ 審 判 の 規 定 の 準 用 ） （ 審 判 の 規 定 の 準 用 ）

第 六 十 条 の 二 第 四 十 三 条 の 三 、 第 四 十 三 条 の 五 か ら 第 四 十 三 条 第 六 十 条 の 二 第 四 十 三 条 の 三 、 第 四 十 三 条 の 五 か ら 第 四 十 三 条

の 九 ま で 、 第 四 十 三 条 の 十 二 か ら 第 四 十 三 条 の 十 五 ま で 、 第 五 の 九 ま で 、 第 四 十 三 条 の 十 二 か ら 第 四 十 三 条 の 十 四 ま で 、 第 五

十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第

百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 、 第 百 五 十 四 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 本 文 、 第 百 三 十 二 条 第 三 項 、 第 百 五 十 四

条 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 並 び に 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 条 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 百 五 十 六 条 並 び に 第 五 十 六 条 第

び 第 四 項 並 び に 第 五 十 六 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 五 二 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 百 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 は 、 確 定

十 五 条 第 三 項 の 規 定 は 、 確 定 し た 取 消 決 定 に 対 す る 再 審 に 準 用 し た 取 消 決 定 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

す る 。

２ 第 五 十 五 条 の 二 及 び 第 五 十 五 条 の 三 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 ２ 第 五 十 五 条 の 二 の 規 定 は 、 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 の 確 定 審

一 項 の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

３ 第 五 十 五 条 の 三 及 び 第 五 十 六 条 の 二 の 規 定 は 、 第 四 十 五 条 第 ３ 第 五 十 六 条 の 二 の 規 定 は 、 第 四 十 五 条 第 一 項 の 審 判 の 確 定 審
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４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

（ 商 標 に 関 す る 規 定 の 準 用 ） （ 商 標 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）

第 六 十 八 条 （ 略 ） 第 六 十 八 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 第 十 八 条 、 第 二 十 六 条 か ら 第 二 十 八 条 の 二 ま で 、 第 三 十 二 条 ３ 第 十 八 条 、 第 二 十 六 条 か ら 第 二 十 八 条 の 二 ま で 、 第 三 十 二 条

か ら 第 三 十 三 条 の 三 ま で 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 八 条 の 二 、 第 三 か ら 第 三 十 三 条 の 三 ま で 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 九 条 に お い て 準

十 九 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 用 す る 特 許 法 第 百 四 条 の 三 及 び 第 六 十 九 条 の 規 定 は 、 防 護 標 章

並 び に 第 六 十 九 条 の 規 定 は 、 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 に 準 用 登 録 に 基 づ く 権 利 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 八 条 第

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 八 条 第 二 項 中 「 第 四 十 条 第 一 項 二 項 中 「 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 又 は 第 四 十 一 条 の

の 規 定 に よ る 登 録 料 又 は 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決

標 登 録 を す べ き 旨 の 査 定 若 し く は 審 決 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 す べ き 登 録 料 」

か ら 三 十 日 以 内 に 納 付 す べ き 登 録 料 」 と あ る の は 、 「 第 六 十 五 と あ る の は 、 「 第 六 十 五 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 」 と

条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 料 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 読 み 替 え る も の と す る 。

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

附 則 附 則

（ 書 換 登 録 の 申 請 ） （ 書 換 登 録 の 申 請 ）

第 三 条 （ 略 ） 第 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 書 換 登 録 の 申 請 を す べ き 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の ３ 書 換 登 録 の 申 請 を す べ き 者 が そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な

申 請 が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 同 い 理 由 に よ り 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に そ の 申 請 を す る こ と が で

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 理 由 の な く な つ

で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に そ の 申 請 を す る こ と が で き る 。 た 日 か ら 十 四 日 （ 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ） 以 内 で そ の 期 間 の

経 過 後 六 月 以 内 に そ の 申 請 を す る こ と が で き る 。

第 五 十 八 条 第 三 項 中 「 第 百 六 十 七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 」

と あ る の は 、 「 第 百 六 十 八 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ） （ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ）

第 六 十 三 条 (略) 第 六 十 三 条 (略)

２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 及 ２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 、

び 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 二 条 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 条 の 二 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知

等 、 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 、 審 決 又 は 決 定 の 及 び 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 ） 、 第 百 八 十 一 条

取 消 し 及 び 裁 判 の 正 本 等 の 送 付 ） の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 第 一 項 及 び 第 五 項 （ 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し ） 並 び に 第 百 八 十 二

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 中 「 当 該 審 条 （ 裁 判 の 正 本 の 送 付 ） の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。 こ

判 」 と あ る の は 「 当 該 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 、 審 判 の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 中 「 当 該 審 判 」 と あ

」 と 、 同 法 第 百 七 十 九 条 中 「 特 許 無 効 審 判 若 し く は 延 長 登 録 無 る の は 「 当 該 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 審 理 、 審 判 」 と 、 同

効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 法 第 百 七 十 九 条 中 「 特 許 無 効 審 判 若 し く は 延 長 登 録 無 効 審 判 」

項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 と あ る の は 「 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 、 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五

一 項 若 し く は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 、 第 五 十 三 条 第 一 項 若 し

。 く は 第 五 十 三 条 の 二 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 存 続 期 間 の 更 新 登 録 ） （ 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 存 続 期 間 の 更 新 登 録 ）

第 六 十 五 条 の 三 （ 略 ） 第 六 十 五 条 の 三 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 存 続 期 間 の 更 新 登 録 の 出 願 を す ３ 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 存 続 期 間 の 更 新 登 録 の 出 願 を す

る 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 更 新 登 録 の 出 願 を す る こ と が で き る る 者 は 、 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 前 項 の 規

期 間 内 に そ の 出 願 が で き な か つ た こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ 定 に よ り 更 新 登 録 の 出 願 を す る こ と が で き る 期 間 内 に そ の 出 願

る と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 二 月 以 内 で そ の 期 間 の が で き な か つ た と き は 、 そ の 理 由 が な く な つ た 日 か ら 十 四 日 （

経 過 後 六 月 以 内 に 限 り 、 そ の 出 願 を す る こ と が で き る 。 在 外 者 に あ つ て は 、 二 月 ） 以 内 で そ の 期 間 の 経 過 後 六 月 以 内 に

限 り 、 そ の 出 願 を す る こ と が で き る 。

─ 70 ─



条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に る 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い

掲 げ る 請 求 の 理 由 」 と 、 同 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 て さ れ る と き 」 と 、 同 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 七 条

七 条 中 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ り 、 並 び に 中 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ り 、 並 び に 同 法

同 法 第 百 四 十 五 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 九 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 第 百 四 十 五 条 第 一 項 及 び 第 百 六 十 九 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判

審 判 及 び 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 及 び 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一

第 一 項 の 審 判 」 と 、 同 法 第 百 五 十 六 条 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 項 の 審 判 」 と 、 同 法 第 百 三 十 九 条 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 中

以 外 の 審 判 に お い て は 、 事 件 が 」 と あ る の は 「 事 件 が 」 と 、 同 「 当 事 者 若 し く は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 、 参 加 人 若 し く

法 第 百 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び 同 法 第 百 は 登 録 異 議 申 立 人 」 と 、 同 条 第 三 号 中 「 当 事 者 又 は 参 加 人 」 と

六 十 九 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の あ る の は 「 当 事 者 、 参 加 人 又 は 登 録 異 議 申 立 人 」 と 、 同 法 第 百

は 「 商 標 法 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十 四 条 第 一 項 の 六 十 一 条 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 」 と あ り 、 及 び 同 法 第 百 六 十 九

審 判 」 と 、 同 法 第 百 六 十 八 条 第 一 項 中 「 他 の 審 判 の 審 決 」 と あ 条 第 三 項 中 「 拒 絶 査 定 不 服 審 判 及 び 訂 正 審 判 」 と あ る の は 「 商

る の は 「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 他 の 審 判 の 標 法 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 」

審 決 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 と 、 同 法 第 百 六 十 八 条 第 一 項 中 「 他 の 審 判 の 審 決 」 と あ る の は

「 登 録 異 議 の 申 立 て に つ い て の 決 定 若 し く は 他 の 審 判 の 審 決 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 審 判 の 規 定 の 準 用 ）

第 十 九 条 （ 略 ）

２ 第 五 十 五 条 の 三 の 規 定 は 、 書 換 登 録 に つ い て の 審 判 の 確 定 審 （ 新 設 ）

決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 二 十 条 特 許 法 第 百 七 十 三 条 （ 再 審 の 請 求 期 間 ） 並 び に 第 百 七 第 二 十 条 特 許 法 第 百 七 十 三 条 （ 再 審 の 請 求 期 間 ） 並 び に 第 百 七

十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） の 規 定 は 、 書 十 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） の 規 定 は 、 書

換 登 録 に つ い て の 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 換 登 録 に つ い て の 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第

（ 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 に お け る 特 則 ） （ 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 に お け る 特 則 ）

第 十 六 条 （ 略 ） 第 十 六 条 （ 略 ）

２ 附 則 第 八 条 の 規 定 は 、 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十 ２ 附 則 第 八 条 の 規 定 は 、 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十

四 条 第 一 項 の 審 判 の 請 求 を 理 由 が あ る と す る 場 合 に 準 用 す る 。 四 条 第 一 項 の 審 判 の 請 求 を 理 由 が あ る と す る 場 合 に 準 用 す る 。

た だ し 、 附 則 第 十 七 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 六 十 た だ し 、 次 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 六 十 条 第 一 項

条 第 一 項 の 規 定 に よ り さ ら に 審 査 に 付 す べ き 旨 の 審 決 を す る と の 規 定 に よ り さ ら に 審 査 に 付 す べ き 旨 の 審 決 を す る と き は 、 こ

き は 、 こ の 限 り で な い 。 の 限 り で な い 。

（ 審 判 の 規 定 の 準 用 ）

第 十 六 条 の 二 第 五 十 五 条 の 三 の 規 定 は 、 書 換 登 録 に つ い て の 審 （ 新 設 ）

判 に 準 用 す る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 十 七 条 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 第 十 七 条 特 許 法 第 百 三 十 一 条 第 一 項 、 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項

（ 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ） 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三 、 第 百 三 十 二 条 か ら 第 百 三 十 三 条 の 二 ま で 、 第 百 三 十 四 条 第 一

条 の 二 ま で 、 第 百 三 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、

十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま で 、 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 第 百 五 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 五 十 六 条 か ら 第 百 五 十 八

、 第 百 五 十 六 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 五 十 七 条 、 第 条 ま で 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 並 び に 第

百 五 十 八 条 、 第 百 六 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 百 六 十 一 条 、 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で （ 審 決 の 効 果 、 審 判 の 請 求 、 審

百 六 十 七 条 並 び に 第 百 六 十 八 条 か ら 第 百 七 十 条 ま で （ 審 決 の 効 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判 に お け る 費 用 ） の 規

果 、 審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び 審 判 定 は 、 書 換 登 録 に つ い て の 審 判 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て

に お け る 費 用 ） の 規 定 は 、 書 換 登 録 に つ い て の 審 判 に 準 用 す る 、 同 法 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 中 「 特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を

。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 三 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 請 求 す る 場 合 に お け る 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 に つ い て

特 許 無 効 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 第 さ れ る と き 、 又 は 次 項 の 規 定 に よ る 審 判 長 の 許 可 が あ つ た と き

三 号 に 掲 げ る 請 求 の 理 由 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 以 外 の 審 判 を

一 項 の 審 判 以 外 の 審 判 を 請 求 す る 場 合 に お け る 同 法 附 則 第 十 七 請 求 す る 場 合 に お け る 同 法 附 則 第 十 七 条 第 一 項 に お い て 準 用 す
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○ 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） （ 第 五 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 旨 の 決 定 ） （ 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 旨 の 決 定 ）

第 七 条 特 許 庁 長 官 は 、 国 際 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す 第 七 条 特 許 庁 長 官 は 、 国 際 出 願 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と き は 、 そ の 国 際 出 願 が 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 旨 の 決 る と き は 、 そ の 国 際 出 願 が 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 旨 の 決

定 を し な け れ ば な ら な い 。 定 を し な け れ ば な ら な い 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 第 十 八 条 第 二 項 （ 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 を 除 く 。 ） 二 第 十 八 条 第 一 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 、 同 条 第 二 項 又 は 同

、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 が 経 済 産 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 が 経 済 産 業 省 令 で 定

業 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 納 付 さ れ な か つ た と き 。 め る 期 間 内 に 納 付 さ れ な か つ た と き 。

三 （ 略 ） 三 （ 略 ）

（ 国 際 調 査 報 告 ） （ 国 際 調 査 報 告 ）

第 八 条 （ 略 ） 第 八 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 特 許 庁 長 官 は 、 国 際 出 願 が 条 約 第 十 七 条 の 発 明 の 単 一 性 ４ 特 許 庁 長 官 は 、 国 際 出 願 が 条 約 第 十 七 条 の 発 明 の 単 一 性(
3)

(
a)

(
3)

(
a)

の 要 件 を 満 た し て い な い と き は 、 出 願 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を の 要 件 を 満 た し て い な い と き は 、 出 願 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を

指 定 し て 、 七 万 八 千 円 に 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て い る 発 明 の 数 指 定 し て 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 金 額 の 手 数 料 を 追 加 し

か ら 一 を 減 じ て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 金 額 の 範 囲 内 に お い て 政 令 て 納 付 す べ き こ と を 命 じ な け れ ば な ら な い 。

で 定 め る 金 額 の 手 数 料 を 追 加 し て 納 付 す べ き こ と を 命 じ な け れ

ば な ら な い 。

５ （ 略 ） ５ （ 略 ）

（ 国 際 予 備 審 査 報 告 ） （ 国 際 予 備 審 査 報 告 ）

二 項 中 「 第 百 六 十 七 条 か ら 第 百 六 十 八 条 ま で 」 と あ る の は 「 第 二 項 中 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 、 「

百 六 十 七 条 、 第 百 六 十 八 条 」 と 、 「 特 許 無 効 審 判 又 は 延 長 登 録 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

無 効 審 判 」 と あ る の は 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 審 判 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。

（ 意 匠 法 の 準 用 ） （ 意 匠 法 の 準 用 ）

第 二 十 一 条 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 二 項 （ 審 判 の 規 定 の 準 用 ） の 規 第 二 十 一 条 意 匠 法 第 五 十 八 条 第 二 項 （ 審 判 の 規 定 の 準 用 ） の 規

定 は 、 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判 定 は 、 附 則 第 十 三 条 に お い て 準 用 す る 第 四 十 四 条 第 一 項 の 審 判

の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に 準 用 す る 。

第 五 十 八 条 第 二 項 中 「 第 百 六 十 七 条 の 二 本 文 、 第 百 六 十 八 条 」

と あ る の は 、 「 第 百 六 十 八 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ） （ 審 決 等 に 対 す る 訴 え ）

第 二 十 二 条 (略) 第 二 十 二 条 (略)

２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 及 ２ 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 、

び 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 二 条 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知 第 百 七 十 九 条 か ら 第 百 八 十 条 の 二 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知

等 、 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 、 審 決 又 は 決 定 の 及 び 審 決 取 消 訴 訟 に お け る 特 許 庁 長 官 の 意 見 ） 、 第 百 八 十 一 条

取 消 し 及 び 裁 判 の 正 本 等 の 送 付 ） の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 第 一 項 及 び 第 五 項 （ 審 決 又 は 決 定 の 取 消 し ） 並 び に 第 百 八 十 二

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 九 条 中 「 特 許 無 効 審 判 条 （ 裁 判 の 正 本 の 送 付 ） の 規 定 は 、 前 項 の 訴 え に 準 用 す る 。 こ

若 し く は 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 、 「 商 標 法 附 則 第 十 四 の 場 合 に お い て 、 同 法 第 百 七 十 九 条 中 「 特 許 無 効 審 判 若 し く は

条 第 一 項 の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の 延 長 登 録 無 効 審 判 」 と あ る の は 、 「 商 標 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項と す る 。

と す る 。の 審 判 」 と 読 み 替 え る も の
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に よ る 請 求 を す る 者

（ 削 る ） 四 国 際 予 備 審 査 の 請 求 を す る 者

２ 次 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 金 （ 新 設 ）

額 の 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 金 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ

ば な ら な い 。

一 特 許 庁 が 国 際 調 査 を す る 国 際 一 件 に つ き 十 一 万 円

出 願 を す る 者

二 特 許 庁 以 外 の 条 約 に 規 定 す る 一 件 に つ き 一 万 三 千

国 際 調 査 機 関 が 国 際 調 査 を す 円

る 国 際 出 願 を す る 者

三 国 際 予 備 審 査 の 請 求 を す る 者 一 件 に つ き 三 万 六 千

円

３ 前 項 の 表 二 の 項 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 納 付 ２ 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数

す べ き 手 数 料 の ほ か 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 経 料 の ほ か 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 経 済 産 業 省 令

済 産 業 省 令 で 定 め る 金 額 の 同 表 二 の 項 に 規 定 す る 国 際 調 査 機 関 で 定 め る 金 額 の 同 号 に 規 定 す る 国 際 調 査 機 関 に 対 す る 手 数 料 を

に 対 す る 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 二 項 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 者 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す ３ 第 一 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 者 は 、 前 二 項 の 規

べ き 手 数 料 の ほ か 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 経 済 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 の ほ か 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ

産 業 省 令 で 定 め る 金 額 の 国 際 事 務 局 （ 条 約 第 二 条 の 国 際 事 務 ろ に よ り 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 金 額 の 国 際 事 務 局 （ 条 約 第 二(x
ix
)

局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 す る 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら 条 の 国 際 事 務 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 す る 手 数 料 を 納 付(x
ix
)

な い 。 し な け れ ば な ら な い 。

５ 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 、 第 五 項 、 第 七 項 、 第 八 項 、 第 十 ４ 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 、 第 五 項 、 第 七 項 、 第 八 項 、 第 十

第 十 二 条 （ 略 ） 第 十 二 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 特 許 庁 長 官 は 、 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に 係 る 国 際 出 願 が 条 約 第 ３ 特 許 庁 長 官 は 、 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に 係 る 国 際 出 願 が 条 約 第

三 十 四 条 の 発 明 の 単 一 性 の 要 件 を 満 た し て い な い と き は 、 三 十 四 条 の 発 明 の 単 一 性 の 要 件 を 満 た し て い な い と き は 、(3
)

(a
)

(3
)

(a
)

出 願 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 国 際 予 備 審 査 を 受 け よ 出 願 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 国 際 予 備 審 査 を 受 け よ

う と す る 請 求 の 範 囲 を 減 縮 し 、 又 は 二 万 千 円 に 当 該 請 求 の 範 囲 う と す る 請 求 の 範 囲 を 減 縮 し 、 又 は 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め

に 記 載 さ れ て い る 発 明 の 数 か ら 一 を 減 じ て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た る 金 額 の 手 数 料 を 追 加 し て 納 付 す べ き こ と を 命 じ な け れ ば な ら

金 額 の 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 金 額 の 手 数 料 を 追 加 し て 納 な い 。

付 す べ き こ と を 命 じ な け れ ば な ら な い 。

４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

（ 国 際 予 備 審 査 の 請 求 の 手 続 の 不 備 等 ） （ 国 際 予 備 審 査 の 請 求 の 手 続 の 不 備 等 ）

第 十 四 条 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に つ き 、 第 十 八 条 第 二 項 （ 同 項 の 第 十 四 条 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に つ き 、 第 十 八 条 第 一 項 第 四 号 又

表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 に 限 る 。 ） 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 納 付 は 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 が 納 付 さ れ て い な

す べ き 手 数 料 が 納 付 さ れ て い な い こ と そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 い こ と そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 由 が あ る 場 合 に お い て 特

め る 事 由 が あ る 場 合 に お い て 特 許 庁 長 官 又 は 出 願 人 が 執 る べ き 許 庁 長 官 又 は 出 願 人 が 執 る べ き 手 続 及 び そ の 効 果 に つ い て は 、

手 続 及 び そ の 効 果 に つ い て は 、 政 令 で 定 め る 。 政 令 で 定 め る 。

（ 手 数 料 ） （ 手 数 料 ）

第 十 八 条 第 九 条 （ 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 第 十 八 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る

規 定 に よ る 請 求 を す る 者 は 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 金 額 金 額 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 削 る ） 一 特 許 庁 が 国 際 調 査 を す る 国 際 出 願 を す る 者

（ 削 る ） 二 特 許 庁 以 外 の 条 約 に 規 定 す る 国 際 調 査 機 関 が 国 際 調 査 を す

る 国 際 出 願 を す る 者

（ 削 る ） 三 第 九 条 （ 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定
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○ 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 五 十 二 号 ） （ 第 六 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

第 十 三 条 （ 略 ） 第 十 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 特 許 庁 長 官 は 、 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 が 同 項 に 規 定 す る 試 ３ 特 許 庁 長 官 は 、 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 が 同 項 に 規 定 す る 試

験 研 究 独 立 行 政 法 人 技 術 移 転 事 業 を 実 施 す る と き は 、 政 令 で 定 験 研 究 独 立 行 政 法 人 技 術 移 転 事 業 を 実 施 す る と き は 、 政 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年

か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又

は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

一 項 及 び 第 十 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 一 項 及 び 第 十 二 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手

付 す べ き 手 数 料 並 び に 第 八 条 第 四 項 又 は 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 数 料 及 び 第 八 条 第 四 項 又 は 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 追 加 し

に よ り 追 加 し て 納 付 す べ き こ と を 命 じ ら れ た 手 数 料 に 準 用 す る て 納 付 す べ き こ と を 命 じ ら れ た 手 数 料 に 準 用 す る 。

。
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第 六 節 財 務 及 び 会 計 （ 第 三 十 条 の 二 十 九 ― 第 三 十 条 の 三 十 第 六 節 財 務 及 び 会 計 （ 第 三 十 条 の 二 十 九 ― 第 三 十 条 の 三 十

二 ） 二 ）

第 七 節 監 督 （ 第 三 十 条 の 三 十 二 ― 第 三 十 条 の 三 十 四 ） 第 七 節 監 督 （ 第 三 十 条 の 三 十 二 ― 第 三 十 条 の 三 十 四 ）

第 八 節 解 散 等 （ 第 三 十 条 の 三 十 五 ・ 第 三 十 条 の 三 十 六 ） 第 八 節 解 散 等 （ 第 三 十 条 の 三 十 五 ・ 第 三 十 条 の 三 十 六 ）

第 三 章 中 小 企 業 の 活 力 の 再 生 第 三 章 中 小 企 業 の 活 力 の 再 生

第 一 節 創 業 及 び 中 小 企 業 経 営 資 源 活 用 の 円 滑 化 （ 第 三 十 一 第 一 節 創 業 及 び 中 小 企 業 経 営 資 源 活 用 の 円 滑 化 （ 第 三 十 一

条 ― 第 三 十 九 条 ） 条 ― 第 三 十 九 条 ）

第 二 節 中 小 企 業 承 継 事 業 再 生 の 円 滑 化 （ 第 三 十 九 条 の 二 ― 第 二 節 中 小 企 業 承 継 事 業 再 生 の 円 滑 化 （ 第 三 十 九 条 の 二 ―

第 三 十 九 条 の 六 ） 第 三 十 九 条 の 六 ）

第 三 節 中 小 企 業 再 生 支 援 体 制 の 整 備 （ 第 四 十 条 ― 第 四 十 七 第 三 節 中 小 企 業 再 生 支 援 体 制 の 整 備 （ 第 四 十 条 ― 第 四 十 七

条 ） 条 ）

第 四 章 事 業 再 生 の 円 滑 化 （ 第 四 十 八 条 ― 第 五 十 四 条 ） 第 四 章 事 業 再 生 の 円 滑 化 （ 第 四 十 八 条 ― 第 五 十 四 条 ）

第 五 章 事 業 活 動 に お け る 知 的 財 産 権 の 活 用 （ 第 五 十 五 条 ― 第 第 五 章 事 業 活 動 に お け る 知 的 財 産 権 の 活 用

七 十 一 条 ）

第 一 節 特 許 料 の 特 例 等 （ 第 五 十 五 条 ― 第 五 十 七 条 ）

第 二 節 特 定 通 常 実 施 権 登 録 （ 第 五 十 八 条 ― 第 七 十 一 条 ）

第 六 章 雑 則 （ 第 七 十 二 条 ― 第 七 十 七 条 ） 第 六 章 雑 則 （ 第 七 十 二 条 ― 第 七 十 七 条 ）

第 七 章 罰 則 （ 第 七 十 八 条 ― 第 八 十 五 条 ） 第 七 章 罰 則 （ 第 七 十 八 条 ― 第 八 十 五 条 ）

附 則 附 則

（ 定 義 ） （ 定 義 ）

第 二 条 （ 略 ） 第 二 条 （ 略 ）

２ ～ （ 略 ） ２ ～ （ 略 ）25 25

（ 削 る ） こ の 法 律 に お い て 「 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 」 と は 、 法 人 で26
あ る 特 許 権 者 、 実 用 新 案 権 者 又 は 特 許 権 若 し く は 実 用 新 案 権 に

つ い て の 専 用 実 施 権 者 が 、 他 の 法 人 に 、 そ の 特 許 権 、 実 用 新 案

○ 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） （ 第 七 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

目 次 目 次

第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 四 条 ） 第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 四 条 ）

第 二 章 事 業 再 構 築 、 経 営 資 源 再 活 用 、 経 営 資 源 融 合 、 資 源 生 第 二 章 事 業 再 構 築 、 経 営 資 源 再 活 用 、 経 営 資 源 融 合 、 資 源 生

産 性 革 新 等 の 円 滑 化 産 性 革 新 等 の 円 滑 化

第 一 節 事 業 活 動 の 計 画 （ 第 五 条 ― 第 十 三 条 ） 第 一 節 事 業 活 動 の 計 画 （ 第 五 条 ― 第 十 三 条 ）

第 二 節 設 備 導 入 の 計 画 （ 第 十 四 条 ― 第 十 七 条 ） 第 二 節 設 備 導 入 の 計 画 （ 第 十 四 条 ― 第 十 七 条 ）

第 三 節 特 例 措 置 等 （ 第 十 八 条 ― 第 三 十 条 ） 第 三 節 特 例 措 置 等 （ 第 十 八 条 ― 第 三 十 条 ）

第 二 章 の 二 株 式 会 社 産 業 革 新 機 構 に よ る 特 定 事 業 活 動 の 支 援 第 二 章 の 二 株 式 会 社 産 業 革 新 機 構 に よ る 特 定 事 業 活 動 の 支 援

等 等

第 一 節 総 則 （ 第 三 十 条 の 二 ― 第 三 十 条 の 七 ） 第 一 節 総 則 （ 第 三 十 条 の 二 ― 第 三 十 条 の 七 ）

第 二 節 設 立 （ 第 三 十 条 の 八 ― 第 三 十 条 の 十 三 ） 第 二 節 設 立 （ 第 三 十 条 の 八 ― 第 三 十 条 の 十 三 ）

第 三 節 管 理 第 三 節 管 理

第 一 款 取 締 役 等 （ 第 三 十 条 の 十 四 ・ 第 三 十 条 の 十 五 ） 第 一 款 取 締 役 等 （ 第 三 十 条 の 十 四 ・ 第 三 十 条 の 十 五 ）

第 二 款 産 業 革 新 委 員 会 （ 第 三 十 条 の 十 六 ― 第 三 十 条 の 二 第 二 款 産 業 革 新 委 員 会 （ 第 三 十 条 の 十 六 ― 第 三 十 条 の 二

十 一 ） 十 一 ）

第 三 款 定 款 の 変 更 （ 第 三 十 条 の 二 十 二 ） 第 三 款 定 款 の 変 更 （ 第 三 十 条 の 二 十 二 ）

第 四 節 業 務 第 四 節 業 務

第 一 款 業 務 の 範 囲 （ 第 三 十 条 の 二 十 三 ） 第 一 款 業 務 の 範 囲 （ 第 三 十 条 の 二 十 三 ）

第 二 款 支 援 基 準 （ 第 三 十 条 の 二 十 四 ） 第 二 款 支 援 基 準 （ 第 三 十 条 の 二 十 四 ）

第 三 款 業 務 の 実 施 （ 第 三 十 条 の 二 十 五 ― 第 三 十 条 の 二 十 第 三 款 業 務 の 実 施 （ 第 三 十 条 の 二 十 五 ― 第 三 十 条 の 二 十

七 ） 七 ）

第 五 節 国 の 援 助 等 （ 第 三 十 条 の 二 十 八 ） 第 五 節 国 の 援 助 等 （ 第 三 十 条 の 二 十 八 ）
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人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 け る 当 該 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項 に つ い て は 、 経 済 産 業 省

録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を 令 で 定 め る 署 名 又 は 記 名 押 印 に 代 わ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら

い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 条 第 二 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） を も な い 。

っ て 作 成 さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た

事 項 に つ い て は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 署 名 又 は 記 名 押 印 に 代

わ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

（ 略 ） （ 略 ）10 10

第 五 章 事 業 活 動 に お け る 知 的 財 産 権 の 活 用 第 五 章 事 業 活 動 に お け る 知 的 財 産 権 の 活 用

（ 削 る ） 第 一 節 特 許 料 の 特 例 等

（ 特 許 料 の 特 例 ） （ 特 許 料 の 特 例 ）

第 五 十 六 条 特 許 庁 長 官 は 、 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 第 五 十 六 条 特 許 庁 長 官 は 、 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成

果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第

五 十 二 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 同 法 第 五 条 第 一 項 五 十 二 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 同 法 第 五 条 第 一 項

の 変 更 の 承 認 を 受 け た 者 を 含 む 。 次 条 及 び 附 則 第 四 条 に お い て の 変 更 の 承 認 を 受 け た 者 を 含 む 。 次 条 及 び 附 則 第 四 条 に お い て

「 承 認 事 業 者 」 と い う 。 ） が 同 法 第 二 条 第 一 項 の 特 定 大 学 技 術 「 承 認 事 業 者 」 と い う 。 ） が 同 法 第 二 条 第 一 項 の 特 定 大 学 技 術

移 転 事 業 （ 次 条 及 び 附 則 第 四 条 に お い て 「 特 定 大 学 技 術 移 転 事 移 転 事 業 （ 次 条 及 び 附 則 第 四 条 に お い て 「 特 定 大 学 技 術 移 転 事

業 」 と い う 。 ） を 実 施 す る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 業 」 と い う 。 ） を 実 施 す る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り

、 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 百 七 条 第 一 項 の 、 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の

規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 各 年 分 の 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予

し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 第 二 節 特 定 通 常 実 施 権 登 録

権 又 は 専 用 実 施 権 （ 特 許 権 又 は 実 用 新 案 権 に つ い て の 専 用 実 施

権 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て の 通 常 実 施 権 （ 第 六 十 三 条 第

一 項 及 び 第 二 項 第 一 号 を 除 き 、 以 下 単 に 「 通 常 実 施 権 」 と い う

。 ） を 許 諾 す る こ と を 内 容 と す る 書 面 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方

式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き

な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理

の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 第 三 十 条 の 十 九 第 九 項 及 び 第 三 十

条 の 二 十 第 二 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） で 作 成 さ れ て い る も の

を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） で さ れ た 契 約 で あ っ て 、

当 該 書 面 に 許 諾 の 対 象 と な る 全 て の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 専

用 実 施 権 に 係 る 特 許 番 号 （ 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十

一 号 ） 第 六 十 六 条 第 三 項 第 六 号 の 特 許 番 号 を い う 。 以 下 同 じ 。

） 又 は 実 用 新 案 登 録 番 号 （ 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百

二 十 三 号 ） 第 十 四 条 第 三 項 第 六 号 又 は 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 五 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 法 第 三 条 の 規 定 に よ

る 改 正 前 の 実 用 新 案 法 第 十 四 条 第 三 項 の 登 録 番 号 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 記 載 さ れ て い る も の 以 外 の も の を い う 。

（ 削 る ） こ の 法 律 に お い て 「 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 」 と は 、 特 定 通 常27
実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 許 諾 さ れ た 通 常 実 施 権 に つ い て 、 こ の 法

律 の 規 定 に よ り 登 録 す べ き 事 項 を 記 録 す る 帳 簿 を い う 。

（ 運 営 ） （ 運 営 ）

第 三 十 条 の 十 九 （ 略 ） 第 三 十 条 の 十 九 （ 略 ）

２ ～ ８ （ 略 ） ２ ～ ８ （ 略 ）

９ 前 項 の 議 事 録 が 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 ９ 前 項 の 議 事 録 が 電 磁 的 記 録 を も っ て 作 成 さ れ て い る 場 合 に お
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登 録 （ 以 下 「 特 定 通 常 実 施 権 登 録 」 と い う 。 ） は 、 特 定 通 常 実

施 権 登 録 簿 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 す る こ と に よ っ て 行 う 。

一 登 録 の 目 的

二 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常 実 施 権 を 許 諾 し た 者 の

商 号 又 は 名 称 及 び 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

三 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常 実 施 権 の 許 諾 を 受 け た

者 の 商 号 又 は 名 称 及 び 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

四 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に お け る 許 諾 の 対 象 と な る 特 許 権

、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 を 特 定 す る た め に 必 要 な 事 項 で

経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の

五 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に お い て 設 定 行 為 で 定 め た 特 許 発

明 の 実 施 又 は 登 録 実 用 新 案 の 実 施 を す る 範 囲

六 申 請 の 受 付 の 年 月 日

七 登 録 の 存 続 期 間

八 登 録 番 号

九 登 録 の 年 月 日

４ 前 項 第 七 号 の 存 続 期 間 は 、 十 年 を 超 え る こ と が で き な い 。

（ 登 録 の 申 請 ）

第 六 十 条 第 五 十 八 条 第 一 項 の 登 録 は 、 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約

に よ り 通 常 実 施 権 を 許 諾 し た 者 及 び 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に

よ り 通 常 実 施 権 の 許 諾 を 受 け た 者 が 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２ 第 五 十 八 条 第 二 項 の 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に 係 る 通 常 実 施

権 の 全 部 の 移 転 の 登 録 は 、 当 該 通 常 実 施 権 を 移 転 し た 者 及 び 当

該 通 常 実 施 権 の 移 転 を 受 け た 者 が 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

（ 通 常 実 施 権 の 対 抗 要 件 に 関 す る 特 例 ）

第 五 十 八 条 か ら 第 七 十 一 条 ま で 削 除 第 五 十 八 条 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ

れ た 場 合 に お い て 、 当 該 許 諾 に 係 る 通 常 実 施 権 に つ き 特 定 通 常

実 施 権 登 録 簿 に 登 録 を し た と き は 、 当 該 通 常 実 施 権 に つ い て 、

特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 （ 実 用 新 案 法 第 十 九 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 登 録 が あ っ た も の と み な す 。

２ 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常 実 施 権 が 許 諾 さ れ た 場 合

に お い て 、 当 該 許 諾 に 係 る 通 常 実 施 権 の 全 部 の 移 転 又 は 処 分 の

制 限 に つ き 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に 登 録 を し た と き は 、 当 該 通

常 実 施 権 に つ い て 、 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 （ 実 用 新 案 法 第 十

九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 登 録 が あ っ た も

の と み な す 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ り 登 録 を し た 場 合 に お け る 当 該 通 常 実 施 権

に つ い て は 、 特 許 法 第 六 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 、 第 八 十 四 条

、 第 八 十 七 条 第 一 項 、 第 百 二 十 三 条 第 四 項 及 び 第 百 二 十 五 条 の

二 第 一 項 第 二 号 並 び に 実 用 新 案 法 第 二 十 一 条 第 三 項 に お い て 準

用 す る 特 許 法 第 八 十 四 条 及 び 第 八 十 七 条 第 一 項 並 び に 実 用 新 案

法 第 三 十 七 条 第 四 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 特 定 通 常 実 施 権 登 録 ）

第 五 十 九 条 特 許 庁 に 、 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 を 備 え る 。

２ 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 磁 気 デ ィ ス ク

（ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ

と が で き る 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 調 製 す る こ と が で

き る 。

３ 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 へ の
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た こ と 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 は 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 に 係 る 特

定 通 常 実 施 権 登 録 簿 の 記 録 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 す る こ と

に よ っ て 行 う 。

一 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 を 抹 消 す る 旨

二 申 請 の 受 付 の 年 月 日

三 登 録 の 年 月 日

（ 登 録 対 象 外 登 録 ）

第 六 十 三 条 特 定 通 常 実 施 権 者 は 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 そ の 特 定

通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に 係 る 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 の 特 定 の 特 許

権 、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 （ 当 該 特

定 通 常 実 施 権 許 諾 者 の 特 定 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施

権 が 他 人 に 移 転 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 特 許 権 、 実 用 新

案 権 又 は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 を 含 む 。 ） が 、 当 該

特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に 係 る 特 定 通 常 実 施 権 登 録 の 対 象 で な

い こ と の 登 録 を 申 請 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 は 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 に 係 る 特

定 通 常 実 施 権 登 録 簿 の 記 録 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 す る こ と

に よ っ て 行 う 。

一 特 定 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常

実 施 権 が 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 の 対 象 で な い 旨

二 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 の 対 象 で な い 通 常 実 施 権 に 係 る 特

許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 番 号 又 は 実 用 新

案 登 録 番 号

三 申 請 の 受 付 の 年 月 日

（ 延 長 登 録 ）

第 六 十 一 条 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常 実 施 権 を 許 諾 し

た 者 で あ っ て 特 定 通 常 実 施 権 登 録 を 受 け た も の （ 以 下 「 特 定 通

常 実 施 権 許 諾 者 」 と い う 。 ） 及 び 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ

り 通 常 実 施 権 の 許 諾 を 受 け た 者 で あ っ て 特 定 通 常 実 施 権 登 録 を

受 け た も の （ 以 下 「 特 定 通 常 実 施 権 者 」 と い う 。 ） は 、 特 定 通

常 実 施 権 登 録 の 存 続 期 間 を 延 長 す る 登 録 を 申 請 す る こ と が で き

る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 は 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 に 係 る 特

定 通 常 実 施 権 登 録 簿 の 記 録 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 す る こ と

に よ っ て 行 う 。

一 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 の 存 続 期 間 を 延 長 す る 旨

二 延 長 後 の 存 続 期 間

三 申 請 の 受 付 の 年 月 日

四 登 録 の 年 月 日

３ 前 項 第 二 号 の 存 続 期 間 は 、 十 年 を 超 え る こ と が で き な い 。

（ 抹 消 登 録 ）

第 六 十 二 条 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 及 び 特 定 通 常 実 施 権 者 は 、 次

に 掲 げ る 事 由 が あ る と き は 、 特 定 通 常 実 施 権 登 録 を 抹 消 す る 登

録 を 申 請 す る こ と が で き る 。

一 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ る 通 常 実 施 権 の 許 諾 が 効 力 を

生 じ な い こ と 。

二 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ る 通 常 実 施 権 の 許 諾 が 取 消 し

、 解 除 そ の 他 の 原 因 に よ り 効 力 を 失 っ た こ と 。

三 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に 係 る 通 常 実 施 権 の 全 部 が 消 滅 し
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用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 実 用 新 案 権 に つ い て の 専 用

実 施 権 を 取 得 し た 者

二 前 号 に 掲 げ る 者 が 取 得 し た 同 号 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 若 し

く は 専 用 実 施 権 又 は そ の 特 許 権 若 し く は 実 用 新 案 権 に つ い て

の 専 用 実 施 権 を そ の 後 に 取 得 し た 者

三 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 若 し く は 専 用

実 施 権 を 差 し 押 さ え 、 又 は 仮 に 差 し 押 さ え た 債 権 者

四 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 の 特 許 権 、 実 用 新 案 権 又 は 専 用 実 施

権 を 目 的 と す る 質 権 を 取 得 し た 者

五 前 各 号 に 掲 げ る 者 に つ い て 利 害 関 係 を 有 す る 者 と し て 政 令

で 定 め る も の

３ 次 に 掲 げ る 者 は 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 そ の 特 定 通 常 実 施 権 登

録 に つ い て 、 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 証

明 し た 書 面 （ 以 下 「 登 録 事 項 証 明 書 」 と い う 。 ） 又 は 登 録 事 項

概 要 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。

一 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 又 は 特 定 通 常 実 施 権 者

二 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 又 は 特 定 通 常 実 施 権 者 に つ い て 利 害

関 係 を 有 す る 者 と し て 政 令 で 定 め る も の

４ 前 項 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ

れ に 係 る 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 の 特 定 通 常 実 施 権 登 録 に お い て

特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常 実 施 権 の 許 諾 を 受 け た 者 と

し て 記 録 さ れ て い る 者 に 対 し 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 に 係 る

登 録 事 項 証 明 書 の 交 付 を 特 許 庁 長 官 に 対 し て 請 求 す る 旨 を 通 知

し た 場 合 は 、 当 該 通 知 の 到 達 し た 日 か ら 政 令 で 定 め る 期 間 を 経

過 し た 後 に お い て 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 当 該 登 録 事 項 証 明 書 の

交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 交 付 の 請 求 の 時 に

四 登 録 の 年 月 日

（ 登 録 事 項 証 明 書 等 の 交 付 ）

第 六 十 四 条 何 人 も 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿

に 記 録 さ れ て い る 事 項 （ 第 五 十 九 条 第 三 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま

で に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 閲 覧 若

し く は 謄 写 （ 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 の 全 部 又 は 一 部 が 磁 気 デ ィ

ス ク を も っ て 調 製 さ れ て い る と き は 、 当 該 磁 気 デ ィ ス ク を も っ

て 調 製 さ れ た 部 分 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 経 済 産 業 省 令 で 定 め

る 方 法 に よ り 表 示 し た も の の 閲 覧 又 は 謄 写 ） 又 は 当 該 事 項 を 証

明 し た 書 面 （ 第 六 十 九 条 第 一 項 第 二 号 に お い て 「 開 示 事 項 証 明

書 」 と い う 。 ） の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 次 に 掲 げ る 者 は 、 特 許 庁 長 官 に 対 し 、 そ れ ぞ れ に 係 る 特 定 通

常 実 施 権 許 諾 者 に 係 る 特 定 通 常 実 施 権 登 録 に つ い て 、 特 定 通 常

実 施 権 登 録 簿 に 記 録 さ れ て い る 事 項 （ 第 五 十 九 条 第 三 項 第 四 号

及 び 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） を 証 明 し た 書 面 （ 以 下 「 登

録 事 項 概 要 証 明 書 」 と い う 。 ） の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る

。 た だ し 、 当 該 交 付 の 請 求 の 時 に お い て 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権

登 録 の 存 続 期 間 が 満 了 し て い る 場 合 若 し く は 当 該 特 定 通 常 実 施

権 登 録 が 抹 消 さ れ て い る 場 合 又 は そ の 取 得 し 、 そ の 差 し 押 さ え

、 若 し く は 仮 に 差 し 押 さ え 、 若 し く は そ の 質 権 の 目 的 と し た 特

許 権 、 実 用 新 案 権 若 し く は 専 用 実 施 権 に つ い て 当 該 特 定 通 常 実

施 権 登 録 簿 に 前 条 第 一 項 の 登 録 が さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 特

定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に 記 録 さ れ て い る 事 項 に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。

一 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 か ら 特 許 権 、 実 用 新 案 権 若 し く は 専
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す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 四 十 二 号 ） の

規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 行 政 機 関 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 適 用 除 外

）
第 六 十 七 条 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に 記 録 さ れ て い る 保 有 個 人 情

報 （ 行 政 機 関 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十

五 年 法 律 第 五 十 八 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 を

い う 。 ） に つ い て は 、 同 法 第 四 章 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

（ 異 議 申 立 て と 訴 訟 と の 関 係 ）

第 六 十 八 条 こ の 節 の 規 定 又 は 当 該 規 定 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ

る 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 当 該 処 分 に つ い て の 異 議 申 立 て に 対

す る 決 定 を 経 た 後 で な け れ ば 、 提 起 す る こ と が で き な い 。

（ 手 数 料 の 納 付 ）

第 六 十 九 条 次 に 掲 げ る 者 は 、 実 費 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 額 の

手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。

一 第 六 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 閲 覧 又 は 謄 写 を 請 求 す る 者

二 開 示 事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る 者

三 登 録 事 項 概 要 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る 者

四 登 録 事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る 者

２ 前 項 の 手 数 料 の 納 付 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り

、 特 許 印 紙 を も っ て し な け れ ば な ら な い 。

３ 過 誤 納 の 手 数 料 は 、 納 付 し た 者 の 請 求 に よ り 返 還 す る 。

４ 前 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 返 還 は 、 納 付 し た 日 か ら 一 年 を 経

お い て 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 の 存 続 期 間 が 満 了 し て い る 場

合 若 し く は 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 が 抹 消 さ れ て い る 場 合 又 は

そ の 取 得 し 、 そ の 差 し 押 さ え 、 若 し く は 仮 に 差 し 押 さ え 、 若 し

く は そ の 質 権 の 目 的 と し た 特 許 権 、 実 用 新 案 権 若 し く は 専 用 実

施 権 に つ い て 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に 前 条 第 一 項 の 登 録 が

さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に 記 録 さ れ て

い る 事 項 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

５ 前 項 の 通 知 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 確 定 日

付 の あ る 証 書 に よ る 方 法 そ の 他 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 方 法 に よ

っ て し な け れ ば な ら な い 。

６ 第 四 項 の 通 知 は 、 同 項 の 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に よ り 通 常

実 施 権 の 許 諾 を 受 け た 者 と し て 記 録 さ れ て い る 者 に 係 る 特 定 通

常 実 施 権 登 録 簿 に 記 録 さ れ た 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 に

あ て て 発 す れ ば 足 り る 。

７ 第 四 項 の 通 知 は 、 そ の 通 知 が 通 常 到 達 す べ き で あ っ た 時 に 、

到 達 し た も の と み な す 。

８ 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 特 許 庁 長 官 に 対 す る 請 求 の 手 続 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 。

（ 行 政 手 続 法 の 適 用 除 外 ）

第 六 十 五 条 こ の 節 の 規 定 又 は 当 該 規 定 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ

る 処 分 に つ い て は 、 行 政 手 続 法 第 二 章 及 び 第 三 章 の 規 定 は 、 適

用 し な い 。

（ 行 政 機 関 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 法 律 の 適 用 除 外 ）

第 六 十 六 条 特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿 に つ い て は 、 行 政 機 関 の 保 有
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○ 産 業 技 術 力 強 化 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 四 十 四 号 ） （ 第 八 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 特 許 料 等 の 特 例 ） （ 特 許 料 等 の 特 例 ）

第 十 七 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 第 十 七 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一

号 ） 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 号 ） 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年

分 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ っ て 産 業 技 術 力 分 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 、 政 令

の 強 化 を 図 る た め 特 に 必 要 な も の と し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は

当 す る も の で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 料 そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き

る 。
一 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 一 そ の 特 許 発 明 （ 職 務 発 明 （ 特 許 法 第 三 十 五 条 第 一 項 に 規 定

に 「 大 学 」 と い う 。 ） の 学 長 、 副 学 長 、 学 部 長 、 教 授 、 准 教 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 限 る 。 ） の 発 明 者 で あ る 学

授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 大 学 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「

に 従 事 す る 者 、 同 法 第 一 条 に 規 定 す る 高 等 専 門 学 校 （ 以 下 こ 大 学 」 と い う 。 ） の 学 長 、 副 学 長 、 学 部 長 、 教 授 、 准 教 授 、

の 条 に お い て 単 に 「 高 等 専 門 学 校 」 と い う 。 ） の 校 長 、 教 授 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従

、 准 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 事 す る 者 、 同 法 第 一 条 に 規 定 す る 高 等 専 門 学 校 （ 以 下 こ の 条

ら 研 究 に 従 事 す る 者 又 は 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 に お い て 単 に 「 高 等 専 門 学 校 」 と い う 。 ） の 校 長 、 教 授 、 准

百 十 二 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 （ 教 授 、 助 教 、 講 師 、 助 手 若 し く は そ の 他 の 職 員 の う ち 専 ら 研

以 下 単 に 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 」 と い う 。 ） の 長 若 し く は 究 に 従 事 す る 者 又 は 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十

そ の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 （ 以 下 「 大 学 等 研 究 者 二 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 （ 以 下

」 と 総 称 す る 。 ） 単 に 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 」 と い う 。 ） の 長 若 し く は そ の

職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 （ 以 下 「 大 学 等 研 究 者 」 と

総 称 す る 。 ）

二 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 二 そ の 特 許 発 明 が 大 学 等 研 究 者 が し た 職 務 発 明 で あ る 場 合 に大

過 し た 後 は 、 請 求 す る こ と が で き な い 。

（ 特 許 法 の 準 用 ）

第 七 十 条 特 許 法 第 三 条 及 び 第 五 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 節 の 規

定 又 は 当 該 規 定 に 基 づ く 命 令 に 規 定 す る 手 続 に つ い て の 期 間 に

準 用 す る 。

２ 特 許 法 第 七 条 、 第 八 条 、 第 十 一 条 か ら 第 十 六 条 ま で 、 第 十 七

条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 十 八 条 第 一 項 、 第 二 十 条 並 び に 第 二 十

五 条 の 規 定 は 、 こ の 節 の 規 定 又 は 当 該 規 定 に 基 づ く 命 令 の 規 定

に よ る 手 続 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 十 七 条 第 三

項 第 三 号 中 「 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」 と あ る の は

、 「 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 第

六 十 九 条 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（ 政 令 へ の 委 任 ）

第 七 十 一 条 こ の 法 律 に 規 定 す る も の の ほ か 、 特 定 通 常 実 施 権 登

録 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。
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い う 。 ） を 設 置 す る 者 務 を 行 う も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 長 又 は

そ の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 」 と い う 。 ） が し た 職 務 発 明 で あ

る 場 合 に お い て 、 そ の 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 か ら 特 許 を 受

け る 権 利 を 承 継 し た 当 該 公 設 試 験 研 究 機 関 を 設 置 す る 者

（ 削 る ） 七 そ の 特 許 発 明 が 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 と 公 設 試 験 研 究 機

関 研 究 者 以 外 の 者 と の 共 同 で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （ 当 該

特 許 発 明 が 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 に つ い て 職 務 発 明 で あ る

場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 特 許 発 明 に 係 る こ れ ら の 者 の

共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ れ ら の 者 か ら 承 継 し た 当 該

公 設 試 験 研 究 機 関 を 設 置 す る 者

五 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 の う ち 地 方 八 そ の 特 許 発 明 が 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政

独 立 行 政 法 人 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人 以 法 人 の う ち 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る

外 の も の で あ っ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を い う 公 立 大 学 法 人 以 外 の も の で あ っ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を

。 ） 行 う も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 役 員 又 は そ

の 職 員 の う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「

試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 」 と い う 。 ） が し た 職 務 発

明 で あ る 場 合 に お い て 、 そ の 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究

者 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 当 該 試 験 研 究 地 方 独 立 行

政 法 人

（ 削 る ） 九 そ の 特 許 発 明 が 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 と 試 験 研

究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 以 外 の 者 と の 共 同 で 行 わ れ た も の

で あ る 場 合 （ 当 該 特 許 発 明 が 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究

者 に つ い て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 特

許 発 明 に 係 る こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ

れ ら の 者 か ら 承 継 し た 当 該 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人

機 関 法 人 お い て 、 そ の 大 学 等 研 究 者 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た

当 該 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利

用 機 関 法 人

（ 削 る ） 三 そ の 特 許 発 明 が 大 学 等 研 究 者 と 大 学 等 研 究 者 以 外 の 者 と の

共 同 で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （ 当 該 特 許 発 明 が 大 学 等 研 究

者 に つ い て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 特

許 発 明 に 係 る こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ

れ ら の 者 か ら 承 継 し た 当 該 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置

す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

三 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 の う ち 高 等 専 門 学 校 四 そ の 特 許 発 明 が 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 の う

を 設 置 す る 者 で あ る も の 以 外 の も の で あ っ て 、 試 験 研 究 に 関 ち 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 で あ る も の 以 外 の も の で あ っ て

す る 業 務 を 行 う も の と し て 政 令 で 定 め る も の を い う 。 ） 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の と し て 政 令 で 定 め る も の

を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 役 員 又 は そ の 職 員 の

う ち 専 ら 研 究 に 従 事 す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 試 験 研 究

独 立 行 政 法 人 研 究 者 」 と い う 。 ） が し た 職 務 発 明 で あ る 場 合

に お い て 、 そ の 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 か ら 特 許 を 受 け

る 権 利 を 承 継 し た 当 該 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人

（ 削 る ） 五 そ の 特 許 発 明 が 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 と 試 験 研 究 独

立 行 政 法 人 研 究 者 以 外 の 者 と の 共 同 で 行 わ れ た も の で あ る 場

合 （ 当 該 特 許 発 明 が 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 に つ い て 職

務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 特 許 発 明 に 係 る

こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ れ ら の 者 か ら

承 継 し た 当 該 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人

四 公 設 試 験 研 究 機 関 （ 地 方 公 共 団 体 に 置 か れ る 試 験 所 、 研 究 六 そ の 特 許 発 明 が 公 設 試 験 研 究 機 関 （ 地 方 公 共 団 体 に 置 か れ

所 そ の 他 の 機 関 （ 学 校 教 育 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 立 学 る 試 験 所 、 研 究 所 そ の 他 の 機 関 （ 学 校 教 育 法 第 二 条 第 二 項 に

校 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業 務 を 行 う も の を 規 定 す る 公 立 学 校 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 試 験 研 究 に 関 す る 業
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大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機

関 法 人

（ 削 る ） 三 そ の 発 明 が 大 学 等 研 究 者 と 大 学 等 研 究 者 以 外 の 者 と の 共 同

で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （ 当 該 発 明 が 大 学 等 研 究 者 に つ い

て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 発 明 に 係 る

こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ れ ら の 者 か ら

承 継 し た 当 該 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大

学 共 同 利 用 機 関 法 人

（ 削 る ） 四 そ の 発 明 が 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 が し た 職 務 発 明 で

あ る 場 合 に お い て 、 そ の 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 か ら 特

許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 当 該 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人

（ 削 る ） 五 そ の 発 明 が 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 と 試 験 研 究 独 立 行

政 法 人 研 究 者 以 外 の 者 と の 共 同 で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （

当 該 発 明 が 試 験 研 究 独 立 行 政 法 人 研 究 者 に つ い て 職 務 発 明 で

あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 発 明 に 係 る こ れ ら の 者 の

共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ れ ら の 者 か ら 承 継 し た 当 該

試 験 研 究 独 立 行 政 法 人

（ 削 る ） 六 そ の 発 明 が 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 が し た 職 務 発 明 で あ る

場 合 に お い て 、 そ の 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 か ら 特 許 を 受 け

る 権 利 を 承 継 し た 当 該 公 設 試 験 研 究 機 関 を 設 置 す る 者

（ 削 る ） 七 そ の 発 明 が 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 と 公 設 試 験 研 究 機 関 研

究 者 以 外 の 者 と の 共 同 で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （ 当 該 発 明

が 公 設 試 験 研 究 機 関 研 究 者 に つ い て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限

る 。 ） に お い て 、 当 該 発 明 に 係 る こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特

許 を 受 け る 権 利 を こ れ ら の 者 か ら 承 継 し た 当 該 公 設 試 験 研 究

機 関 を 設 置 す る 者

（ 削 る ） 十 そ の 特 許 発 明 が 大 学 等 研 究 者 が し た 職 務 発 明 で あ る 場 合 で

あ っ て 、 当 該 特 許 発 明 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 が 大 学 等 に お

け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関

す る 法 律 第 四 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 同 法 第 五 条 第 一 項

の 変 更 の 承 認 を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 三 条

に お い て 「 承 認 事 業 者 」 と い う 。 ） に 承 継 さ れ て い た 場 合 に

お い て 、 当 該 承 認 事 業 者 か ら 当 該 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し

た 当 該 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同

利 用 機 関 法 人

（ 削 る ） 十 一 そ の 特 許 発 明 が 大 学 等 研 究 者 と 大 学 等 研 究 者 以 外 の 者 と

の 共 同 で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （ 当 該 特 許 発 明 が 大 学 等 研

究 者 に つ い て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該

特 許 発 明 に 係 る こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 が

承 認 事 業 者 に 承 継 さ れ て い た 場 合 に お い て 、 当 該 承 認 事 業 者

か ら 当 該 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 当 該 大 学 若 し く は 高 等

専 門 学 校 を 設 置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

２ 特 許 庁 長 官 は 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す ２ 特 許 庁 長 官 は 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す

る 者 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 者 で あ っ て 産 業 技 術 力 の 強 化 を 図 る た る 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り

め 特 に 必 要 な も の と し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の で あ 、 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査

る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。

二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し

、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 発 明 （ 職 務 発 明 に 限 る 。 ） の 発 明 者 で あ る 大 学 等 研 究

者

（ 削 る ） 二 そ の 発 明 が 大 学 等 研 究 者 が し た 職 務 発 明 で あ る 場 合 に お い

て 、 そ の 大 学 等 研 究 者 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 当 該
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に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め

料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で る と こ ろ に よ り 、 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納

き る 。 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 特 許 発 明 の 発 明 者

（ 削 る ） 二 そ の 特 許 発 明 が 従 業 者 等 （ 特 許 法 第 三 十 五 条 第 一 項 に 規 定

す る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が し た 職 務 発

明 で あ っ て 、 契 約 、 勤 務 規 則 そ の 他 の 定 め に よ り あ ら か じ め

使 用 者 等 （ 同 項 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） に 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 さ せ る こ と が 定 め ら れ て

い る 場 合 に お い て 、 そ の 従 業 者 等 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承

継 し た 使 用 者 等

２ 特 許 庁 長 官 は 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す ２ 特 許 庁 長 官 は 、 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 出 願 審 査 の 請 求 を す

る 者 が 産 業 技 術 力 の 強 化 を 図 る た め 特 に 必 要 な も の と し て 政 令 る 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ っ て 産 業 技 術 力 の 強 化 を 図 る た め 特 に

で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ 必 要 な も の と し て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る 者 で あ る と き は

に よ り 、 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 二 項 の 規

願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料 を 軽 減 し 、 又 は 免

除 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 発 明 の 発 明 者

（ 削 る ） 二 そ の 発 明 が 従 業 者 等 が し た 職 務 発 明 で あ っ て 、 契 約 、 勤 務

規 則 そ の 他 の 定 め に よ り あ ら か じ め 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る

権 利 を 承 継 さ せ る こ と が 定 め ら れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の

従 業 者 等 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 使 用 者 等

附 則 附 則

（ 国 立 大 学 法 人 等 に 係 る 特 許 料 等 に 関 す る 経 過 措 置 等 ） （ 国 立 大 学 法 人 等 に 係 る 特 許 料 等 に 関 す る 経 過 措 置 等 ）

第 三 条 次 に 掲 げ る 特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 に つ い て 特 許 法 第 三 条 次 に 掲 げ る 特 許 権 又 は 特 許 を 受 け る 権 利 に つ い て 特 許 法

（ 削 る ） 八 そ の 発 明 が 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 が し た 職 務 発

明 で あ る 場 合 に お い て 、 そ の 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究

者 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 当 該 試 験 研 究 地 方 独 立 行

政 法 人

（ 削 る ） 九 そ の 発 明 が 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 と 試 験 研 究 地

方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 以 外 の 者 と の 共 同 で 行 わ れ た も の で あ

る 場 合 （ 当 該 発 明 が 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人 研 究 者 に つ い

て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て 、 当 該 発 明 に 係 る

こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 を こ れ ら の 者 か ら

承 継 し た 当 該 試 験 研 究 地 方 独 立 行 政 法 人

（ 削 る ） 十 そ の 発 明 が 大 学 等 研 究 者 が し た 職 務 発 明 で あ る 場 合 で あ っ

て 、 当 該 発 明 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 が 承 認 事 業 者 に 承 継 さ

れ て い た 場 合 に お い て 、 当 該 承 認 事 業 者 か ら 当 該 特 許 を 受 け

る 権 利 を 承 継 し た 当 該 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る

者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

（ 削 る ） 十 一 そ の 発 明 が 大 学 等 研 究 者 と 大 学 等 研 究 者 以 外 の 者 と の 共

同 で 行 わ れ た も の で あ る 場 合 （ 当 該 発 明 が 大 学 等 研 究 者 に つ

い て 職 務 発 明 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 発 明 に 係

る こ れ ら の 者 の 共 有 に 係 る 特 許 を 受 け る 権 利 が 承 認 事 業 者 に

承 継 さ れ て い た 場 合 に お い て 、 当 該 承 認 事 業 者 か ら 当 該 特 許

を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 当 該 大 学 若 し く は 高 等 専 門 学 校 を 設

置 す る 者 又 は 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人

第 十 八 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 第 十 八 条 特 許 庁 長 官 は 、 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第

一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 が 産 業 技 一 年 か ら 第 三 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 が 次 に 掲

術 力 の 強 化 を 図 る た め 特 に 必 要 な も の と し て 政 令 で 定 め る 要 件 げ る 者 で あ っ て 産 業 技 術 力 の 強 化 を 図 る た め 特 に 必 要 な も の と
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○ 中 小 企 業 の も の づ く り 基 盤 技 術 の 高 度 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 三 十 三 号 ） （ 第 九 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 特 許 料 等 の 特 例 ） （ 特 許 料 等 の 特 例 ）

第 九 条 特 許 庁 長 官 は 、 認 定 計 画 に 従 っ て 行 わ れ る 特 定 研 究 開 発 第 九 条 特 許 庁 長 官 は 、 認 定 計 画 に 従 っ て 行 わ れ る 特 定 研 究 開 発

等 の 成 果 に 係 る 特 許 発 明 （ 当 該 認 定 計 画 に お け る 特 定 研 究 開 発 等 の 成 果 に 係 る 特 許 発 明 （ 当 該 認 定 計 画 に お け る 特 定 研 究 開 発

等 の 実 施 期 間 の 終 了 日 か ら 起 算 し て 二 年 以 内 に 出 願 さ れ た も の 等 の 実 施 期 間 の 終 了 日 か ら 起 算 し て 二 年 以 内 に 出 願 さ れ た も の

に 限 る 。 ） 又 は 当 該 特 許 発 明 を 実 施 す る た め に 認 定 計 画 に 従 っ に 限 る 。 ） に つ い て 、 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号

て 承 継 し た 特 許 権 若 し く は 特 許 を 受 け る 権 利 に 係 る 特 許 発 明 に ） 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 六 年 ま で の 各 年 分

つ い て 、 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 百 七 条 第 の 特 許 料 を 納 付 す べ き 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ っ て 当 該 特 定 研 究

一 項 の 規 定 に よ る 第 一 年 か ら 第 十 年 ま で の 各 年 分 の 特 許 料 を 納 開 発 等 を 行 う 中 小 企 業 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に

付 す べ き 者 が 当 該 特 定 研 究 開 発 等 を 行 う 中 小 企 業 者 で あ る と き よ り 、 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す

は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 料 を 軽 減 し 若 し く は 免 除 る こ と が で き る 。

し 、 又 は そ の 納 付 を 猶 予 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 特 許 発 明 の 発 明 者

（ 削 る ） 二 そ の 特 許 発 明 が 特 許 法 第 三 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 従 業 者

等 （ 以 下 「 従 業 者 等 」 と い う 。 ） が し た 同 項 に 規 定 す る 職 務

発 明 （ 以 下 「 職 務 発 明 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 契 約 、 勤 務 規

則 そ の 他 の 定 め に よ り あ ら か じ め 同 項 に 規 定 す る 使 用 者 等 （

以 下 「 使 用 者 等 」 と い う 。 ） に 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 さ せ

る こ と が 定 め ら れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の 従 業 者 等 か ら 特

許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 使 用 者 等

２ 特 許 庁 長 官 は 、 認 定 計 画 に 従 っ て 行 わ れ る 特 定 研 究 開 発 等 の ２ 特 許 庁 長 官 は 、 認 定 計 画 に 従 っ て 行 わ れ る 特 定 研 究 開 発 等 の

成 果 に 係 る 発 明 （ 当 該 認 定 計 画 に お け る 特 定 研 究 開 発 等 の 実 施 成 果 に 係 る 発 明 （ 当 該 認 定 計 画 に お け る 特 定 研 究 開 発 等 の 実 施

期 間 の 終 了 日 か ら 起 算 し て 二 年 以 内 に 出 願 さ れ た も の に 限 る 。 期 間 の 終 了 日 か ら 起 算 し て 二 年 以 内 に 出 願 さ れ た も の に 限 る 。

第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 特 許 料 、 同 法 第 百 九 十 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 特 許 料 、 同 法 第 百 九 十

五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 又 は 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 又 は

工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 年 法 律 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 年 法 律

第 三 十 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 に 関 第 三 十 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 手 数 料 に 関

す る 特 許 法 第 百 七 条 第 二 項 の 規 定 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 及 す る 特 許 法 第 百 七 条 第 二 項 の 規 定 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 及

び 第 五 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定 を 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 び 第 五 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定 を 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出

願 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 十 八 条 第 五 願 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 十 八 条 第 四

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 工 業 所 有 権 に 関 す る 手

続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 四 十 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 の 適 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 四 十 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 国 立 大 学 法 人 （ 国 立 大 学 法 人 法 第 二 条 第 一 項 に 用 に つ い て は 、 国 立 大 学 法 人 （ 国 立 大 学 法 人 法 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ） 、 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 又 は 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ） 、 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 又 は

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 国 独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 国

立 大 学 法 人 等 」 と い う 。 ） は 、 国 と み な す 。 立 大 学 法 人 等 」 と い う 。 ） は 、 国 と み な す 。

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ）

四 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 四 承 認 事 業 者 が 国 立 大 学 法 人 等 か ら 譲 渡 を 受 け た 特 許 権 若 し

転 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 四 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 同 法 く は 特 許 を 受 け る 権 利 （ 前 三 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。 ） 又 は

第 五 条 第 一 項 の 変 更 の 承 認 を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に 当 該 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 し た 特 許 権 （ 平 成 十 九

お い て 「 承 認 事 業 者 」 と い う 。 ） が 国 立 大 学 法 人 等 か ら 譲 渡 年 三 月 三 十 一 日 ま で に さ れ た 特 許 出 願 に 係 る も の に 限 る 。 ）

を 受 け た 特 許 権 若 し く は 特 許 を 受 け る 権 利 （ 前 三 号 に 掲 げ る で あ っ て 、 当 該 国 立 大 学 法 人 等 が 当 該 承 認 事 業 者 か ら 承 継 し

も の に 限 る 。 ） 又 は 当 該 特 許 を 受 け る 権 利 に 基 づ い て 取 得 し た も の

た 特 許 権 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で に さ れ た 特 許 出 願 に

係 る も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 当 該 国 立 大 学 法 人 等 が 当 該 承

認 事 業 者 か ら 承 継 し た も の

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）
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○ 印 紙 を も つ て す る 歳 入 金 納 付 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十 二 号 ） （ 附 則 第 十 二 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

第 二 条 前 条 又 は 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 印 紙 を も つ て 租 税 及 び 国 第 二 条 前 条 又 は 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 印 紙 を も つ て 租 税 及 び 国

の 歳 入 金 を 納 付 す る と き は 、 収 入 印 紙 を 用 い な け れ ば な ら な い の 歳 入 金 を 納 付 す る と き は 、 収 入 印 紙 を 用 い な け れ ば な ら な い

。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 四 （ 略 ） 一 ～ 四 （ 略 ）

五 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 百 七 条 第 一 項 五 特 許 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 百 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 特 許 料 を 、 同 法 第 百 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り の 規 定 に よ り 特 許 料 を 、 同 法 第 百 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

割 増 特 許 料 を 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 割 増 特 許 料 を 、 同 法 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規

定 に よ り 手 数 料 を 、 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 定 に よ り 手 数 料 を 、 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十

三 号 ） 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 、 同 法 第 三 十 三 号 ） 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 を 、 同 法 第 三 十

三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 割 増 登 録 料 を 、 同 法 第 五 十 四 条 第 一 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 割 増 登 録 料 を 、 同 法 第 五 十 四 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 、 意 匠 法 （ 昭 和 三 十 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 、 意 匠 法 （ 昭 和 三 十

四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 四 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録

料 を 、 同 法 第 四 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 割 増 登 録 料 を 、 同 料 を 、 同 法 第 四 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 割 増 登 録 料 を 、 同

法 第 六 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 、 法 第 六 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 、

商 標 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 若 商 標 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 若

し く は 第 二 項 、 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く し く は 第 二 項 、 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く

は 第 六 十 五 条 の 七 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 登 録 料 は 第 六 十 五 条 の 七 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 登 録 料

を 、 同 法 第 四 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 割 増 を 、 同 法 第 四 十 三 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ り 割 増

登 録 料 を 、 同 法 第 七 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ 登 録 料 を 、 同 法 第 七 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ

り 手 数 料 を 、 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 り 手 数 料 を 、 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 八 条 第 四 項 、 第 十 二 条 第 三 （ 昭 和 五 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 八 条 第 四 項 、 第 十 二 条 第 三

項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 手 数 項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 、 工 業 所 有

） 又 は 当 該 発 明 を 実 施 す る た め に 認 定 計 画 に 従 っ て 承 継 し た 特 ） に 関 す る 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 、 そ の 出 願 審 査 の 請 求 を す

許 を 受 け る 権 利 に 係 る 発 明 に 関 す る 自 己 の 特 許 出 願 に つ い て 、 る 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ っ て 当 該 特 定 研 究 開 発 等 を 行 う 中 小 企

そ の 出 願 審 査 の 請 求 を す る 者 が 当 該 特 定 研 究 開 発 等 を 行 う 中 小 業 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 法 第 百 九

企 業 者 で あ る と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 許 法 第 百 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 料

九 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 出 願 審 査 の 請 求 の 手 数 を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。

料 を 軽 減 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 そ の 発 明 の 発 明 者

（ 削 る ） 二 そ の 発 明 が 従 業 者 等 が し た 職 務 発 明 で あ っ て 、 契 約 、 勤 務

規 則 そ の 他 の 定 め に よ り あ ら か じ め 使 用 者 等 に 特 許 を 受 け る

権 利 を 承 継 さ せ る こ と が 定 め ら れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の

従 業 者 等 か ら 特 許 を 受 け る 権 利 を 承 継 し た 使 用 者 等
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○ 登 録 免 許 税 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 三 十 五 号 ） （ 附 則 第 十 三 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

別 表 第 一 課 税 範 囲 、 課 税 標 準 及 び 税 率 の 表 （ 第 二 条 、 第 五 条 、 別 表 第 一 課 税 範 囲 、 課 税 標 準 及 び 税 率 の 表 （ 第 二 条 、 第 五 条 、

第 九 条 、 第 十 条 、 第 十 三 条 、 第 十 五 条 ― 第 十 七 条 、 第 十 七 条 の 第 九 条 、 第 十 条 、 第 十 三 条 、 第 十 五 条 ― 第 十 七 条 、 第 十 七 条 の

三 ― 第 十 九 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 四 条 、 第 三 十 四 条 関 係 ） 三 ― 第 十 九 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 四 条 、 第 三 十 四 条 関 係 ）

登 記 、 登 録 、 特 許 、 免 許 、 許 可 、 登 記 、 登 録 、 特 許 、 免 許 、 許 可 、

認 可 、 認 定 、 指 定 又 は 技 能 証 明 の 課 税 標 準 税 率 認 可 、 認 定 、 指 定 又 は 技 能 証 明 の 課 税 標 準 税 率

事 項 事 項

一 ～ 十 二 （ 略 ） 一 ～ 十 二 （ 略 ）

十 三 特 許 権 の 登 録 （ 特 許 権 の 信 託 の 登 録 を 含 む 。 ） 十 三 特 許 権 の 登 録 （ 特 許 権 の 信 託 の 登 録 を 含 み 、 特 定 通 常

実 施 権 の 登 録 を 除 く 。 ）

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ㈠ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈠
㈡ 専 用 実 施 権 （ 仮 専 用 実 施 権 専 用 実 施 権 一 件 に つ き ㈡ 専 用 実 施 権 （ 仮 専 用 実 施 権 専 用 実 施 権 一 件 に つ き

を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て の 件 数 一 万 五 千 円 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 又 は 通 常 実 一 万 五 千 円

同 じ 。 ） の 設 定 又 は 保 存 の 登 同 じ 。 ） 又 は 通 常 実 施 権 （ 仮 施 権 の 件 数

録 （ 仮 専 用 実 施 権 に 係 る 特 許 通 常 実 施 権 を 含 む 。 以 下 こ の

出 願 に つ い て 特 許 権 の 設 定 の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 設 定 又

登 録 が あ つ た こ と に 伴 い 当 該 は 保 存 の 登 録 （ 仮 専 用 実 施 権

仮 専 用 実 施 権 の 設 定 行 為 で 定 又 は 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 に

め た 範 囲 内 に お い て 受 け る も 係 る 特 許 出 願 に つ い て 特 許 権

料 を 、 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 年 法 律 第 三 十

二 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 又 号 ） 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 、 産 業 活 力 の 再 生

は そ の 他 工 業 所 有 権 に 関 す る 事 務 に 係 る 手 数 料 を 納 付 す る と 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第

き 。 百 三 十 一 号 ） 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 又 は そ

の 他 工 業 所 有 権 に 関 す る 事 務 に 係 る 手 数 料 を 納 付 す る と き 。

２ 前 項 に 規 定 す る 収 入 印 紙 、 労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す ２ 前 項 に 規 定 す る 収 入 印 紙 、 労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す

る 法 律 第 二 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 雇 用 保 険 印 紙 、 道 路 運 送 車 る 法 律 第 二 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 雇 用 保 険 印 紙 、 道 路 運 送 車

両 法 第 百 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 自 動 車 検 査 登 録 印 紙 、 健 康 保 険 両 法 第 百 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 自 動 車 検 査 登 録 印 紙 、 健 康 保 険

法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 健 康 保 険 印 紙 、 自 動 車 重 量 税 法 第 百 六 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 健 康 保 険 印 紙 、 自 動 車 重 量 税

法 に 規 定 す る 自 動 車 重 量 税 印 紙 並 び に 特 許 法 、 実 用 新 案 法 、 意 法 に 規 定 す る 自 動 車 重 量 税 印 紙 並 び に 特 許 法 、 実 用 新 案 法 、 意

匠 法 、 商 標 法 及 び 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 匠 法 、 商 標 法 、 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律

律 に 規 定 す る 特 許 印 紙 の 形 式 は 、 財 務 大 臣 が 、 こ れ を 定 め る 。 及 び 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 に

規 定 す る 特 許 印 紙 の 形 式 は 、 財 務 大 臣 が 、 こ れ を 定 め る 。
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） 特 定 通 常 実 施 権 の 登 録 を 除 く 。 ）

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ㈠ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈠
㈡ 専 用 実 施 権 の 設 定 又 は 保 存 専 用 実 施 権 一 件 に つ き ㈡ 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 専 用 実 施 権 一 件 に つ き

の 登 録 の 件 数 九 千 円 の 設 定 又 は 保 存 の 登 録 又 は 通 常 実 九 千 円

施 権 の 件 数

㈢ 実 用 新 案 権 若 し く は 専 用 実 債 権 金 額 千 分 の 四 ㈢ 実 用 新 案 権 、 専 用 実 施 権 若 債 権 金 額 千 分 の 四

施 権 を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 し く は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す

又 は 実 用 新 案 権 、 専 用 実 施 権 る 質 権 の 設 定 又 は 実 用 新 案 権

若 し く は 当 該 質 権 の 処 分 の 制 、 専 用 実 施 権 、 通 常 実 施 権 若

限 の 登 録 し く は 当 該 質 権 の 処 分 の 制 限

の 登 録

専 用 実 施 権 の 移 転 又 は 実 用 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実㈣ ㈣

新 案 権 若 し く は 専 用 実 施 権 を 施 権 の 移 転 又 は こ れ ら の 権 利

目 的 と す る 質 権 の 移 転 の 登 録 若 し く は 実 用 新 案 権 を 目 的 と

す る 質 権 の 移 転 の 登 録

イ 相 続 又 は 法 人 の 合 併 に よ 実 用 新 案 権 一 件 に つ き イ 相 続 又 は 法 人 の 合 併 に よ 実 用 新 案 権 一 件 に つ き

る 移 転 の 登 録 又 は 専 用 実 千 五 百 円 る 移 転 の 登 録 、 専 用 実 施 千 五 百 円

施 権 （ 以 下 権 又 は 通 常

こ の 号 に お 実 施 権 （ 以

い て 「 実 用 下 こ の 号 に

新 案 権 等 」 お い て 「 実

と い う 。 ） 用 新 案 権 等

の 件 数 」 と い う 。

） の 件 数

ロ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ロ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

の を 除 く 。 ） の 設 定 の 登 録 が あ つ た こ と に

伴 い 当 該 仮 専 用 実 施 権 又 は 登

録 し た 仮 通 常 実 施 権 の 設 定 行

為 で 定 め た 範 囲 内 に お い て 受

け る も の を 除 く 。 ）

㈢ 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 債 権 金 額 千 分 の 四 ㈢ 特 許 権 、 専 用 実 施 権 若 し く 債 権 金 額 千 分 の 四

を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 又 は は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質

特 許 権 、 専 用 実 施 権 若 し く は 権 の 設 定 又 は 特 許 権 、 専 用 実

当 該 質 権 の 処 分 の 制 限 の 登 録 施 権 、 通 常 実 施 権 若 し く は 当

該 質 権 の 処 分 の 制 限 の 登 録

専 用 実 施 権 の 移 転 又 は 特 許 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実㈣ ㈣

権 若 し く は 専 用 実 施 権 を 目 的 施 権 の 移 転 又 は こ れ ら の 権 利

と す る 質 権 の 移 転 の 登 録 若 し く は 特 許 権 を 目 的 と す る

質 権 の 移 転 の 登 録

イ 相 続 又 は 法 人 の 合 併 に よ 特 許 権 又 は 一 件 に つ き イ 相 続 又 は 法 人 の 合 併 に よ 特 許 権 、 専 一 件 に つ き

る 移 転 の 登 録 専 用 実 施 権 千 五 百 円 る 移 転 の 登 録 用 実 施 権 又 千 五 百 円

（ 以 下 こ の は 通 常 実 施

号 に お い て 権 （ 以 下 こ

「 特 許 権 等 の 号 に お い

」 と い う 。 て 「 特 許 権

） の 件 数 等 」 と い う

。 ） の 件 数

ロ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ロ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

～ ㈦ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ～ ㈦ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈤ ㈤

十 四 実 用 新 案 権 の 登 録 （ 実 用 新 案 権 の 信 託 の 登 録 を 含 む 。 十 四 実 用 新 案 権 の 登 録 （ 実 用 新 案 権 の 信 託 の 登 録 を 含 み 、
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定 め る 登 録 千 円

㈦ 登 録 の 抹 消 登 録 件 数 一 件 に つ き

千 円

十 五 意 匠 権 の 登 録 （ 意 匠 権 の 信 託 の 登 録 を 含 む 。 ） 十 五 意 匠 権 の 登 録 （ 意 匠 権 の 信 託 の 登 録 を 含 む 。 ）

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ㈠ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈠
㈡ 専 用 実 施 権 の 設 定 又 は 保 存 専 用 実 施 権 一 件 に つ き ㈡ 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 専 用 実 施 権 一 件 に つ き

の 登 録 の 件 数 九 千 円 の 設 定 又 は 保 存 の 登 録 又 は 通 常 実 九 千 円

施 権 の 件 数

㈢ 意 匠 権 若 し く は 専 用 実 施 権 債 権 金 額 千 分 の 四 ㈢ 意 匠 権 、 専 用 実 施 権 若 し く 債 権 金 額 千 分 の 四

を 目 的 と す る 質 権 の 設 定 又 は は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す る 質

意 匠 権 、 専 用 実 施 権 若 し く は 権 の 設 定 又 は 意 匠 権 、 専 用 実

当 該 質 権 の 処 分 の 制 限 の 登 録 施 権 、 通 常 実 施 権 若 し く は 当

該 質 権 の 処 分 の 制 限 の 登 録

専 用 実 施 権 の 移 転 又 は 意 匠 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実㈣ ㈣

権 若 し く は 専 用 実 施 権 を 目 的 施 権 の 移 転 又 は こ れ ら の 権 利

と す る 質 権 の 移 転 の 登 録 若 し く は 意 匠 権 を 目 的 と す る

質 権 の 移 転 の 登 録

イ 相 続 又 は 法 人 の 合 併 に よ 意 匠 権 又 は 一 件 に つ き イ 相 続 又 は 法 人 の 合 併 に よ 意 匠 権 、 専 一 件 に つ き

る 移 転 の 登 録 専 用 実 施 権 千 五 百 円 る 移 転 の 登 録 用 実 施 権 又 千 五 百 円

（ 以 下 こ の は 通 常 実 施

号 に お い て 権 （ 以 下 こ

「 意 匠 権 等 の 号 に お い

」 と い う 。 て 「 意 匠 権

） の 件 数 等 」 と い う

～ ㈦ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ～ ㈦ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈤ ㈤

（ 削 る ） 十 四 の 二 特 定 通 常 実 施 権 の 登 録

㈠ 特 定 通 常 実 施 権 （ 産 業 活 力 登 録 件 数 一 件 に つ き

の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 十 五 万 円

関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一

年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 二 条

第 二 十 六 項 （ 定 義 ） に 規 定 す

る 特 定 通 常 実 施 権 許 諾 契 約 に

よ り 許 諾 さ れ た 通 常 実 施 権 を

い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） の 設 定 の 登 録

㈡ 特 定 通 常 実 施 権 の 移 転 の 登

録
イ 法 人 の 合 併 に よ る 移 転 の 登 録 件 数 一 件 に つ き

登 録 一 万 五 千 円

ロ そ の 他 の 原 因 に よ る 移 転 登 録 件 数 一 件 に つ き

の 登 録 三 万 円

㈢ ㈠ に 掲 げ る 登 録 の 存 続 期 間 登 録 件 数 一 件 に つ き

を 延 長 す る 登 録 七 万 五 千 円

特 定 通 常 実 施 権 の 処 分 の 制 債 権 金 額 千 分 の 四㈣
限 の 登 録

㈠ か ら ま で 、 及 び ㈦ に 登 録 件 数 一 件 に つ き㈤ ㈣ ㈥

掲 げ る 登 録 以 外 の 登 録 一 万 円

登 録 の 更 正 そ の 他 の 政 令 で 登 録 件 数 一 件 に つ き㈥
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定 若 し く は 同 法 第 三 十 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る 同 条 定 若 し く は 同 法 第 三 十 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る 同 条

第 三 項 の 規 定 に よ る 新 地 域 旅 客 運 送 事 業 計 画 の 変 更 の 第 三 項 の 規 定 に よ る 新 地 域 旅 客 運 送 事 業 計 画 の 変 更 の

認 定 又 は 特 定 地 域 に お け る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 認 定 又 は 特 定 地 域 に お け る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事

業 の 適 正 化 及 び 活 性 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 十 一 条 第 業 の 適 正 化 及 び 活 性 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 十 一 条 第

四 項 （ 特 定 事 業 計 画 の 認 定 ） （ 同 条 第 六 項 に お い て 準 四 項 （ 特 定 事 業 計 画 の 認 定 ） （ 同 条 第 六 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 特 定 事 業 計 画 の 認 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 特 定 事 業 計 画 の 認

定 は 当 該 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 と 、 流 通 業 務 の 総 合 化 定 は 当 該 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 と 、 流 通 業 務 の 総 合 化

及 び 効 率 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 八 及 び 効 率 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 八

十 五 号 。 以 下 「 流 通 業 務 総 合 効 率 化 促 進 法 」 と い う 。 十 五 号 。 以 下 「 流 通 業 務 総 合 効 率 化 促 進 法 」 と い う 。

） 第 十 一 条 第 一 項 （ 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 の 特 例 ） 又 ） 第 十 一 条 第 一 項 （ 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 の 特 例 ） 又

は 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 は 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措

置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 置 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ 貨 物 自 動

第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 の 特 例 車 運 送 事 業 法 の 特 例 ） の 規 定 に よ り 一 般 貨 物 自 動 車 運

） の 規 定 に よ り 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 許 可 を 受 け 送 事 業 の 許 可 を 受 け た も の と み な さ れ る 場 合 に お け る

た も の と み な さ れ る 場 合 に お け る 流 通 業 務 総 合 効 率 化 流 通 業 務 総 合 効 率 化 促 進 法 第 四 条 第 一 項 （ 総 合 効 率 化

促 進 法 第 四 条 第 一 項 （ 総 合 効 率 化 計 画 の 認 定 ） の 規 定 計 画 の 認 定 ） の 規 定 に よ る 総 合 効 率 化 計 画 の 認 定 又 は

に よ る 総 合 効 率 化 計 画 の 認 定 又 は 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置

産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 十 一 条 第 一 項 （ 法 第 十 一 条 第 一 項 （ 資 源 生 産 性 革 新 計 画 の 認 定 ） の 規

資 源 生 産 性 革 新 計 画 の 認 定 ） の 規 定 に よ る 資 源 生 産 性 定 に よ る 資 源 生 産 性 革 新 計 画 の 認 定 若 し く は 同 法 第 十

革 新 計 画 の 認 定 若 し く は 同 法 第 十 二 条 第 一 項 （ 資 源 生 二 条 第 一 項 （ 資 源 生 産 性 革 新 計 画 の 変 更 等 ） の 規 定 に

産 性 革 新 計 画 の 変 更 等 ） の 規 定 に よ る 資 源 生 産 性 革 新 よ る 資 源 生 産 性 革 新 計 画 の 変 更 の 認 定 は 当 該 許 可 と み

計 画 の 変 更 の 認 定 は 当 該 許 可 と み な す 。 な す 。

～ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ～ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈤ ㈤㈠ ㈠

百 二 十 五 の 二 ～ 百 五 十 九 （ 略 ） 百 二 十 五 の 二 ～ 百 五 十 九 （ 略 ）

。 ） の 件 数

ロ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ロ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

～ ㈦ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ～ ㈦ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）㈤ ㈤

十 六 ～ 百 二 十 四 （ 略 ） 十 六 ～ 百 二 十 四 （ 略 ）

百 二 十 五 道 路 運 送 事 業 の 許 可 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 百 二 十 五 道 路 運 送 事 業 の 許 可 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

（ 注 ） 地 域 公 共 交 通 の 活 性 化 及 び 再 生 に 関 す る 法 律 第 十 五 （ 注 ） 地 域 公 共 交 通 の 活 性 化 及 び 再 生 に 関 す る 法 律 第 十 五

条 （ 道 路 運 送 法 の 特 例 ） 又 は 第 三 十 四 条 第 一 項 （ 道 路 条 （ 道 路 運 送 法 の 特 例 ） 又 は 第 三 十 四 条 第 一 項 （ 道 路

運 送 法 の 特 例 ） の 規 定 に よ り 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 送 法 の 特 例 ） の 規 定 に よ り 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業

の 許 可 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 を 受 け た も の と み な の 許 可 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 を 受 け た も の と み な

さ れ る 場 合 に お け る 同 法 第 十 四 条 第 三 項 （ 道 路 運 送 高 さ れ る 場 合 に お け る 同 法 第 十 四 条 第 三 項 （ 道 路 運 送 高

度 化 実 施 計 画 の 認 定 ） （ 同 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る 度 化 実 施 計 画 の 認 定 ） （ 同 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 道 路 運 送 高 度 化 実 施 計 画 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 道 路 運 送 高 度 化 実 施 計 画

の 認 定 又 は 同 法 第 三 十 条 第 三 項 （ 新 地 域 旅 客 運 送 事 業 の 認 定 又 は 同 法 第 三 十 条 第 三 項 （ 新 地 域 旅 客 運 送 事 業

計 画 の 認 定 ） の 規 定 に よ る 新 地 域 旅 客 運 送 事 業 計 画 の 計 画 の 認 定 ） の 規 定 に よ る 新 地 域 旅 客 運 送 事 業 計 画 の

認 定 は 当 該 許 可 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 と 、 同 法 第 認 定 は 当 該 許 可 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 と 、 同 法 第

二 十 三 条 第 一 項 （ 道 路 運 送 法 の 特 例 ） 若 し く は 第 三 十 二 十 三 条 第 一 項 （ 道 路 運 送 法 の 特 例 ） 若 し く は 第 三 十

四 条 第 二 項 又 は 特 定 地 域 に お け る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 四 条 第 二 項 又 は 特 定 地 域 に お け る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車

運 送 事 業 の 適 正 化 及 び 活 性 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 運 送 事 業 の 適 正 化 及 び 活 性 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平

成 二 十 一 年 法 律 第 六 十 四 号 ） 第 十 三 条 第 二 項 （ 道 路 運 成 二 十 一 年 法 律 第 六 十 四 号 ） 第 十 三 条 第 二 項 （ 道 路 運

送 法 の 特 例 ） の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 を 受 送 法 の 特 例 ） の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 を 受

け た も の と み な さ れ る 場 合 に お け る 地 域 公 共 交 通 の 活 け た も の と み な さ れ る 場 合 に お け る 地 域 公 共 交 通 の 活

性 化 及 び 再 生 に 関 す る 法 律 第 二 十 二 条 第 三 項 （ 乗 継 円 性 化 及 び 再 生 に 関 す る 法 律 第 二 十 二 条 第 三 項 （ 乗 継 円

滑 化 実 施 計 画 の 認 定 ） （ 同 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る 滑 化 実 施 計 画 の 認 定 ） （ 同 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 乗 継 円 滑 化 実 施 計 画 の 認 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 乗 継 円 滑 化 実 施 計 画 の 認
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○ 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ） （ 附 則 第 十 四 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ フ ァ イ ル に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 閲 覧 等 の 請 求 ） （ フ ァ イ ル に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 閲 覧 等 の 請 求 ）

第 十 二 条 （ 略 ） 第 十 二 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 （ 実 用 新 案 法 ３ 特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 （ 実 用 新 案 法

第 五 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 意 匠 法 第 第 五 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 並 び に 特 許

六 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 並 び に 商 標 法 第 七 十 二 条 第 法 第 百 八 十 六 条 第 三 項 （ 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第 一 項 に お い て

一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 又 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 意 匠 法 第 六 十 三 条 第 一 項

は 書 類 の 交 付 に 準 用 す る 。 た だ し 書 及 び 第 二 項 並 び に 商 標 法 第 七 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 及

び 第 二 項 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 又 は 書 類 の 交 付 に

準 用 す る 。

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

（ 見 込 額 の 予 納 ） （ 見 込 額 の 予 納 ）

第 十 四 条 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 特 許 料 若 し く は 同 法 第 百 十 二 第 十 四 条 特 許 法 第 百 七 条 第 一 項 の 特 許 料 若 し く は 同 法 第 百 十 二

条 第 二 項 の 割 増 特 許 料 そ の 他 工 業 所 有 権 に 関 す る 登 録 料 若 し く 条 第 二 項 の 割 増 特 許 料 そ の 他 工 業 所 有 権 に 関 す る 登 録 料 若 し く

は 割 増 登 録 料 （ 以 下 「 特 許 料 等 」 と い う 。 ） 又 は 第 四 十 条 第 一 は 割 増 登 録 料 （ 以 下 「 特 許 料 等 」 と い う 。 ） 又 は 第 四 十 条 第 一

項 、 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 実 用 新 案 法 第 項 、 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 、 実 用 新 案 法 第

五 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 意 匠 法 第 六 十 七 条 第 一 項 若 し 五 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 意 匠 法 第 六 十 七 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 、 商 標 法 第 七 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は く は 第 二 項 、 商 標 法 第 七 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は

国 際 出 願 法 第 八 条 第 四 項 、 第 十 二 条 第 三 項 若 し く は 第 十 八 条 第 国 際 出 願 法 第 八 条 第 四 項 、 第 十 二 条 第 三 項 若 し く は 第 十 八 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 手 数 料 （ 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 手 続 に つ 一 項 の 手 数 料 （ 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 手 続 に つ い て 納 付 す べ き

い て 納 付 す べ き も の に 限 る 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） を 納 も の に 限 る 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） を 納 付 し よ う と す る
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○ 商 標 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 六 十 五 号 ） （ 附 則 第 十 六 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（ 施 行 後 六 月 間 に し た 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 先 願 の 特 例 ） （ 施 行 後 六 月 間 に し た 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 先 願 の 特 例 ）

第 四 条 （ 略 ） 第 四 条 （ 略 ）

２ こ の 法 律 の 施 行 の 日 か ら 六 月 間 に し た 役 務 に 係 る 商 標 登 録 出 ２ こ の 法 律 の 施 行 の 日 か ら 六 月 間 に し た 役 務 に 係 る 商 標 登 録 出

願 に つ い て は 、 新 法 第 四 条 第 一 項 （ 第 十 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 願 に つ い て は 、 新 法 第 四 条 第 一 項 （ 第 十 一 号 及 び 第 十 三 号 に 係

。 ） 及 び 第 八 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 八 条 第 一 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

３ （ 略 ） ３ （ 略 ）

付 し よ う と す る 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら 者 は 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら か じ め 特 許 庁 長

か じ め 特 許 庁 長 官 に 届 け 出 た 場 合 に 限 り 、 納 付 す べ き 当 該 特 許 官 に 届 け 出 た 場 合 に 限 り 、 納 付 す べ き 当 該 特 許 料 等 又 は 手 数 料

料 等 又 は 手 数 料 の 見 込 額 （ 以 下 単 に 「 見 込 額 」 と い う 。 ） を 予 の 見 込 額 （ 以 下 単 に 「 見 込 額 」 と い う 。 ） を 予 納 す る こ と が で

納 す る こ と が で き る 。 き る 。

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）
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願 ノ 出 願 公 告 ノ 日 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

○ 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） （ 附 則 第 十 七 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

（ 出 願 公 開 の 効 果 等 ） （ 出 願 公 開 の 効 果 等 ）

第 十 三 条 の 三 （ 略 ） 第 十 三 条 の 三 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 第 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 二 十 八 条 、 特 許 法 第 五 十 ４ 第 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 二 十 八 条 、 特 許 法 第 五 十

二 条 の 二 （ 訴 訟 手 続 の 中 止 ） 、 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 二 条 の 二 （ 訴 訟 手 続 の 中 止 ） 、 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

特 許 法 （ 以 下 「 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 」 と い う 。 ） 第 百 四 条 の 特 許 法 （ 以 下 「 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 」 と い う 。 ） 第 百 四 条 の

二 （ 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 ） 、 第 百 五 条 （ 書 類 の 提 出 等 ） 、 第 二 か ら 第 百 五 条 の 二 ま で （ 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等

百 五 条 の 二 （ 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 ） 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 の 権 利 行 使 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等 及 び 損 害 計 算 の た め の 鑑 定 ）

五 条 の 七 ま で （ 秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保 持 命 令 の 取 消 し 、 訴 訟 記 、 第 百 五 条 の 四 か ら 第 百 五 条 の 七 ま で （ 秘 密 保 持 命 令 、 秘 密 保

録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 及 び 当 事 者 尋 問 等 の 公 開 停 止 ） 及 び 持 命 令 の 取 消 し 、 訴 訟 記 録 の 閲 覧 等 の 請 求 の 通 知 等 及 び 当 事 者

第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で （ 訴 訟 と の 関 係 ） 、 特 許 法 尋 問 等 の 公 開 停 止 ） 及 び 第 百 六 十 八 条 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で （

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 号 ） 第 一 訴 訟 と の 関 係 ） 並 び に 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 第 百 四 条 の 三 及 び 第 百 四 条 の 四 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 条 （ 不 法 行 為 ） の 規 定 は 、 第 一 項

（ 特 許 権 者 等 の 権 利 行 使 の 制 限 及 び 主 張 の 制 限 ） 並 び に 民 法 （ の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使 す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 七 百 十 九 条 及 び 第 七 百 二 十 四 い て 、 当 該 請 求 権 を 有 す る も の が 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 の 出 願

条 （ 不 法 行 為 ） の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 権 を 行 使 す 公 告 前 に 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 の 実 施 の 事 実 及 び そ

る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 権 を 有 す る も の 実 施 を し た も の を 知 つ た と き は 、 民 法 第 七 百 二 十 四 条 中 「 被

の が 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 の 出 願 公 告 前 に 当 該 実 用 新 案 登 録 出 害 者 又 ハ 其 法 定 代 理 人 ガ 損 害 及 ビ 加 害 者 ヲ 知 リ タ ル 時 」 と あ る

願 に 係 る 考 案 の 実 施 の 事 実 及 び そ の 実 施 を し た も の を 知 つ た と の は 、 「 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 ノ 出 願 公 告 ノ 日 」 と 読 み 替 え る

き は 、 民 法 第 七 百 二 十 四 条 中 「 被 害 者 又 ハ 其 法 定 代 理 人 ガ 損 害 も の と す る 。

及 ビ 加 害 者 ヲ 知 リ タ ル 時 」 と あ る の は 、 「 当 該 実 用 新 案 登 録 出
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請 求 す る こ と が で き る 審 判 を 請 求 す る こ と が 請 求 す る こ と が で き る 審 判 を 請 求 す る こ と が

。 こ の 場 合 に お い て 、 で き る 。 こ の 場 合 に お 。 こ の 場 合 に お い て 、 で き る 。 こ の 場 合 に お

二 以 上 の 請 求 項 に 係 る い て 、 二 以 上 の 請 求 項 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る い て 、 二 以 上 の 請 求 項

も の に つ い て は 、 請 求 に 係 る も の に つ い て は も の に つ い て は 、 請 求 に 係 る も の に つ い て は

項 ご と に 請 求 す る こ と 、 請 求 項 ご と に 請 求 す 項 ご と に 請 求 す る こ と 、 請 求 項 ご と に 請 求 す

が で き る 。 る こ と が で き る 。 が で き る 。 る こ と が で き る 。

一 そ の 実 用 新 案 登 録 一 そ の 実 用 新 案 登 録 一 そ の 実 用 新 案 登 録 一 そ の 実 用 新 案 登 録

が 第 三 条 、 第 三 条 の が 第 三 条 、 第 三 条 の が 第 三 条 、 第 三 条 の が 第 三 条 、 第 三 条 の

二 、 第 四 条 、 第 七 条 二 、 第 四 条 、 第 七 条 二 、 第 四 条 、 第 七 条 二 、 第 四 条 、 第 七 条

第 一 項 か ら 第 三 項 ま 第 一 項 か ら 第 三 項 ま 第 一 項 か ら 第 三 項 ま 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で 若 し く は 第 八 項 、 で 若 し く は 第 八 項 、 で 若 し く は 第 八 項 、 で 若 し く は 第 八 項 、

第 九 条 第 一 項 に お い 第 九 条 第 一 項 に お い 第 九 条 第 一 項 に お い 第 九 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 特 許 法 第 て 準 用 す る 特 許 法 第 て 準 用 す る 特 許 法 第 て 準 用 す る 特 許 法 第

三 十 八 条 又 は 第 五 十 三 十 八 条 又 は 第 五 十 三 十 八 条 又 は 第 五 十 三 十 八 条 又 は 第 五 十

五 条 第 三 項 に お い て 五 条 第 三 項 に お い て 五 条 第 三 項 に お い て 五 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 特 許 法 第 二 準 用 す る 特 許 法 第 二 準 用 す る 特 許 法 第 二 準 用 す る 特 許 法 第 二

十 五 条 の 規 定 に 違 反 十 五 条 の 規 定 に 違 反 十 五 条 の 規 定 に 違 反 十 五 条 の 規 定 に 違 反

し て さ れ た と き 。 し て さ れ た と き 。 し て さ れ た と き 。 し て さ れ た と き 。

二 そ の 実 用 新 案 登 録 二 そ の 実 用 新 案 登 録 二 そ の 実 用 新 案 登 録 二 そ の 実 用 新 案 登 録

が 条 約 に 違 反 し て さ が 条 約 に 違 反 し て さ が 条 約 に 違 反 し て さ が 条 約 に 違 反 し て さ

れ た と き 。 れ た と き 。 れ た と き 。 れ た と き 。

二 の 二 そ の 実 用 新 案 二 の 二 そ の 実 用 新 案

登 録 の 願 書 に 添 付 し 登 録 の 願 書 に 添 付 し

た 明 細 書 又 は 図 面 の た 明 細 書 又 は 図 面 の

訂 正 が 第 三 十 九 条 第 訂 正 が 第 三 十 九 条 第

一 項 た だ し 書 若 し く 一 項 た だ し 書 若 し く

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 五 年 法 律 第 二 十 六 号 ） （ 附 則 第 十 九 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（ 第 三 条 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） （ 第 三 条 の 規 定 に よ る 実 用 新 案 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 四 条 （ 略 ） 第 四 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

二 十 三 年 法 律 第 号 。 以 下 「 平 成 二 十 三 年 改 正 法 」 と い う 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 。 以 下 「 平 成 十 五 年 改 正 法 」 と い う 。 ）

。 ） の 施 行 後 に 請 求 さ れ る 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 の 施 行 後 に 請 求 さ れ る 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十

三 十 九 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に つ い て は 九 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に つ い て は 、 前

、 前 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 旧 実 用 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 旧 実 用 新 案

新 案 法 の 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 法 の 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、

は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る ほ か

ほ か 、 同 項 の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 、 同 項 の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め

定 め る 。 る 。

第 七 条 の 二 並 び に 第 三 十 九 条 第 三 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 七 項 第 七 条 の 二 並 び に 第 三 十 九 条 第 三 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 五 項

第 二 項 （ 第 四 十 条 の 二 第 九 項 に 第 二 項 （ 第 四 十 条 の 二 第 五 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） む 。 ）

第 三 十 七 条 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 第 三 十 七 条 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登

録 が 次 の 各 号 の 一 に 該 録 が 次 の 各 号 の い ず れ 録 が 次 の 各 号 の 一 に 該 録 が 次 の 各 号 の い ず れ

当 す る と き は 、 そ の 実 か に 該 当 す る と き は 、 当 す る と き は 、 そ の 実 か に 該 当 す る と き は 、

用 新 案 登 録 を 無 効 に す そ の 実 用 新 案 登 録 を 無 用 新 案 登 録 を 無 効 に す そ の 実 用 新 案 登 録 を 無

る こ と に つ い て 審 判 を 効 に す る こ と に つ い て る こ と に つ い て 審 判 を 効 に す る こ と に つ い て
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の 実 用 新 案 権 者 が 第 の 実 用 新 案 権 者 が 第 の 実 用 新 案 権 者 が 第 の 実 用 新 案 権 者 が 第

五 十 五 条 第 三 項 に お 五 十 五 条 第 三 項 に お 五 十 五 条 第 三 項 に お 五 十 五 条 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 特 許 法 い て 準 用 す る 特 許 法 い て 準 用 す る 特 許 法 い て 準 用 す る 特 許 法

第 二 十 五 条 の 規 定 に 第 二 十 五 条 の 規 定 に 第 二 十 五 条 の 規 定 に 第 二 十 五 条 の 規 定 に

よ り 実 用 新 案 権 を 享 よ り 実 用 新 案 権 を 享 よ り 実 用 新 案 権 を 享 よ り 実 用 新 案 権 を 享

有 す る こ と が で き な 有 す る こ と が で き な 有 す る こ と が で き な 有 す る こ と が で き な

い 者 に な つ た と き 、 い 者 に な つ た と き 、 い 者 に な つ た と き 、 い 者 に な つ た と き 、

又 は そ の 実 用 新 案 登 又 は そ の 実 用 新 案 登 又 は そ の 実 用 新 案 登 又 は そ の 実 用 新 案 登

録 が 条 約 に 違 反 す る 録 が 条 約 に 違 反 す る 録 が 条 約 に 違 反 す る 録 が 条 約 に 違 反 す る

こ と と な つ た と き 。 こ と と な つ た と き 。 こ と と な つ た と き 。 こ と と な つ た と き 。

２ 前 項 の 審 判 は 、 何 人 ２ 前 項 の 審 判 は 、 何 人

も 請 求 す る こ と が で き も 請 求 す る こ と が で き

る 。 た だ し 、 実 用 新 案 る 。 た だ し 、 実 用 新 案

登 録 が 同 項 第 一 号 に 該 登 録 が 同 項 第 一 号 に 該

当 す る こ と （ そ の 実 用 当 す る こ と （ そ の 実 用

新 案 登 録 が 第 九 条 第 一 新 案 登 録 が 第 九 条 第 一

項 に お い て 準 用 す る 特 項 に お い て 準 用 す る 特

許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定

に 違 反 し て さ れ た と き に 違 反 し て さ れ た と き

に 限 る 。 ） 又 は 前 項 第 に 限 る 。 ） 又 は 同 項 第

四 号 に 該 当 す る こ と を 四 号 に 該 当 す る こ と を

理 由 と す る も の は 、 利 理 由 と す る も の は 、 利

害 関 係 人 に 限 り 請 求 す 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す

る こ と が で き る 。 る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 審 判 は 、 実 用 ３ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 ２ 前 項 の 審 判 は 、 実 用 ３ 第 一 項 の 審 判 は 、 実

新 案 権 の 消 滅 後 に お い 用 新 案 権 の 消 滅 後 に お 新 案 権 の 消 滅 後 に お い 用 新 案 権 の 消 滅 後 に お

は 第 五 項 か ら 第 七 項 は 第 三 項 か ら 第 五 項

ま で （ 第 四 十 条 の 二 ま で （ 第 四 十 条 の 二

第 九 項 に お い て 準 用 第 五 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） す る 場 合 を 含 む 。 ）

又 は 第 四 十 条 の 二 第 又 は 第 四 十 条 の 二 第

一 項 た だ し 書 の 規 定 一 項 た だ し 書 の 規 定

に 違 反 し て さ れ た と に 違 反 し て さ れ た と

き 。 き 。

三 そ の 実 用 新 案 登 録 三 そ の 実 用 新 案 登 録 三 そ の 実 用 新 案 登 録 三 そ の 実 用 新 案 登 録

が 第 五 条 第 四 項 又 は が 第 五 条 第 四 項 又 は が 第 五 条 第 四 項 又 は が 第 五 条 第 四 項 又 は

第 五 項 （ 第 三 号 を 除 第 五 項 （ 第 三 号 を 除 第 五 項 （ 第 三 号 を 除 第 五 項 （ 第 三 号 を 除

く 。 ） 及 び 第 六 項 に く 。 ） 及 び 第 六 項 に く 。 ） 及 び 第 六 項 に く 。 ） 及 び 第 六 項 に

規 定 す る 要 件 を 満 た 規 定 す る 要 件 を 満 た 規 定 す る 要 件 を 満 た 規 定 す る 要 件 を 満 た

し て い な い 実 用 新 案 し て い な い 実 用 新 案 し て い な い 実 用 新 案 し て い な い 実 用 新 案

登 録 出 願 に 対 し て さ 登 録 出 願 に 対 し て さ 登 録 出 願 に 対 し て さ 登 録 出 願 に 対 し て さ

れ た と き 。 れ た と き 。 れ た と き 。 れ た と き 。

四 そ の 実 用 新 案 登 録 四 そ の 実 用 新 案 登 録 四 そ の 実 用 新 案 登 録 四 そ の 実 用 新 案 登 録

が 考 案 者 で な い 者 で が 考 案 者 で な い 者 で が 考 案 者 で な い 者 で が 考 案 者 で な い 者 で

あ つ て そ の 考 案 に つ あ つ て そ の 考 案 に つ あ つ て そ の 考 案 に つ あ つ て そ の 考 案 に つ

い て 実 用 新 案 登 録 を い て 実 用 新 案 登 録 を い て 実 用 新 案 登 録 を い て 実 用 新 案 登 録 を

受 け る 権 利 を 承 継 し 受 け る 権 利 を 承 継 し 受 け る 権 利 を 承 継 し 受 け る 権 利 を 承 継 し

な い も の の 実 用 新 案 な い も の の 実 用 新 案 な い も の の 実 用 新 案 な い も の の 実 用 新 案

登 録 出 願 に 対 し て さ 登 録 出 願 に 対 し て さ 登 録 出 願 に 対 し て さ 登 録 出 願 に 対 し て さ

れ た と き 。 れ た と き 。 れ た と き 。 れ た と き 。

五 実 用 新 案 登 録 が さ 五 実 用 新 案 登 録 が さ 五 実 用 新 案 登 録 が さ 五 実 用 新 案 登 録 が さ

れ た 後 に お い て 、 そ れ た 後 に お い て 、 そ れ た 後 に お い て 、 そ れ た 後 に お い て 、 そ
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を 引 用 す る 請 求 項 の

記 載 を 当 該 他 の 請 求

項 の 記 載 を 引 用 し な

い も の と す る こ と 。

２ 前 項 の 審 判 は 、 第 三 ２ 前 項 の 審 判 は 、 第 三

十 七 条 第 一 項 の 審 判 が 十 七 条 第 一 項 の 審 判 が

特 許 庁 に 係 属 し た 時 か 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か

ら そ の 審 決 （ 請 求 項 ご ら そ の 審 決 が 確 定 す る

と に 請 求 が さ れ た 場 合 ま で の 間 は 、 請 求 す る

に あ つ て は 、 そ の 全 て こ と が で き な い 。 た だ

の 審 決 ） が 確 定 す る ま し 、 同 項 の 審 判 の 審 決

で の 間 は 、 請 求 す る こ に 対 す る 訴 え の 提 起 が

と が で き な い 。 あ つ た 日 か ら 起 算 し て

九 十 日 の 期 間 内 （ 当 該

事 件 に つ い て 第 四 十 七

条 第 二 項 に お い て 準 用

す る 特 許 法 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 平 成 十

五 年 法 律 第 四 十 七 号 ）

第 一 条 の 規 定 に よ る 改

正 後 の 特 許 法 （ 以 下 「

平 成 十 五 年 改 正 特 許 法

」 と い う 。 ） 第 百 八 十

一 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 審 決 の 取 消 し の 判 決

又 は 同 条 第 二 項 の 規 定

て も 、 請 求 す る こ と が い て も 、 請 求 す る こ と て も 、 請 求 す る こ と が い て も 、 請 求 す る こ と

で き る 。 が で き る 。 で き る 。 が で き る 。

３ 審 判 長 は 、 第 一 項 の ４ 審 判 長 は 、 第 一 項 の ３ 審 判 長 は 、 第 一 項 の ４ 審 判 長 は 、 第 一 項 の

審 判 の 請 求 が あ つ た と 審 判 の 請 求 が あ つ た と 審 判 の 請 求 が あ つ た と 審 判 の 請 求 が あ つ た と

き は 、 そ の 旨 を 当 該 実 き は 、 そ の 旨 を 当 該 実 き は 、 そ の 旨 を 当 該 実 き は 、 そ の 旨 を 当 該 実

用 新 案 権 に つ い て の 専 用 新 案 権 に つ い て の 専 用 新 案 権 に つ い て の 専 用 新 案 権 に つ い て の 専

用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の

実 用 新 案 登 録 に 関 し 登 実 用 新 案 登 録 に 関 し 登 実 用 新 案 登 録 に 関 し 登 実 用 新 案 登 録 に 関 し 登

録 し た 権 利 を 有 す る 者 録 し た 権 利 を 有 す る 者 録 し た 権 利 を 有 す る 者 録 し た 権 利 を 有 す る 者

に 通 知 し な け れ ば な ら に 通 知 し な け れ ば な ら に 通 知 し な け れ ば な ら に 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。 な い 。 な い 。

第 三 十 九 条 第 三 十 九 条 実 用 新 案 権 第 三 十 九 条 実 用 新 案 権 第 三 十 九 条 第 三 十 九 条 実 用 新 案 権 第 三 十 九 条 実 用 新 案 権

か ら 第 四 十 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 者 は 、 願 書 に 添 付 し た か ら 第 四 十 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 者 は 、 願 書 に 添 付 し た

一 条 ま で を 目 的 と す る 場 合 に 限 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 一 条 ま で を 目 的 と す る 場 合 に 限 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正

り 、 願 書 に 添 附 し た 明 を す る こ と に つ い て 審 り 、 願 書 に 添 附 し た 明 を す る こ と に つ い て 審

細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を 判 を 請 求 す る こ と が で 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を 判 を 請 求 す る こ と が で

す る こ と に つ い て 審 判 き る 。 た だ し 、 そ の 訂 す る こ と に つ い て 審 判 き る 。 た だ し 、 そ の 訂

を 請 求 す る こ と が で き 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 請 求 す る こ と が で き 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

る 。 を 目 的 と す る も の に 限 る 。 を 目 的 と す る も の に 限

る 。 る 。

一 実 用 新 案 登 録 請 求 一 実 用 新 案 登 録 請 求 一 実 用 新 案 登 録 請 求 一 実 用 新 案 登 録 請 求

の 範 囲 の 減 縮 の 範 囲 の 減 縮 の 範 囲 の 減 縮 の 範 囲 の 減 縮

二 誤 記 の 訂 正 二 誤 記 の 訂 正 二 誤 記 の 訂 正 二 誤 記 の 訂 正

三 明 瞭 で な い 記 載 の 三 明 瞭 で な い 記 載 の 三 明 瞭 で な い 記 載 の 三 明 り よ う で な い 記

釈 明 釈 明 釈 明 載 の 釈 明

四 他 の 請 求 項 の 記 載 （ 新 設 ）
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書 の う ち 第 五 条 第 三 項

第 一 号 か ら 第 三 号 ま で

に 掲 げ る 事 項 又 は 図 面

の 訂 正 を す る 場 合 で あ

つ て 、 請 求 項 ご と に 第

一 項 の 規 定 に よ る 請 求

を し よ う と す る と き は

、 当 該 明 細 書 又 は 図 面

の 訂 正 に 係 る 請 求 項 の

全 て （ 前 項 後 段 の 規 定

に よ り 一 群 の 請 求 項 ご

と に 第 一 項 の 規 定 に よ

る 請 求 を す る 場 合 に あ

つ て は 、 当 該 明 細 書 又

は 図 面 の 訂 正 に 係 る 請

求 項 を 含 む 一 群 の 請 求

項 の 全 て ） に つ い て 行

わ な け れ ば な ら な い 。

５ 第 一 項 の 明 細 書 又 は ３ 第 一 項 の 明 細 書 又 は

図 面 の 訂 正 は 、 願 書 に 図 面 の 訂 正 は 、 願 書 に

添 付 し た 明 細 書 又 は 図 添 付 し た 明 細 書 又 は 図

面 に 記 載 し た 事 項 の 範 面 に 記 載 し た 事 項 の 範

囲 内 に お い て し な け れ 囲 内 に お い て し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

２ 前 項 の 明 細 書 又 は 図 ６ 第 一 項 の 明 細 書 又 は ２ 前 項 の 明 細 書 又 は 図 ４ 第 一 項 の 明 細 書 又 は

面 の 訂 正 は 、 実 質 上 実 図 面 の 訂 正 は 、 実 質 上 面 の 訂 正 は 、 実 質 上 実 図 面 の 訂 正 は 、 実 質 上

に よ る 審 決 の 取 消 し の

決 定 が あ つ た 場 合 に お

い て は 、 そ の 判 決 又 は

決 定 の 確 定 後 の 期 間 を

除 く 。 ） は 、 こ の 限 り

で な い 。

３ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 （ 新 設 ）

る 願 書 に 添 付 し た 明 細

書 の う ち 第 五 条 第 三 項

第 四 号 に 掲 げ る 事 項 の

訂 正 を す る 場 合 に は 、

請 求 項 ご と に 第 一 項 の

規 定 に よ る 請 求 を す る

こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 当 該 請 求

項 の 中 に 一 の 請 求 項 の

記 載 を 他 の 請 求 項 が 引

用 す る 関 係 そ の 他 経 済

産 業 省 令 で 定 め る 関 係

を 有 す る 一 群 の 請 求 項

（ 以 下 「 一 群 の 請 求 項

」 と い う 。 ） が あ る と

き は 、 当 該 一 群 の 請 求

項 ご と に 当 該 請 求 を し

な け れ ば な ら な い 。

４ 願 書 に 添 付 し た 明 細 （ 新 設 ）
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三 項 ま で の 規 定 に 違 反 請 求 人 に 送 達 し 、 相 当 三 項 ま で の 規 定 に 違 反 請 求 人 に 送 達 し 、 相 当

し て い る と き は 、 そ の の 期 間 を 指 定 し て 、 答 し て い る と き は 、 そ の の 期 間 を 指 定 し て 、 答

訂 正 を 無 効 に す る こ と 弁 書 を 提 出 す る 機 会 を 訂 正 を 無 効 に す る こ と 弁 書 を 提 出 す る 機 会 を

に つ い て 審 判 を 請 求 す 与 え な け れ ば な ら な い に つ い て 審 判 を 請 求 す 与 え な け れ ば な ら な い

る こ と が で き る 。 。 る こ と が で き る 。 。

２ 第 三 十 七 条 第 二 項 及 ２ 審 判 長 は 、 第 四 十 一 ２ 第 三 十 七 条 第 二 項 及 ２ 審 判 長 は 、 第 四 十 一

び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 条 に お い て 準 用 す る 特 び 第 三 項 の 規 定 は 、 前 条 に お い て 準 用 す る 平

項 の 審 判 の 請 求 に 準 用 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す 項 の 審 判 の 請 求 に 準 用 成 十 五 年 改 正 特 許 法 第

す る 。 る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 す る 。 百 三 十 一 条 の 二 第 二 項

法 律 第 号 ） 第 一 の 規 定 に よ り 請 求 書 の

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 補 正 を 許 可 す る と き は

の 特 許 法 （ 以 下 「 平 成 、 そ の 補 正 に 係 る 手 続

二 十 三 年 改 正 特 許 法 」 補 正 書 の 副 本 を 被 請 求

と い う 。 ） 第 百 三 十 一 人 に 送 達 し 、 相 当 の 期

条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 間 を 指 定 し て 、 答 弁 書

よ り 請 求 書 の 補 正 を 許 を 提 出 す る 機 会 を 与 え

可 す る と き は 、 そ の 補 な け れ ば な ら な い 。 た

正 に 係 る 手 続 補 正 書 の だ し 、 被 請 求 人 に 答 弁

副 本 を 被 請 求 人 に 送 達 書 を 提 出 す る 機 会 を 与

し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 え る 必 要 が な い と 認 め

し て 、 答 弁 書 を 提 出 す ら れ る 特 別 の 事 情 が あ

る 機 会 を 与 え な け れ ば る と き は 、 こ の 限 り で

な ら な い 。 た だ し 、 被 な い 。

請 求 人 に 答 弁 書 を 提 出

す る 機 会 を 与 え る 必 要

が な い と 認 め ら れ る 特

用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範

を 拡 張 し 、 又 は 変 更 す 囲 を 拡 張 し 、 又 は 変 更 を 拡 張 し 、 又 は 変 更 す 囲 を 拡 張 し 、 又 は 変 更

る も の で あ つ て は な ら す る も の で あ つ て は な る も の で あ つ て は な ら す る も の で あ つ て は な

な い 。 ら な い 。 な い 。 ら な い 。

３ 第 一 項 第 一 号 の 場 合 ７ 第 一 項 た だ し 書 第 一 ３ 第 一 項 第 一 号 の 場 合 ５ 第 一 項 た だ し 書 第 一

は 、 訂 正 後 に お け る 実 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 は 、 訂 正 後 に お け る 実 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的

用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 と す る 訂 正 は 、 訂 正 後 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 と す る 訂 正 は 、 訂 正 後

に 記 載 さ れ て い る 事 項 に お け る 実 用 新 案 登 録 に 記 載 さ れ て い る 事 項 に お け る 実 用 新 案 登 録

に よ り 構 成 さ れ る 考 案 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ に よ り 構 成 さ れ る 考 案 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ

が 実 用 新 案 登 録 出 願 の て い る 事 項 に よ り 構 成 が 実 用 新 案 登 録 出 願 の て い る 事 項 に よ り 構 成

際 独 立 し て 実 用 新 案 登 さ れ る 考 案 が 実 用 新 案 際 独 立 し て 実 用 新 案 登 さ れ る 考 案 が 実 用 新 案

録 を 受 け る こ と が で き 登 録 出 願 の 際 独 立 し て 録 を 受 け る こ と が で き 登 録 出 願 の 際 独 立 し て

る も の で な け れ ば な ら 実 用 新 案 登 録 を 受 け る る も の で な け れ ば な ら 実 用 新 案 登 録 を 受 け る

な い 。 こ と が で き る も の で な な い 。 こ と が で き る も の で な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

４ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 ８ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 ４ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 ６ 第 一 項 の 審 判 は 、 実

用 新 案 権 の 消 滅 後 に お 用 新 案 権 の 消 滅 後 に お 用 新 案 権 の 消 滅 後 に お 用 新 案 権 の 消 滅 後 に お

い て も 、 請 求 す る こ と い て も 、 請 求 す る こ と い て も 、 請 求 す る こ と い て も 、 請 求 す る こ と

が で き る 。 た だ し 、 第 が で き る 。 た だ し 、 第 が で き る 。 た だ し 、 第 が で き る 。 た だ し 、 第

三 十 七 条 第 一 項 の 審 判 三 十 七 条 第 一 項 の 審 判 三 十 七 条 第 一 項 の 審 判 三 十 七 条 第 一 項 の 審 判

に よ り 無 効 に さ れ た 後 に よ り 無 効 に さ れ た 後 に よ り 無 効 に さ れ た 後 に よ り 無 効 に さ れ た 後

は 、 こ の 限 り で な い 。 は 、 こ の 限 り で な い 。 は 、 こ の 限 り で な い 。 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 訂 正 の 無 効 の 審 判 ） （ 答 弁 書 の 提 出 等 ） （ 訂 正 の 無 効 の 審 判 ） （ 答 弁 書 の 提 出 等 ）

第 四 十 条 願 書 に 添 附 し 第 四 十 条 審 判 長 は 、 審 第 四 十 条 願 書 に 添 附 し 第 四 十 条 審 判 長 は 、 審

た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 判 の 請 求 が あ つ た と き た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 判 の 請 求 が あ つ た と き

正 が 前 条 第 一 項 か ら 第 は 、 請 求 書 の 副 本 を 被 正 が 前 条 第 一 項 か ら 第 は 、 請 求 書 の 副 本 を 被
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を 請 求 す る こ と が で き そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ

る 。 た だ し 、 そ の 訂 正 る 事 項 を 目 的 と す る も

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を の に 限 る 。

目 的 と す る も の に 限 る

。
一 実 用 新 案 登 録 請 求 一 実 用 新 案 登 録 請 求

の 範 囲 の 減 縮 の 範 囲 の 減 縮

二 誤 記 の 訂 正 二 誤 記 の 訂 正

三 明 瞭 で な い 記 載 の 三 明 り よ う で な い 記

釈 明 載 の 釈 明

四 他 の 請 求 項 の 記 載 （ 新 設 ）

を 引 用 す る 請 求 項 の

記 載 を 当 該 他 の 請 求

項 の 記 載 を 引 用 し な

い も の と す る こ と 。

２ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 （ 新 設 ）

る 願 書 に 添 付 し た 明 細

書 の う ち 第 五 条 第 三 項

第 四 号 に 掲 げ る 事 項 の

訂 正 を す る 場 合 に は 、

請 求 項 ご と に 前 項 の 訂

正 の 請 求 を す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 第 三

十 七 条 第 一 項 又 は 第 四

十 八 条 の 十 二 第 一 項 の

審 判 が 請 求 項 ご と に 請

別 の 事 情 が あ る と き は

、 こ の 限 り で な い 。

３ 審 判 長 は 、 第 一 項 又 ３ 審 判 長 は 、 第 一 項 又

は 前 項 本 文 の 答 弁 書 を は 前 項 本 文 の 答 弁 書 を

受 理 し た と き は 、 そ の 受 理 し た と き は 、 そ の

副 本 を 請 求 人 に 送 達 し 副 本 を 請 求 人 に 送 達 し

な け れ ば な ら な い 。 な け れ ば な ら な い 。

４ 審 判 長 は 、 審 判 に 関 ４ 審 判 長 は 、 審 判 に 関

し 、 当 事 者 及 び 参 加 人 し 、 当 事 者 及 び 参 加 人

を 審 尋 す る こ と が で き を 審 尋 す る こ と が で き

る 。 る 。

（ 訂 正 の 請 求 ） （ 訂 正 の 請 求 ）

第 四 十 条 の 二 第 三 十 七 第 四 十 条 の 二 第 三 十 七

条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八

条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判

の 被 請 求 人 は 、 前 条 第 の 被 請 求 人 は 、 前 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 、 一 項 若 し く は 第 二 項 、

次 条 又 は 第 四 十 一 条 に 次 条 第 一 項 若 し く は 第

お い て 準 用 す る 特 許 法 二 項 又 は 第 四 十 一 条 に

第 百 五 十 三 条 第 二 項 若 お い て 準 用 す る 特 許 法

し く は 平 成 二 十 三 年 改 第 百 五 十 三 条 第 二 項 の

正 特 許 法 第 百 六 十 四 条 規 定 に よ り 指 定 さ れ た

の 二 第 二 項 の 規 定 に よ 期 間 内 に 限 り 、 願 書 に

り 指 定 さ れ た 期 間 内 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図

限 り 、 願 書 に 添 付 し た 面 の 訂 正 を 請 求 す る こ

明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 と が で き る 。 た だ し 、
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は 参 加 人 が 申 し 立 て な は 参 加 人 が 申 し 立 て な

い 理 由 に つ い て も 、 審 い 理 由 に つ い て も 、 審

理 す る こ と が で き る 。 理 す る こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て 、 当 こ の 場 合 に お い て 、 当

該 理 由 に よ り 訂 正 の 請 該 理 由 に よ り 訂 正 の 請

求 を 認 め な い と き は 、 求 を 認 め な い と き は 、

審 判 長 は 、 審 理 の 結 果 審 判 長 は 、 審 理 の 結 果

を 当 事 者 及 び 参 加 人 に を 当 事 者 及 び 参 加 人 に

通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を

指 定 し て 、 意 見 を 申 し 指 定 し て 、 意 見 を 申 し

立 て る 機 会 を 与 え な け 立 て る 機 会 を 与 え な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

６ 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 ４ 第 一 項 の 訂 正 の 請 求

が さ れ た 場 合 に お い て が さ れ た 場 合 に お い て

、 そ の 審 判 事 件 に お い 、 そ の 審 判 事 件 に お い

て 先 に し た 訂 正 の 請 求 て 先 に し た 訂 正 の 請 求

が あ る と き は 、 当 該 先 が あ る と き は 、 当 該 先

の 請 求 は 、 取 り 下 げ ら の 請 求 は 、 取 り 下 げ ら

れ た も の と み な す 。 れ た も の と み な す 。

７ 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 （ 新 設 ）

は 、 同 項 の 訂 正 の 請 求

書 に 添 付 さ れ た 訂 正 し

た 明 細 書 又 は 図 面 に つ

い て 第 五 十 五 条 第 二 項

に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 特 許 法 第 十 七 条

求 さ れ た 場 合 に あ つ て

は 、 請 求 項 ご と に 前 項

の 訂 正 の 請 求 を し な け

れ ば な ら な い 。

３ 前 項 の 場 合 に お い て （ 新 設 ）

、 当 該 請 求 項 の 中 に 一

群 の 請 求 項 が あ る と き

は 、 当 該 一 群 の 請 求 項

ご と に 当 該 請 求 を し な

け れ ば な ら な い 。

４ 審 判 長 は 、 第 一 項 の ２ 審 判 長 は 、 前 項 の 訂

訂 正 の 請 求 書 及 び こ れ 正 の 請 求 書 及 び こ れ に

に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明

明 細 書 又 は 図 面 を 受 理 細 書 又 は 図 面 を 受 理 し

し た と き は 、 こ れ ら の た と き は 、 こ れ ら の 副

副 本 を 請 求 人 に 送 達 し 本 を 請 求 人 に 送 達 し な

な け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

５ 審 判 官 は 、 第 一 項 の ３ 審 判 官 は 、 第 一 項 の

訂 正 の 請 求 が 同 項 た だ 訂 正 の 請 求 が 同 項 た だ

し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項 し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項

を 目 的 と せ ず 、 又 は 第 を 目 的 と せ ず 、 又 は 第

九 項 に お い て 読 み 替 え 五 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 第 三 十 九 条 て 準 用 す る 第 三 十 九 条

第 五 項 か ら 第 七 項 ま で 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で

の 規 定 に 適 合 し な い こ の 規 定 に 適 合 し な い こ

と に つ い て 、 当 事 者 又 と に つ い て 、 当 事 者 又
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審 判 の 審 判 事 件 に 係 る

全 て の 請 求 が 取 り 下 げ

ら れ た と き は 、 当 該 審

判 事 件 に 係 る 第 一 項 の

訂 正 の 請 求 は 、 全 て 取

り 下 げ ら れ た も の と み

な す 。

９ 第 三 十 九 条 第 四 項 か ５ 第 三 十 九 条 第 三 項 か

ら 第 八 項 ま で 、 特 許 法 ら 第 六 項 ま で 並 び に 特

第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 許 法 第 百 二 十 七 条 、 第

十 八 条 並 び に 第 百 三 十 百 二 十 八 条 、 第 百 三 十

二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 一 条 並 び に 第 百 三 十 二

並 び に 平 成 二 十 三 年 改 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の

正 特 許 法 第 百 三 十 一 条 規 定 は 、 第 一 項 の 場 合

第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 に 準 用 す る 。 こ の 場 合

四 項 、 第 百 三 十 一 条 の に お い て 、 第 三 十 九 条

二 第 一 項 並 び に 第 百 三 第 五 項 中 「 第 一 項 た だ

十 三 条 第 一 項 、 第 三 項 し 書 第 一 号 」 と あ る の

及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 は 、 「 第 三 十 七 条 第 一

第 一 項 の 場 合 に 準 用 す 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十

る 。 こ の 場 合 に お い て 二 第 一 項 の 審 判 の 請 求

、 第 三 十 九 条 第 七 項 中 が さ れ て い な い 請 求 項

「 第 一 項 た だ し 書 第 一 に 係 る 第 一 項 た だ し 書

号 」 と あ る の は 、 「 第 第 一 号 」 と 読 み 替 え る

三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 も の と す る 。

四 十 八 条 の 十 二 第 一 項

第 一 項 の 補 正 を す る こ

と が で き る 期 間 内 に 限

り 、 取 り 下 げ る こ と が

で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 第 一 項 の 訂 正 の

請 求 を 第 二 項 又 は 第 三

項 の 規 定 に よ り 請 求 項

ご と に 又 は 一 群 の 請 求

項 ご と に し た と き は 、

そ の 全 て の 請 求 を 取 り

下 げ な け れ ば な ら な い

。
８ 第 四 十 一 条 に お い て （ 新 設 ）

準 用 す る 平 成 二 十 三 年

改 正 特 許 法 第 百 五 十 五

条 第 三 項 の 規 定 に よ り

第 三 十 七 条 第 一 項 又 は

第 四 十 八 条 の 十 二 第 一

項 の 審 判 の 請 求 が 請 求

項 ご と に 取 り 下 げ ら れ

た と き は 、 第 一 項 の 訂

正 の 請 求 は 、 当 該 請 求

項 ご と に 取 り 下 げ ら れ

た も の と み な し 、 第 三

十 七 条 第 一 項 又 は 第 四

十 八 条 の 十 二 第 一 項 の
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対 し 、 願 書 に 添 付 し た し 、 願 書 に 添 付 し た 明

明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を

を 請 求 す る た め の 相 当 請 求 す る た め の 相 当 の

の 期 間 を 指 定 す る こ と 期 間 を 指 定 す る こ と が

が で き る 。 で き る 。

（ 削 る ） ２ 審 判 長 は 、 第 四 十 七

条 第 二 項 に お い て 準 用

す る 平 成 十 五 年 改 正 特

許 法 第 百 八 十 一 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 審 決 の

取 消 し の 決 定 が 確 定 し

、 同 条 第 五 項 の 規 定 に

よ り 審 理 を 開 始 す る と

き は 、 被 請 求 人 に 対 し

、 願 書 に 添 付 し た 明 細

書 又 は 図 面 の 訂 正 を 請

求 す る た め の 相 当 の 期

間 を 指 定 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 当 該

審 理 の 開 始 の 時 に 、 当

該 事 件 に つ い て 第 三 十

九 条 第 二 項 た だ し 書 に

規 定 す る 期 間 内 に 請 求

さ れ た 同 条 第 一 項 の 審

判 の 審 決 が 確 定 し て い

る 場 合 は 、 こ の 限 り で

の 審 判 の 請 求 が さ れ て

い な い 請 求 項 に 係 る 第

一 項 た だ し 書 第 一 号 」

と 読 み 替 え る も の と す

る 。
（ 取 消 し の 判 決 が あ つ （ 取 消 し の 判 決 等 が あ

た 場 合 に お け る 訂 正 の つ た 場 合 に お け る 訂 正

請 求 ） の 請 求 ）

第 四 十 条 の 三 審 判 長 は 第 四 十 条 の 三 審 判 長 は

、 第 三 十 七 条 第 一 項 又 、 第 三 十 七 条 第 一 項 又

は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第

一 項 の 審 判 の 審 決 （ 審 一 項 の 審 判 の 審 決 （ 審

判 の 請 求 に 理 由 が な い 判 の 請 求 に 理 由 が な い

と す る も の に 限 る 。 ） と す る も の に 限 る 。 ）

に 対 す る 第 四 十 七 条 第 に 対 す る 第 四 十 七 条 第

二 項 に お い て 準 用 す る 二 項 に お い て 準 用 す る

平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 平 成 十 五 年 改 正 特 許 法

法 第 百 八 十 一 条 第 一 項 第 百 八 十 一 条 第 一 項 の

の 規 定 に よ る 取 消 し の 規 定 に よ る 取 消 し の 判

判 決 が 確 定 し 、 同 条 第 決 が 確 定 し 、 同 条 第 五

二 項 の 規 定 に よ り 審 理 項 の 規 定 に よ り 審 理 を

を 開 始 す る と き は 、 そ 開 始 す る と き は 、 そ の

の 判 決 の 確 定 の 日 か ら 判 決 の 確 定 の 日 か ら 一

一 週 間 以 内 に 被 請 求 人 週 間 以 内 に 被 請 求 人 か

か ら 申 立 て が あ つ た 場 ら 申 立 て が あ つ た 場 合

合 に 限 り 、 被 請 求 人 に に 限 り 、 被 請 求 人 に 対
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れ た も の と み な す 。 た

だ し 、 訂 正 の 請 求 の 時

に そ の 審 判 の 審 決 が 確

定 し て い る 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。

（ 削 る ） ５ 第 三 十 九 条 第 二 項 た

だ し 書 に 規 定 す る 期 間

内 に 同 条 第 一 項 の 審 判

の 請 求 が あ つ た 場 合 に

お い て 、 第 一 項 又 は 第

二 項 の 規 定 に よ り 指 定

さ れ た 期 間 内 に 前 条 第

一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ

れ な か つ た と き は 、 そ

の 期 間 の 末 日 に 、 そ の

審 判 の 請 求 書 に 添 付 さ

れ た 訂 正 し た 明 細 書 又

は 図 面 を 第 三 項 の 規 定

に よ り 援 用 し た 同 条 第

一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ

れ た も の と み な す 。 た

だ し 、 そ の 期 間 の 末 日

に そ の 審 判 の 審 決 が 確

定 し て い る 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

な い 。

（ 削 る ） ３ 第 三 十 七 条 第 一 項 又

は 第 四 十 八 条 の 十 二 第

一 項 の 審 判 の 被 請 求 人

は 、 第 三 十 九 条 第 二 項

た だ し 書 に 規 定 す る 期

間 内 に 同 条 第 一 項 の 審

判 を 請 求 し た 場 合 に お

い て 、 前 二 項 の 規 定 に

よ り 指 定 さ れ た 期 間 内

に 前 条 第 一 項 の 訂 正 の

請 求 を す る と き は 、 そ

の 審 判 の 請 求 書 に 添 付

し た 訂 正 し た 明 細 書 又

は 図 面 を 援 用 す る こ と

が で き る 。

（ 削 る ） ４ 第 三 十 九 条 第 二 項 た

だ し 書 に 規 定 す る 期 間

内 に 同 条 第 一 項 の 審 判

の 請 求 が あ つ た 場 合 に

お い て 、 第 一 項 又 は 第

二 項 の 規 定 に よ り 指 定

さ れ た 期 間 内 に 前 条 第

一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ

れ た と き は 、 そ の 審 判

の 請 求 は 、 取 り 下 げ ら
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七 十 六 条 （ 再 審 の 請 求 登 る 通 常 実 施 権 ） 並 び に 平

録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第

施 権 ） 百 七 十 四 条 （ 審 判 の 規 定

等 の 準 用 ）

第 四 十 七 条 審 判 又 は 再 審 の 請 求 書 審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 （ 新 設 ）

第 一 項 書 又 は 第 四 十 条 の 二 第 一

項 の 訂 正 の 請 求 書

第 四 十 七 条 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 特 許 法 第 百 七 十 九 条 （ 被 第 四 十 七 条 及 び 第 百 七 十 九 条 か ら 第 、 第 百 七 十 九 条 、 第 百 八

第 二 項 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 告 適 格 ） 並 び に 平 成 二 十 第 二 項 百 八 十 二 条 ま で 十 条 及 び 第 百 八 十 二 条 並

期 間 等 ） 及 び 百 七 十 九 条 三 年 改 正 特 許 法 第 百 七 十 び に 平 成 十 五 年 改 正 特 許

か ら 第 百 八 十 二 条 ま で （ 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま 法 第 百 八 十 一 条

被 告 適 格 、 出 訴 の 通 知 、 で （ 出 訴 期 間 等 ） 並 び に

審 決 又 は 決 定 の 取 消 及 び 第 百 八 十 条 、 第 百 八 十 一

裁 判 の 正 本 の 送 付 ） 条 及 び 第 百 八 十 二 条 （ 出

訴 の 通 知 等 、 審 決 又 は 決

定 の 取 消 し 及 び 裁 判 の 正

本 等 の 送 付 ）

第 四 十 八 条 第 三 十 九 条 第 四 項 中 「 第 第 三 十 九 条 第 二 項 及 び 第 第 四 十 八 条 第 三 十 九 条 第 四 項 中 「 第 第 三 十 九 条 第 二 項 中 「 第

の 十 二 第 二 三 十 七 条 第 一 項 」 と あ る 八 項 中 「 第 三 十 七 条 第 一 の 十 二 第 二 三 十 七 条 第 一 項 」 と あ る 三 十 七 条 第 一 項 」 と あ り

項 の は 、 「 第 三 十 七 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 第 三 項 の は 、 「 第 三 十 七 条 第 一 、 及 び 「 同 項 」 と あ る の

項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 は 「 第 三 十 七 条 第 一 項 又

第 一 項 」 と 八 条 の 十 二 第 一 項 」 と 第 一 項 」 と は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一

項 」 と 、 同 条 第 六 項 中 「

第 三 十 七 条 第 一 項 」 と あ

る の は 「 第 三 十 七 条 第 一

項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二

第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 第 四 十 一 条 特 許 法 第 百

二 十 五 条 、 第 百 二 十 七 二 十 五 条 、 第 百 二 十 七 二 十 五 条 、 第 百 二 十 七 二 十 五 条 、 第 百 二 十 七

条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第

百 三 十 条 か ら 第 百 七 十 百 三 十 二 条 、 第 百 三 十 百 三 十 条 か ら 第 百 七 十 百 三 十 二 条 、 第 百 三 十

条 ま で （ 審 決 の 効 果 、 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 条 ま で （ 審 決 の 効 果 、 五 条 か ら 第 百 六 十 三 条

審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 ま で 、 第 百 五 十 七 条 か 審 判 の 請 求 、 審 判 官 、 ま で 、 第 百 六 十 四 条 第

審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の ら 第 百 六 十 三 条 ま で 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 と の 一 項 及 び 第 百 六 十 六 条

関 係 及 び 審 判 に お け る 第 百 六 十 四 条 第 一 項 、 関 係 及 び 審 判 に お け る か ら 第 百 七 十 条 ま で 並

費 用 ） の 規 定 は 、 審 判 第 百 六 十 六 条 及 び 第 百 費 用 ） の 規 定 は 、 審 判 び に 平 成 十 五 年 改 正 特

に 準 用 す る 。 六 十 八 条 か ら 第 百 七 十 に 準 用 す る 。 許 法 第 百 三 十 一 条 、 第

条 ま で 並 び に 平 成 二 十 百 三 十 一 条 の 二 及 び 第

三 年 改 正 特 許 法 第 百 三 百 三 十 三 条 （ 審 決 の 効

十 一 条 、 第 百 三 十 一 条 果 、 審 判 の 請 求 、 審 判

の 二 、 第 百 三 十 三 条 、 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟

第 百 五 十 五 条 、 第 百 五 と の 関 係 及 び 審 判 に お

十 六 条 、 第 百 六 十 四 条 け る 費 用 ） の 規 定 は 、

の 二 、 第 百 六 十 七 条 及 審 判 に 準 用 す る 。

び 第 百 六 十 七 条 の 二 （

審 決 の 効 果 、 審 判 の 請

求 、 審 判 官 、 審 判 の 手

続 、 訴 訟 と の 関 係 及 び

審 判 に お け る 費 用 ） の

規 定 は 、 審 判 に 準 用 す

る 。

第 四 十 五 条 、 第 百 七 十 四 条 （ 審 判 の 及 び 第 百 七 十 六 条 （ 再 審 （ 新 設 ）

規 定 等 の 準 用 ） 及 び 第 百 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ
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第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項

の 審 判 に お い て 同 法 第 四 の 審 判 に お い て 同 法 第 四

十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

指 定 さ れ た 期 間 が 経 過 し 指 定 さ れ た 期 間 が 経 過 し

た 後 （ 同 条 第 二 項 、 同 法 た 後 （ 同 条 第 二 項 、 同 法

第 四 十 条 の 二 第 五 項 、 同 第 四 十 条 の 二 第 三 項 、 同

法 第 四 十 条 の 三 又 は 同 法 法 第 四 十 条 の 三 第 一 項 若

第 四 十 一 条 に お い て 準 用 し く は 第 二 項 又 は 同 法 第

す る 特 許 法 第 百 五 十 三 条 四 十 一 条 に お い て 準 用 す

第 二 項 若 し く は 平 成 二 十 る 特 許 法 第 百 五 十 三 条 第

三 年 改 正 特 許 法 第 百 六 十 二 項 の 規 定 に よ り 期 間 が

四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 指 定 さ れ た 場 合 に あ つ て

よ り 期 間 が 指 定 さ れ た 場 は 、 当 該 期 間 が 経 過 し た

合 に あ つ て は 、 当 該 期 間 後 ） 及 び 実 用 新 案 法 第 三

が 経 過 し た 後 ） 及 び 実 用 十 九 条 第 一 項 の 審 判 に お

新 案 法 第 三 十 九 条 第 一 項 い て 同 法 第 四 十 一 条 に お

の 審 判 に お い て 同 法 第 四 い て 準 用 す る 特 許 法 第 百

十 一 条 に お い て 準 用 す る 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に

平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 よ る 通 知 が あ つ た 後 （ 同

第 百 五 十 六 条 第 一 項 の 規 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 審

定 に よ る 通 知 が あ つ た 後 理 の 再 開 が さ れ た 場 合 に

（ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ あ つ て は 、 そ の 後 更 に 同

る 審 理 の 再 開 が さ れ た 場 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通

合 に あ つ て は 、 そ の 後 更 知 が あ つ た 後 ） 」 と 、 「

に 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ 審 判 」 と あ る の は 「 審 判

る 通 知 が あ つ た 後 ） 」 と 若 し く は 実 用 新 案 法 第 四

第 一 項 」 と

第 四 十 八 条 第 三 十 七 条 第 二 項 及 び 第 第 三 十 七 条 第 一 項 後 段 、 第 四 十 八 条 第 三 十 七 条 第 二 項 及 び 第 第 三 十 七 条 第 一 項 後 段 、

の 十 二 第 三 三 項 の 規 定 並 び に 特 許 法 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 の 十 二 第 三 三 項 の 規 定 並 び に 特 許 法 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定

項 第 百 八 十 四 条 の 十 五 第 二 並 び に 特 許 法 第 百 八 十 四 項 第 百 八 十 四 条 の 十 五 第 二 並 び に 特 許 法 第 百 八 十 四

項 及 び 第 四 項 （ 国 際 特 許 条 の 十 五 第 四 項 項 及 び 第 四 項 （ 国 際 特 許 条 の 十 五 第 四 項

出 願 固 有 の 理 由 に 基 づ く 出 願 固 有 の 理 由 に 基 づ く

特 許 の 無 効 の 審 判 ） 特 許 の 無 効 の 審 判 ）

第 五 十 条 の 第 三 十 七 条 第 二 項 （ 第 四 第 三 十 七 条 第 三 項 （ 第 四 第 五 十 条 の 第 三 十 七 条 第 二 項 （ 第 四 第 三 十 七 条 第 三 項 （ 第 四

二 十 条 第 二 項 及 び 第 四 十 八 十 八 条 の 十 二 第 三 項 に お 二 十 条 第 二 項 及 び 第 四 十 八 十 八 条 の 十 二 第 三 項 に お

条 の 十 二 第 三 項 に お い て い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 条 の 十 二 第 三 項 に お い て い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 。 ） 、 第 三 十 九 条 第 八 項 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 。 ） 、 第 三 十 九 条 第 六 項

、 第 三 十 九 条 第 四 項 、 第 （ 第 四 十 条 の 二 第 九 項 に 、 第 三 十 九 条 第 四 項 （ 第 四 十 条 の 二 第 五 項 に

四 十 一 条 に お い て 準 用 す お い て 準 用 す る 場 合 を 含 お い て 準 用 す る 場 合 を 含

る 特 許 法 第 百 二 十 五 条 む 。 ） 、 第 四 十 条 の 二 第 む 。 ）

九 項 及 び 第 四 十 一 条 に お

い て 準 用 す る 特 許 法 第 百

二 十 八 条 、 第 四 十 一 条 に

お い て 準 用 す る 特 許 法 第

百 二 十 五 条

第 五 十 五 条 準 用 す る 。 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 第 五 十 五 条 準 用 す る 。 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

第 二 項 い て 、 同 法 第 十 七 条 第 一 第 二 項 い て 、 同 法 第 十 七 条 第 一

項 た だ し 書 中 「 及 び 請 求 項 た だ し 書 中 「 及 び 請 求

公 告 を す べ き 旨 の 決 定 の 公 告 を す べ き 旨 の 決 定 の

謄 本 の 送 達 が あ つ た 後 」 謄 本 の 送 達 が あ つ た 後 」

と あ る の は 「 、 実 用 新 案 と あ る の は 「 、 実 用 新 案

法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は
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場 合 を 除 く 。 ）

、 「 審 判 」 と あ る の は 「 十 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 」

審 判 若 し く は 実 用 新 案 法 と 読 み 替 え る も の と す る

第 四 十 条 の 二 第 一 項 の 訂 。

正 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。

第 五 十 五 条 特 許 法 第 百 九 十 五 条 の 三 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 （ 新 設 ）

第 六 項 （ 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 第 百 九 十 五 条 の 四 （ 行 政

不 服 申 立 て の 制 限 ） の 規 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申

定 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に 立 て の 制 限 ） の 規 定 は 、

よ る 補 正 の 却 下 の 決 定 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ る 補

査 定 、 審 決 及 び 審 判 又 は 正 の 却 下 の 決 定 、 査 定 、

再 審 の 請 求 書 の 却 下 の 決 審 決 及 び 審 判 若 し く は 再

定 審 の 請 求 書 又 は 第 四 十 条

の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求

書 の 却 下 の 決 定

別 表 第 五 号 登 録 異 議 の 申 立 て （ 請 求 登 録 異 議 の 申 立 て を す る 別 表 第 五 号 登 録 異 議 の 申 立 て （ 請 求 登 録 異 議 の 申 立 て を す る

公 告 に 係 る 異 議 の 申 立 て 者 公 告 に 係 る 異 議 の 申 立 て 者

を 含 む 。 ） を す る 者 を 含 む 。 ） を す る 者

別 表 第 九 号 審 判 又 は 再 審 を 請 求 す る 審 判 、 再 審 又 は 明 細 書 若 別 表 第 九 号 審 判 又 は 再 審 を 請 求 す る 審 判 、 再 審 又 は 明 細 書 若

者 し く は 図 面 の 訂 正 を 請 求 者 し く は 図 面 の 訂 正 を 請 求

す る 者 す る 者 （ そ の 訂 正 の 請 求

を す る こ と に よ り 、 第 四

十 条 の 三 第 四 項 の 規 定 に

基 づ き 第 三 十 九 条 第 一 項

の 審 判 の 請 求 が 取 り 下 げ

ら れ た も の と み な さ れ る
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の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に そ の 登 録 商 標 の 使 用 を し て そ の 指 定 期 間 の 満 了 の 際 現 に そ の 登 録 商 標 の 使 用 を し て そ の 指 定 役 務 に

役 務 に 係 る 業 務 を 行 っ て い る 範 囲 内 に お い て 、 そ の 役 務 に つ い 係 る 業 務 を 行 っ て い る 範 囲 内 に お い て 、 そ の 役 務 に つ い て そ の

て そ の 商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 。 当 該 業 務 を 承 継 し た 者 商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 。 当 該 業 務 を 承 継 し た 者 に つ い

に つ い て も 、 同 様 と す る 。 て も 、 同 様 と す る 。

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 当 該 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に そ の 商 標 権 に つ い て 二 当 該 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の 際 現 に そ の 商 標 権 に つ い て

の 専 用 使 用 権 又 は そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の の 専 用 使 用 権 又 は そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の

新 商 標 法 第 三 十 一 条 第 四 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す 新 商 標 法 第 三 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 九 十

る 者 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

○ 商 標 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 八 年 法 律 第 六 十 八 号 ） （ 附 則 第 二 十 一 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（ 団 体 商 標 に つ い て の 経 過 措 置 ） （ 団 体 商 標 に つ い て の 経 過 措 置 ）

第 五 条 （ 略 ） 第 五 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 出 願 又 は 商 標 登 録 の 変 更 が あ っ ４ 第 一 項 の 規 定 に よ り 商 標 登 録 出 願 又 は 商 標 登 録 の 変 更 が あ っ

た 場 合 の 附 則 第 十 六 条 第 一 項 第 二 号 （ 附 則 第 十 八 条 に お い て 準 た 場 合 の 附 則 第 十 六 条 第 一 項 第 二 号 （ 附 則 第 十 八 条 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 又 は 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 又 は

そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 新 商 標 法 第 三 十 一 条 そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 新 商 標 法 第 三 十 一 条

第 四 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者 」 と あ る の は 、 「 第 四 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有

若 し く は そ の 商 標 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 新 商 標 法 第 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者 」 と あ る の は 、 「 若 し く は そ の 商 標

三 十 一 条 第 四 項 の 効 力 を 有 す る 通 常 使 用 権 を 有 す る 者 又 は そ の 権 若 し く は 専 用 使 用 権 に つ い て の 新 商 標 法 第 三 十 一 条 第 四 項 に

商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 団 体 構 成 員 」 と す る 。 お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 効 力 を 有 す る 通 常

使 用 権 を 有 す る 者 又 は そ の 商 標 の 使 用 を す る 権 利 を 有 す る 団 体

構 成 員 」 と す る 。

（ 拒 絶 の 査 定 又 は 審 決 前 の 使 用 に よ る 商 標 の 使 用 を す る 権 利 ） （ 拒 絶 の 査 定 又 は 審 決 前 の 使 用 に よ る 商 標 の 使 用 を す る 権 利 ）

第 十 六 条 更 新 登 録 の 出 願 に つ い て 、 附 則 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 第 十 六 条 更 新 登 録 の 出 願 に つ い て 、 附 則 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

の 規 定 に よ り 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 が 確 定 し た 場 合 （ の 規 定 に よ り 拒 絶 を す べ き 旨 の 査 定 又 は 審 決 が 確 定 し た 場 合 （

他 の 拒 絶 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く 。 ） に お い て は 、 次 の 各 号 の 他 の 拒 絶 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く 。 ） に お い て は 、 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る 者 が 、 そ の 出 願 に 係 る 商 標 権 の 存 続 期 間 の 一 に 該 当 す る 者 が 、 そ の 出 願 に 係 る 商 標 権 の 存 続 期 間 の 満 了 の

満 了 の 際 現 に そ の 出 願 に 係 る 登 録 商 標 の 使 用 を し て い る 指 定 役 際 現 に そ の 出 願 に 係 る 登 録 商 標 の 使 用 を し て い る 指 定 役 務 に つ

務 に つ い て 継 続 し て そ の 商 標 の 使 用 を す る と き は 、 当 該 商 標 権 い て 継 続 し て そ の 商 標 の 使 用 を す る と き は 、 当 該 商 標 権 の 存 続
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○ 意 匠 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 五 号 ） （ 附 則 第 二 十 三 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（ 施 行 後 三 月 間 に し た 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 特 例 ） （ 施 行 後 三 月 間 に し た 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 特 例 ）

第 七 条 （ 略 ） 第 七 条 （ 略 ）

（ 削 る ） ２ 特 例 小 売 商 標 登 録 出 願 に つ い て の 商 標 法 第 四 条 第 一 項 （ 第 十

三 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「

す る も の 」 と あ る の は 、 「 す る も の （ そ の 商 標 権 に 係 る 指 定 役

務 が 第 二 条 第 二 項 に 係 る も の で あ る 場 合 に お い て 、 同 項 に 係 る

役 務 に つ い て 使 用 を す る も の を 除 く 。 ） 」 と す る 。

２ ・ ３ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

○ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ） （ 附 則 第 二 十 二 条 関 係 ）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（ 特 許 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） （ 特 許 法 の 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 二 条 （ 略 ） 第 二 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

４ 一 部 施 行 日 前 に し た 特 許 出 願 （ 一 部 施 行 日 前 の 特 許 出 願 の 分 ４ 一 部 施 行 日 前 に し た 特 許 出 願 （ 一 部 施 行 日 前 の 特 許 出 願 の 分

割 等 に 係 る 特 許 出 願 を 除 く 。 ） に 係 る 特 許 料 の 納 付 に つ い て の 割 等 に 係 る 特 許 出 願 を 除 く 。 ） に 係 る 特 許 料 の 納 付 に つ い て の

新 特 許 法 第 百 七 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 並 び に 手 数 料 の 納 付 新 特 許 法 第 百 七 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 並 び に 手 数 料 の 納 付

に つ い て の 新 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 及 び 第 五 項 （ こ れ ら の に つ い て の 新 特 許 法 第 百 九 十 五 条 第 四 項 及 び 第 五 項 （ こ れ ら の

規 定 を 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 規 定 を 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際

号 ） 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 出 願 等 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

際 出 願 等 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を む 。 ） 並 び に 第 六 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中

含 む 。 ） 並 び に 第 六 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 「 国 」 と あ る の は 、 「 国 等 （ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （

中 「 国 」 と あ る の は 、 「 国 等 （ 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 許

（ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 法 第 百 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 国 等 を い う 。 ） 」 と す る 。

許 法 第 百 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 国 等 を い う 。 ） 」 と す る 。

５ ～ （ 略 ） ５ ～ （ 略 ）15 15
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【附則】 





４ 新 特 許 法 第 三 十 四 条 の 三 第 五 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 新 特 許 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 優 先 権 の 主 張 が あ っ た 場 合 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

５ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 仮 通 常 実 施 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 又 は 処 分 の 制 限 に 係 る 第 一 条 の 規 定 に よ る 改

正 前 の 特 許 法 （ 以 下 「 旧 特 許 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 四 条 の 五 第 二 項 の 登 録 が さ れ た 場 合 に お け る 当 該 登 録

の 第 三 者 に 対 す る 効 力 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 新 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 特 許 法 第 三 十 六 条 の 二

第 三 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 特 許 出 願 に は 、 適 用 し な い 。

７ こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 特 許 庁 に 係 属 し て い る 特 許 出 願 に つ い て 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ

る 場 合 に は 、 当 該 特 許 出 願 の 放 棄 若 し く は 取 下 げ 又 は 当 該 特 許 出 願 を 基 礎 と す る 新 特 許 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 に 係 る 承 諾 に つ い て は 、 新 特 許 法 第 三 十 八 条 の 二 又 は 第 四 十 一 条 第 一 項 た だ

し 書 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

８ 新 特 許 法 第 三 十 九 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て

適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 特 許 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 二 条 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 （ 以 下 「 新 特 許 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 条 の 規 定 は 、 次 項 に 規 定

す る 場 合 を 除 き 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の

日 前 に し た 特 許 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 特 許 出 願 が 新 特 許 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 を 伴 う

場 合 で あ っ て 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 同 項 に 規 定 す る 先 の 出 願 が こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に さ れ

た も の で あ る と き は 、 当 該 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の う ち 、 当 該 先 の 出 願 に 係 る 発 明 に つ い て は 、 新 特 許 法 第

三 十 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 特 許 法 第 三 十 四 条 の 三 第 二 項 、 第 三 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 並 び に 第 三 十 四 条 の 五 の 規 定 は 、 こ の 法 律

の 施 行 の 際 現 に 存 す る 仮 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。
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規 定 に よ る 改 正 前 の 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 以 下 「 旧 産 活 法 」 と い う 。

） 第 五 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 旧 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 の 登 録 が あ っ た も の と み な さ れ た 場 合 に お け

る 当 該 登 録 を 含 む 。 ） が さ れ た 場 合 に お け る 当 該 登 録 の 第 三 者 に 対 す る 効 力 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。
こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 、 訴 訟 の 完 結 し た 事 件 、 第 二 審 で あ る 高 等 裁 判 所 又 は 地 方 裁 判 所 に お け る 口 頭1
4

弁 論 が 終 結 し た 事 件 及 び 簡 易 裁 判 所 の 判 決 又 は 地 方 裁 判 所 が 第 一 審 と し て し た 判 決 に 対 し て 上 告 を す る 権

利 を 留 保 し て 控 訴 を し な い 旨 の 合 意 を し た 事 件 に つ い て は 、 新 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 四 条 の 四 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 提 起 さ れ た 再 審 の 訴 え （ 当 該 訴 訟 を 本 案 と1
5

す る 仮 差 押 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え 並 び に 当 該 訴 訟 を 本 案 と す る 仮 処

分 命 令 事 件 の 債 権 者 に 対 す る 損 害 賠 償 及 び 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 え を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に

お け る 同 条 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た こ と の 主 張 （ 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平

成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 （ 以 下 「 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 」 と い う 。

９ 新 特 許 法 第 四 十 九 条 、 第 七 十 四 条 、 第 百 四 条 の 三 第 三 項 並 び に 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 六 号 及 び 第 二 項 の

規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 特 許 出 願 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 特 許 出 願

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 六 十 七 条 の 三 第 一 項 及 び 第 百 二 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る10
特 許 権 の 存 続 期 間 の 延 長 登 録 の 出 願 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 特 許 権 の 存 続 期 間 の 延

長 登 録 の 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 八 十 条 第 一 項 及 び 第 九 十 九 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 通 常 実 施 権 に も 適 用1
1

す る 。
新 特 許 法 第 八 十 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 意 匠 権 又 は そ の 専 用 実 施 権 に つ い1
2

て の 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 通 常 実 施 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す1
3

る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 に 係 る 旧 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 の 登 録 （ 第 七 条 の
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こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 審 判 の 確 定 審 決 及 び こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 前 項 の 規 定 に よ り な2
0

お 従 前 の 例 に よ り 請 求 さ れ る 訂 正 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 旧 特 許 法 第 百 二 十 六 条 第 一 項 又 は 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 （ こ の 法2
1

律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 第 十 八 項 又 は 第 十 九 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る も の を 含 む

。 ） に 係 る 特 許 の 無 効 （ 旧 特 許 法 第 百 二 十 三 条 第 一 項 第 八 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 六 十 七 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実22
及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同

一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 一 項 及 び 第 百 九 十 五 条 の 四 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 請 求 さ れ た 特2
3

許 無 効 審 判 に 係 る 新 特 許 法 第 百 三 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り さ れ る 新 特 許 法 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂

正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 特 許 無 効 審 判 に 係 る 旧 特 許

法 第 百 三 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り さ れ た 旧 特 許 法 第 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定

） 第 百 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 訴 訟 事 件 に 係 る 再 審 の 訴 え に お け る も の に 限 る 。 ） 及 び 新 特 許

法 第 百 四 条 の 四 第 二 号 に 掲 げ る 審 決 が 確 定 し た こ と の 主 張 （ 新 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ

れ る 訴 訟 事 件 に 係 る 再 審 の 訴 え に お け る も の に 限 る 。 ） に つ い て 適 用 す る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 既 に 納 付 し た 特 許 料 又 は 同 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 の 減 免 又 は 猶 予 に1
6

つ い て は 、 新 特 許 法 第 百 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 新 特 許 法 第 百 十 二 条 第 四 項 か ら 第17
六 項 ま で の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の 又 は 初 め か ら 存 在 し な か っ た も の と み な さ れ た 特 許 権 に つ い て 適 用 し

、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 特 許 法 第 百 十 二 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の 又 は 初 め

か ら 存 在 し な か っ た も の と み な さ れ た 特 許 権 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 審 判 又 は 再 審 に つ い て は 、 そ の 審 決 が 確 定 す る ま で は 、 な お 従 前 の1
8

例 に よ る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 特 許 無 効 審 判 で あ っ て 、 そ の 審 決 が 確 定 し て い な い も の に 係 る 特 許1
9

に つ い て の 訂 正 審 判 に つ い て は 、 そ の 審 決 が 確 定 す る ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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第 三 条 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 実 用 新 案 法 （ 以 下 「 新 実 用 新 案 法 」 と い う 。 ） 第 四 条 の 二 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 三 十 四 条 の 三 第 五 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 新 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 が あ っ た 場 合 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

２ 新 実 用 新 案 法 第 七 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 出 願 に つ い て

適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 実 用 新 案 登 録 出 願 又 は 特 許 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 特 許 庁 に 係 属 し て い る 特 許 出 願 に つ い て 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ

る 場 合 に は 、 当 該 特 許 出 願 を 基 礎 と す る 新 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主 張 又 は 当 該 特

許 出 願 に 基 づ く 新 実 用 新 案 法 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 承 諾 に つ い て は 、 新 実 用 新 案 法

第 八 条 第 一 項 た だ し 書 又 は 第 十 条 第 九 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 新 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 三 十 条 の 規 定 は 、 次 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き

、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に

し た 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 実 用 新 案 登 録 出 願 が 新 実 用 新 案 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 優 先 権 の 主

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 八 十 一 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 請 求 さ れ る 審 判 に つ い て の 審 決 に 対 す る 訴2
4

え に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 審 判 に つ い て の 審 決 に 対 す る 訴 え に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 四 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 特 許 法 第 百 八 十 四 条25
の 四 第 三 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 国 際 特 許 出 願 に は 、 適 用 し な い 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 登 録 さ れ た 通 常 実 施 権 又 は 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 情 報 で あ っ て 旧 特 許 法 第 百 八 十26
六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 証 明 等 を 行 わ な い も の と さ れ た も の に つ い て の 証 明 等 に つ い て は 、 新 特 許 法 第 百

八 十 六 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 特 許 法 別 表 第 十 三 号 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 請 求 さ れ る 特 許 無 効 審 判 に 係 る 手 数 料 に つ2
7

い て 適 用 し 、 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 特 許 無 効 審 判 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 旧 特 許 法 別 表 第 十 三 号 の 規

定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 実 用 新 案 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）
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旧 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三 項 の 登 録 が あ っ た も の と み な さ れ た 場 合 に お け る 当 該 登 録 を 含 む 。 ） が さ れ た 場

合 に お け る 当 該 登 録 の 第 三 者 に 対 す る 効 力 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

９ 新 実 用 新 案 法 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 八 十 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現

に 存 す る 意 匠 権 又 は そ の 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。

新 実 用 新 案 法 第 三 十 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 四 条 の 四 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 提1
0

起 さ れ た 再 審 の 訴 え （ 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 五 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 実 用 新 案 法 第 三 十 条 に お い て 準 用 す る 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 が 適 用

さ れ る 訴 訟 事 件 に 係 る も の に 限 る 。 ） に お け る 主 張 に つ い て 適 用 す る 。

新 実 用 新 案 法 第 三 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 新 実 用 新 案 法 第 三 十 三 条 第 四1
1

項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の 又 は 初 め か ら 存 在 し な か っ た も の と み な さ れ た 実 用 新 案 権 に つ い

て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 三 条 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の

又 は 初 め か ら 存 在 し な か っ た も の と み な さ れ た 実 用 新 案 権 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 審 判 又 は 再 審 に つ い て は 、 そ の 審 決 が 確 定 す る ま で は 、 な お 従 前 の1
2

張 を 伴 う 場 合 で あ っ て 、 当 該 優 先 権 の 主 張 の 基 礎 と さ れ た 同 項 に 規 定 す る 先 の 出 願 が こ の 法 律 の 施 行 の 日

前 に さ れ た も の で あ る と き は 、 当 該 実 用 新 案 登 録 出 願 に 係 る 考 案 の う ち 、 当 該 先 の 出 願 に 係 る 考 案 に つ い

て は 、 新 実 用 新 案 法 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 三 十 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

６ 新 実 用 新 案 法 第 十 七 条 の 二 、 新 実 用 新 案 法 第 三 十 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 三 項 並 び

に 新 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 第 五 号 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 実 用 新 案 登

録 出 願 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 実 用 新 案 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

７ 新 実 用 新 案 法 第 十 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 九 十 九 条 及 び 新 実 用 新 案 法 第 二 十 条 第 一 項 の

規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。

８ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 通 常 実 施 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す

る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 に 係 る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 実 用 新 案 法 （ 以

下 「 旧 実 用 新 案 法 」 と い う 。 ） 第 十 九 条 第 三 項 又 は 第 二 十 五 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 旧 特 許 法 第 九 十 九

条 第 三 項 の 登 録 （ 旧 産 活 法 第 五 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 旧 実 用 新 案 法 第 十 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る
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八 条 の 四 第 三 項 の 規 定 に よ り 取 り 下 げ ら れ た も の と み な さ れ た 国 際 実 用 新 案 登 録 出 願 に は 、 適 用 し な い 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 登 録 さ れ た 通 常 実 施 権 に 係 る 情 報 で あ っ て 旧 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第 一 項 に お1
8

い て 準 用 す る 旧 特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 証 明 等 を 行 わ な い も の と さ れ た も の に つ い て の 証

明 等 に つ い て は 、 新 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 一 項 本 文 の 規

定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 意 匠 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 四 条 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 意 匠 法 （ 以 下 「 新 意 匠 法 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 二 項 、 第 九 条 、 第 十 七

条 及 び 第 二 十 六 条 の 二 、 新 意 匠 法 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 三 項 並 び に 新 意 匠

法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 意 匠 登 録 出 願 に つ い て 適

用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 意 匠 登 録 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 特 許 庁 に 係 属 し て い る 特 許 出 願 に つ い て 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 を 有 す る 者 が あ

る 場 合 に は 、 当 該 特 許 出 願 に 基 づ く 新 意 匠 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 出 願 の 変 更 に 係 る 承 諾 に つ い て

は 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

例 に よ る 。

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。1
3

こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 旧 実 用 新 案 法 第 十 四 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 （ こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る1
4

第 十 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る も の を 含 む 。 ） に 係 る 実 用 新 案 登 録 の 無 効 （ 旧 実

用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 第 七 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 実 用 新 案 法 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 六 十 七 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に15
確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行

の 日 前 に 確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

新 実 用 新 案 法 第 四 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 八 十 一 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日1
6

以 後 に 請 求 さ れ る 審 判 に つ い て の 審 決 に 対 す る 訴 え に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た

審 判 に つ い て の 審 決 に 対 す る 訴 え に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

新 実 用 新 案 法 第 四 十 八 条 の 四 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 実 用 新 案 法 第 四 十1
7
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匠 法 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

８ 新 意 匠 法 第 四 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 新 意 匠 法 第 四 十 四 条 第 四 項 の 規 定

に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 意 匠 権 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 意 匠 法 第 四 十 四 条 第

四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 意 匠 権 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

９ 新 意 匠 法 第 五 十 二 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 六 十 七 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 確 定

審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日

前 に 確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。

（ 商 標 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 五 条 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 商 標 法 （ 以 下 「 新 商 標 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法

律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 商 標 登 録 出 願 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 商 標 登 録 出 願 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 新 商 標 法 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 新 商 標 法 第 二 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ り

３ 新 意 匠 法 第 二 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 九 十 九 条 及 び 新 意 匠 法 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 は

、 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。

４ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 通 常 実 施 権 の 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 又 は 通 常 実 施 権 を 目 的 と す

る 質 権 の 設 定 、 移 転 、 変 更 、 消 滅 若 し く は 処 分 の 制 限 に 係 る 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 意 匠 法 （ 以 下 「

旧 意 匠 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 第 三 項 又 は 第 三 十 五 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 旧 特 許 法 第 九 十 九 条 第 三

項 の 登 録 が さ れ た 場 合 に お け る 当 該 登 録 の 第 三 者 に 対 す る 効 力 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 新 意 匠 法 第 三 十 二 条 第 一 項 （ 同 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の

際 現 に 存 す る 意 匠 権 又 は そ の 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。

６ 新 意 匠 法 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 四 条 の 四 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 提 起

さ れ た 再 審 の 訴 え （ 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 六 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 意 匠 法 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ

る 訴 訟 事 件 に 係 る も の に 限 る 。 ） に お け る 主 張 に つ い て 適 用 す る 。

７ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 既 に 納 付 し た 登 録 料 又 は 同 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 登 録 料 に つ い て は 、 新 意
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こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 新 商 標 法 第 四 十 六 条 第 一 項 （ 新 商 標 法 第 六 十 八 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 新 商 標 法 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 一 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 五 十 三 条 第

一 項 、 新 商 標 法 第 五 十 三 条 の 二 （ 新 商 標 法 第 六 十 八 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 新 商 標

法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 （ 新 商 標 法 附 則 第 二 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 審 判 の 確 定 審 決 の 登

録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 確 定

審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 新 商 標 法 第 六 十 五 条 の 三 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 出 願 の 期 間

を 経 過 す る 更 新 登 録 の 出 願 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 商 標 法 第 六 十 五 条 の 三 第 二 項 に 規

定 す る 出 願 の 期 間 を 経 過 し て い る 更 新 登 録 の 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

７ 新 商 標 法 附 則 第 三 条 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 の 期 間 を 経

過 す る 書 換 登 録 の 申 請 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 商 標 法 附 則 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 申

請 の 期 間 を 経 過 し て い る 書 換 登 録 の 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

８ 新 商 標 法 附 則 第 二 十 三 条 に お い て 準 用 す る 新 商 標 法 附 則 第 三 条 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以

消 滅 し た も の と み な さ れ た 商 標 権 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の

商 標 法 （ 以 下 「 旧 商 標 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 消 滅 し た も の と み な さ れ た 商 標 権 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 商 標 法 第 三 十 三 条 の 三 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施

行 の 際 現 に 存 す る 特 許 権 又 は そ の 専 用 実 施 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 に も 適 用 す る 。

４ 新 商 標 法 第 三 十 八 条 の 二 （ 新 商 標 法 第 六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 こ の

法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 提 起 さ れ た 再 審 の 訴 え （ 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二

十 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 商 標 法 （ 以 下 「 平 成 十 六 年 改 正 商 標 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 九 条 に お い

て 準 用 す る 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 第 百 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 （ 平 成 十 六 年 改 正 商 標 法 第 十 三 条 の 二 第 五 項

（ 平 成 十 六 年 改 正 商 標 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 平 成 十 六 年 改 正 商 標 法 第

六 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） が 適 用 さ れ る 訴 訟 事 件 に 係 る も の に 限 る 。)に お け る 主

張 に つ い て 適 用 す る 。

５ 新 商 標 法 第 五 十 六 条 第 一 項 及 び 附 則 第 十 七 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 六 十 七 条 の 規 定 は 、
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求 に 係 る 国 際 出 願 に つ い て 適 用 し 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す

る 法 律 第 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 手 数 料 （ 同 項 第 四 号 に 掲 げ る 者 が 納 付 す べ き 手 数 料 に 限 る 。 ） が こ の 法

律 の 施 行 の 日 前 に 納 付 さ れ た 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に 係 る 国 際 出 願 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 国 際 出 願 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 は 、 国 際 予 備 審 査 の 請 求 に つ き 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 同 項 に

規 定 す る 手 数 料 を 納 付 す る 者 に つ い て 適 用 す る 。

（ 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過

措 置 ）

第 七 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 既 に 納 付 し た 特 許 料 又 は 同 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 の 減 免 又 は 猶

予 に つ い て は 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転

の 促 進 に 関 す る 法 律 第 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 八 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 既 に 納 付 し た 特 許 料 又 は 同 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 の 減 免 又 は 猶

予 に つ い て は 、 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 五

後 に 新 商 標 法 附 則 第 二 十 三 条 に お い て 準 用 す る 新 商 標 法 附 則 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 の 期 間 を 経 過 す

る 防 護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 指 定 商 品 の 書 換 登 録 の 申 請 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 旧 商

標 法 附 則 第 二 十 三 条 に お い て 準 用 す る 旧 商 標 法 附 則 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 の 期 間 を 経 過 し て い る 防

護 標 章 登 録 に 基 づ く 権 利 の 指 定 商 品 の 書 換 登 録 の 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

９ 第 二 項 及 び 第 六 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 手 続 に 係 る 行 為 に 対 す る

罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 六 条 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 協 力 条 約 に 基 づ く 国 際 出 願 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 新 国 際 出 願 法

」 と い う 。 ） 第 八 条 第 四 項 及 び 第 十 八 条 第 二 項 （ 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 こ の

法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 国 際 出 願 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 国 際 出 願 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 新 国 際 出 願 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 は 、 新 国 際 出 願 法 第 十 八 条 第 二 項 （ 同 項 の 表 三 の 項 に 掲 げ る 部 分 に

限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 規 定 す る 手 数 料 が こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 納 付 さ れ た 国 際 予 備 審 査 の 請
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定 め る 。

（ 印 紙 を も つ て す る 歳 入 金 納 付 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 印 紙 を も つ て す る 歳 入 金 納 付 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 五 号 中 「 第 十 八 条 第 一 項 」 の 下 に 「 若 し く は 第 二 項 」 を 加 え 、 「 、 産 業 活 力 の 再 生 及 び

産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 数

料 を 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 、 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 及 び 産 業 活 力 の 再 生 及 び

産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 」 を 「 及 び 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

（ 登 録 免 許 税 法 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条 登 録 免 許 税 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 第 十 三 号 中 「 含 み 、 特 定 通 常 実 施 権 の 登 録 を 除 く 」 を 「 含 む 」 に 改 め 、 同 号 中 「 又 は 通 常 実(二
)

施 権 （ 仮 通 常 実 施 権 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 及 び 「 又 は 登 録 し た 仮 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、

「 又 は 通 常 実 施 権 の 件 数 」 を 「 の 件 数 」 に 改 め 、 同 号 中 「 、 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 」 を 「 若 し(
三

)

十 六 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 旧 産 活 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 手 数 料 を 納 付 し た 者 に よ る 過 誤 納 の 手 数 料 の 返 還 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 産 業 技 術 力 強 化 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 九 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 既 に 納 付 し た 特 許 料 又 は 同 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 の 減 免 又 は 猶

予 に つ い て は 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 産 業 技 術 力 強 化 法 第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 中 小 企 業 の も の づ く り 基 盤 技 術 の 高 度 化 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 既 に 納 付 し た 特 許 料 又 は 同 日 前 に 納 付 す べ き で あ っ た 特 許 料 の 減 免 又 は 猶

予 に つ い て は 、 第 九 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 中 小 企 業 の も の づ く り 基 盤 技 術 の 高 度 化 に 関 す る 法 律 第 九 条

第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 政 令 へ の 委 任 ）

第 十 一 条 附 則 第 二 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 政 令 で

─ 118 ─



第 十 四 条 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 十 二 条 第 三 項 中 「 並 び に 特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 三 項 （ 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 第 十 八 条 第 一 項 」 の 下 に 「 若 し く は 第 二 項 」 を 加 え る 。

（ 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 五 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 登 録 さ れ た 特 許 権 若 し く は 実 用 新 案 権 に つ い て の 通 常 実 施 権 又 は 特 許 権

に つ い て の 仮 通 常 実 施 権 に 係 る 情 報 で あ っ て 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例

に 関 す る 法 律 第 十 二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 旧 特 許 法 第 百 八 十 六 条 第 三 項 （ 旧 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第

一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 閲 覧 又 は 書 類 の 交 付 を 行 わ な い も の と さ れ

た も の に つ い て の 閲 覧 又 は 書 類 の 交 付 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等

の 特 例 に 関 す る 法 律 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 平 成 三 年 商 標 法 改 正 法 の 一 部 改 正 ）

く は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 「 、 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、 同 号 中 「 若 し く は 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、 「 こ れ ら(
四

)

の 権 利 若 し く は 特 許 権 」 を 「 特 許 権 若 し く は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実(
四

)

施 権 」 を 「 又 は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 同 表 第 十 四 号 中 「 含 み 、 特 定 通 常 実 施 権 の 登 録 を 除 く 」 を 「 含 む 」

に 改 め 、 同 号 中 「 又 は 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、 同 号 中 「 、 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 」 を 「 若 し く(二
)

(三
)

は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 「 、 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、 同 号 中 「 若 し く は 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、 「 こ れ ら の(
四

)

権 利 若 し く は 実 用 新 案 権 」 を 「 実 用 新 案 権 若 し く は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 、 専 用 実 施 権 又 は(
四

)

通 常 実 施 権 」 を 「 又 は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 同 表 第 十 四 号 の 二 を 削 り 、 同 表 第 十 五 号 中 「 又 は 通 常 実 施(
二

)

権 」 を 削 り 、 同 号 中 「 、 専 用 実 施 権 若 し く は 通 常 実 施 権 」 を 「 若 し く は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 「 、 通 常(
三

)

実 施 権 」 を 削 り 、 同 号 中 「 若 し く は 通 常 実 施 権 」 を 削 り 、 「 こ れ ら の 権 利 若 し く は 意 匠 権 」 を 「 意 匠 権(
四

)

若 し く は 専 用 実 施 権 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 、 専 用 実 施 権 又 は 通 常 実 施 権 」 を 「 又 は 専 用 実 施 権 」 に 改 め(
四

)

、 同 表 第 百 二 十 五 号 中 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 を 「 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第

一 項 」 に 改 め る 。

（ 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）
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第 十 三 条 の 三 第 四 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 四 条 の 四 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 提 起 さ

れ た 再 審 の 訴 え （ 裁 判 所 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 十 三 条 の 三 第 四 項 に お い て 準 用 す る 平 成 十 六 年 改 正 特 許 法 第 百 四 条 の

三 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 訴 訟 事 件 に 係 る も の に 限 る 。 ） に お け る 主 張 に つ い て 適 用 す る 。

（ 平 成 五 年 改 正 法 の 一 部 改 正 ）

第 十 九 条 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 五 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 「 平 成 五 年 改 正 法 」 と い う 。 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 四 条 第 二 項 中 「 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 。 以 下 「 平 成 十 五 年

改 正 法 」 と い う 。 ） 」 を 「 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 号 。 以 下 「 平 成 二

十 三 年 改 正 法 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 七 条 の 二 第 並 び に 第 三 十 九 条 第 三 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 七 項 （ 第 四 十 条 の 二

二 項 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

第 三 十 七 条 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 録 が 次 の 各 号 の 第 三 十 七 条 実 用 新 案 登 録 が 次 の 各 号 の

第 十 六 条 商 標 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 四 条 第 二 項 中 「 及 び 第 十 三 号 」 を 削 る 。

（ 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 の 一 部 改 正 ）

第 十 七 条 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 五 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お

そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 法 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 実 用 新 案 法 （ 以 下 「 平 成 五 年 旧 実 用 新 案

法 」 と い う 。 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 の 三 第 四 項 中 「 第 百 四 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 二 ま で （ 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 、 特 許 権 者 等 の 権

利 行 使 の 制 限 、 書 類 の 提 出 等 及 び 」 を 「 第 百 四 条 の 二 （ 具 体 的 態 様 の 明 示 義 務 ） 、 第 百 五 条 （ 書 類 の 提 出

等 ） 、 第 百 五 条 の 二 （ 」 に 改 め 、 「 関 係 ） 」 の 下 に 「 、 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法

律 第 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 第 百 四 条 の 三 及 び 第 百 四 条 の 四 （ 特 許 権 者 等 の 権 利 行

使 の 制 限 及 び 主 張 の 制 限 ） 」 を 加 え る 。

（ 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 八 条 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 （ 以 下 「 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 」 と い う 。 ）
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二 そ の 実 用 新 案 登 録 が 条 約 に 違 反 し 二 そ の 実 用 新 案 登 録 が 条 約 に 違 反 し

て さ れ た と き 。 て さ れ た と き 。

三 そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 五 条 第 四 項 二 の 二 そ の 実 用 新 案 登 録 の 願 書 に 添

又 は 第 五 項 （ 第 三 号 を 除 く 。 ） 及 び 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 が 第 三

第 六 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い 十 九 条 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 五

な い 実 用 新 案 登 録 出 願 に 対 し て さ れ 項 か ら 第 七 項 ま で （ 第 四 十 条 の 二 第

た と き 。 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

四 そ の 実 用 新 案 登 録 が 考 案 者 で な い ） 又 は 第 四 十 条 の 二 第 一 項 た だ し 書

者 で あ つ て そ の 考 案 に つ い て 実 用 新 の 規 定 に 違 反 し て さ れ た と き 。

案 登 録 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も 三 そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 五 条 第 四 項

の の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 対 し て さ れ 又 は 第 五 項 （ 第 三 号 を 除 く 。 ） 及 び

た と き 。 第 六 項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て い

五 実 用 新 案 登 録 が さ れ た 後 に お い て な い 実 用 新 案 登 録 出 願 に 対 し て さ れ

一 に 該 当 す る と き は 、 そ の 実 用 新 案 登 い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 実 用

録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 審 判 を 請 新 案 登 録 を 無 効 に す る こ と に つ い て 審

求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い 判 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の に つ い に お い て 、 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る も の

て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ と が で に つ い て は 、 請 求 項 ご と に 請 求 す る こ

き る 。 と が で き る 。

一 そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 三 条 、 第 三 一 そ の 実 用 新 案 登 録 が 第 三 条 、 第 三

条 の 二 、 第 四 条 、 第 七 条 第 一 項 か ら 条 の 二 、 第 四 条 、 第 七 条 第 一 項 か ら

第 三 項 ま で 若 し く は 第 八 項 、 第 九 条 第 三 項 ま で 若 し く は 第 八 項 、 第 九 条

第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三 第 一 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 三

十 八 条 又 は 第 五 十 五 条 第 三 項 に お い 十 八 条 又 は 第 五 十 五 条 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十 五 条 の 規 定 て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十 五 条 の 規 定

に 違 反 し て さ れ た と き 。 に 違 反 し て さ れ た と き 。
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２ 前 項 の 審 判 は 、 何 人 も 請 求 す る こ と

が で き る 。 た だ し 、 実 用 新 案 登 録 が 同

項 第 一 号 に 該 当 す る こ と （ そ の 実 用 新

案 登 録 が 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す

る 特 許 法 第 三 十 八 条 の 規 定 に 違 反 し て

さ れ た と き に 限 る 。 ） 又 は 前 項 第 四 号

に 該 当 す る こ と を 理 由 と す る も の は 、

利 害 関 係 人 に 限 り 請 求 す る こ と が で き

る 。

３ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 用 新 案 権 の 消 滅

後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き

る 。

４ 審 判 長 は 、 第 一 項 の 審 判 の 請 求 が あ

、 そ の 実 用 新 案 権 者 が 第 五 十 五 条 第 た と き 。

三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十 四 そ の 実 用 新 案 登 録 が 考 案 者 で な い

五 条 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 権 を 享 有 者 で あ つ て そ の 考 案 に つ い て 実 用 新

す る こ と が で き な い 者 に な つ た と き 案 登 録 を 受 け る 権 利 を 承 継 し な い も

、 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 が 条 約 に 違 の の 実 用 新 案 登 録 出 願 に 対 し て さ れ

反 す る こ と と な つ た と き 。 た と き 。

２ 前 項 の 審 判 は 、 実 用 新 案 権 の 消 滅 後 五 実 用 新 案 登 録 が さ れ た 後 に お い て

に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き る 。 、 そ の 実 用 新 案 権 者 が 第 五 十 五 条 第

３ 審 判 長 は 、 第 一 項 の 審 判 の 請 求 が あ 三 項 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 二 十

つ た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 実 用 新 案 権 五 条 の 規 定 に よ り 実 用 新 案 権 を 享 有

に つ い て の 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 実 す る こ と が で き な い 者 に な つ た と き

用 新 案 登 録 に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す 、 又 は そ の 実 用 新 案 登 録 が 条 約 に 違

る 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 反 す る こ と と な つ た と き 。
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質 上 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 を 拡 張 し 項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を

、 又 は 変 更 す る も の で あ つ て は な ら な 引 用 し な い も の と す る こ と 。

い 。 ２ 前 項 の 審 判 は 、 第 三 十 七 条 第 一 項 の

３ 第 一 項 第 一 号 の 場 合 は 、 訂 正 後 に お 審 判 が 特 許 庁 に 係 属 し た 時 か ら そ の 審

け る 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ 決 （ 請 求 項 ご と に 請 求 が さ れ た 場 合 に

れ て い る 事 項 に よ り 構 成 さ れ る 考 案 が あ つ て は 、 そ の 全 て の 審 決 ） が 確 定 す

実 用 新 案 登 録 出 願 の 際 独 立 し て 実 用 新 る ま で の 間 は 、 請 求 す る こ と が で き な

案 登 録 を 受 け る こ と が で き る も の で な い 。

け れ ば な ら な い 。 ３ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し

４ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 用 新 案 権 の 消 滅 た 明 細 書 の う ち 第 五 条 第 三 項 第 四 号 に

後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き 掲 げ る 事 項 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請

る 。 た だ し 、 第 三 十 七 条 第 一 項 の 審 判 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を

に よ り 無 効 に さ れ た 後 は 、 こ の 限 り で す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

つ た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 実 用 新 案 権

に つ い て の 専 用 実 施 権 者 そ の 他 そ の 実

用 新 案 登 録 に 関 し 登 録 し た 権 利 を 有 す

る 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 十 九 条 か 第 三 十 九 条 実 用 新 案 権 者 は 、 次 に 掲 げ 第 三 十 九 条 実 用 新 案 権 者 は 、 願 書 に 添

ら 第 四 十 一 条 る 事 項 を 目 的 と す る 場 合 に 限 り 、 願 書 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を す る こ

ま で に 添 附 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を す と に つ い て 審 判 を 請 求 す る こ と が で き

る こ と に つ い て 審 判 を 請 求 す る こ と が る 。 た だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る

で き る 。 事 項 を 目 的 と す る も の に 限 る 。

一 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 の 減 縮 一 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 の 減 縮

二 誤 記 の 訂 正 二 誤 記 の 訂 正

三 明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明 三 明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明

２ 前 項 の 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 は 、 実 四 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求
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（ 前 項 後 段 の 規 定 に よ り 一 群 の 請 求 項

ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る

場 合 に あ つ て は 、 当 該 明 細 書 又 は 図 面

の 訂 正 に 係 る 請 求 項 を 含 む 一 群 の 請 求

項 の 全 て ） に つ い て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。

５ 第 一 項 の 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 は 、

願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図 面 に 記 載

し た 事 項 の 範 囲 内 に お い て し な け れ ば

な ら な い 。

６ 第 一 項 の 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 は 、

実 質 上 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 を 拡 張

し 、 又 は 変 更 す る も の で あ つ て は な ら

な い 。 、 当 該 請 求 項 の 中 に 一 の 請 求 項 の 記 載

を 他 の 請 求 項 が 引 用 す る 関 係 そ の 他 経

済 産 業 省 令 で 定 め る 関 係 を 有 す る 一 群

の 請 求 項 （ 以 下 「 一 群 の 請 求 項 」 と い

う 。 ） が あ る と き は 、 当 該 一 群 の 請 求

項 ご と に 当 該 請 求 を し な け れ ば な ら な

い 。

４ 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 の う ち 第 五 条

第 三 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る

事 項 又 は 図 面 の 訂 正 を す る 場 合 で あ つ

て 、 請 求 項 ご と に 第 一 項 の 規 定 に よ る

請 求 を し よ う と す る と き は 、 当 該 明 細

書 又 は 図 面 の 訂 正 に 係 る 請 求 項 の 全 て
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（ 訂 正 の 無 効 の 審 判 ） （ 答 弁 書 の 提 出 等 ）

第 四 十 条 願 書 に 添 附 し た 明 細 書 又 は 図 第 四 十 条 審 判 長 は 、 審 判 の 請 求 が あ つ

面 の 訂 正 が 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で た と き は 、 請 求 書 の 副 本 を 被 請 求 人 に

の 規 定 に 違 反 し て い る と き は 、 そ の 訂 送 達 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 答 弁

正 を 無 効 に す る こ と に つ い て 審 判 を 請 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら

求 す る こ と が で き る 。 な い 。

２ 第 三 十 七 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 ２ 審 判 長 は 、 第 四 十 一 条 に お い て 準 用

は 、 前 項 の 審 判 の 請 求 に 準 用 す る 。 す る 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （

平 成 二 十 三 年 法 律 第 号 ） 第 一 条

の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 許 法 （ 以 下 「

平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 」 と い う 。 ）

第 百 三 十 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り

請 求 書 の 補 正 を 許 可 す る と き は 、 そ の

な い 。

７ 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 に 掲 げ る 事 項

を 目 的 と す る 訂 正 は 、 訂 正 後 に お け る

実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て

い る 事 項 に よ り 構 成 さ れ る 考 案 が 実 用

新 案 登 録 出 願 の 際 独 立 し て 実 用 新 案 登

録 を 受 け る こ と が で き る も の で な け れ

ば な ら な い 。

８ 第 一 項 の 審 判 は 、 実 用 新 案 権 の 消 滅

後 に お い て も 、 請 求 す る こ と が で き

る 。 た だ し 、 第 三 十 七 条 第 一 項 の 審 判

に よ り 無 効 に さ れ た 後 は 、 こ の 限 り で

な い 。
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第 四 十 条 の 二 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第

四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 の 被 請 求

人 は 、 前 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 次

条 又 は 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 特

許 法 第 百 五 十 三 条 第 二 項 若 し く は 平 成

二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百 六 十 四 条 の 二

第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 期 間 内

に 限 り 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図

面 の 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た

だ し 、 そ の 訂 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

目 的 と す る も の に 限 る 。

一 実 用 新 案 登 録 請 求 の 範 囲 の 減 縮

二 誤 記 の 訂 正

補 正 に 係 る 手 続 補 正 書 の 副 本 を 被 請 求

人 に 送 達 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、

答 弁 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 被 請 求 人 に 答 弁 書

を 提 出 す る 機 会 を 与 え る 必 要 が な い と

認 め ら れ る 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、

こ の 限 り で な い 。

３ 審 判 長 は 、 第 一 項 又 は 前 項 本 文 の 答

弁 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 副 本 を 請

求 人 に 送 達 し な け れ ば な ら な い 。

４ 審 判 長 は 、 審 判 に 関 し 、 当 事 者 及 び

参 加 人 を 審 尋 す る こ と が で き る 。

（ 訂 正 の 請 求 ）
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３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 求 項 の

中 に 一 群 の 請 求 項 が あ る と き は 、 当 該

一 群 の 請 求 項 ご と に 当 該 請 求 を し な け

れ ば な ら な い 。

４ 審 判 長 は 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 及

び こ れ に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書 又

は 図 面 を 受 理 し た と き は 、 こ れ ら の 副

本 を 請 求 人 に 送 達 し な け れ ば な ら な

い 。

５ 審 判 官 は 、 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が 同

項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と

せ ず 、 又 は 第 九 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る 第 三 十 九 条 第 五 項 か ら 第 七 項

三 明 瞭 で な い 記 載 の 釈 明

四 他 の 請 求 項 の 記 載 を 引 用 す る 請 求

項 の 記 載 を 当 該 他 の 請 求 項 の 記 載 を

引 用 し な い も の と す る こ と 。

２ 二 以 上 の 請 求 項 に 係 る 願 書 に 添 付 し

た 明 細 書 の う ち 第 五 条 第 三 項 第 四 号 に

掲 げ る 事 項 の 訂 正 を す る 場 合 に は 、 請

求 項 ご と に 前 項 の 訂 正 の 請 求 を す る こ

と が で き る 。 た だ し 、 第 三 十 七 条 第 一

項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判

が 請 求 項 ご と に 請 求 さ れ た 場 合 に あ つ

て は 、 請 求 項 ご と に 前 項 の 訂 正 の 請 求

を し な け れ ば な ら な い 。
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す 。

７ 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 同 項 の 訂 正

の 請 求 書 に 添 付 さ れ た 訂 正 し た 明 細 書

又 は 図 面 に つ い て 第 五 十 五 条 第 二 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 特 許 法 第 十

七 条 第 一 項 の 補 正 を す る こ と が で き る

期 間 内 に 限 り 、 取 り 下 げ る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 の 訂 正

の 請 求 を 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ

り 請 求 項 ご と に 又 は 一 群 の 請 求 項 ご と

に し た と き は 、 そ の 全 て の 請 求 を 取 り

下 げ な け れ ば な ら な い 。

８ 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 平 成 二

ま で の 規 定 に 適 合 し な い こ と に つ い て

、 当 事 者 又 は 参 加 人 が 申 し 立 て な い 理

由 に つ い て も 、 審 理 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 に よ

り 訂 正 の 請 求 を 認 め な い と き は 、 審 判

長 は 、 審 理 の 結 果 を 当 事 者 及 び 参 加 人

に 通 知 し 、 相 当 の 期 間 を 指 定 し て 、 意

見 を 申 し 立 て る 機 会 を 与 え な け れ ば な

ら な い 。

６ 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 が さ れ た 場 合 に

お い て 、 そ の 審 判 事 件 に お い て 先 に し

た 訂 正 の 請 求 が あ る と き は 、 当 該 先 の

請 求 は 、 取 り 下 げ ら れ た も の と み な
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び に 第 百 三 十 二 条 第 三 項 及 び 第 四 項 並

び に 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百 三 十

一 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百

三 十 一 条 の 二 第 一 項 並 び に 第 百 三 十 三

条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は

、 第 一 項 の 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 第 三 十 九 条 第 七 項 中 「 第 一

項 た だ し 書 第 一 号 」 と あ る の は 、 「 第

三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二

第 一 項 の 審 判 の 請 求 が さ れ て い な い 請

求 項 に 係 る 第 一 項 た だ し 書 第 一 号 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。

（ 取 消 し の 判 決 が あ つ た 場 合 に お け る

十 三 年 改 正 特 許 法 第 百 五 十 五 条 第 三 項

の 規 定 に よ り 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第

四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 の 請 求 が

請 求 項 ご と に 取 り 下 げ ら れ た と き は 、

第 一 項 の 訂 正 の 請 求 は 、 当 該 請 求 項 ご

と に 取 り 下 げ ら れ た も の と み な し 、 第

三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二

第 一 項 の 審 判 の 審 判 事 件 に 係 る 全 て の

請 求 が 取 り 下 げ ら れ た と き は 、 当 該 審

判 事 件 に 係 る 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 は 、

全 て 取 り 下 げ ら れ た も の と み な す 。

９ 第 三 十 九 条 第 四 項 か ら 第 八 項 ま で 、

特 許 法 第 百 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 並
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る た め の 相 当 の 期 間 を 指 定 す る こ と が

で き る 。

（ 特 許 法 の 準 用 ） （ 特 許 法 の 準 用 ）

第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 二 十 五 条 、 第 百 第 四 十 一 条 特 許 法 第 百 二 十 五 条 、 第 百

二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 百 三 十 条 二 十 七 条 、 第 百 二 十 八 条 、 第 百 三 十 二

か ら 第 百 七 十 条 ま で （ 審 決 の 効 果 、 審 条 、 第 百 三 十 五 条 か ら 第 百 五 十 四 条 ま

判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟 で 、 第 百 五 十 七 条 か ら 第 百 六 十 三 条 ま

と の 関 係 及 び 審 判 に お け る 費 用 ） の 規 で 、 第 百 六 十 四 条 第 一 項 、 第 百 六 十 六

定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。 条 及 び 第 百 六 十 八 条 か ら 第 百 七 十 条 ま

で 並 び に 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百

三 十 一 条 、 第 百 三 十 一 条 の 二 、 第 百 三

十 三 条 、 第 百 五 十 五 条 、 第 百 五 十 六 条

、 第 百 六 十 四 条 の 二 、 第 百 六 十 七 条 及

訂 正 の 請 求 ）

第 四 十 条 の 三 審 判 長 は 、 第 三 十 七 条 第

一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審

判 の 審 決 （ 審 判 の 請 求 に 理 由 が な い と

す る も の に 限 る 。 ） に 対 す る 第 四 十 七

条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 平 成 二 十 三

年 改 正 特 許 法 第 百 八 十 一 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 取 消 し の 判 決 が 確 定 し 、 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ り 審 理 を 開 始 す る と

き は 、 そ の 判 決 の 確 定 の 日 か ら 一 週 間

以 内 に 被 請 求 人 か ら 申 立 て が あ つ た 場

合 に 限 り 、 被 請 求 人 に 対 し 、 願 書 に 添

付 し た 明 細 書 又 は 図 面 の 訂 正 を 請 求 す
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知 、 審 決 又 は 決 定 の 取 消 及 び 裁 判 の 正 本 に 第 百 八 十 条 、 第 百 八 十 一 条 及 び 第 百 八

の 送 付 ） 十 二 条 （ 出 訴 の 通 知 等 、 審 決 又 は 決 定 の

取 消 し 及 び 裁 判 の 正 本 等 の 送 付 ）

第 四 十 八 条 の 第 三 十 九 条 第 四 項 中 「 第 三 十 七 条 第 一 項 第 三 十 九 条 第 二 項 及 び 第 八 項 中 「 第 三 十

十 二 第 二 項 」 と あ る の は 、 「 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 七 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 第 三 十 七 条

第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 」 と 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 」 と

第 四 十 八 条 の 第 三 十 七 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 並 び 第 三 十 七 条 第 一 項 後 段 、 第 三 項 及 び 第 四

十 二 第 三 項 に 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 十 五 第 二 項 及 び 項 の 規 定 並 び に 特 許 法 第 百 八 十 四 条 の 十

第 四 項 （ 国 際 特 許 出 願 固 有 の 理 由 に 基 づ 五 第 四 項

く 特 許 の 無 効 の 審 判 ）

第 五 十 条 の 二 第 三 十 七 条 第 二 項 （ 第 四 十 条 第 二 項 及 び 第 三 十 七 条 第 三 項 （ 第 四 十 八 条 の 十 二 第

第 四 十 八 条 の 十 二 第 三 項 に お い て 準 用 す 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 三 十 九 条 第 四 項 、 第 三 十 九 条 第 八 項 （ 第 四 十 条 の 二 第 九 項

び 第 百 六 十 七 条 の 二 （ 審 決 の 効 果 、 審

判 の 請 求 、 審 判 官 、 審 判 の 手 続 、 訴 訟

と の 関 係 及 び 審 判 に お け る 費 用 ） の 規

定 は 、 審 判 に 準 用 す る 。

第 四 十 五 条 、 第 百 七 十 四 条 （ 審 判 の 規 定 等 の 準 用 ） 及 び 第 百 七 十 六 条 （ 再 審 の 請 求 登 録 前 の

及 び 第 百 七 十 六 条 （ 再 審 の 請 求 登 録 前 の 実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） 並 び に 平 成 二 十

実 施 に よ る 通 常 実 施 権 ） 三 年 改 正 特 許 法 第 百 七 十 四 条 （ 審 判 の 規

定 等 の 準 用 ）

第 四 十 七 条 第 審 判 又 は 再 審 の 請 求 書 審 判 若 し く は 再 審 の 請 求 書 又 は 第 四 十 条

一 項 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書

第 四 十 七 条 第 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま 特 許 法 第 百 七 十 九 条 （ 被 告 適 格 ） 並 び に

二 項 で （ 出 訴 期 間 等 ） 及 び 第 百 七 十 九 条 か ら 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百 七 十 八 条 第

第 百 八 十 二 条 ま で （ 被 告 適 格 、 出 訴 の 通 二 項 か ら 第 六 項 ま で （ 出 訴 期 間 等 ） 並 び
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て 準 用 す る 特 許 法 第 百 五 十 三 条 第 二 項 若

し く は 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百 六 十

四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 期 間 が 指 定

さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 当 該 期 間 が 経 過

し た 後 ） 及 び 実 用 新 案 法 第 三 十 九 条 第 一

項 の 審 判 に お い て 同 法 第 四 十 一 条 に お い

て 準 用 す る 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百

五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ

た 後 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 理 の 再

開 が さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 そ の 後 更 に

同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 後

） 」 と 、 「 審 判 」 と あ る の は 「 審 判 若 し

く は 実 用 新 案 法 第 四 十 条 の 二 第 一 項 の 訂

第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 四

二 十 五 条 十 条 の 二 第 九 項 及 び 第 四 十 一 条 に お い て

準 用 す る 特 許 法 第 百 二 十 八 条 、 第 四 十 一

条 に お い て 準 用 す る 特 許 法 第 百 二 十 五 条

第 五 十 五 条 第 準 用 す る 。 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 十

二 項 七 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 及 び 請 求 公 告 を

す べ き 旨 の 決 定 の 謄 本 の 送 達 が あ つ た 後

」 と あ る の は 「 、 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条

第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審

判 に お い て 同 法 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 指 定 さ れ た 期 間 が 経 過 し た 後 （ 同 条

第 二 項 、 同 法 第 四 十 条 の 二 第 五 項 、 同 法

第 四 十 条 の 三 又 は 同 法 第 四 十 一 条 に お い
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別 表 第 九 号 審 判 又 は 再 審 を 請 求 す る 者 審 判 、 再 審 又 は 明 細 書 若 し く は 図 面 の 訂

正 を 請 求 す る 者

（ 平 成 五 年 改 正 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 二 十 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 附 則 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 （

以 下 「 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 八 条 の

十 二 第 一 項 の 審 判 又 は 再 審 に つ い て は 、 そ の 審 決 が 確 定 す る ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第

一 項 の 審 判 で あ っ て 、 そ の 審 決 が 確 定 し て い な い も の に 係 る 実 用 新 案 登 録 の 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 又 は 図

面 の 訂 正 を す る こ と に つ い て の 審 判 （ 次 項 に お い て 「 訂 正 の 審 判 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 そ の 審 決 が 確

定 す る ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 又 は

第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 の 確 定 審 決 及 び こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例

に よ り 請 求 さ れ る 訂 正 の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

正 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 五 十 五 条 第 特 許 法 第 百 九 十 五 条 の 三 （ 行 政 不 服 審 査 平 成 二 十 三 年 改 正 特 許 法 第 百 九 十 五 条 の

六 項 法 に よ る 不 服 申 立 て の 制 限 ） の 規 定 は 、 四 （ 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て の

こ の 法 律 の 規 定 に よ る 補 正 の 却 下 の 決 定 制 限 ） の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ る

、 査 定 、 審 決 及 び 審 判 又 は 再 審 の 請 求 書 補 正 の 却 下 の 決 定 、 査 定 、 審 決 及 び 審 判

の 却 下 の 決 定 若 し く は 再 審 の 請 求 書 又 は 第 四 十 条 の 二

第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定

別 表 第 五 号 登 録 異 議 の 申 立 て （ 請 求 公 告 に 係 る 異 議 登 録 異 議 の 申 立 て を す る 者

の 申 立 て を 含 む 。 ） を す る 者
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第 四 十 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 請 求 さ れ た 旧

平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に 係 る 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案

法 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 旧 特 許 法 第 百 三 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り さ れ た 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法

第 四 十 条 の 二 第 一 項 の 訂 正 の 請 求 書 の 却 下 の 決 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

７ 読 替 え 後 の 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 四 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 八 十 一 条 の 規 定 は

、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 請 求 さ れ る 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 又

は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に つ い て の 審 決 に 対 す る 訴 え に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に

請 求 さ れ た 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の

審 判 に つ い て の 審 決 に 対 す る 訴 え に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

８ 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 別 表 第 九 号 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 請 求 さ れ る 新 平 成 五 年 旧 実 用

新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に 係 る 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 施 行 の 日 前 に

請 求 さ れ た 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に 係 る 手 数 料 に

つ い て は 、 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 別 表 第 九 号 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

４ こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に し た 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 九 条 第 一 項 又 は 第 四 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 訂 正 （ こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に す る 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ

れ る も の を 含 む 。 ） に 係 る 実 用 新 案 登 録 の 無 効 （ 旧 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 第 二 号 の 二 に

係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 前 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 平 成 五 年 改 正 法 附 則 第 四 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え ら れ た 新 平 成 五 年 旧 実 用

新 案 法 （ 以 下 「 読 替 え 後 の 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第

百 六 十 七 条 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び 同 一 の 証

拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て 適 用 し 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 前 に 確 定 審 決 の 登 録 が あ っ た 審 判 と 同 一 の 事 実 及 び

同 一 の 証 拠 に 基 づ く 審 判 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 四 十 七 条 第 一 項 及 び 読 替 え 後 の 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法 第 五 十 五 条 第 六 項 に

お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 九 十 五 条 の 四 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 に 請 求 さ れ た 新 平 成 五 年 旧

実 用 新 案 法 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 第 四 十 八 条 の 十 二 第 一 項 の 審 判 に 係 る 読 替 え 後 の 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案

法 第 四 十 一 条 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 百 三 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り さ れ る 新 平 成 五 年 旧 実 用 新 案 法
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第 二 十 四 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 が 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日 前 で あ る 場 合 に は 、 第 七 条 の う ち 産 業 活 力 の 再 生 及 び

産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 二 条 第 二 十 六 項 及 び 第 二 十 七 項 を 削 る 改 正 規 定 中 「 第 二 条 第 二 十 六

項 及 び 第 二 十 七 項 」 と あ る の は 、 「 第 二 条 第 二 十 七 項 及 び 第 二 十 八 項 」 と す る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

う ち 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 二 条 中 第 二 十 一 項 を 第 二 十 項 と し 、 第 二 十

二 項 か ら 第 二 十 六 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 二 十 七 項 中 「 す べ て の 」 を 「 全 て の 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 二 十 六 項 と し 、 同 条 第 二 十 八 項 を 同 条 第 二 十 七 項 と す る 改 正 規 定 中 「 繰 り 上 げ 、 同 条 第 二 十 七 項

中 「 す べ て の 」 を 「 全 て の 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 十 六 項 と し 、 同 条 第 二 十 八 項 を 同 条 第 二 十 七 項 と す

る 」 と あ る の は 、 「 繰 り 上 げ る 」 と す る 。

（ 平 成 八 年 商 標 法 等 改 正 法 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 一 条 商 標 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 八 年 法 律 第 六 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 五 条 第 四 項 中 「 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第 九 十 九 条 第 一 項 」 を 削 る 。

附 則 第 十 六 条 第 一 項 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 に お い て 準 用 す る 新 特 許 法 第

九 十 九 条 第 一 項 」 を 削 る 。

（ 平 成 十 五 年 改 正 法 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 二 条 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 条 第 四 項 中 「 第 五 条 」 を 「 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 号 ） 第

五 条 」 に 、 「 第 十 八 条 第 四 項 」 を 「 第 十 八 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

（ 平 成 十 八 年 意 匠 法 等 改 正 法 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 三 条 意 匠 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 七 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 四 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

（ 調 整 規 定 ）
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　　○経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局　特許室一覧

　・北海道経済産業局特許室
 　　〒060-0807
　 　札幌市北区北７条西4丁目　新北海道ビルヂング１２階
　 　電話番号　011-747-8252　　Fax：011-746-7359

 
　・東北経済産業局特許室
　　 〒980-0014
　　 仙台市青葉区本町３－４－１８　太陽生命仙台本町ビル７階
 　　電話番号　022-223-9730　　Fax：022-262-5906
 
 
　・関東経済産業局特許室
　　 〒330-9715
　　 さいたま市中央区新都心１番地１  さいたま新都心合同庁舎１号館９階
　 　電話番号　048-600-0319　　Fax：048-601-1303
 
　
　・中部経済産業局特許室
 　　〒460-0008
　 　名古屋市中区栄２－１０－１９　名古屋商工会議所ビルＢ２階
　 　電話番号　052-223-6604　　Fax：052-223-6524
 
 
　・近畿経済産業局特許室
 　　〒540-8535
　 　大阪市中央区大手前１－５－４４　大阪合同庁舎第１号館３階
　 　電話番号　06-6966-6016　　Fax：06-6966-6064
 
 
　・中国経済産業局特許室
　　 〒730-8531
　　 広島市中区上八丁堀　６－３０　広島合同庁舎３号館１階
　　 電話番号 　082-224-5625　　Fax：082-224-5646
 
 
　・四国経済産業局特許室
　　 〒761-0301
　　 高松市林町２２１７－１５　香川産業頭脳化センタービル２階
　　 電話番号　 087-869-3790　　Fax：087-869-3790
 
 
　・九州経済産業局特許室
 　　 〒812-8546
　　  福岡市博多区博多駅東２－１１－１　福岡合同庁舎６階
　　　電話番号　 092-481-2468　 Fax：092-481-2496
 
 
　・内閣府沖縄総合事務局特許室
 　　 〒900-0006
　　　那覇市おもろまち４－１７－９　TNビル４階
　　　電話番号　098－867－3293　  Fax：098-867-3286
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先一覧

　◆特許庁所在地              〒100-8915　東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
　◆開　 庁　 日                  月～金曜日（平日）
　◆問い合わせ受付時間    9：00～17：30
　◆電話＜特許庁代表＞    03-3581-1101（音声ガイダンスに従って操作してください）

　○＜法改正事項一般について＞

　・産業財産権四法に関すること
　　 総務部　総務課　制度改正審議室
　 　内線　2118　　Fax：03-3501-0624　　E-mail：PA0A00@jpo.go.jp

　○＜各改正事項について＞
　・通常実施権等の対抗制度の見直しに関すること
　　 総務部　総務課　制度改正審議室
　 　内線　2118　　Fax：03-3501-0624　　E-mail：PA0A00@jpo.go.jp
　
　・冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備に関すること
　　 総務部　総務課　制度改正審議室
　 　内線　2118　　Fax：03-3501-0624　　E-mail：PA0A00@jpo.go.jp

　・審判の制度に関すること
　　 審判部　審判課　審判企画室
　 　内線　5854　　Fax：03-3584-1987　　E-mail：PA6B00@jpo.go.jp
 
　・特許関係等料金制度に関すること
  　 総務部　総務課　調整班
　　 内線　2105　　Fax：03-3593-2397　　E-mail：PA0260@jpo.go.jp

　・発明の新規性喪失の例外規定の見直し等に関すること
  　 特許審査第一部　調整課　審査基準室
　　 内線　3112　　Fax：03-3597-7755　　E-mail：PA2A10@jpo.go.jp

　・出願人・特許権者の救済手続の見直しに関すること
  　 総務部　総務課　法規班
　　 内線　2106　　Fax：03-3593-2397　　E-mail：PA0230@jpo.go.jp

　・商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止に関すること
  　 審査業務部　商標課　商標制度企画室
　　 内線　2806　　Fax：03-3580-5907　　E-mail：PA1T80@jpo.go.jp
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